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第１ 住民監査請求の内容 

 
１ 請求人 

  結城市  大矢 尚武 

土浦市  石川 克子 

牛久市  須藤 京子 

つくばみらい市  山田 稔 

古河市  浦上 尚 

土浦市  古沢 喜幸 

 

２ 請求書の提出 

  平成 28 年４月 13 日 

 

３ 補正書の提出 

  平成 28 年５月２日（補正期間は平成 28 年４月 19 日から 14 日間） 

 

４ 請求の概要 
請求人提出の「茨城県職員措置請求書」による請求（以下「本件請求」という。）

の概要は，次のとおりである。 

なお，措置請求書の原文に即して記載したが，項目番号は本編に合わせて調整し，

資料１から資料 18 の記載は省略した。 

 
（１） 茨城県知事に対する措置請求の要旨 

     茨城県知事が、平成 26 年度に茨城県議会の各会派に交付した政務活動費のう

ち、別表「平成 26 年度茨城県議会政務活動費の経費項目毎会派別返還請求金額

と支出評価書」の「返還請求金額」欄記載の各金員の返還を請求することを怠る

行為は違法なので、地方自治法 242 条第 1項に基づき、監査委員が茨城県知事に

対し、同金員について各会派に対して茨城県に返還するよう請求することを勧告

することを求める。 

 
（２） 措置請求の理由 

ア 政務活動費の性質と支出の根拠等 
  （ア） 茨城県議会の政務活動費の趣旨と支出が認められる範囲 
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   ａ  茨城県議会の政務活動費は、実費弁償を原則とする補助金の一種であり、

地方自治法第 100 条第 14 項ないし 16 項、及びこれに基づき制定された「茨

城県政務活動費の交付に関する条例」(平成 13 年 3 月 28 日茨城県条例第 35

号、平成 24 年茨城県条例第 94 号によって改称、以下「条例」という)に基づ

いて県議会各会派に交付される。 

     茨城県では、上記条例に基づく政務活動費の交付に関する細則を「茨城県

政務活動費の交付に関する条例施行規程」(平成 13 年 3 月 23 日議長決裁、最

終改正・平成 24 年 12 月 21 日議長決裁、平成 25 年 3 月 1 日施行、以下「規

程」という)で規定し、更に、政務活動費の適正な執行を図るために「政務活

動費の手引」(平成 24 年 12 月 12 日制定、平成 25 年 4 月 1 日適用、以下「手

引」という)で支出の例示、注意事項などの詳細を定めている。 

    ｂ 地方自治法第 100 条第 14 項は、「普通地方公共団体は、条例の定めるとこ

ろにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費

の一部として、政務活動費を交付することができる」と定めている。 

    ｃ 「条例は、地方自治法の上記条項に基づき、 

   （ａ） 第 1条において、政務活動費が「茨城県議会の議員の調査研究その他の

活動に資するため必要な経費の一部」として議会に於ける会派に対して交

付されるものであること、 

   （ｂ） 第 2条第 1項において、政務活動費を充てることのできる範囲として、  

「調査研究、研修、広報広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等

県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民

福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という)に要する経

費に対して交付する」とし、同条第 2項関係の別表において、「人件費」「事

務所費」「事務費」「交通費」「視察・研修費」「調査委託費」「資料購入・

作成費」「要請陳情等活動費」「会議費」「グループ活動費」「広報紙(誌)発

行費」「ホームページ作成・管理費」「政策広報費」「会費」の 14 種類の使

途経費を、 

    （ｃ） 第 9条第 2項において、政務活動とそれ以外の活動が混在する場合は、

その経費について按分による支出ができるものとし、必要な事項は、議長

が定めることができること、 

   （ｄ） 第 10 条第 1項において、会派の代表者は、政務活動費に係る収支報告

書を当該年度の終了した翌日から起算して 30 日以内に議長に提出しなけ

ればならないこと、 

   （ｅ） 同条第 2項において、収支報告書には支出に係る領収書その他の支出の

事実を証する書類の写しを合わせて提出しなければならないこと、 

   （ｆ） 第 12 条において、知事は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度

において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度に行な

った政務活動に係る支出(第 2条に規定する政務活動費を充てることがで

きる経費の範囲に従って行った支出をいう)の総額を控除して残余がある



 

3 

 

場合は、当該残余の額に相当する額の返還を命ずることができること、 

    をそれぞれ定めている。 

ｄ 「規程」は、上記ウの規定に沿い、第 5条第 2項において、「政務活動とそ

れ以外の活動が混在する場合には、合理的に説明できる割合によって按分す

るものとする」としつつ、合理的に説明できる割合によって按分することが

難しい場合は、 

 （ａ） 政務活動と政党活動や後援会活動等が混在する場合は、2分の 1 

 （ｂ） 政務活動と私的活動が混在する場合は、2分の 1 

 （ｃ） 政務活動と政党活動や後援会活動等及び私的活動が混在する場合は、4 

分の 1 

  を上限として算定するとしている。 

  （イ） 政務活動を遂行するに当たり留意されるべき法の規定 

     以上の諸制約のもとで実際に支出するに当たり留意しなければならないの

は、地方自治法第 2条第 14 項の「地方公共団体は、その事務を処理するに当

っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない。」という規定である。この規定は議会にも適

用されるものであり、政務活動費の支出に当たっては、十分留意されなくて

はならない。 

     従って、政務活動費に関する「条例」「規程」及び「手引」は、その内容と

運用について、この規定を順守しなければならない。 

  （ウ） 一般的に考えて全部又は一部を認め得ない支出 

   ａ 公表された目的以外で政務活動以外の行為が絡んだ支出 

   ｂ 政務活動用としては高額過ぎる物品の購入に係る支出 

   ｃ 規定が予定している本来の態様から逸脱している行為に係る支出 

   ｄ 目的或は効果が分からない行為に係る支出 

   ｅ 低額な手段があるにも係わらず高額な手段を採ったことに係る支出 

   ｆ 会派又は議員の宣伝の意味が濃い情報提供行為に係る支出 

   ｇ 政党の資金の一部となり得る行為に係る支出 

 

イ 茨城県議会の平成 26 年度政務活動費の交付と精算 

  （ア） 茨城県は、「条例」に基づき、平成 26 年度政務活動費として、茨城県議会

の各会派に金員を交付した。 

  （イ） 各会派は、いずれも平成 27 年 4 月 30 日までに、「平成 26 年度政務活動費

収支報告書」を提出し、茨城県議会事務局が平成 27 年 4 月 30 日受付けた。

但し、茨城の未来を創る会の分は平成 26 年 11 月 23 日に、誇り高きいばらき

研究会の分は平成 26 年 7 月 15 日に同事務局が受領した。余剰金のある会派

は、規定に従ってその金員を茨城県に返還したものと思われる。 

 

ウ 平成 26 年度の政務活動費の評価結果 
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  （ア） 評価結果 

     Ⅰの記載事項に基づき、茨城県議会の各会派が平成 26 年度の政務活動費か

ら支出したとして収支報告書に記載した支出について、開示された領収書な

どに基づいて、その妥当性を個別に判断し、違法或は不当と判断された結果

は、別表の「返還請求金額」欄のとおりであり、そのように判断した評価の

内容については、同表の「評価書」欄に記載した各番号の「別紙」に、査定

対象とした支出の詳細及び個別の返還請求金額とともに記載したとおりであ

る。 

  （イ） 経費項目別の評価の大要 

     以下に返還請求すべきと判断された支出があった経費項目について、査定

の根幹とした判断の基準を記述する。個別の詳細については、上記「別紙」

に記載してあるので参照されたい。 

   ａ 人件費 

    （ａ） 被雇用人は、原則として議員事務所で業務を行うものとし、事務所費の

按分率が 1/2 の場合或は自宅を事務所としていると思われる場合は、政務

活動以外の業務にも係ることが避けられないものとし按分率を 1/2 とし、

これを超える分を返還請求すべきとした。 

   （ｂ） 平成 26 年 12 月の選挙後に雇用を打ち切っている場合は、選挙の準備が

目的の雇用であったことが濃厚であるとし、按分率が 1/2 の場合は、これ

を 0とし、按分率が 1/1 の場合は、これを 1/2 とし、これを超える分を返

還請求すべきとした。 

   ｂ 事務所費 

     事務所の賃借料については、全議員が按分率を 1/2 としているが、途中か

ら契約金額を 2倍とし、按分率が 1/1 であった前年度の政務活動費充当分と

同額支出をしている場合を異常と捉え、前年度の 1/2 を超える分を返還請求

すべきとした。 

   ｃ 事務費 

   （ａ） 事務所内で食す茶菓子を購入する議員が多く、中で事務所来客用と事務

所用と区別して計上している場合があり、この場合事務所用とされるもの

は、事務所の者が食すものであるから許容外であるとし、返還請求すべき

とした。 

   （ｂ） パソコン或はカメラといった物品の購入については、その使途について

政務活動以外には絶対に使用しないということは出来ないはずであるか

ら按分率を 1/2 とし、これを超える分は返還請求すべきとした。但し、政

務活動に不必要と考えられる高額なものについては、全額返還請求すべき

とした。 

   （ｃ） 事務費として計上されたが、明らかに政策広報活動のための支出である

場合は、政策広報費の評価の中で評価した。 

   ｄ 交通費 
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   （ａ） ガソリン代・高速道料金 

       ガソリン代は、原則として実費請求という理念から程遠い不当に高額な

固定基準単価に基づく請求となっているが、ここでは不問とすることとし、

両費用については、政務活動以外の目的の有無、目的不明の移動に支出さ

れていないかを精査し、政務活動以外の目的が混在すれば按分率を 1/2 と

し、目的不明の移動の場合は支出を認めないこととして返還請求金額を算

定した。なお、交通費として計上されたが、明らかに視察・研修活動或は

グループ活動のための支出である場合は、それぞれの活動費用の評価の中

で評価した。 

   （ｂ） 自動車リース代 

       「手引」の 11 頁(5)及び 28 頁(4)のＱ15 の記載事項によれば、政務活動

費を充てることができる自動車リースは、その主たる使用目的が政務活動

であることを予定しているものと推察される。更に車種や金額についても

社会通念上必要かつ相当と認められる範囲としている。ここにいう社会通

念とは、政務活動をする上での社会通念でありそれを逸脱するものではな

い。以上のことから、自動車リースに関しては、政務活動費の充当金額の

大小を論ずる前にリース金額の適正を論ずるべきである。そこで、平成 25

年度の茨城県議会の政務活動費に関する住民監査請求において、資料 18

の様に按分率を 1/2 として政務活動費を充てることのできる金額を月額 

28,000 円としたが、その後の消費税引き上げを考慮して月額 29,000 円と

して査定した。この金額は、政務活動に供する自動車として十分な車格の

ものと確信する。又、特に異常に高額な価格の自動車をリースしたと推察

されるものについては、全額返還請求すべきとした。 

   （ｃ） その他の交通費 

       交通費として計上されたタクシー代及び鉄道運賃等は、それらを必要と

した視察・研修或はグループ活動の費用の評価の中で評価した。 

   ｅ 視察・研修費 

   （ａ） 視察の具体的な行き先、目的、成果などが不明なものは、原則として支

出を認めないこととし、全額返還請求とした。 

   （ｂ） 交通費については、より安価な交通手段はないか検討し、それがある場

合には計上された交通費との差額を返還請求すべきとした。 

   （ｃ） 海外視察・研修行為の直後の選挙に立候補しなかった場合は、支出を認

めず全額返還請求すべきとした。 

   （ｄ） 同一の海外視察・研修にもかかわらず、他に比して異常に高額の支出を

計上したものは、安価なものとの差額を返還請求すべきとした。 

   （ｅ） 交通手段の構成が分からないものは、この交通費について全額返還請求

すべきとした。 

   （ｆ） 県政に関係のない観光施設への入場費用は、全額返還請求すべきとし 

た。 
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   ｆ 資料購入・作成費 

   （ａ） 県政に直接関係のない歴史資料の購入は、全額返還請求すべきとした。 

   （ｂ） 所属政党が発行する新聞、機関誌等の購読費用は、政党資金の一部とな

り得るから按分率を 1/2 とし、これを超える分を返還請求すべきとした。 

   ｇ 会議費 

     会議費として計上されたものであるが、政策広報活動費とされるべき活動

費があり、これについては政策広報費の評価の中で評価した。 

   ｈ グループ活動費 

   （ａ） 常任委員会での発言から視察の成果が多少あったと推察されるが、視察

した議員本人の意見がなく、又あまりにも大人数での視察であり費用対効

果を疑われるものは、費用の 1/3 まで認め残部を返還請求すべきとした。

交通費として計上された関連費用も同様の評価とした。 

   （ｂ） 視察の具体的な行き先、目的、成果などが不明なものは、原則として支

出を認めないこととし、全額返還請求すべきとした。 

   （ｃ） 不必要な会議室の借用費は、全額返還請求すべきとした。 

   ｉ 広報紙(誌)発行費 

     広報紙(誌)は、県議会活動報告書或は県政報告書等の名称で企画、編集、

印刷、配布(郵送、新聞折り込み、ポスティング等々による)される。その内

容は、議員又は会派の議会での質問とその解説を知らせるのが大きな目的で

あり、言い換えれば議員又は会派の宣伝の意味が強いもので、本来不必要な

議員の顔写真或はこれに類似の写真を載せているのが普通である。特に議員

が発行するものは、その配布範囲が自己の選挙区内に限られていることから

も宣伝の意味合いが濃いことが分かる。議会に於ける発言等の報告であれば、

議会ホームページを見れば事足りるのであって広報紙(誌)は不要である。従

って理論的に説明ができない限り、按分率は 1/2 以下とすべきであり、今回

の評価では、按分率を 1/2 とし、これを超える分について返還請求すべきと

した。 

   ｊ 政策広報費 

   （ａ） 講演・集会のうち講演は、大いに評価したいが、集会において行われる

であろう県政報告は、広報紙(誌)と同様に議員又は会派の宣伝臭の濃いも

のと推察される。よってこれを含む場合は、原則として按分率を 1/2 以下

とすべきであり、今回の評価では、按分率を 1/2 とし、これを超える分に

ついて返還すべきとした。 

   （ｂ） 街頭における活動は、政務活動費が政策立案のための情報収集に使われ

ることを目的としているとすれば、全く意味をなさないものであるが、限

定された地域とはいえ不特定多数を対象としているので、自己宣伝の意味

が濃いとしても、或る程度県政への関心を呼び覚ます効果はあるだろうか

ら、按分率を 1/2 としこれを超える分について返還請求すべきとした。 

   （ｃ） 限定部数の県議会党派活動記録誌は、党関係の内部資料であり、政務活
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動費を充てるべきではないので全額返還すべきとした。 

   （ｄ） 茶代、茶菓子代は、合わせて 150 円/人もあれば十分であるとし、これ

を超える分は、返還請求すべきとした。 

   （ｅ） 議会における発言シーンのビデオ撮影、県議会報告会のビデオ撮影等々

の映像化費用は、情報を直接市民に提供し、以降の政策立案の糧となる意

見を収集することを目的とした政策広報活動に逸脱し、議会ホームページ

に公開されている議会に関する情報と重なっている部分が多く、政務活動

費を充てるべきではないから、全額返還請求すべきとした。 

   ｋ 会費 

   （ａ） 新年会の類は、意見交換の意味よりも懇親の意味が強いので按分率を 1/2

とし、これを超える分を返還請求すべきとした。 

   （ｂ） 後援団体との会合は、政務活動と認めず費用は全額返還請求すべきとし

た。 

 
（添付資料） 

 1 資料 1(2 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

        「水郷の街・潮来市に関東最大のメガソーラーが竣工」 

 2 資料 2(1 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

           「石井政調会長が憲法記念日に当たっての街頭演説」 

 3 資料 3(1 頁)  たかさき進の、元気レポート 

           「地方議員と国会議員とのネットワーク力」 

 4 資料 4(1 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

           「井手よしひろ議員、12月の県議選に公明党から公認決定」 

 5 資料 5(1 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

           「2014 年 7 月 6 日(日)晴れ」 

 6 資料 6(1 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

           「2014 年 11 月 1 日(土) 雨」 

 7 資料 7(1 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

           「2015 年 1 月 5 日(月)晴れ」 

 8 資料 8(1 頁)  田村けい子事務所 

           「田村けい子事務所さんが写真 3件を追加しました」 

 9 資料 9(1 頁)  井手よしひろ公式ホームページ 

           「2015 年 2 月 1 日(日)晴れ 潮来市長選告示」 

 10 資料 10(1 頁) 井手よしひろ公式ホームページ 

           「2014 年 3 月 17 日(月)晴れ」 

 11 資料 11(1 頁) 井手よしひろ公式ホームページ 

           「山口代表迎、つくばで“公明党新春の集い”を盛大に開催」 

 12 資料 12(1 頁) http://www.bus-yoyaku.com/list/08-ibaraki-5.html 

           「茨城県の観光バス会社(5)｜貸切りバス一発見積り」 
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 13 資料 13(1 頁) 川口まさやブログ：2014 年 6 月アーカイブ 

           「東北被災地視察 1、2、3」 

 14 資料 14(1 頁) 川口まさやブログ：2014 年 6 月アーカイブ 

           「水戸黄門賞 ＧⅢ」 

 15 資料 15(1 頁) 川口まさやブログ：2015 年 2 月アーカイブ 

           「茨城マルシェ」「まち・ひと・しごと創生本部」 

 16 資料 16(4 頁) 茨城県議会 会議録の検索と閲覧-発言詳細表示 

           「2014.06.11:平成 26 年土木企業常任委員会 本文」 

 17 資料 17(1 頁) http://www.portland.ne.jp/~shokokai/002kigyo/miyabi/ 

           「サンシャインホール雅」 

 18 資料 18(1 頁) 平成 25 年度茨城県議会政務活動費支出(自動車リース)実績と返還請求金額 
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務

費

交
通

費

1
1
,2

7
3
,0

2
1

7
,5

1
5
,7

7
5

1
,3

1
4
,0

6
5

－
－

1
,3

6
9
,7

6
4

－
－

7
9
7
,9

8
4

1
,3

4
6
,8

5
3

－
－

1
,8

5
9
,3

6
1

7
7
7
,2

1
0

2
,9

0
2
,4

3
5

－

戸
井

田
　

和
之

細
谷

　
典

男
稲

葉
　

貴
大

大
谷

　
明

岡
田

　
拓

也
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別
紙

１
平

成
2
8
年

4
月

8
日

平
成

2
6
年

度
い

ば
ら

き
自

民
党

政
務

活
動

費
支

出
【
人

件
費

】
評

価

金
額

単
位

：円

H
2
6
年

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

H
2
7
年

1
月

2
月

3
月

被
雇

用
人

別

計

森
田

悦
男

古
河

市
八

千
代

町
1

一
般

1
/
1

2
0
9
,6

6
7

1
9
9
,6

6
7

1
8
9
,6

6
7

1
8
9
,6

6
7

2
0
9
,6

6
7

1
8
9
,6

6
7

2
0
9
,6

6
7

2
3
9
,6

6
7

1
5
3
,7

6
7

1
8
9
,6

6
7

1
6
9
,6

6
7

2
,1

5
0
,4

3
7

1
,0

7
5
,2

1
8

西
野

一
常

陸
太

田
市

常
陸

太
田

市
2

ア
1
/
1

8
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

6
3
0
,0

0
0

3
1
5
,0

0
0

志
賀

秀
之

北
茨

城
市

北
茨

城
市

3
ア

1
/
1

8
0
,7

5
0

7
6
,0

0
0

5
4
,1

5
0

5
9
,8

5
0

5
2
,2

5
0

4
0
,8

5
0

2
4
,2

2
5

2
6
,6

0
0

4
1
4
,6

7
5

2
0
7
,3

3
7

外
塚

潔
か

す
み

が
う

ら
市

か
す

み
が

う
ら

市
4

ア
1
/
1

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

7
5
,0

0
0

6
0
0
,0

0
0

3
0
0
,0

0
0

か
す

み
が

う
ら

市
5

ア
1
/
1

4
5
,0

0
0

5
5
,0

0
0

6
0
,0

0
0

7
5
,0

0
0

4
0
,0

0
0

2
7
5
,0

0
0

1
3
7
,5

0
0

土
浦

市
6

ア
1
/
1

4
0
,0

0
0

4
5
,0

0
0

8
5
,0

0
0

4
2
,5

0
0

計
9
6
0
,0

0
0

4
8
0
,0

0
0

西
條

昌
良

神
栖

市
神

栖
市

7
ア

1
/
1

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

2
9
0
,0

0
0

1
4
5
,0

0
0

横
山

忠
市

行
方

市
行

方
市

8
ア

1
/
1

6
7
,0

0
0

7
2
,0

0
0

7
3
,0

0
0

6
4
,0

0
0

7
3
,0

0
0

7
5
,0

0
0

8
9
,0

0
0

8
4
,0

0
0

8
5
,0

0
0

6
1
,0

0
0

8
0
,0

0
0

8
2
3
,0

0
0

4
1
1
,5

0
0

行
方

市
9

ア
1
/
1

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
2
0
,0

0
0

1
,1

0
0
,0

0
0

5
5
0
,0

0
0

計
1
,9

2
3
,0

0
0

9
6
1
,5

0
0

下
路

健
次

郎
那

珂
郡

東
海

村
1
0

ア
1
/
1

2
0
8
,0

0
0

2
0
8
,0

0
0

2
0
0
,0

0
0

1
8
4
,0

0
0

1
4
4
,0

0
0

1
8
0
,0

0
0

1
9
8
,0

0
0

1
6
2
,0

0
0

1
7
1
,0

0
0

8
6
,2

4
0

2
3
4
,0

0
0

1
,9

7
5
,2

4
0

9
8
7
,6

2
0

4
,1

7
1
,6

7
5

評
価

１
．

森
田

悦
男

　
　

安
定

的
に

高
額

の
報

酬
を

支
払

っ
て

い
る

が
、

平
成

2
6
年

1
0
月

以
降

平
成

2
7
年

1
2
月

ま
で

本
会

議
に

於
い

て
発

言
が

な
い

。
政

策
立

案
に

効
果

が
あ

っ
た

の
か

疑
わ

し
い

。
少

な
く
と

も
1
/
2
は

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。

２
．

西
野

一
 　

　
　

事
務

所
を

借
用

し
、

そ
の

1
/
2
の

費
用

に
政

務
活

動
費

を
充

て
て

い
る

。
被

雇
用

人
は

、
事

務
所

の
所

在
市

と
同

市
に

居
住

し
て

い
る

か
ら

ア
ル

バ
イ

ト
と

は
い

え
、

事
務

所
で

勤
務

し
て

い
た

も
の

と
推

察
す

る
。

事
務

所

で
は

、
政

務
活

動
と

そ
れ

以
外

の
活

動
が

行
わ

れ
て

い
た

の
で

あ
る

か
ら

当
該

被
雇

用
者

も
政

務
活

動
に

関
与

せ
ざ

る
を

得
な

い
こ

と
も

あ
っ

た
で

あ
ろ

う
か

ら
按

分
率

を
1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。

３
．

志
賀

秀
之

　
　

選
挙

が
あ

っ
た

1
2
月

は
別

に
し

て
も

、
選

挙
が

終
わ

っ
た

1
月

以
降

雇
用

を
打

ち
切

っ
て

い
る

の
は

、
被

雇
用

人
に

対
し

て
選

挙
が

ら
み

の
仕

事
を

多
少

な
り

と
も

行
わ

せ
て

い
た

の
で

は
な

い
か

と
疑

念
を

抱
か

せ
る

。

按
分

率
を

1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。

４
．

外
塚

潔
 　

　
　

番
号

6
は

一
時

的
に

番
号

5
と

の
人

の
入

れ
替

え
を

行
っ

た
も

の
と

思
わ

れ
る

の
で

、
番

号
4
,5

,6
は

同
列

と
考

え
、

全
て

志
賀

秀
之

の
場

合
と

同
様

の
理

由
で

按
分

率
を

1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。

５
．

西
條

昌
良

　
　

こ
れ

も
志

賀
秀

之
の

場
合

と
同

様
の

理
由

で
按

分
率

を
1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。

６
．

横
山

忠
市

　
　

西
野

一
の

場
合

と
同

用
の

理
由

で
按

分
率

を
1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。

７
．

下
路

健
次

郎
　

西
野

一
の

場
合

と
同

用
の

理
由

で
按

分
率

を
1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。

　
　

　
結

論
　

　
全

て
按

分
率

を
1
/
2
と

し
，

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。
　

　
　

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

　
4
,1

7
1
,6

7
5
(円

)

返
還

請
求

金
額

会
派

計

返
還

請
求

金
額

（
円

未
満

切
り

捨
て

）

月
　

　
　

　
別

　
　

　
　

充
　

　
　

　
当

　
　

　
　

金
　

　
　

　
額

按
分 率

支
払

者
名

支
払

者
の

選
挙

区
支

払
先

住
所

番 号

雇
用

形
態
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別紙２
　　　　平成26年度民主党茨城県議会議員団政務活動費支出【人件費】評価

1.佐藤光男

番号
閲　覧
資料頁

雇用形態 雇用目的 按分率
充当金額

（円）
返還請求
金額（円）

1 1～3 4/23 短期雇用(3人)水戸市民 1/1 *96,000 48,000

2 369～371 10/29 短期雇用(3人)水戸市民 1/1 **72,000 36,000

* 32,000円/人　　** 24,000円/人 計 168,000 84,000

評価
① 議会だより即ち広報紙は、自己宣伝の要素が強いものであるからその発行費は按分率を1/2と
　　する。
② 従って、それを送付する準備にかかる人件費も按分率を1/2とする。

　結論　　按分率1/2を超える分について返還請求する。　返還請求金額　84,000（円）

2.長谷川修平

番号
閲　覧
資料頁

雇用形態 雇用目的 按分率
充当金額

（円）
返還請求
金額（円）

1 526 1/31 1/1 100,000 100,000

2 574 2/28 1/1 96,000 96,000

3 616 3/23 1/1 104,000 104,000

計 300,000 300,000

評価
① 活動内容として表中雇用目的欄にある「県南地域調査」とあるだけで調査のテーマ、成果
　　について何ら示されていない。
② 上記支払日以降議員は、県南に関する施策について発言していない。

　結論　　有効な雇用と認めず全額返還請求する。　返還請求金額　300,000（円）

返還請求金額会派計　　384,000(円)

H27

県南地域調査
アルバイト

（土浦市の同一人）

平成28年4月8日

H26

支払日

県議会だより送付準
備

支払日
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別紙３
　　　　　　　　　　　平成26年度自民県政クラブ政務活動費支出【人件費】評価

1.半村　登

番号
閲　覧

資料頁

雇用

形態
雇用目的等

支払金額

（円）

按分

率

充当金額

（円）

返還請求

金額（円）
評　　　　　価

1 1 H26 4/7 142,000 1/1 142,000 71,000

2 45 5/7 142,000 1/1 142,000 71,000

3 108 6/5 142,000 1/1 142,000 71,000

4 183 7/7 142,000 1/1 142,000 71,000

5 253 政務調査等補助事務 8/5 142,000 1/1 142,000 71,000

6 306 一般 員（境町の同一人） 9/5 142,000 1/1 142,000 71,000

7 360 翌月払い 10/6 142,000 1/1 142,000 71,000

8 416 11/5 142,000 1/1 142,000 71,000

9 470 12/5 142,000 1/1 142,000 71,000

10 570 H27 2/5 142,000 1/1 142,000 71,000

11 627 3/5 142,000 1/1 142,000 71,000

計 1,562,000 － 1,562,000 781,000

12 184 H26 7/7 61,200 1/2 30,600 30,600

13 254 8/5 50,400 1/2 25,200 25,200

14 307 政務活動補助事務等 9/5 46,800 1/2 23,400 23,400

15 361 ア （坂東Ａ） 10/6 68,400 1/2 34,200 34,200

16 417 ル 11/5 54,000 1/2 27,000 27,000

17 418 バ 12/6 36,000 1/2 18,000 18,000

18 185 イ 7/31 66,000 1/2 33,000 33,000

19 255 ト 8/31 52,800 1/2 26,400 26,400

20 308 9/30 57,200 1/2 28,600 28,600

21 362 10/31 61,600 1/2 30,800 30,800

22 471 11/30 52,800 1/2 26,400 26,400

計 607,200 － 303,600 303,600

合計 2,169,200 － 1,865,600 1,084,600

2.臼井平八郎

番号
閲　覧

資料頁

雇用

形態
雇用目的等

支払金額

（円）

按分

率

充当金額

（円）

返還請求

金額（円）
評　　　　　価

1 46 H26 5/7 180,000 1/1 180,000 90,000

2 109 6/5 180,000 1/1 180,000 90,000

3 186 7/7 180,000 1/1 180,000 90,000

4 256 政務活動等補助事務 8/5 180,000 1/1 180,000 90,000

5 309 員 9/5 180,000 1/1 180,000 90,000

6 363 一般 （結城市の同一人） 10/6 180,000 1/1 180,000 90,000

7 419 原則として翌月払い 11/5 180,000 1/1 180,000 90,000

8 472 3/31は3月分 12/5 180,000 1/1 180,000 90,000

9 5671 H27 2/5 180,000 1/1 180,000 90,000

10 628 3/5 180,000 1/1 180,000 90,000

11 629 3/31 180,000 1/1 180,000 90,000

計 1,980,000 － 1,980,000 990,000

3.飯田智男

番号
閲　覧

資料頁

雇用

形態
雇用目的等

支払金額

（円）

按分

率

充当金額

（円）

返還請求

金額（円）
評　　　　　価

1 2 H26 4/30 200,000 1/1 200,000 100,000

2 47 5/31 200,000 1/1 200,000 100,000

3 110 6/30 200,000 1/1 200,000 100,000

4 187 政務活動等補助事務 7/31 200,000 1/1 200,000 100,000

5 257 員 8/31 200,000 1/1 200,000 100,000

6 310 一般 （常総市の同一人） 9/30 200,000 1/1 200,000 100,000

7 364 当月月末払い 10/31 200,000 1/1 200,000 100,000

8 420 11/30 200,000 1/1 200,000 100,000

9 514 H27 1/31 200,000 1/1 200,000 100,000

10 572 2/28 200,000 1/1 200,000 100,000

11 630 3/31 200,000 1/1 200,000 100,000

計 2,200,000 － 2,200,000 1,100,000

4.江田隆記

番号
閲　覧

資料頁

雇用

形態
雇用目的等

支払金額

（円）

按分

率

充当金額

（円）

返還請求

金額（円）
評　　　　　価

1 44 H26 5/2 171,000 1/1 171,000 85,500

2 107 6/5 171,000 1/1 171,000 85,500

3 182 7/4 171,000 1/1 171,000 85,500

4 252 政務調査補助事務員 8/4 171,000 1/1 171,000 85,500

5 305 （古河市の同一人） 9/5 171,000 1/1 171,000 85,500

6 359 一般 原則として翌月払い 10/3 171,000 1/1 171,000 85,500

7 415 3/30は当月ｔ払い 11/5 171,000 1/1 171,000 85,500

8 469 12/5 171,000 1/1 171,000 85,500

9 569 H27 2/5 171,000 1/1 171,000 85,500

10 625 3/4 171,000 1/1 171,000 85,500

11 626 3/30 171,000 1/1 171,000 85,500

計 1,881,000 － 1,881,000 940,500

返還請求金額会派計　4,115,100(円)

平成28年4月8日

　平成25年度に於いて、当該議員は、本表の番

号1～11と同様に一般雇用として毎月

142,000円を12ヵ月支払っていたが、その他の

人件費は計上していなかった。

平成26年度には、政務活動費全体の60.3％と

高額となり、前年度にはなかったアルバイトの2

名を7月以降11月或は12月まで雇用し、その費

用の1/2に政務活動費を充てている。この雇用

の終期は12月の選挙の直前であり、選挙以降

は雇用をしていない。これは、明らかに選挙準

備の雇用であり、特にこの期間だけ1/2を政務

活動に振り向ける必要性はない。よって番号12

～22の全てを返還請求する。

又、議員は、ホームページもなく広報紙(誌)の発

行も1回程度であり、一般雇用の補助事務員は

工数のほとんどを政策立案に費やしていたのだ

ろうか。事実は、雇用目的にあるように政務活

動等を行っていた、つまり政務活動以外も行っ

ていたと推察される。

政務活動補助事務等

（坂東Ｂ）

支払日

政務活動費全体の52.3％を人件費としている。

議員は、ホームページもなく、広報紙(誌)も年2

～3回しか発行していない。補助事務員は工数

のほとんどを政策立案に費やしていたのだろう

か。事務所費の計上がないことから、事務所は

自宅の一部と推察するが、この者が事務所で

業務を行っていたとすると、この者は政務活動

以外も行っていたであろうから1/2を返還請求

する。

支払日

政務活動費全体の55％を人件費としている。

議員は、ホームページもなく、広報紙(誌)も発行

していない。補助事務員は工数のほとんどを政

策立案に費やしていたのだろうか。事実は、雇

用目的にあるように政務活動等を行っていた、

つまり政務活動以外も行っていたと推察される。

又、事務所費の計上がないことから、事務所は

自宅の一部と推察するが、この者が事務所で

業務を行っていたとすると、この者は政務活動

以外も行っていたであろうから1/2を返還請求

する。

支払日

政務活動費全体の61％を人件費としている。

議員は、ホームページもなく、広報紙(誌)も年2

～3回しか発行していない。補助事務員は工数

のほとんどを政策立案に費やしていたのだろう

か。事実は、雇用目的にあるように政務活動等

を行っていた、つまり政務活動以外も行っていた

と推察される。更に、事務所の賃借費に1/2の

按分率を適用していることから、この者が事務

所で業務を行っていたとすると、この者は政務

活動以外も行うことがあったであろうから1/2を

返還請求する。

支払日
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別紙４

　　　　平成26年度茨城県議会公明党議員会政務活動費支出【人件費】評価

　井手義弘 （被雇用人は1番以外は日立市の同一人と思われる　1番は不明）

番号
閲　覧

資料頁
雇用形態 雇用目的 金額(円) 按分率

充当金額
（円）

返還請求
金額（円）

1 2-a H26 8/7 アルバイト 党政策提言とりまとめ・資料整理補助 73,800 1/2 36,900 0

2 3-b H27 1/30 アルバイト 党政策広報誌発行・資料整理 70,200 1/1 70,200 35,100

3 3-c 2/27 アルバイト 党政策広報誌発行・資料整理 43,200 1/1 43,200 21,600

計 187,200 - 150,300 56,700

評価
   番号1が按分率1/2となるならば、番号2,3も番号1と同じく党の政策に関係した業務であり、又広報紙の性質上
党或は会派の宣伝の意味が含まれると考えられるから、按分率を1/2とすべきである。

　結論　　番号2,3の1/2を超える分を返還請求する。　返還請求金額　56,700（円）

平成28年4月8日

支払日
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別
紙

５
(全

２
頁

)
平

成
2
8
年

5
月

2
日

平
成

2
6
年

度
茨

城
の

元
気

な
明

日
を

創
る

会
政

務
活

動
費

支
出

評
価

【
人

件
費

、
視

察
・
研

修
費

、
広

報
紙

(誌
)発

行
費

、
政

策
広

報
費

】
1
.人

件
費

（
全

て
ア

ル
バ

イ
ト

（
時

給
1
,2

0
0
円

）
契

約
）

月
　

　
別

　
　

充
　

　
当

　
　

金
　

　
額

　
及

び
　

稼
　

　
働

　
　

時
　

　
間

H
2
6
/
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

H
2
7
/
1

2
3

計

1
/
1

1
5
9
,6

0
0

1
3
9
,2

0
0

1
5
6
,0

0
0

1
3
8
,0

0
0

1
3
4
,4

0
0

1
4
5
,2

0
0

1
4
6
,4

0
0

1
5
1
,8

0
0

8
6
,4

0
0

1
5
3
,6

0
0

1
4
8
,8

0
0

1
5
3
,6

0
0

1
,7

1
3
,0

0
0

8
5
6
,5

0
0

1
/
1

1
3
3

1
1
6

1
3
0

1
1
5

1
1
2

1
2
1

1
2
2

1
2
6
.5

7
2

1
2
8

1
2
4

1
2
8

1
,4

2
7
.5

-

3
1

6
0

8
9

1
2
0

1
5
1

1
8
0

2
0
9

2
3
6

2
6
1

2
8
8

3
1
7

3
4
3

-
-

 事
務

費
(参

考
資

料
)

月
　

別
　

充
　

当
　

金
　

額
　

（
円

）

H
2
6
/
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

H
2
7
/
1

2
3

計

1
W

iF
i料

1
/
4

8
9
7

8
9
7

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

9
2
3

1
1
,0

2
4

2
Ｐ

ｂ
料

1
/
4

3
1
5

3
1
5

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
2
4

3
,8

7
0

3
Ｐ

ｂ
料

(iP
A

D
)

1
/
4

1
,3

3
8

1
,3

3
8

1
,3

3
8

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,4

2
5

1
,5

2
1

1
6
,9

3
5

4
携

帯
電

話
料

1
/
4

2
,6

2
0

3
,2

0
1

3
,1

9
4

2
,9

9
7

3
,7

7
8

2
,4

4
7

2
,5

9
5

2
,2

8
9

3
,9

5
2

3
,3

3
4

3
,3

0
9

2
,7

6
7

3
6
,4

8
3

5
電

話
通

話
料

1
/
2

4
,2

6
0

3
,6

9
5

3
,7

2
0

3
,5

8
6

3
,8

1
8

3
,7

0
6

3
,9

4
9

3
,7

5
7

3
,7

6
6

3
,7

6
6

3
,7

0
6

5
,4

0
5

4
7
,1

3
4

6
電

話
通

話
料

1
/
2

1
,3

0
2

1
,3

9
5

1
,2

0
7

1
,3

9
7

1
,3

6
2

1
,7

7
3

1
,3

3
9

1
,5

3
6

1
,6

2
6

1
,4

7
5

2
,9

1
0

3
,6

6
2

2
0
,9

8
4

7
ガ

ス
代

1
/
2

1
,3

0
5

1
,3

0
5

1
,1

7
4

1
,3

4
2

1
,2

9
8

1
,0

3
7

1
,1

3
5

1
,1

3
5

1
,1

0
2

1
,2

0
0

1
,1

2
9

1
,4

7
7

1
4
,6

3
9

8
電

気
代

1
/
2

6
,5

1
3

6
,0

8
0

7
,1

2
3

6
,5

5
6

8
,0

7
6

1
0
,8

1
5

9
,7

9
9

8
,9

3
3

1
0
,2

4
9

6
,1

8
5

1
2
,1

7
9

9
,0

8
8

1
0
1
,5

9
6

9
電

気
代

1
/
2

4
,2

3
0

2
,0

3
0

1
,9

6
7

2
,1

7
8

2
,3

9
0

6
,0

5
1

3
,9

9
0

2
,0

9
8

1
,8

5
5

2
,2

1
3

4
,9

2
7

2
,2

7
1

3
6
,2

0
0

2
.視

察
研

修
費

金
額

按
分

率
充

当
金

額

(円
)

返
還

請
求

金

額
(円

)

1
5
,4

0
0

1
/
2

7
,7

0
0

7
,7

0
0

3
.広

報
紙

(誌
)発

行
費

　
　

　
　

　
下

記
は

全
て

第
2
0
回

政
務

調
査

活
動

報
告

書
(7

月
発

行
)関

連
と

し
て

い
る

。

番
号

閲
覧

資
料

頁
金

  
  
額

按
分

率
充

当
金

額
(円

)

返
還

請
求

金
額

(円
)

1
9
0

3
6
0
,0

0
0

3
/
4

2
7
0
,0

0
0

9
0
,0

0
0

2
9
1

9
,8

7
3

3
/
4

7
,4

0
4

2
,4

6
7

3
9
2

9
,8

7
3

3
/
4

7
,4

0
4

2
,4

6
7

4
1
1
7

1
4
,1

2
2

3
/
4

1
0
,5

9
1

3
,5

3
0

5
1
2
1

8
4
5
,4

6
0

3
/
4

6
3
4
,0

9
5

2
1
1
,3

6
5

6
1
2
3

7
7
,7

6
0

3
/
4

5
8
,3

2
0

1
9
,4

4
0

1
,3

1
7
,0

8
8

-
9
8
7
,8

1
4

3
2
9
,2

6
9

H
2
6
/
7
/
7

計

H
2
6
/
7
/
1
6

政
務

調
査

活
動

報
告

書
添

書
代

(印
刷

9
,0

0
0
枚

)

H
2
6
/
8
/
8

政
務

調
査

活
動

報
告

書
(広

報
紙

)発
送

代
郵

便
　

2
8
円

×
3
0
,1

9
5
通

×
3
/
4

支
払

日
内

　
　

　
　

　
容

備
　

　
　

　
考

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

H
2
6
/
7
/
4

政
務

調
査

活
動

報
告

書
代

デ
ザ

イ
ン

及
び

印
刷

代
政

務
活

動
報

告
書

(広
報

紙
(誌

)）
発

行
の

目
的

に
議

員
の

宣
伝

が
あ

り
、

理
論

的
に

説
明

で
き

な
い

限
り

按
分

率
は

1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ

る
。

従
っ

て
こ

れ
に

要
す

る
用

紙
代

、
発

送
代

に
つ

い
て

も
按

分
率

は

1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
按

分
率

を
1
/
2
と

し
こ

れ
を

超
え

る
分

は
、

返
還

請
求

す
る

。
（
各

費
用

と
も

1
円

未
満

切
り

捨
て

)

政
務

調
査

活
動

報
告

書
添

書
用

紙
代

Ａ
４

と
す

れ
ば

1
7
,5

0
0
枚

と
推

察
さ

れ
る

H
2
6
/
7
/
8

政
務

調
査

活
動

報
告

書
添

書
用

紙
代

Ａ
４

と
す

れ
ば

1
7
,5

0
0
枚

と
推

察
さ

れ
る

H
2
6
/
8
/
1
1

政
務

調
査

活
動

報
告

書
(広

報
紙

)発
送

封
筒

代

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

2
3

H
2
6
/
4
/
1
0

福
岡

県
庁

表
敬

訪
問

の
航

空
運

賃
茨

城
空

港
福

岡
便

就
航

ス
カ

イ
マ

ー
ク

㈱
就

航
の

お
礼

と
解

釈
で

き
る

が
、

議
員

個
人

で
す

る
必

要
は

な
い

。
政

務
活

動
と

は
認

め
な

い
。

全
額

返
還

と
す

る
。

閲
覧

資
料

頁
支

払
日

内
　

　
　

　
　

容
備

　
　

　
　

　
考

支
払

先

番
号

費
目

按
分 率

返
還

請
求

金

額
(円

)
評

　
　

　
　

　
　

　
　

価
按

分 率

閲
覧

資
料

頁

項
目

金
額

(円
)

時
間

(h
)

こ
の

被
雇

用
人

が
議

員
の

事
務

所
で

業
務

を
行

っ
て

い
る

前
提

で
考

え
る

。
下

の
表

は
、

議
員

の
事

務
所

に

お
け

る
電

話
の

通
話

料
等

の
支

出
状

況
を

表
す

も
の

で
あ

る
が

、
こ

れ
に

よ
れ

ば
事

務
所

に
於

け
る

活
動

の

少
な

く
と

も
半

分
は

政
務

活
動

以
外

の
も

の
と

い
え

る
。

と
す

る
と

そ
こ

で
業

務
を

行
っ

て
い

る
当

該
被

雇

用
人

が
1
0
0
%
政

務
活

動
の

み
に

勤
務

時
間

を
費

や
し

て
い

る
と

は
い

い
難

い
。

従
っ

て
、

具
体

的
に

勤
務

実

績
状

況
の

説
明

が
な

い
限

り
按

分
率

は
1
/
2
と

す
べ

き

で
あ

る
。

按
分

率
を

1
/
2
と

し
こ

れ
を

超
え

る
分

は
返

還

請
求

す
る

。
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4.
政

策
広

報
費

(広
報

用
自

動
車

拡
声

器
・ア

ン
プ

・マ
イ

ク
借

り
上

げ
料

　
借

用
先

は
個

人
と

思
わ

れ
マ

ス
キ

ン
グ

で
不

明
)

月
　

　
別

　
　

充
　

　
当

　
　

金
　

　
額

　
（円

）

H
26

/4
5

6
7

8
9

10
11

12
H

27
/1

2
3

計

1
前

半
の

一
日

1/
1

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

-
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

11
8,

80
0

59
,4

00

2
後

半
の

一
日

1/
1

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

10
,8

00
10

,8
00

12
9,

60
0

64
,8

00

21
,6

00
21

,6
00

21
,6

00
21

,6
00

21
,6

00
21

,6
00

21
,6

00
21

,6
00

10
,8

00
21

,6
00

21
,6

00
21

,6
00

24
8,

40
0

12
4,

20
0

前
半

26
33

62
11

6
12

2
15

2
20

4
21

0
-

26
2

28
9

31
8

後
半

29
57

87
11

8
14

8
17

8
20

7
23

4
25

9
28

6
31

4
34

1

返
還

請
求

金
額

会
派

合
計

　
1,

31
7,

66
9(

円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

計

閲
覧

資
料

頁

政
策

広
報

活
動

の
目

的
に

議
員

の
宣

伝
が

あ
り

、
広

報
紙

i(誌
)発

行
費

と
同

様
按

分
率

は
1/

2以
下

と
す

べ

き
で

あ
る

。
按

分
率

を
1/

2と
し

こ
れ

を
超

え
る

分
は

、

返
還

請
求

す
る

。

番
号

時
期

按
分 率

返
還

請
求

金

額
(円

)
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別
紙

６
平

成
2
8
年

5
月

2
日

平
成

2
6
年

度
無

所
属

の
会

政
務

活
動

費
支

出
【
全

部
】
評

価

1
.人

件
費

月
　

　
別

　
　

充
　

　
当

　
　

金
　

　
額

（
円

）

H
2
6
/
4

5
6

7
8

9
被

雇
用

人
別

計
1

龍
ヶ

崎
市

ア
1
/
1

1
0
8
,0

0
0

9
6
,0

0
0

9
6
,0

0
0

9
6
,0

0
0

1
0
8
,0

0
0

1
2
0
,0

0
0

6
2
4
,0

0
0

3
1
2
,0

0
0

2
取

手
市

ア
1
/
1

6
2
,4

0
0

－
－

6
2
,4

0
0

4
3
,2

0
0

－
1
6
8
,0

0
0

8
4
,0

0
0

1
7
0
,4

0
0

9
6
,0

0
0

9
6
,0

0
0

1
5
8
,4

0
0

1
5
1
,2

0
0

1
2
0
,0

0
0

7
9
2
,0

0
0

3
9
6
,0

0
0

2
.事

務
所

費

H
2
6
/
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

計

1
/
1

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
0
,0

0
0

1
0
,0

0
0

1
7
0
,0

0
0

8
5
,0

0
0

欄
外

の
評

価
参

照

3
8

1
4

2
0

2
7

3
2

3
3

4
8

4
9

－

3
.事

務
費

(参
考

資
料

)

番
号

閲
　

覧

資
料

頁
支

払
日

金
額

(円
)

按
分

率
充

当
金

額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

1
3
6

H
2
6
.9

.1
8

1
,5

0
0

1
/
2

7
5
0

0
2

3
7

H
2
6
.9

.1
8

6
,2

6
4

1
/
2

3
,1

3
2

0
3

5
3

H
2
6
.1

1
.1

9
5
,1

8
4

1
/
2

2
,5

9
2

0
1
2
,9

4
8

－
6
,4

7
4

0

4
.広

報
紙

(誌
)発

行
費

番
号

閲
　

覧

資
料

頁
支

払
日

金
額

(円
)

按
分

率
充

当
金

額

(円
)

返
還

請
求

金

額
(円

)

1
1
2

H
2
6
.5

.2
9

3
4
,7

1
2

1
/
1

3
4
,7

1
2

1
7
,3

5
6

2
2
4

H
2
6
.7

.1
7

4
,7

5
6

1
/
1

4
,7

5
6

2
,3

7
8

3
2
9

H
2
6
.8

.1
2
5
5
,4

1
1

1
/
1

2
5
5
,4

1
1

1
2
7
,7

0
5

4
3
0

H
2
6
.8

.2
7

9
,8

9
3

1
/
1

9
,8

9
3

4
,9

4
6

5
4
2

H
2
6
.9

.9
2
5
6
,3

0
5

1
/
1

2
5
6
,3

0
5

1
2
8
,1

5
2

6
4
7

H
2
6
.1

0
.3

1
1
5
0
,2

0
1

1
/
1

1
5
0
,2

0
1

7
5
,1

0
0

7
5
7

H
2
6
.1

1
.4

8
,5

0
9

1
/
1

8
,5

0
9

4
,2

5
4

8
5
8

H
2
6
.1

1
.1

3
5
,0

0
2

1
/
1

5
,0

0
2

2
,5

0
1

9
5
9

H
2
6
.1

1
.2

5
3
8
,4

2
3

1
/
1

3
8
,4

2
3

1
9
,2

1
1

1
0

6
0

H
2
6
.1

1
.2

5
1
9
2
,5

0
0

1
/
1

1
9
2
,5

0
0

9
6
,2

5
0

1
1

6
1

H
2
6
.1

1
.2

5
2
1
5
,4

4
6

1
/
1

2
1
5
,4

4
6

1
0
7
,7

2
3

1
2

6
2

H
2
6
.1

1
.2

6
1
2
8
,1

2
8

1
/
1

1
2
8
,1

2
8

6
4
,0

6
4

1
3

6
3

H
2
6
.1

1
.2

6
6
2
3
,5

9
3

1
/
1

6
2
3
,5

9
3

3
1
1
,7

9
6

1
,9

2
2
,8

7
9

－
1
,9

2
2
,8

7
9

9
6
1
,4

3
6

5
.政

策
広

報
費

番
号

閲
　

覧

資
料

頁
支

払
日

金
額

(円
)

按
分

率
充

当
金

額

(円
)

返
還

請
求

金

額
(円

)

1
6

H
2
6
.4

.1
3

1
,2

0
0

1
/
1

1
,2

0
0

6
0
0

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

1
,4

4
3
,0

3
6
(円

)

人
件

費
、

事
務

所
費

に
関

す
る

評
価

返
還

請
求

金
額

(円
)

評
　

　
　

　
　

　
価

欄
外

の
評

価
参

照

県
政

報
告

配
布

（
株

）
エ

ー
ヴ

ィ
ッ

ク
コ

ム

活
動

内
容

備
　

　
　

考

返
還

請
求

金
額

(円
)

月
　

別
　

充
　

当
　

金
　

額
　

（
円

）
評

　
　

　
　

　
価

閲
覧

資
l料

頁

（
株

）
ビ

ッ
グ

エ
ー

（
株

）
サ

ニ
ー

ク
リ

ー
ン

（
株

）
サ

ニ
ー

ク
リ

ー
ン

県
政

レ
ポ

ー
ト

印
刷

・
折

り
込

み
（
株

ユ
ー

ス
メ

デ
ィ

ア

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

県
政

報
告

書
（
広

報
紙

(誌
))
発

行
の

目
的

に

議
員

の
宣

伝
が

あ
り

、
理

論
的

に
説

明
で

き

な
い

限
り

按
分

率
は

1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ

る
。

従
っ

て
そ

の
配

布
等

に
要

す
る

費
用

も

1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

そ
こ

で
按

分
率

が
1
/
2
を

超
え

る
分

に
つ

い
て

返
還

請
求

す
る

。

（
各

費
用

と
も

1
円

未
満

切
り

捨
て

）

備
　

　
　

　
考

県
政

報
告

配
布

（
株

）
エ

ー
ヴ

ィ
ッ

ク
コ

ム

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）

県
政

報
告

印
刷

（
株

ユ
ー

ス
メ

デ
ィ

ア

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）
@

7
7
×

1
,6

6
4

県
政

報
告

配
布

（
株

）
エ

ー
ヴ

ィ
ッ

ク
コ

ム

計

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）
@

7
7
×

4
9
9

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）
@

7
7
×

2
,5

0
0

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）
@

7
7
×

2
,7

9
8

事
務

所
賃

借
不

明

支
払

者
の

選
挙

区

雇
用

形
態

支
払

先

(住
所

、
氏

名
)

取
手

市

活
動

内
容

計

支
払

先

(住
所

、
氏

名
)

番
号

按
分 率

按
分 率

計

活
動

内
容

来
客

用
お

茶
購

入
来

客
用

飲
料

水
購

入
来

客
用

飲
料

水
購

入

県
政

報
告

配
布

（
株

）
エ

ー
ヴ

ィ
ッ

ク
コ

ム

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）
@

6
7
×

1
2
7

県
政

報
告

郵
送

日
本

郵
便

（
株

）
@

8
2
×

6
1

　
事

務
費

で
購

入
し

た
と

す
る

お
茶

及
び

飲
料

水
が

事
務

所
で

消
費

さ
れ

た
も

の
と

す
る

と
、

お
茶

及
び

飲
料

水
代

が
1
/
2
に

按
分

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

事
務

所
で

は
政

務
活

動
以

外
の

行
為

も
行

わ
れ

て
い

た
こ

と
に

な
り

、
被

雇
用

人
が

こ
の

事
務

所
で

業
務

を
行

っ
て

い
た

と
す

れ
ば

、

被
雇

用
人

は
何

ら
か

の
形

で
政

務
活

動
以

外
の

業
務

に
関

係
せ

ざ
る

を
得

な
い

状
態

が
あ

っ
た

と
推

察
さ

れ
る

。
そ

う
す

る
と

、
人

件
費

及
び

事
務

所
費

の
全

て
に

政
務

活
動

費
を

充
当

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
こ

と
に

な
り

、
合

理
的

な
説

明
が

で
き

な
い

の
で

あ
れ

ば
人

件
費

及
び

事
務

所

費
は

按
分

率
を

1
/
2
と

し
こ

れ
を

超
え

る
分

は
返

還
す

べ
き

で
あ

る
。

　
議

員
は

、
連

絡
先

と
し

て
事

務
所

で
は

な
く
自

宅
住

所
を

届
け

出
て

お
り

、
事

務
費

で
購

入
し

た
お

茶
等

は
、

事
務

所
で

は
な

く
自

宅
で

使
用

し
、

被
雇

用
人

は
、

事
務

所
で

は
な

く
自

宅
で

業
務

を
行

っ
て

い
た

と
主

張
す

る
か

も
し

れ
な

い
。

こ
の

場
合

、
議

員
が

自
宅

で
議

員
業

務
を

こ
な

し
、

被
雇

用
人

も
自

宅
で

業
務

を
こ

な
す

と
す

れ
ば

事
務

所
は

何
の

た
め

に
あ

る
の

か
そ

の
存

在
価

値
が

疑
わ

れ
る

か
ら

事
務

所
費

の
全

額
を

返
還

す
べ

き
で

あ
る

。

　
結

論
と

し
て

、
人

件
費

及
び

事
務

所
費

の
按

分
率

を
1
/
2
と

し
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
す

る
。

事
務

費
は

、
按

分
率

が
1
/
2
と

な
っ

て
お

り
、

よ
し

と
す

る
。

活
動

内
容

備
　

　
　

　
考

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

県
政

報
告

会
会

場
借

用
取

手
市

市
民

会
館

広
報

紙
(誌

)発
行

費
と

同
様

で
あ

る
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別
紙

７
平

成
28

年
4月

8日
平

成
26

年
度

県
政

研
究

会
政

務
活

動
費

支
出

【
全

部
】評

価

月
　

別
　

充
　

当
　

金
　

額
(円

)

H
26

/4
月

5
6

7
8

9
10

11
1
2

H
2
7/

1
計

人
件

費
前

月
分

払
い

古
河

市
A

1/
1

0
60

,0
00

60
,0

00
6
0,

00
0

60
,0

00
60

,0
00

60
,0

00
6
0,

00
0

60
,0

00
0

48
0,

00
0

24
0
,0

00

前
月

分
払

い
7
、

12
月

は
賞

与
込

み
  

古
河

市
B

1/
2

0
80

,0
00

80
,0

00
10

5,
00

0
80

,0
00

80
,0

00
80

,0
00

8
0,

00
0

1
05

,0
00

0
69

0,
00

0
0

7
月

と
1
2月

は
同

一
人

　
古

河
市

C
7月

1
/1

12
月

1/
2

0
0

0
4
8,

00
0

0
0

0
0

24
,0

00
0

72
,0

00
36

,0
00

7
月

と
1
2月

は
同

一
人

　
古

河
市

B
7月

1
/1

12
月

1/
2

0
0

0
4
8,

00
0

0
0

0
0

24
,0

00
0

72
,0

00
36

,0
00

7
月

と
1
2月

は
同

一
人

　
古

河
市

D
7月

1
/1

12
月

1/
2

0
0

0
4
8,

00
0

0
0

0
0

24
,0

00
0

72
,0

00
36

,0
00

古
河

市
E

1/
2

0
0

0
0

0
0

0
0

30
,0

00
0

30
,0

00
15

,0
00

計
0

14
0,

00
0

14
0
,0

00
30

9,
00

0
1
40

,0
00

14
0,

00
0

14
0
,0

0
0

14
0,

0
00

2
67

,0
00

0
1,

41
6,

00
0

36
3
,0

00

交
通

費
車

両
一

式
リ

ー
ス

代
報

告
書

で
は

レ
ン

タ
ル

代
と

し
て

い
る

1/
2

60
,0

00
60

,0
00

60
,0

00
6
0,

00
0

60
,0

00
60

,0
00

60
,0

00
6
0,

00
0

0
0

48
0,

00
0

24
8
,0

00

計
60

,0
00

60
,0

00
60

,0
00

6
0,

00
0

60
,0

00
60

,0
00

60
,0

00
6
0,

00
0

0
0

48
0,

00
0

24
8
,0

00

県
政

報
告

発
行

費
企

画
印

刷
費

と
思

わ
れ

る
。

部
数

不
明

1/
1

0
57

6,
72

0
0

0
0

0
0

32
5,

8
90

0
0

90
2,

61
0

45
1
,3

05

同
上

新
聞

折
込

費
上

記
も

含
め

(株
)鈴

木
印

刷
に

発
注

1/
1

0
20

6,
23

6
0

0
0

0
0

0
0

0
20

6,
23

6
10

3
,1

18

計
0

78
2,

95
6

0
0

0
0

0
32

5,
8
90

0
0

1,
10

8,
84

6
55

4
,4

23

計
60

,0
00

98
2,

95
6

20
0
,0

00
36

9,
00

0
2
00

,0
00

20
0,

00
0

20
0
,0

0
0

52
5,

8
90

2
67

,0
00

0
3,

00
4,

84
6

1
,1

65
,4

23

按
分

率
返

還
請

求
金

額
(円

)
評

　
　

　
　

　
　

　
　

価
費

　
  

目
目

　
  

的
備

  
　

考

広
報

紙
(誌

)発
行

費
県

政
報

告
そ

の
も

の
が

議
員

の
宣

伝
を

目
的

と
し

て
持

つ
も

の
で

あ
り

そ
の

発
行

費
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

従
っ

て
、

そ
の

配
付

費
用

の
按

分
率

も
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

按
分

率
1/

2を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。

政
務

活
動

補
助

事
務

県
政

報
告

配
付

補
助

平
成

26
年

4月
以

降
本

会
議

で
の

発
言

も
な

く
、

農
政

水
産

常
任

委
員

会
の

発
言

か
ら

専
ら

古
河

市
内

で
の

情
報

収
集

活
動

を
行

っ
て

い
る

と
推

察
さ

れ
る

。
す

る
と

こ
れ

ほ
ど

の
活

動
補

助
員

が
必

要
と

は
思

え
な

い
。

古
河

市
A

の
人

件
費

の
按

分
率

を
1/

2と
し

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。

県
政

報
告

そ
の

も
の

が
議

員
の

宣
伝

を
目

的
と

し
て

持
つ

も
の

で
あ

り
そ

の
発

行
費

の
按

分
率

は
、

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
従

っ
て

、
そ

の
配

付
費

用
の

按
分

率
も

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

12
月

分
は

既
に

こ
れ

を
1/

2と
し

て
い

る
が

、
こ

れ
は

稼
働

日
が

1/
2で

あ
っ

た
か

ら
で

あ
り

業
務

内
容

か
ら

見
た

按
分

は
更

に
1/

2と
す

べ
き

で
あ

る
。

充
当

金
額

の
1/

2を
返

還
請

求
す

る
。

前
年

度
に

於
い

て
は

、
按

分
率

を
1/

2と
し

、
月

額
28

,0
00

円
を

限
度

額
と

し
た

が
消

費
税

も
増

加
と

な
っ

た
こ

と
を

受
け

、
月

額
29

,0
00

円
ま

で
を

許
容

し
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
す

る
。



 

18 

 

別
紙

８
平

成
28

年
5
月

2
日

平
成

2
6
年

度
茨

城
の

未
来

を
つ

く
る

会
政

務
活

動
費

支
出

【
人

件
費

、
事

務
所

費
】
評

価

1
.人

件
費

月
　

　
別

　
　

充
　

　
当
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別紙９ 平成28年5月2日

平成26年度いばらき自民党政務活動費支出【事務所費】評価

金額単位：：円

議員名 支払金額
充当金額
(按分率

返還請求
金　　　額

評　　　　　　価

横山忠市 H26 4 50,000 25,000 0

5 50,000 25,000 0

6 50,000 25,000 0

7 50,000 25,000 0

8 50,000 25,000 0

9 50,000 25,000 0

10 50,000 25,000 0

11 50,000 25,000 0

12 50,000 25,000 0

H27 1 100,000 50,000 25,000

2 100,000 50,000 25,000

3 100,000 50,000 25,000

750,000 375,000 75,000

支払年月

平成25年度は、賃借料50,000/月で按分率
1/1で充当金額は50,000円/月であった。H26
年度は、4～12月は按分率が1/2となり充当
金額が25,000円/月となった。
ところが年明けの1月以降3月までは、契約料
が2倍の100,000円/月となり充当金額が
50,000円/月と2倍になった。急に家賃が2倍
になるとは思えず、借用面積が2倍になったと
しても、その必要性が疑問である。按分率
は、合理的であるとしても、政務活動費から
の充当金額を変えないための見かけの契約
変更ではないかと推察する。よって1～3月の
充当金額の1/2を返還対象とする。

計
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別紙１２ 平成28年4月8日

平成26年度日本共産党茨城県議会i議員団政務活動費支出(事務費－パソコン，カメラ等)評価

番号
閲　覧
資料頁

内　　　　　容 按分率
充当金額

(円)
返還請求
金額(円)

1 263 H27 3/26 パソコン購入・設置 1/1 130,680 65,340

2 266 H27 3/26 上記料金振込手数料 1/1 540 270

3 272 H27 3/31

デジタルカメラ
(115,000円)、
SDHCメモリー
(1,500円)　　　購入

1/1 116,500 116,500

計 247,720 182,110

返還請求金額会派計　182,110(円)

支　払
年月日

評　　　　　価

期末の帳尻合わせ購入であるがこれを
無視するとしても、政務活動とそれ以外
の活動が混然と行われることもあろうし
政務活動以外に使用しないとは言い切
れない。按分率1/2を超える部分につ
いては返還要求する。

上記に付随したものであるから上記と
同様とする。

期末の帳尻合わせ購入であるがこれを
無視するとしても、政務活動とそれ以外
の活動が混然と行われることもあろうし
政務活動以外に使用しないとは言い切
れない。その意味では按分率1/2を超
える部分については返還要求すること
になるが、政務活動用のカメラとしては
どう考えても高価すぎる。特別の理由
がない限り全額返還請求すべきであ
る。
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別紙１３(全2頁) 平成28年5月2日

平成26年度民主党茨城県議会議員団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政務活動費支出【交通費－ガソリン代・高速道料金】評価

１．佐藤光雄

ガソリン

代

高速道

料金

H26 4 7 月
水戸市西原
○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見
交換

33 1/1 792 - 396

21 月
水戸市平須町

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見

交換
34 1/1 816 - 408

22 火
東海村舟石川

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見

交換
45 1/1 1,080 - 540

26 土
常陸太田市
大中

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・県北

振興意見交換
122 1/1 2,928 - 1,464

29 火
城里町
○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見
交換

65 1/1 1,560 - 780

30 水
笠間市平町

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・高齢

者対策意見交換
54 1/1 1,296 - 648

5 3 土
水戸市大足

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見

交換
45 1/1 1,080 - 540

4 日
水戸市田谷町
○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見
交換

37 1/1 888 - 444

5 月
水戸市五平

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見

交換
67 1/1 1,608 - 804

6 火
茨城町上飯沼
○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・意見
交換

60 1/1 1,440 - 720

7 水

常陸大宮市塩

原
○○宅　他

笠間市

県議会報告(県議会便り配付)・県北
振興意見交換

89 1/1 2,136 - 1,068

8 木
水戸市泉町

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・街地

活性化意見交換
33 1/1 792 - 396

14 水
桜川市高森

○○様　他
県議会報告・県政要望聴取 78 1/1 1,872

桜川筑西

1,130

水戸
1,050

2,026

16 金
神栖市堀割

○○様　他
県議会報告・県政要望聴取 152 1/1 3,648 - 1,824

22 木
常陸太田市内

○○宅　他

県議会報告(県議会便り配付)・県北

振興意見交換
116 1/1 2,784 - 1,392

6 3 火
土浦市内
○○様

県議会活動報告・意見交換 105 1/1 2,520 - 1,260

7 土

ひたちなか市

市毛・芦崎
○○宅

県議会活動報告・意見交換 35 1/1 840 - 420

24 火
筑西市下岡崎

○○様　他
県政要望聴取・議会報告 110 1/1 2,640

桜川筑西

1,130

茨城町東
1,130

2,450

7 31 木
土浦市千束町

○○様他
県議会活動報告・意見交換 115 1/1 2,760 - 1,380

8 3 日

水戸市

自由が丘

○○宅　他

県議会活動報告 35 1/1 840 - 420

29 金

ひたちなか市

市毛

○○様　宅

県議会活動報告・意見交換 22 1/1 528 - 264

30 土
東海村村松

○○様　他
県議会活動報告・意見交換 39 1/1 936 - 468

9 6 土
水戸市平須町
○○様　他

県議会活動報告・県政要望聴取 45 1/1 1,080 - 540

14 日
城里町上泉

○○宅　他
県政報告・意見交換 46 1/1 1,104 - 552

18 木

ひたちなか市

市毛

○○様他

県議会活動報告・意見交換 23 1/1 552 - 276

返還請求

金額(円）

充当金額(円)

曜 行　先年 月 日 目　　的

走行

距離
(km)

按分率
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ガソリン代
高速道

料金

H26

9 22 月

ひたちなか市

市毛

○○様他

県議会活動報告・意見交換 45 1/1 1,080 - 540

26 金
日立市

○○様他
県議会活動報告・意見交換 82 1/1 1,968 - 984

28 日

ひたちなか市

市毛

○○様他

県議会活動報告・意見交換 21 1/1 504 - 252

10 2 木
ひたちなか市内

○○様他
県議会活動報告 23 1/1 552 - 276

4 土
水戸市内

○○宅　他
県議会活動報告 45 1/1 1,080 - 540

H27 1 15 木
城里町かつら

公民館　他
賀詞会・県政要望・意見交換会 42 1/1 1,008 - 504

計 1,863 - 44,712 4,440 24,576

評価

県議会便り配付）は所謂広報誌の配布である。

③　従って、配布に要した交通費(ガソリン代)も全額を認めることはできない。

④　配布と同時に意見交換も行っているので全額認めないことはできない。

⑤　県議会活動報告のみの場合は広報紙と同じ理由で全額を認めることはできない。

⑥　賀詞会は、意見交換の要素は低く全額を認めることはできない。

結論

　　全て按分率1/2を超える分を返還請求する。

2.齋藤英彰

ガソリン代
高速道

料金

H26 9 29 月 ひたちなか市 県政報告会 70 1/1 1,680 - 840

30 火 ひたちなか市 県政報告会 70 1/1 1,680 - 840

10 8 水 ひたちなか市 県政報告会 70 1/1 1,680 - 840

10 金 ひたちなか市 県政報告会 67 1/1 1,608 - 804

11 17 月 ひたちなか市 県政報告会 65 1/1 1,560 - 780

21 金 水戸市 県政報告会 67 1/1 1,608 - 804

26 水 ひたちなか市 県政報告会 65 1/1 1,560 - 780

H27 2 9 月 ひたちなか市 県政報告会 66 1/1 1,584 - 792

計 540 - 12,960 - 6,480

評価

 県政報告会は、自己宣伝要素が含まれており全額を認めることは出来ない。

結論　　按分率を1/2とする。　　返還請求金額　6,480(円)

返還請求金額会派計　31,056(円)

目　　的
走行距

離(km)
按分率

充当金額(円)
返還請求

金額(円）
年 月 日 曜 行　先

年 目的
走行距

離(km)
按分率月 日 曜 行先

②　広報紙は、自己宣伝の要素が多く、それを配付する行為も又自己アピールの要素を持つものといえるので全額を認めることは出来

ない。

充当金額(円)
返還請求

金額(円）



 

25 

 

別紙１４ 平成28年5月2日

平成26年度自民県政クラブ政務活動費実績【交通費(ガソリン代・高速道料金)】評価

1.臼井平八郎

ガソリ
ン代

高速道料金

H26 4 16 水
県庁

産業技術課

監理課

笠間焼の海外輸出

について(タイ国)、公

共事業の入札状況

調査について

140 1/1 3,360
桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

5 7 水
県庁

医療対策課

医療費適正化等の

推進について
140 1/1 3,360

桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

12 月
県庁

産業政策課

地域経済活性化につ

いて
140 1/1 3,360

桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

6 3 火
県庁
厚生総務課

医療・保健・福祉の
充実した社会づくり

140 1/1 3,360
桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

25 水 県庁知事室
県西地区振興につい

て
140 1/1 3,360

桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

7 15 火
県庁

高校教育課

つくば市立春日学
園・県立並木一貫校

について

140 1/1 3,360
桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

8 1 金
県庁土木部

道路建設課

圏央道・新4号バイパ

ス状況について
140 1/1 3,360

桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

9 2 火
県庁義務教育
課

つくば市立春日学

園・県立並木高校調
査について

140 1/1 3,360
桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

12 22 月
県庁

地域支援課

定住自立圏構想につ

いて
140 1/1 3,360

桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

H27 1 9 金
水戸プラザホ
テル

明日のいばらきづくり
新春のつどい

140 1/1 3,360 桜土浦↔水戸2,620

14 水 県庁税務課
ふるさと納税の実績
と活用について

140 1/1 3,360
桜川筑西→茨城町東1,130

茨城町東→桜土浦1,390

2.飯田智男

ガソリ
ン代

高速道料金

H27 3 24 火
(永田町)国交

省

地下鉄8号線建設促

進誘致に係る国交省

要望
130 1/1 3,120

谷和原→三郷770

八潮本線930

宝町930

三郷→谷和原770

鉄道利用の場合、

石下⇔有楽町3,760（円）、

自宅⇔石下駅は徒歩(役600ｍ×2)

発地は、常総市石下111-1
返還請求金額6,520-3,760=2,760(円)

返還請求金額会派計　5,720(円)

年 月 日 目的
距離
(km)

按分
率

評　  　　価

充当金額(円)

曜 行先

①　該議員は、結城市に在住しており、

県庁へ出向くときは、自宅より一般道⇒
北関東自動車道桜川筑西IC⇒茨城町東

IC→一般道で県庁の行程を往復するの

が普通であり、この間の走行距離が140

ｋｍである。この場合の高速道料金は
1,130×2＝2,260(円)となる。

②　H27年1月9日分を除く本表の全て

が、復路において茨城町東ICから常磐

高速道桜土浦ICに行っているがその行
動の目的が示されていない。従って通常

の行程で要する金額を超えた費用、即

ち、高速道料金の差額1,390-

1,130=260(円)は各番号の費用から返還
されるべきである。

返還請求金額260×10＝2,600(円)

③　H27年1月9日の桜土浦から高速道

に乗ることが疑問で、自宅から出れば高
速料金は①のとおり2,260円となるから、

これと2,620円との差額は返還されるべき

である。

返還請求金額2,620－2,260＝360(円)

　　　返還請求金額計　2,960(円)

年 月 日 曜 行　先 目　　的
距離
(km)

按分
率

充当金額(円)

評　　　価
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1
00

1/
1

8,
1
00

4
,0

50

8
4
-1

05
5/

2
6

横
浜

イ
ン

グ
リ

ッ
シ

ュ
ガ

ー
デ

ン
を

視
察

(県
立

フ
ラ

ワ
ー

パ
ー

ク
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
の

た

め
)

ガ
ソ

リ
ン

8,
4
00

1/
1

8,
4
00

1
-5

76
5/

2
6

横
浜

駅
西

口
IC

、
常

磐
道

接
続

、
三

郷
IC

、
日

立
南

太
田

IC
で

支
払

い
高

速
8,

0
20

1/
1

8,
0
20

9
4
-1

37
6/

1
4

県
議

選
の

統
一

政
策

な
ど

を
検

討
(県

議
会

公
明

党
政

調
会

）
ガ

ソ
リ

ン
1,

9
44

1/
1

1,
9
44

1
,9

44
明

ら
か

に
政

務
活

動
外

で
あ

る
。

全
額

返
還

請
求

す
る

。

10
4
-1

50
6/

2
1

住
民

相
談

(骨
粗

鬆
症

の
対

応
)

つ
く
ば

市
内

で
県

政
報

告
会

を
行

う

ガ
ソ

リ
ン

4,
5
36

1/
1

4,
5
36

2
,2

68
住

民
相

談
は

、
全

く
個

人
的

問
題

で
県

政
と

関
係

な
い

。

県
政

報
告

会
は

、
田

村
佳

子
議

員
の

地
元

で
あ

る
が

本
当

に
参

加
し

た

の
か

。
記

録
が

見
受

け
ら

れ
な

い
。

参
加

に
疑

い
を

持
つ

。
1/

2を
返

還

請
求

す
る

。

4
,9

08

支
払

日

住
民

相
談

は
内

容
が

全
く
個

人
的

な
も

の
で

政
務

活
動

と
は

言
え

な

い
。

ガ
ー

デ
ニ

ン
グ

シ
ュ

ー
の

見
学

も
果

た
し

て
記

載
と

お
り

の
目

的
な

の
か

あ
る

い
は

個
人

的
趣

味
な

の
か

疑
わ

し
い

が
こ

れ
は

不
問

と
す

る
。

全
て

1/
2を

返
還

請
求

す
る

。

4/
12

は
圏

央
道

の
開

通
日

で
あ

る
。

ソ
ー

ラ
ー

施
設

の
視

察
は

本
来

の

目
的

で
は

な
く
高

速
道

を
走

る
こ

と
が

目
的

で
あ

っ
た

と
推

察
す

る
。

こ

の
ソ

ー
ラ

ー
施

設
は

、
潮

来
市

が
関

与
し

民
間

会
社

が
設

置
し

た
も

の

で
県

議
が

視
察

し
て

県
政

に
役

立
つ

も
の

で
は

な
い

。
こ

の
こ

と
は

、
議

員
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

の
記

事
か

ら
も

明
ら

か
で

あ
る

。
し

か
も

記
事

は
、

他
人

の
作

成
し

た
資

料
等

の
引

き
写

し
で

あ
る

。
同

日
に

目
的

不
明

の

高
速

利
用

が
あ

り
、

こ
れ

も
圏

央
道

に
乗

る
た

め
の

行
為

で
あ

っ
た

と
推

察
さ

れ
る

。
全

額
返

還
請

求
す

る
。

(資
料

1
参

照
)

茨
城

県
議

会
公

明
党

の
議

会
報

告
と

さ
れ

る
が

、
実

際
は

、
公

明
党

政

調
会

長
石

井
恵

一
衆

議
院

議
員

を
主

体
と

し
た

憲
法

記
念

日
の

街
頭

演
説

で
、

県
議

会
報

告
で

は
な

い
。

全
額

返
還

請
求

す
る

。
(資

料
2、

3

参
照

)

IC
T
活

用
研

修
会

へ
の

参
加

は
直

接
県

政
に

関
係

す
る

と
は

思
え

な

い
。

高
速

料
は

IC
T
活

用
研

修
会

参
加

と
市

長
と

の
面

会
の

た
め

の
も

の
と

思
わ

れ
る

。
全

て
1/

2
を

返
還

請
求

す
る

。

県
議

選
へ

の
統

一
政

策
検

討
は

政
務

活
動

で
は

な
い

。
1/

2を
返

還
請

求
す

る
。

報
告

は
さ

れ
て

い
な

い
が

、
県

庁
記

者
ク

ラ
ブ

で
県

議
会

選
挙

に
関

す

る
公

明
党

第
一

次
公

認
発

表
の

記
者

会
見

が
行

わ
れ

、
ま

た
左

記
の

様
に

県
議

選
の

統
一

政
策

検
討

が
行

わ
れ

て
い

る
。

こ
れ

ら
は

、
明

ら

か
に

政
務

活
動

外
で

あ
る

。
全

て
1
/2

を
返

還
請

求
す

る
。

(資
料

4参

照
)

相
鉄

線
平

沼
橋

駅
か

ら
徒

歩
10

分
に

あ
り

、
常

陸
多

賀
駅

⇔
平

沼
橋

の

鉄
道

運
賃

は
特

急
利

用
で

9,
91

6円
、

多
賀

駅
の

注
車

料
金

が
8
時

間
と

し
て

1,
5
00

円
、

自
宅

⇔
多

賀
駅

の
ガ

ソ
リ

ン
代

96
円

(往
復

4ｋ
ｍ

)の
合

計
11

,5
12

円
と

な
り

4,
9
08

円
安

く
な

る
。

視
察

自
体

の
効

果
も

疑
う

が
、

そ
れ

は
別

に
し

て
こ

の
運

賃
差

分
を

返
還

請
求

す
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議
員

名
番 号

閲
　

覧

資
料

頁
活

　
動

　
内

　
容

費
用

の

種
類

金
額

(円
)

按
分

率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

1
1

4
-
1
5
9

6
/
2
5

古
河

市
内

で
地

方
議

員
の

IC
T
研

究
会

に
参

加
ガ

ソ
リ

ン
6
,1

9
2

1
/
1

6
,1

9
2

6
,1

9
2

当
該

議
員

は
、

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

技
術

に
優

れ
講

師
役

で
は

な
い

か
と

思

わ
れ

る
。

す
る

と
政

務
活

動
費

を
充

当
す

べ
き

で
は

な
い

で
あ

ろ
う

。
全

額
返

還
請

求
す

る
。

1
2

4
-
1
7
9

H
2
6

7
/
4

土
木

委
員

会
県

内
調

査
(日

立
港

東
京

ガ
ス

エ
ネ

ル
ギ

ー
基

地
の

建
設

状
況

調
査

）

つ
く
ば

市
内

で
政

調
会

開
催

(県
議

選
の

政
策

検
討

会
)

常
陸

大
宮

市
内

で
県

議
会

報
告

ガ
ソ

リ
ン

4
,8

4
8

1
/
1

4
,8

4
8

4
,8

4
8

2
-
2
3
7

7
/
4

水
戸

IC
、

桜
土

浦
IC

、
那

珂
IC

で
支

払
い

高
速

3
,8

0
0

1
/
1

3
,8

0
0

3
,8

0
0

1
3

4
-
1
8
3

7
/
6

田
村

け
い

こ
県

議
の

県
政

報
告

会
を

つ
く
ば

市
内

で
開

催

八
島

い
さ

お
県

議
の

県
政

報
告

会
を

土
浦

市
内

で
開

催

ガ
ソ

リ
ン

5
,3

0
4

1
/
1

5
,3

0
4

5
,3

0
4

2
-
2
3
7

7
/
6

日
立

南
太

田
IC

、
谷

田
部

IC
、

桜
土

浦
IC

で
支

払
い

高
速

2
,9

6
0

1
/
1

2
,9

6
0

2
,9

6
0

1
4

4
-
1
8
6

7
/
7

県
議

会
公

明
党

政
調

会
(県

議
選

の
統

一
政

策
、

9
月

議
会

の
質

問
内

容
な

ど
に

つ
い

て
検

討
、

小
美

玉
市

内
で

開
催

)

在
宅

医
療

を
進

め
る

医
師

と
の

意
見

交
換

ガ
ソ

リ
ン

3
,4

8
0

1
/
1

3
,4

8
0

1
,7

4
0

2
-
2
3
7

7
/
7

岩
間

IC
で

支
払

い
高

速
1
,1

2
0

1
/
1

1
,1

2
0

5
6
0

1
5

4
-
1
9
1

7
/
9

県
議

会
で

県
議

選
の

統
一

政
策

な
ど

を
協

議

樫
村

千
秋

前
日

立
市

長
と

意
見

交
換

う
の

し
ま

ビ
ラ

を
訪

問
、

原
田

管
主

と
意

見
交

換

か
み

ね
動

物
園

で
Z
O

O
ジ

ー
ン

ズ
視

察

ガ
ソ

リ
ン

2
,5

6
8

1
/
2

1
,2

8
4

6
4
2

当
該

議
員

は
、

既
出

の
県

議
選

の
統

一
政

策
協

議
は

政
務

活
動

と
評

価
し

て
い

る
か

ら
こ

こ
で

も
同

じ
考

え
で

あ
ろ

う
。

と
す

る
と

按
分

率
を

1
/
2

と
し

た
中

に
こ

れ
が

含
ま

れ
て

い
る

こ
と

に
な

る
。

し
か

し
こ

の
協

議
は

政

務
活

動
で

は
な

い
か

ら
更

に
減

額
し

計
上

額
の

1
/
2
を

返
還

請
求

す
る

。

1
6

4
-
1
9
8

7
/
1
1

県
議

選
に

関
す

る
会

派
の

統
一

政
策

の
取

り
ま

と
め

ガ
ソ

リ
ン

1
,9

4
4

1
/
1

1
,9

4
4

1
,9

4
4

県
議

選
の

統
一

政
策

の
取

り
ま

と
め

は
、

政
務

活
動

で
は

な
い

。
全

額

を
返

還
請

求
す

る
。

1
7

4
-
2
0
0

7
/
1
2

地
方

議
員

の
ネ

ッ
ト

を
活

用
し

た
議

会
広

報
に

つ
い

て
意

見
交

換
(千

葉
県

松
戸

市
)

ガ
ソ

リ
ン

6
,9

1
2

1
/
1

6
,9

1
2

-

2
-
2
3
7

7
/
1
2

柏
IC

、
日

立
南

太
田

IC
で

支
払

い
高

速
4
,2

6
0

1
/
1

4
,2

6
0

-

1
8

4
-
2
1
3

7
/
2
3

J
R

常
陸

多
賀

駅
で

県
議

会
報

告

エ
ア

フ
ロ

ン
テ

ィ
ア

笠
間

を
岡

本
三

成
衆

議
院

議
員

と
視

察

水
戸

市
内

、
土

浦
市

内
で

県
議

会
報

告

土
浦

港
の

ア
オ

コ
発

生
状

況
を

調
査

つ
く
ば

み
ら

い
市

で
県

議
会

報
告

ガ
ソ

リ
ン

6
,3

1
2

1
/
1

6
,3

1
2

-

2
-
2
3
7

7
/
2
3

土
浦

北
IC

、
岩

間
IC

、
日

立
南

太
田

、
友

部
IC

で
支

払
い

高
速

4
,8

6
0

1
/
1

4
,8

6
0

-

1
9

4
-
2
1
5

7
/
2
5

土
浦

市
内

の
ア

オ
コ

発
生

状
況

調
査

（
土

浦
港

、
新

川
）

霞
ヶ

浦
ダ

ッ
ク

ツ
ア

ー
を

体
験

つ
く
ば

み
ら

い
市

内
で

地
方

議
会

活
性

化
の

た
め

の
S

N
S

研
修

会
を

開
催

ガ
ソ

リ
ン

6
,1

9
2

1
/
1

6
,1

9
2

6
,1

9
2

2
-
2
3
7

7
/
2
5

日
立

中
央

IC
、

日
立

中
央

IC
、

土
浦

北
IC

で
支

払
い

高
速

4
,3

0
0

1
/
1

4
,3

0
0

4
,3

0
0

2
0

4
-
2
3
1

8
/
4

軽
井

沢
レ

イ
ク

ガ
ー

デ
ン

を
見

学
(県

立
フ

ラ
ワ

ー
ガ

ー
デ

ン
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

提
案

の

た
め

)

千
住

博
美

術
館

の
リ

ー
フ

ガ
ー

デ
ン

を
見

学

ガ
ソ

リ
ン

8
,5

9
2

1
/
1

8
,5

9
2

8
,5

9
2

2
-
3
8
9

8
/
4

碓
氷

軽
井

沢
IC

で
支

払
い

高
速

5
,2

6
0

1
/
1

5
,2

6
0

5
,2

6
0

支
払

日

土
木

委
員

会
の

調
査

旅
行

に
は

費
用

弁
償

の
措

置
が

あ
る

は
ず

。

従
っ

て
こ

の
活

動
を

政
務

活
動

費
が

ら
み

で
記

載
す

る
こ

と
は

間
違

い

で
あ

る
。

こ
の

た
め

の
か

か
っ

た
費

用
は

い
く
ら

か
明

ら
か

に
さ

れ
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
県

議
選

の
政

策
検

討
会

は
政

務
活

動
で

は
な

い
。

す

る
と

認
め

ら
れ

る
の

は
、

常
陸

大
宮

市
内

で
の

県
議

会
報

告
の

み
で

あ

る
が

こ
の

費
用

が
判

然
と

し
な

い
。

よ
っ

て
全

額
返

還
請

求
す

る
。

同
会

派
と

は
い

え
、

他
議

員
尾

県
議

会
報

告
会

に
出

か
け

る
必

要
は

な

い
。

又
、

議
員

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

よ
れ

ば
田

村
議

員
の

県
政

報
告

会

は
、

公
明

党
女

性
局

主
催

の
サ

マ
ー

ホ
ー

ラ
ム

2
0
1
4
で

あ
っ

た
可

能
性

が
高

く
議

員
の

参
加

の
必

要
性

は
な

い
。

全
額

返
還

請
求

す
る

。
(資

料

5
参

照
)

県
議

選
の

統
一

政
策

は
政

務
活

動
で

は
な

い
。

1
/
2
を

返
還

請
求

す

る
。

本
件

に
関

し
て

は
、

視
察

・
研

修
費

の
関

連
の

交
通

費
と

し
て

視
察

・
研

修
費

の
評

価
の

中
で

扱
っ

た
。

こ
の

件
自

体
は

問
題

な
い

が
後

出
の

ア
オ

コ
発

生
状

況
調

査
に

つ
い

て

意
見

を
述

べ
る

た
め

の
参

考
と

し
て

掲
載

し
た

。

ア
オ

コ
調

査
は

、
7
/
2
3
に

も
行

わ
れ

て
お

り
わ

ず
か

1
日

置
い

て
の

調
査

を
行

な
う

の
は

お
か

し
い

。
ダ

ッ
ク

ツ
ア

ー
は

全
く
の

遊
び

で
あ

る
。

S
N

S

研
修

会
も

果
た

し
て

政
務

活
動

と
い

え
る

の
か

疑
問

で
あ

る
。

全
額

返

還
請

求
す

る
。

県
立

フ
ラ

ワ
ー

ガ
ー

デ
ン

(パ
ー

ク
が

正
し

い
)の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

に
提

案

す
る

た
め

と
称

し
て

複
数

の
ガ

ー
デ

ン
を

見
学

に
出

か
け

て
い

る
が

本

会
議

及
び

常
任

委
員

会
の

発
言

に
も

こ
れ

に
関

す
る

も
の

は
見

受
け

ら

れ
な

い
。

ど
の

よ
う

に
提

案
を

さ
れ

た
の

か
疑

問
で

あ
り

、
本

当
に

政
務

活
動

と
し

て
視

察
し

て
い

る
の

か
疑

問
で

あ
る

。
全

額
返

還
請

求
す

る
。
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議
員

名
番 号

閲
　

覧

資
料

頁
活

　
動

　
内

　
容

費
用

の

種
類

金
額

(円
)

按
分

率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

2
1

2
-
2
3
3

8
/
5

蓼
品

高
原

バ
ラ

ク
ラ

イ
ン

グ
リ

ッ
シ

ュ
ガ

ー
デ

ン
を

視
察

(県
立

フ
ラ

ワ
ー

ガ
ー

デ
ン

の
リ

ニ
ュ

ー
ア

ル
提

案
の

た
め

）

ガ
ソ

リ
ン

9
,3

1
2

1
/
1

9
,3

1
2

9
,3

1
2

2
-
3
8
9

8
/
5

日
立

南
太

田
IC

で
支

払
い

高
速

5
,6

1
0

1
/
1

5
,6

1
0

5
,6

1
0

2
2

4
-
2
7
3

H
2
6

9
/
7

県
議

政
策

検
討

会
(水

戸
市

内
)

ガ
ソ

リ
ン

1
,9

6
8

1
/
1

1
,9

6
8

1
,9

6
8

2
-
5
2
3

9
/
7

水
戸

IC
で

支
払

い
高

速
5
5
0

1
/
1

5
5
0

5
5
0

2
3

4
-
3
2
4

1
1
/
1

日
立

市
十

王
町

合
併

1
0
周

年
記

念
式

典
ひ

た
ち

な
か

市
長

本
間

も
と

き
氏

と
意

見
交

換
(子

育
て

支
援

の
充

実
な

ど
に

つ
い

て
)

ガ
ソ

リ
ン

1
,8

7
2

1
/
1

1
,8

7
2

9
3
6

本
間

市
長

と
意

見
交

換
と

あ
る

が
、

当
日

市
長

選
立

候
補

の
推

薦
状

を

手
渡

し
て

い
る

。
明

ら
か

に
政

務
活

動
以

外
の

行
為

で
あ

る
。

1
/
2
を

返
還

請
求

す
る

。
(資

料
6
参

照
）

2
4

4
-
3
6
7

H
2
7

1
/
5

J
R

水
戸

駅
北

口
で

県
議

会
報

告
会

J
A

い
ば

ら
き

に
新

春
の

挨
拶

、
米

価
下

落
問

題
な

ど
に

つ
い

て
意

見
交

換

J
R

土
浦

駅
西

口
で

県
議

会
報

告
つ

く
ば

市
内

(T
X
つ

く
ば

駅
で

県
議

会
報

告
茨

城
県

地
方

創
生

本
部

に
つ

い
て

政
策

審
議

監
よ

り
ヒ

ア
リ

ン
グ

(県
議

会
）

ガ
ソ

リ
ン

5
,4

2
4

1
/
1

5
,4

2
4

2
,7

1
2

3
-
4
9
7

1
/
5

茨
城

町
西

IC
、

那
珂

IC
で

支
払

い
高

速
1
,6

7
0

1
/
1

1
,6

7
0

8
3
5

2
5

4
-
4
2
5

2
/
1

日
の

出
地

区
の

液
状

化
対

策
(潮

来
市

内
）

ソ
ー

ラ
ー

発
電

の
活

用
事

例
の

視
察

(潮
来

市
内

）

市
議

会
議

員
と

の
意

見
交

換
(地

方
創

生
の

具
体

的
戦

略
に

つ
い

て
：
水

戸
市

内
）

注
：
高

速
代

は
、

H
2
7
年

4
月

に
計

上
さ

れ
る

と
思

わ
れ

る
。

ガ
ソ

リ
ン

4
,9

6
8

1
/
1

4
,9

6
8

2
,4

8
4

当
日

は
、

潮
来

市
長

選
挙

松
田

千
春

候
補

の
出

陣
式

が
あ

り
、

こ
れ

に

も
出

席
し

て
い

る
。

こ
の

視
察

は
、

二
の

次
で

む
し

ろ
出

陣
式

へ
の

参
加

が
目

的
で

は
な

か
っ

た
か

と
推

察
さ

れ
る

。
ソ

ー
ラ

ー
発

電
施

設
は

4
/
1
2
に

視
察

済
み

、
日

の
出

地
区

は
、

3
/
1
7
に

公
明

党
山

口
代

表
と

視

察
済

み
で

あ
る

。
1
/
2
を

返
還

請
求

す
る

。
（
資

料
9
、

1
0
参

照
)

2
6

4
-
4
4
0

2
/
7

つ
く
ば

市
内

で
J
A

い
ば

ら
き

○
○

会
長

と
意

見
交

換

県
南

地
域

の
首

長
と

の
意

見
交

換
住

民
相

談
(用

水
路

の
占

有
に

つ
い

て
)

お
の

君
（
東

松
島

市
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
）
い

ば
ら

き
の

会
代

表
と

意
見

交
換

注
：
高

速
代

は
、

H
2
7
年

4
月

に
計

上
さ

れ
る

と
思

わ
れ

る
。

ガ
ソ

リ
ン

3
,7

4
4

1
/
1

3
,7

4
4

1
,8

7
2

当
日

は
、

公
明

党
茨

城
県

本
部

主
催

の
「
公

明
党

新
春

の
集

い
2
0
1
5
が

つ
く
ば

市
内

の
ホ

テ
ル

で
、

公
明

党
山

口
代

表
、

党
政

調
会

長
石

啓
一

な
ど

が
出

席
し

て
行

わ
れ

た
。

こ
れ

に
も

出
席

し
て

い
る

は
ず

で
、

全
て

が
政

務
活

動
と

は
い

え
な

い
。

住
民

相
談

も
同

様
で

あ
る

。
1
/
2
を

返
還

請
求

す
る

。
(資

料
1
1
参

照
)

2
7

4
-
5
1
5

3
/
2
5

日
立

市
役

所
新

庁
舎

起
工

式
に

参
加

日
立

市
議

会
議

員
と

の
意

見
交

換
常

総
地

域
の

野
犬

一
斉

捕
獲

に
つ

い
て

現
地

調
査

注
：
高

速
代

は
、

H
2
7
年

5
月

に
計

上
さ

れ
る

と
思

わ
れ

る
。

ガ
ソ

リ
ン

4
,9

6
8

1
/
1

4
,9

6
8

-
こ

れ
ら

の
視

察
自

体
に

問
題

は
な

い
が

、
次

の
項

の
視

察
を

問
題

視
す

る
根

拠
と

し
て

記
載

し
た

。

2
8

4
-
5
2
2

3
/
2
8

常
総

市
内

で
野

犬
の

状
況

を
現

地
調

査

土
浦

市
議

と
の

意
見

交
換

(土
浦

市
内

）

注
：
高

速
代

は
、

H
2
7
年

5
月

に
計

上
さ

れ
る

と
思

わ
れ

る
。

ガ
ソ

リ
ン

5
,7

3
6

1
/
1

5
,7

3
6

2
,8

6
8

3
/
2
5
に

お
こ

な
っ

た
ば

か
り

の
野

犬
調

査
を

何
故

中
2
日

の
短

期
間

に

行
な

う
必

要
が

あ
る

の
か

。
1
/
2
を

返
還

請
求

す
る

。

計
1
9
1
,7

0
4

-
1
9
0
,4

2
0

1
1
9
,4

0
7

八
島

功
男

1
4
-
8
6

H
2
6

5
/
1
4

政
調

会
(県

議
会

公
明

党
控

室
)

ガ
ソ

リ
ン

2
,6

4
0

1
/
1

2
,6

4
0

2
,6

4
0

1
-
5
8
3

茨
城

町
東

IC
、

桜
土

浦
IC

で
支

払
い

高
速

2
,7

8
0

1
/
1

2
,7

8
0

2
,7

8
0

2
4
-
1
7
7

7
/
4

つ
く
ば

事
務

所
で

政
策

検
討

会
ガ

ソ
リ

ン
1
,6

8
0

1
/
1

1
,6

8
0

1
,6

8
0

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
1
2
に

あ
る

つ
く
ば

市
内

で
の

政
調

会
開

催
(県

議
選

の
政

策
検

討
会

)と
同

一
で

あ
る

。
従

っ
て

全
額

返
還

請
求

す
る

。

3
4
-
1
8
5

7
/
7

県
議

会
公

明
党

政
調

会
議

、
小

美
玉

市
内

の
住

民
と

の
意

見
交

換
(茨

城
空

港
、

百
里

基
地

に
関

す
る

要
望

な
ど

)
ガ

ソ
リ

ン
2
,7

8
4

1
/
1

2
,7

8
4

1
,3

9
2

2
-
2
3
2

7
/
7

桜
土

浦
IC

、
岩

間
IC

で
支

払
い

高
速

1
,7

3
0

1
/
1

1
,7

3
0

8
6
5

少
な

く
と

も
T
X
つ

く
ば

駅
に

於
け

る
報

告
は

、
公

明
党

政
調

会
長

の
石

井

啓
一

衆
議

院
議

員
を

中
心

と
し

た
公

明
党

の
演

説
会

で
議

会
報

告
会

で

は
な

い
。

1
/
2
を

返
還

請
求

す
る

。
(資

料
7
,8

参
照

)

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
5
の

と
お

り
、

こ
の

会
議

で
は

県
議

選
統

一
政

策
に

関
す

る
打

ち
合

わ
せ

も
行

わ
れ

て
い

る
。

政
務

活
動

で
は

な
い

。

全
額

返
還

請
求

す
る

。

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
1
4
に

あ
る

県
議

会
公

明
党

政
調

会
(県

議
選

の

統
一

政
策

、
9
月

議
会

の
質

問
内

容
な

ど
に

つ
い

て
検

討
、

小
美

玉
市

内
で

開
催

)と
同

一
で

あ
る

。
従

っ
て

1
/
2
を

返
還

請
求

す

支
払

日

番
号

2
0
と

同
様

に
全

額
返

還
請

求
す

る
。

宿
泊

費
の

計
上

が
な

い
の

も

不
自

然
で

あ
る

。

開
催

場
所

が
水

戸
市

内
と

さ
れ

て
い

る
が

、
後

出
の

八
島

功
男

議
員

の
報

告
に

よ
れ

ば
県

総
合

福
祉

会
館

で
開

催
さ

れ
た

こ
と

が
分

か
る

。
単

に
現

議
会

に
於

け
る

政
策

検
討

と
い

う
よ

り
も

選
挙

の
た

め
の

政
策

検

討
を

行
っ

た
可

能
性

が
高

い
。

す
る

と
政

務
活

動
で

は
な

い
か

ら
全

額

返
還

請
求

す
る

。
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議
員

名
番 号

閲
　

覧

資
料

頁
活

　
動

　
内

　
容

費
用

の

種
類

金
額

(円
)

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

評
　

　
　

　
　

　
　

　
価

4
4
-
2
7
5

9
/
7

政
調

会
(県

総
合

福
祉

会
館

)
ガ

ソ
リ

ン
2
,7

8
4

1
/1

2
,7

8
4

2
,7

8
4

3
-
5
2
9

9
/
7

茨
城

町
東

IC
、

桜
土

浦
IC

で
支

払
い

高
速

1
,8

9
0

1
/1

1
,8

9
0

1
,8

9
0

計
1
6
,2

8
8

-
16

,2
8
8

1
4
,0

3
1

高
崎

進
1

4
-
8
7

H
2
6

5
/
1
4

通
学

路
、

生
活

道
路

の
危

険
個

所
調

査
、

県
議

会
政

務
調

査
会

ガ
ソ

リ
ン

1
,3

9
2

1
/1

1
,3

9
2

6
9
6

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
5の

と
お

り
、

こ
の

会
議

で
は

県
議

選
統

一
政

策
に

関
す

る
打

ち
合

わ
せ

も
行

わ
れ

て
い

る
。

1
/2

を
返

還
請

求
す

る
。

2
4
-
8
9

5
/
1
5

県
政

報
告

、
通

学
路

危
険

個
所

調
査

、
政

務
調

査
会

に
出

席
ガ

ソ
リ

ン
8
6
4

1
/1

86
4

4
3
2

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
6の

と
お

り
、

政
務

調
査

会
で

は
県

議
選

統
一

政
策

に
関

す
る

打
ち

合
わ

せ
も

行
わ

れ
て

い
る

。
1
/
2を

返
還

請
求

す

る
。

3
4
-
1
8
4

H
2
6

7
/
7

住
民

相
談

活
動

知
事

部
局

の
取

り
組

み
を

調
査

県
議

会
公

明
党

政
調

会
を

開
催

ガ
ソ

リ
ン

1
,3

4
4

1
/1

1
,3

4
4

6
7
2

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
14

の
と

お
り

、
政

調
会

議
で

は
県

議
選

統
一

政

策
に

関
す

る
打

ち
合

わ
せ

を
行

っ
て

い
る

。
1
/2

を
返

還
請

求
す

る
。

4
4
-
1
9
7

7
/
1
1

県
政

報
告

活
動

県
議

選
統

一
政

策
の

検
討

ガ
ソ

リ
ン

1
,1

0
4

1
/1

1
,1

0
4

5
5
2

県
議

選
統

一
政

策
の

検
討

は
、

政
務

活
動

で
は

な
い

。
1
/
2を

返
還

請

求
す

る
。

5
4
-
2
7
4

9
/
7

河
川

改
修

要
望

調
査

県
議

会
政

調
政

策
検

討
会

ガ
ソ

リ
ン

1
,6

0
8

1
/1

1
,6

0
8

8
0
4

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
22

の
と

お
り

で
あ

る
が

、
調

査
活

動
も

行
っ

て

い
る

の
で

1
/
2を

返
還

請
求

す
る

。

計
6
,3

1
2

-
6
,3

1
2

3
,1

5
6

田
村

佳
子

1
4
-
8
8

H
2
6

5
/
1
5

県
議

会
政

務
調

査
会

(6
月

議
会

の
対

応
な

ど
に

つ
い

て
)

ガ
ソ

リ
ン

2
,9

7
6

1
/1

2
,9

7
6

1
,4

8
8

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
6の

と
お

り
、

政
務

調
査

会
で

は
県

議
選

統
一

政
策

に
関

す
る

打
ち

合
わ

せ
も

行
わ

れ
て

い
る

。
1
/
2を

返
還

請
求

す

る
。

2
4
-
1
9
2

7
/
9

県
議

会
政

調
会

(県
議

選
の

統
一

政
策

な
ど

を
協

議
)

ガ
ソ

リ
ン

1
,4

8
8

1
/2

74
4

7
4
4

県
議

選
の

統
一

政
策

協
議

を
政

務
活

動
と

考
え

て
の

按
分

で
あ

ろ
う

か

ら
こ

れ
が

政
務

活
動

で
な

い
の

だ
か

ら
全

額
返

還
請

求
す

る
。

計
4
,4

6
4

-
3
,7

2
0

2
,2

3
2

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

1
3
8
,8

2
6
(円

)

支
払

日

井
手

義
弘

議
員

の
番

号
22

と
同

じ
で

全
額

返
還

請
求

す
る

。
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別
紙

１
６

平
成

2
8
年

4
月

8
日

平
成

2
6
年

度
い

ば
ら

き
自

民
党

政
務

活
動

費
支

出
実

績
【
交

通
費

－
自

動
車

リ
ー

ス
】
評

価
金

額
単

位
：
円

  
  

  
  

 

按
分

率
金

額
備

　
　

　
　

　
　

考

1
加

藤
明

良
け

ん
し

ん
リ

ー
ス

(株
)

1
/
2

3
1
,3

9
5

1
2
月

分
は

0
円

3
4
5
,3

4
5

2
6
,3

4
5

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

標
準

価
と

は
、

按
分

率
1
/
2
で

充
当

金
額

2
9
,0

0
0
円

/
月

を
い

う
。

以
下

同
じ

。

2
舘

静
　

馬
(株

)日
産

フ
ィ

ナ
ン

シ
ャ

ル
1
/
2

3
3
,0

5
5

4
月

分
は

3
2
,1

3
7
円

、
1
2
月

分
は

0
円

3
6
2
,6

8
7

4
3
,6

8
7

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

3
桜

井
富

夫
ト

ヨ
タ

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

(株
）

1
/
2

3
4
,9

3
5

4
月

分
は

3
2
,8

0
8
円

、
1
2
月

分
は

0
円

3
8
2
,1

5
8

(1
1
,9

0
0
)

(5
1
,2

5
8
)

6
3
,1

5
8

　
5
月

分
以

降
の

月
額

は
、

消
費

税
の

変
更

が
織

り
込

ま
れ

た
も

の
と

推
察

す
る

。
す

る
と

3
3
,7

4
5
円

と
な

る
は

ず
で

、
差

額
1
,1

9
0
円

の
1
0
ヶ

月
分

1
1
,9

0
0
円

の
返

還
を

要
す

る
。

又
標

準
価

と
の

差
額

5
1
,2

5
8
円

の
返

還
を

要
す

る
。

4
飯

岡
英

之
飯

岡
建

設
（
株

）
1
/
1

3
9
,9

0
0

4
,5

月
分

の
み

。
6
月

分
以

降
0
円

7
9
,8

0
0

3
9
,9

0
0

政
務

活
動

以
外

で
使

用
し

な
か

っ
た

と
は

い
え

な
い

は
ず

で
あ

り
、

按
分

率
は

1
/
2
と

す
る

べ
き

で
あ

る
。

5
藤

島
正

孝
ト

ヨ
タ

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

(株
）

1
/
4

4
2
,9

4
3

4
月

分
は

4
1
,7

5
0
円

、
1
2
月

分
は

0
円

4
7
1
,1

8
0

4
7
1
,1

8
0

政
務

活
動

費
の

手
引

の
1
1
頁

(5
)及

び
2
8
頁

(4
)の

Q
1
5
の

記
載

事
項

に
よ

れ
ば

、
政

務
活

動
費

を
充

当
で

き
る

自
動

車
リ

ー
ス

は
、

そ
の

主
た

る
使

用
目

的
が

政
務

活
動

で
あ

る
こ

と
を

予
定

し
て

い
る

も
の

と
推

察
さ

れ
る

。
更

に
車

種
や

金
額

に
つ

い
て

も
社

会
通

念
上

必
要

か
つ

相
当

と
認

め
ら

れ
る

範
囲

と
し

て
い

る
。

こ
こ

に
い

う
社

会
通

念
と

は
、

政
務

活
動

を
す

る
上

で
の

社
会

通
念

で
あ

り
そ

れ
を

逸
脱

す
る

も
の

で
は

な
い

。
以

上
の

こ
と

か
ら

、
自

動
車

リ
ー

ス
に

関
し

て
は

、
政

務
活

動
費

の
充

当
金

額
の

大
小

を
論

ず
る

前
に

リ
ー

ス
金

額
の

適
正

を
論

ず
る

べ
き

で
あ

る
。

当
該

議
員

の
リ

ー
ス

金
額

は
、

新
し

い
契

約
金

額
で

計
算

す
る

と
年

間
2
,0

6
1
,2

6
4
円

で
あ

り
仮

に
4
年

間
リ

ー
ス

す
れ

ば
8
,2

4
5
,0

5
6
円

と
な

る
。

社
会

通
念

を
は

る
か

に
超

え
た

高
額

車
両

の
リ

ー
ス

と
い

わ
ざ

る
を

得
な

い
。

1
/
4
の

み
政

務
活

動
費

を
充

当
し

て
い

る
の

だ
か

ら
よ

い
と

い
う

も
の

で
は

な
い

。
そ

も
そ

も
1
/
4
し

か
政

務
活

動
に

使
用

し
な

い
車

両
を

政
務

活
動

名
目

で
リ

ー
ス

す
る

こ
と

が
異

常
で

あ
る

。
実

質
上

個
人

リ
ー

ス
の

費
用

の
補

填
に

政
務

活
動

費
を

流
用

し
て

い
る

と
し

か
い

え
な

い
。

よ
っ

て
全

額
返

還
対

象
と

す
る

。
な

お
、

当
該

議
員

に
は

ガ
ソ

リ
ン

代
の

申
請

が
な

く
自

動
車

の
運

行
状

況
は

全
く

知
り

え
な

い
。

6
宮

﨑
　

勇
(株

)宮
崎

総
業

1
/
2

3
0
,0

0
0

特
に

「
賃

借
料

」
と

記
載

、
1
1
月

分
以

降
は

0
円

2
1
0
,0

0
0

7
,0

0
0

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

7
細

谷
典

幸
オ

リ
ッ

ク
ス

自
動

車
(株

)
1
/
2

3
1
,7

5
2

1
2
月

分
は

0
円

3
4
9
,2

7
2

3
0
,2

7
2

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

8
本

澤
　

徹
（
株

）
ト

ヨ
タ

ク
レ

ジ
ッ

ト
1
/
2

3
2
,0

2
5

1
2
月

分
は

0
円

3
5
2
,2

7
5

3
3
,2

7
5

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

9
島

田
幸

三
(株

）
常

陸
開

発
工

業
1
/
2

4
0
,0

0
0

1
2
月

分
以

降
0
円

3
2
0
,0

0
0

8
8
,0

0
0

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

1
0

葉
梨

　
衛

(株
)日

産
フ

ィ
ナ

ン
シ

ャ
ル

1
/
2

5
2
,0

4
1

1
2
月

分
は

0
円

5
7
2
,4

5
1

2
5
3
,4

5
1

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

1
1

菊
池

敏
行

ト
ヨ

タ
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
(株

）
1
/
2

4
5
,1

0
0

1
～

3
月

分
の

み
1
3
5
,3

0
0

4
8
,3

0
0

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

1
2

福
地

源
一

郎
茨

城
ト

ヨ
ペ

ッ
ト

(株
)

1
/
2

4
9
,9

5
0

3
、

4
月

分
の

み
9
9
,9

0
0

4
1
,9

0
0

標
準

価
と

の
差

額
の

返
還

を
要

す
。

計
3
,6

8
0
,3

6
8

1
,1

4
6
,4

6
8

返
還

請
求

金
額

評
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
価

支
払

先
(社

名
、

住
所

等
)

番 号
議

員
名

月
額

政
務

活
動

費
充

当
金

額
充

当
金

額
(年

度
内

)
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別紙１７ 平成28年5月2日

平成26年度民主党茨城県議会議員団政務活動費支出【交通費－自動車リース代】評価

金額単位：円

議　　員　　名 長谷川修平 佐藤光雄 齋藤英彰

リース会社名 トヨタファイナンス 東電リース トヨタファイナンス

契　約　月　額 51,450 39,060 71,754

按　　分　　率 1/2 1/2 1/2

充当金額(月額) 25,725 19,530 35,877

充当金額(年額) 308,700(12ヶ月分) 234,360(12ヶ月分) 430,524(12ヶ月分)

　　　評価
　　　　平成25年度は按分率1/2で月額充当金額を28,000円まで許容するとしたが、消費税も上がったことを考慮して
　　　29,000円まで許容することにする。返還対象は、齋藤英彰のみとなる。

　　　結論　返還請求金額　　(35,877-29,000)×12＝82,524(円)
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別紙１８ 平成28年4月8日

平成26年度自民県政クラブ政務活動費支出【交通費－自動車リース】評価

金額単位：円

議　　員　　名 臼井平八郎 飯田智男 川口政弥＊

リース会社名 トヨタファイナンス(株) 茨城トヨペット(株) 川口自動車(株)

契　約　月　額 39,000 74,999 40,000

按　　分　　率 1/2 1/2 1/2

充当金額(月額) 19,500 37,499 20,000

充当金額(年額) 234,000(12ヶ月分) 449,988(12ヶ月分) 220,000(11ヶ月分)

　＊　川口政弥は、12月分支払いなし。

　　　評価
　　　　平成26年度は按分率1/2で月額充当金額を28,000円まで許容するとしたが、消費税も上がったことを考慮して
　　　29,000円まで許容することにする。返還対象は、飯田智男のみとなる。

　　　結論　返還請求金額　　(37,499-29,000)×12＝101,988(円)
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別
紙

１
９

平
成

2
8
年

4
月

8
日

平
成

2
6
年

度
い

ば
ら

き
自

民
党

政
務

活
動

費
支

出
【
視

察
研

究
費

】
評

価
(視

察
研

修
費

と
し

て
計

上
さ

れ
た

も
の

の
他

、
視

察
研

修
の

関
連

で
発

生
し

交
通

費
又

は
事

務
費

と
し

て
計

上
さ

れ
た

も
の

も
記

載
し

た
。

)
1
.県

外
3
市

視
察

項
目

費
用

名
称

等
按

分
率

充
当

金
額

(円
)

宿
泊

費
(6

/
2
5
　

天
橋

立
宮

津
ホ

テ
ル

)
1
3
,9

4
0

1
3
,9

4
0

6
/
2
5

宿
泊

費
(6

/
2
6
　

三
井

ガ
ー

デ
ン

ホ
テ

ル
京

都
四

条
)

8
,1

0
0

8
,1

0
0

～
レ

ン
タ

カ
ー

代
7
,9

6
8

7
,9

6
8

6
/
2
7

Ｊ
Ｒ

セ
ッ

ト
プ

ラ
ン

2
3
,7

0
0

2
3
,7

0
0

Ｊ
Ｒ

個
札

(取
手

⇔
金

町
)

9
4
0

9
4
0

計
5
4
,6

4
8

5
4
,6

4
8

評
価

  
  

 収
支

報
告

書
の

添
付

資
料

で
は

、
訪

問
先

の
み

記
載

さ
れ

視
察

目
的

、
成

果
の

記
載

が
な

い
。

こ
の

様
な

視
察

は
認

め
る

べ
き

で
は

な
い

。

　
　

　
結

論
　

　
全

額
返

還
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

5
4
,6

4
8
(円

)

2
.ベ

ト
ナ

ム
訪

問
(橋

本
知

事
の

訪
問

団
に

同
行

)

項
目

費
用

名
称

等
按

分
率

充
当

金
額

(円
)

山
岡

恒
夫

1
0
/
5

航
空

運
賃

2
1
0
,6

0
0

0

～
ホ

テ
ル

代
(ハ

ノ
イ

)(
1
4
,2

0
0
円

×
3
泊

)
4
2
,6

0
0

0

1
0
/
1
0

ホ
テ

ル
代

(ホ
ー

チ
ミ

ン
)

1
9
,8

0
0

0

計
2
7
3
,0

0
0

0

白
田

信
夫

1
0
/
5

航
空

運
賃

5
0
6
,2

5
0

2
9
5
,6

5
0

～
ホ

テ
ル

代
(ハ

ノ
イ

)(
1
4
,2

0
0
円

×
3
泊

)
4
2
,6

0
0

0

1
0
/
1
0

ホ
テ

ル
代

(ホ
ー

チ
ミ

ン
)

1
9
,8

0
0

0
事

務
費

訪
問

時
の

名
刺

印
刷

費
(2

,7
0
0
円

の
1
/
2
)

1
,3

5
0

0
1
0
/
3

(有
)双

葉
印

刷
1
0
-
2
1
3

計
5
7
0
,0

0
0

2
9
5
,6

5
0

葉
梨

衛
1
0
/
5

航
空

運
賃

5
0
6
,2

5
0

2
9
5
,6

5
0

～
ホ

テ
ル

代
(ハ

ノ
イ

)(
1
4
,2

0
0
円

×
3
泊

)
4
2
,6

0
0

0

1
0
/
1
0

ホ
テ

ル
代

(ホ
ー

チ
ミ

ン
)

1
9
,8

0
0

0

計
5
6
8
,6

5
0

2
9
5
,6

5
0

　
　

評
価

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

結
論

　
　

白
田

信
夫

と
葉

梨
衛

の
航

空
運

賃
を

山
岡

恒
夫

の
そ

れ
と

同
額

と
し

、
こ

れ
を

超
え

た
分

を
返

還
対

象
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

白
田

信
夫

　
2
9
5
,6

5
0
(円

)、
葉

梨
衛

　
2
9
5
,6

5
0
(円

)

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

6
4
5
,9

4
8
(円

)

三
者

の
費

用
を

比
較

す
る

に
白

田
信

夫
と

葉
梨

衛
の

航
空

運
賃

が
山

岡
恒

夫
の

2
.4

倍
と

際
立

っ
て

高
額

で
あ

る
。

ビ
ジ

ネ
ス

ク
ラ

ス
と

エ
コ

ノ
ミ

ー
ク

ラ
ス

の
違

い
か

も
し

れ
な

い
が

、
ビ

ジ
ネ

ス
ク

ラ
ス

で
も

山
岡

恒
夫

の
も

の
と

同
程

度
で

の
入

手
も

不
可

能
で

は
な

い
。

フ
ラ

イ
ト

時
間

も
6
時

間
程

度
で

さ
ほ

ど
長

く
な

く
、

特
に

ビ
ジ

ネ
ス

ク
ラ

ス
で

あ
る

必
要

も
な

い
。

返
還

請
求

金
額

(円
)

中
村

修

？

H
2
6

宮
津

市
、

京
田

辺
市 大

津
市

視
察

研
修

費

1
/
1

議
員

名
活

動
目

的
実

施
日

訪
問

先
等

費
目

別
費

用

6
/
6

(株
)と

り
で

旅
行

セ
ン

タ
ー

6
-
3
6
5

支
払

日
支

払
先

閲
　

覧
資

料
頁

H
2
6

議
員

名
活

動
目

的
実

施
日

訪
問

先
等

費
目

別
費

用

近
畿

日
本

ツ
ー

リ
ス

ト
(株

)

支
払

日
支

払
先

閲
　

覧
資

料
頁

視
察

研
修

費

1
0
-
3
3
4

返
還

請
求

金
額

(円
)

H
2
6

県
と

ベ
ト

ナ
ム

の
連

携
を

推
進

す
る

1
/
1

H
2
6

1
0
/
1

ベ
ト

ナ
ム

　
ハ

ノ
イ

　
ホ

ー
チ

ミ
ン

1
/
1

ベ
ト

ナ
ム

　
ハ

ノ
イ

　
ホ

ー
チ

ミ
ン

H
2
6

県
と

ベ
ト

ナ
ム

の
連

携
を

推
進

す
る

1
/
1

視
察

研
修

費

県
と

ベ
ト

ナ
ム

の
連

携
を

推
進

す
る

H
2
6

ベ
ト

ナ
ム

　
ハ

ノ
イ

　
ホ

ー
チ

ミ
ン

視
察

研
修

費

H
2
6

9
/
2
6

近
畿

日
本

ツ
ー

リ
ス

ト
(株

)
9
-
3
5
2

9
/
3
0

近
畿

日
本

ツ
ー

リ
ス

ト
(株

)
9
-
3
4
8

H
2
6
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別
紙

２
０

平
成

2
8
年

4
月

8
日

平
成

2
6
年

度
民

主
党

茨
城

県
議

会
議

員
団

政
務

活
動

費
支

出
【
視

察
研

修
費

】
評

価

1
.長

谷
川

修
平

番
号

閲
　

覧
資

料
頁

活
  

動
  

名
訪

問
先

費
目

金
額

(円
)

按
分

率
充

当
金

額
(円

)
返

還
請

求
金

額
（
円

）

1
1
1
7

航
空

運
賃

(茨
城

空
港

～
新

千
歳

)
5
/
7

1
1
,4

0
0

1
/
1

1
1
,4

0
0

1
1
,4

0
0

2
1
2
0

航
空

運
賃

(新
千

歳
～

茨
城

空
港

)
5
/
7

1
4
,4

0
0

1
/
1

1
4
,4

0
0

1
4
,4

0
0

2
5
,8

0
0

-
2
5
,8

0
0

2
5
,8

0
0

評
価

結
論

　
全

額
支

払
い

を
認

め
な

い
。

　
返

還
請

求
金

額
　

2
5
,8

0
0
(円

)

2
.青

山
大

人

番
号

閲
　

覧
資

料
頁

活
  

動
  

名
訪

問
先

費
目

金
額

(円
)

按
分

率
充

当
金

額
(円

)
返

還
請

求
金

額
（
円

）

航
空

運
賃

?
ホ

テ
ル

代
?

ホ
テ

ル
代

?

2
9
1
,2

0
0

-
2
9
1
,2

0
0

2
9
1
,2

0
0

評
価

結
論

　
全

額
支

払
い

を
認

め
な

い
。

　
返

還
請

求
金

額
　

2
9
1
,2

0
0
(円

)

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

3
1
7
,0

0
0
(円

）

①
　

領
収

書
日

付
け

は
2
0
1
4
/
0
3
/
0
4
、

S
u
ic

a利
用

代
金

明
細

書
の

作
成

日
付

け
は

、
2
0
1
4
/
0
4
/
1
5
、

判
読

し
難

い
.名

称
の

日
付

2
0
1
4
/
0
5
/
0
7
が

あ
る

。
  

  
茨

城
空

港
ま

で
の

往
復

交
通

費
と

視
察

先
に

お
け

る
交

通
費

は
計

上
が

見
当

た
ら

な
い

。
北

海
道

調
査

は
、

2
0
1
4
/
0
3
/
0
4
に

行
わ

れ
た

の
で

あ
ろ

う
か

。
②

　
目

的
、

訪
問

先
の

記
載

も
な

く
、

2
0
1
4
/
0
3
/
0
4
以

降
2
0
1
5
/
1
1
/
1
6
に

至
る

ま
で

に
議

会
質

問
は

、
2
0
1
5
/
0
3
/
0
3
に

一
度

行
わ

れ
て

い
る

が
こ

の
視

察
に

関
連

し
て

い
る

も
の

は
な

い
。

③
　

こ
の

よ
う

な
不

透
明

な
視

察
を

認
め

る
わ

け
に

は
い

か
な

い
。

1
4
0
7

計

1
0
/
2

1
/
1

2
9
1
,2

0
0

2
9
1
,2

0
0

①
　

収
支

報
告

書
に

添
付

さ
れ

た
振

込
伝

票
で

は
費

用
構

成
が

分
か

ら
な

い
。

請
求

書
を

添
付

し
た

よ
う

だ
が

内
容

は
確

認
で

き
な

い
。

上
表

の
様

な
費

用
名

称
も

分
か

ら
な

い
の

で
あ

る
が

、
同

じ
視

察
に

参
加

し
た

別
の

議
員

（
い

ば
ら

き
自

民
党

の
山

岡
恒

夫
、

白
田

信
夫

及
び

葉
梨

衛
)の

資
料

か
ら

推
定

し
た

も
の

で
あ

る
。

②
　

目
的

、
訪

問
先

の
記

載
も

な
い

。
③

　
議

員
は

、
約

2
ヶ

月
後

の
1
2
月

の
県

議
会

議
員

選
挙

に
は

立
候

補
し

て
い

な
い

。
こ

の
視

察
を

何
に

活
用

し
よ

う
と

し
て

い
た

の
か

疑
問

で
あ

る
。

④
　

こ
の

よ
う

な
不

透
明

な
視

察
を

認
め

る
わ

け
に

は
い

か
な

い
。

実
施

日
支

払
日

H
2
6

?
北

海
道

調
査

？
H

2
6

計

実
施

日
支

払
日

H
2
6

1
0
/
5

～
1
0

茨
城

県
ベ

ト
ナ

ム
訪

問
団

参
加

？
H

2
6
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別
紙

２
１

(全
４

頁
)

平
成

2
8
年

5
月

2
日

平
成

2
6
年

度
自

民
県

政
ク

ラ
ブ

政
務

活
動

費
支

出
【
視

察
・
研

修
費

】
評

価
(交

通
費

と
し

て
計

上
さ

れ
た

視
察

研
修

関
連

の
費

用
も

記
載

し
た

。
按

分
率

は
、

特
に

記
載

な
き

も
の

は
1
/
1
で

あ
る

。
)

会
派

(参
加

者
5
名

と
推

察
さ

れ
る

)
金

額
単

位
：
円

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

1
茨

城
空

港
活

用
・
高

校
生

修
学

旅

行
利

用
調

査
に

つ
い

て
H

2
6

5
/
1
4

都
内

日
本

航
空

本
社

視
察

研
修

費
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
代

5
4
,0

0
0

4
6
,0

8
4

H
2
6

5
/
2
0

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(春

日
部

市
)

(平
川

観
光

バ
ス

利
用

)
7
3

評
価

　
　

　
　

　
結

論
　

　
一

人
で

行
け

ば
十

分
で

あ
る

か
ら

、
県

と
の

係
り

に
お

い
て

空
港

問
題

に
一

番
力

を
入

れ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
臼

井
平

八
郎

の
調

査
を

認
め

る
こ

と
と

す
る

。

返
還

請
求

金
額

　
5
4
,0

0
0
-
7
,9

1
6
＝

4
6
,0

8
4
(円

)

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

2
レ

ン
タ

カ
ー

(ワ
ゴ

ン
)3

日
間

5
3
,3

7
8

5
3
,3

7
8

ホ
テ

ル
J
A

L
シ

テ
ィ

仙
台

(5
名

分
）

5
4
,8

0
0

5
4
,8

0
0

ホ
テ

ル
J
A

L
シ

テ
ィ

仙
台

(4
名

分
）

4
3
,8

4
0

4
3
,8

4
0

J
R

運
賃

（
仙

台
→

古
河

）
(1

名
分

)
8
,8

7
0

8
,8

7
0

計
1
6
0
,8

8
8

1
6
0
,8

8
8

評
価

　
　

結
論

　
　

被
災

地
の

復
旧

状
況

を
見

る
だ

け
で

は
視

察
の

価
値

は
な

い
。

教
訓

と
し

て
何

を
得

そ
れ

を
ど

う
県

政
に

生
か

し
た

い
の

か
が

示
さ

れ
な

け
れ

ば
認

め
ら

れ
な

い
支

出
で

あ
る

。
全

額
返

還
請

求
す

る
。

返
還

請
求

金
額

　
1
6
0
,8

8
8
(円

)

支
　

払
　

先
閲

　
覧

資
料

頁

東
北

復
興

状
況

視
察

H
2
6

6
/
1
8

～
2
0

宮
城

県
仙

台
市

視
察

研
修

費
H

2
6

6
/
3
0

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(春

日
部

市
)

(レ
ン

タ
カ

ー
は

日
本

レ
ン

タ
カ

ー
)

1
4
3

番 号
活

　
動

　
名

訪
問

先
等

支
　

払
　

先

①
　

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
は

、
春

日
部

市
大

場
1
3
7
6
-
7
グ

ラ
ン

デ
―

ジ
第

3
武

里
1
0
8
(2

L
D

K
の

マ
ン

シ
ョ

ン
）
に

事
務

所
を

置
く
旅

行
会

社
で

バ
ス

等
の

運
行

会
社

で
は

な
い

。
何

故
旅

行
会

社
に

仲
介

を
頼

む
の

か
。

②
　

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

を
提

供
し

た
の

は
、

平
川

観
光

バ
ス

で
境

町
長

井
戸

7
3
0
-
2
2
に

事
務

所
を

置
く
。

茨
城

県
内

バ
ス

予
約

サ
イ

ト
の

デ
ー

タ
に

よ
れ

ば
、

こ
の

会
社

は
、

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

を
保

有
し

て
い

な
い

。
(資

料
1
2
）

③
　

日
本

航
空

本
社

は
、

品
川

区
東

品
川

2
-
4
-
1
1
野

村
不

動
産

天
王

州
ビ

ル
に

あ
り

、
最

寄
り

駅
は

、
J
R

又
東

京
モ

ノ
レ

ー
ル

の
天

王
州

ア
イ

ル
で

あ
る

。

④
　

境
町

所
在

の
バ

ス
が

結
城

市
、

取
手

市
、

常
総

市
、

古
河

市
及

び
境

町
在

住
の

議
員

を
拾

っ
て

い
く
の

は
極

め
て

非
効

率
で

あ
る

か
ら

、
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
の

利
用

は
架

空
と

の
疑

い
も

持
て

る
が

、
例

え
ば

各
自

が
自

家
用

車
で

、
境

町
に

集
合

し
マ

イ

ク
ロ

バ
ス

を
利

用
し

た
と

も
考

え
ら

れ
る

。
こ

の
場

合
ガ

ソ
リ

ン
代

が
発

生
す

る
は

ず
で

、
実

際
に

は
こ

の
申

請
が

な
い

の
は

不
自

然
で

は
あ

る
が

自
前

で
支

払
っ

た
と

仮
定

し
て

、
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
の

使
用

を
事

実
と

し
て

み
よ

う
。

⑤
　

何
名

で
出

か
け

た
の

か
は

不
明

で
あ

る
が

、
会

派
5
名

全
員

と
仮

定
し

て
各

自
鉄

道
の

最
寄

り
駅

か
ら

天
王

州
ア

イ
ル

ま
で

乗
車

し
た

場
合

の
運

賃
等

の
交

通
費

は
、

　
　

　
　

臼
井

平
八

郎
　

　
結

城
⇔

天
王

州
ア

イ
ル

　
3
,9

1
0
×

2
=
7
,8

2
0
(円

)(
新

幹
線

普
通

車
利

用
）
、

自
宅

⇔
結

城
駅

　
2
4
×

2
×

2
=
9
6
(円

)(
自

家
用

車
ガ

ソ
リ

ン
代

)計
7
,9

1
6
(円

)　
発

地
は

結
城

市
大

字
結

城
1
1
3
2

　
　

　
　

江
田

隆
記

　
　

　
 古

河
⇔

天
王

州
ア

イ
ル

　
1
,3

4
0
×

2
=
2
,6

8
0
(円

)、
自

宅
⇔

古
河

駅
は

徒
歩

(約
8
0
0
ｍ

×
2
)計

2
,6

8
0
(円

)　
発

地
は

古
河

市
東

4
-
7
-
2
4

　
　

　
　

飯
田

智
男

　
　

　
　

石
下

⇔
天

王
州

ア
イ

ル
　

1
,9

3
0
×

2
=
3
,8

6
0
(円

)、
自

宅
⇔

石
下

駅
は

徒
歩

(約
6
0
0
ｍ

×
2
)計

3
,8

6
0
(円

）
　

発
地

は
常

総
市

本
石

下
1
1
1
-
1

　
　

　
　

川
口

政
弥

　
　

　
　

藤
代

⇔
天

王
州

ア
イ

ル
　

1
,1

8
0
×

2
=
2
,3

6
0
(円

)、
自

宅
⇔

藤
代

駅
　

2
4
×

2
.5

×
2
=
1
2
0
(円

)(
自

家
用

車
ガ

ソ
リ

ン
代

）
、

駐
車

料
金

　
4
0
0
(円

）
　

計
2
,8

8
0
(円

)　
発

地
は

取
手

市
清

水
9
4
7
-
1

　
　

　
　

半
村

登
　

　
　

　
　

　
古

河
⇔

天
王

州
ア

イ
ル

　
1
,3

4
0
×

2
=
2
,6

8
0
（
円

）
、

自
宅

⇔
古

河
駅

　
2
4
×

1
4
×

2
=
6
7
2
（
円

）
(自

家
用

車
ガ

ソ
リ

ン
代

)、
駐

車
料

金
　

9
0
0
(円

)　
計

4
,2

5
2
(円

)　
発

地
は

猿
島

郡
境

町
1
9
5

　
　

　
鉄

道
運

賃
計

　
1
9
,4

0
0
(円

）
、

ガ
ソ

リ
ン

代
　

8
8
8
(円

）
、

駐
車

料
金

　
1
,3

0
0
(円

）
　

　
　

合
計

　
2
1
,5

8
8
(円

)　
(マ

イ
ク

ロ
バ

ス
代

の
約

4
0
%
)

⑥
　

活
動

の
テ

ー
マ

か
ら

判
断

す
る

に
、

5
人

行
く
に

値
し

な
い

活
動

で
あ

る
。

単
純

に
実

績
数

値
を

確
認

す
る

に
過

ぎ
な

い
の

た
が

ら
。

①
　

正
式

な
報

告
書

は
、

閲
覧

さ
せ

て
貰

え
な

い
。

或
は

存
在

し
な

い
の

か
も

し
れ

な
い

。
②

　
議

員
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

或
は

ブ
ロ

グ
に

も
関

係
記

事
は

認
め

ら
れ

な
い

が
、

唯
一

川
口

ま
さ

や
（
ブ

ロ
グ

で
は

か
な

表
記

）
の

ブ
ロ

グ
に

関
係

記
事

が
あ

る
。

(資
料

1
3
)

③
　

当
該

記
事

に
は

福
島

県
か

ら
仙

台
市

、
気

仙
沼

市
、

南
三

陸
町

、
石

巻
市

を
回

る
3
回

目
の

視
察

で
あ

る
と

記
載

さ
れ

、
確

実
に

復
旧

し
て

い
る

の
か

ど
う

か
を

確
認

す
る

と
書

か
れ

て
い

る
。

又
、

名
取

市
、

閑
上

地
区

を
見

た
と

も
あ

る
。

④
　

各
地

の
現

状
は

確
認

し
て

い
る

が
問

題
点

或
は

そ
の

要
因

な
ど

茨
城

県
内

で
同

様
の

こ
と

が
起

こ
っ

た
場

合
の

対
処

法
に

つ
な

が
る

記
事

は
な

い
。

⑤
　

1
名

が
鉄

道
利

用
で

1
9
日

に
帰

宅
し

て
い

る
が

そ
の

理
由

が
わ

か
ら

な
い

。

閲
　

覧

資
料

頁
実

施
日

支
払

日
返

還
請

求

金
額

費
目

別
費

用

番 号
活

　
動

　
名

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

返
還

請
求

金
額

支
払

日
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項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

3
視

察
研

修
費

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

代
5
4
,0

0
0

4
6
,2

7
2

6
/
3
0

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(春

日
部

市
)

(平
川

観
光

バ
ス

利
用

)
1
4
5

交
通

費
飯

田
智

男
　

ガ
ソ

リ
ン

代
(3

2
ｋ
ｍ

×
2
)

1
,4

8
8

0
1
4
1

計
5
5
,4

8
8

4
6
,2

7
2

評
価

　
　

　
結

論
　

視
察

は
認

め
る

が
自

家
用

車
利

用
の

交
通

費
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
は

返
還

請
求

す
る

。

返
還

請
求

金
額

　
　

　
5
4
,0

0
0
-
7
,7

2
8
=
4
6
,2

7
2
(円

)

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

4
小

山
↔

東
京

1
1
,4

0
0

1
1
,4

0
0

東
京

↔
名

古
屋

(グ
リ

ー
ン

車
)

1
4
6
,8

0
0

1
4
6
,8

0
0

名
古

屋
→

津
間

(近
鉄

)
9
,5

5
0

9
,5

5
0

レ
ン

タ
カ

ー
(2

4
H

+
2
H

）
3
3
,1

5
6

3
3
,1

5
6

宇
治

山
田

→
名

古
屋

(近
鉄

)
1
3
,8

5
0

1
3
,8

5
0

宿
泊

費
(鳥

羽
シ

ー
サ

イ
ド

ホ
テ

ル
)

7
0
,9

5
0

7
0
,9

5
0

計
2
8
5
,7

0
6

2
8
5
,7

0
6

評
価

　
結

論
　

　
被

災
地

の
復

旧
状

況
を

見
る

だ
け

で
は

視
察

の
価

値
は

な
い

。
教

訓
と

し
て

何
を

得
そ

れ
を

ど
う

県
政

に
生

か
し

た
い

の
か

が
示

さ
れ

な
け

れ
ば

認
め

ら
れ

な
い

支
出

で
あ

る
。

全
額

返
還

請
求

す
る

。

返
還

請
求

金
額

　
2
8
5
,7

0
6
(円

)

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

5
小

中
一

貫
校

現
地

調
査

H
2
7

2
/
1
9

つ
く
ば

市
立

つ
く
ば

春
日

学
園

県
立

並
木

中
・
高

校

視
察

研
修

費
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
代

5
4
,0

0
0

4
4
,7

3
6

H
2
7

3
/
1

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(春

日
部

市
)

(平
川

観
光

バ
ス

利
用

)
6
5
6

計
5
4
,0

0
0

4
4
,7

3
6

番 号
活

　
動

　
名

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

東
武

観
光

(株
)境

営
業

所
(レ

ン
タ

カ
ー

は
日

本
レ

ン
タ

カ
ー

利

用
)

6
0
3

返
還

請
求

金
額

支
払

日

支
払

日
支

　
払

　
先

閲
　

覧

資
料

頁

①
　

旅
行

会
社

及
び

バ
ス

会
社

に
つ

い
て

は
、

番
号

1
の

①
②

と
同

じ
で

あ
る

。
②

　
飯

田
智

男
は

ガ
ソ

リ
ン

代
を

請
求

し
て

い
る

こ
と

、
川

口
政

弥
は

取
手

市
の

住
人

で
現

地
ま

で
や

く
4
.5

ｋ
ｍ

の
地

に
居

住
す

る
こ

と
か

ら
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
は

利
用

し
て

い
な

い
と

考
え

ら
れ

る
。

③
　

会
派

全
員

で
視

察
し

た
と

す
れ

ば
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
を

利
用

し
た

の
は

、
臼

井
平

八
郎

、
江

田
隆

記
及

び
半

村
登

の
3
名

で
あ

る
と

推
察

さ
れ

る
。

④
　

視
察

の
状

況
と

し
て

報
告

さ
れ

て
い

る
公

開
記

事
は

、
川

口
政

弥
の

ブ
ロ

グ
の

み
で

、
こ

れ
に

よ
れ

ば
こ

の
回

を
含

め
て

3
回

の
視

察
を

水
戸

黄
門

賞
レ

ー
ス

に
合

わ
せ

て
行

っ
て

い
る

と
の

こ
と

。
(資

料
1
4
）

⑤
　

目
的

は
、

震
災

後
の

復
旧

状
況

の
調

査
と

さ
れ

る
。

す
る

と
現

地
滞

在
時

間
は

、
2
時

間
も

あ
れ

ば
十

分
で

あ
ろ

う
。

⑥
　

全
て

自
家

用
車

で
計

算
し

た
場

合
の

3
名

の
交

通
費

　
　

　
　

臼
井

平
八

郎
　

　
自

宅
(結

城
）
⇔

取
手

競
輪

場
　

2
4
×

6
3
×

2
=
3
,0

2
4
(円

)

　
　

　
　

江
田

隆
記

　
　

　
　

自
宅

(古
河

）
⇔

取
手

競
輪

場
　

2
4
×

5
6
×

2
=
2
,6

8
8
(円

)
　

　
　

　
半

村
登

　
　

　
　

　
　

自
宅

(境
)⇔

取
手

競
輪

場
　

2
4
×

4
2
×

2
=
2
,0

1
6
(円

)　
　

　
合

計
金

額
　

7
,7

2
8
(円

)

⑦
　

臼
井

平
八

郎
の

み
鉄

道
を

利
用

し
た

場
合

の
3
名

の
交

通
費

　
(江

田
、

半
村

の
両

者
は

鉄
道

利
用

は
不

便
)

　
　

　
　

臼
井

平
八

郎
　

　
　

結
城

⇔
取

手
　

1
,7

1
0
×

2
=
3
,4

2
0
(円

)　
取

手
⇔

取
手

競
輪

場
　

7
3
0
×

2
=
1
,4

6
0
(円

）
　

計
4
,8

8
0
(円

)　
こ

れ
は

自
動

車
利

用
よ

り
高

額
で

あ
る

か
ら

否
定

す
る

。

⑧
　

川
口

政
弥

の
ブ

ロ
グ

で
評

価
す

る
限

り
5
名

で
視

察
す

る
程

の
こ

と
は

な
い

と
思

わ
れ

る
。

取
手

市
在

住
の

議
員

が
い

け
ば

十
分

で
あ

る
。

た
と

え
5
名

の
視

察
を

認
め

た
と

し
て

も
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
の

利
用

は
認

め
ら

取
手

競
輪

場
復

旧
状

況
調

査
H

2
6

支
　

払
　

先
閲

　
覧

資
料

頁

三
重

県
災

害
復

旧
状

況
調

査
H

2
7

活
　

動
　

名
実

施
日

訪
問

先
等

費
目

別
費

用
返

還
請

求

金
額

支
払

日 2
/
1
6

番 号
活

　
動

　
名

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

番 号

2
/
9

～
1
0

三
重

県
H

2
7

視
察

研
修

費

①
　

本
件

に
関

す
る

報
告

記
事

は
、

川
口

政
弥

の
ブ

ロ
グ

に
も

見
当

た
ら

な
い

。
従

っ
て

視
察

の
場

所
も

様
子

も
分

か
ら

な
い

。
②

　
平

成
2
7
年

3
月

以
降

同
年

1
1
月

の
臨

時
本

会
議

に
い

あ
る

ま
で

、
特

に
こ

の
視

察
か

ら
得

た
と

思
わ

れ
る

教
訓

と
い

っ
た

こ
と

に
関

す
る

提
案

も
質

問
も

な
さ

れ
た

形
跡

が
な

い
。

支
　

払
　

先
閲

　
覧

資
料

頁

H
2
6

6
/
2
8

取
手

競
輪

場

返
還

請
求

金
額
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評
価

　
　

　
結

論
　

視
察

は
認

め
る

が
自

家
用

車
利

用
を

前
提

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
　

54
,0

00
-9

,2
64

=4
4,

73
6(

円
）

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

6
視

察
研

修
費

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

代
5
4,

0
00

4
0,

9
12

3
/1

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(春

日
部

市
)

(平
川

観
光

バ
ス

利
用

)
6
58

飯
田

智
男

　
ガ

ソ
リ

ン
代

3,
1
20

6
01

飯
田

智
男

　
高

速
代

3,
4
00

2/
23

5
99

計
6
0,

5
20

4
3,

6
72

評
価

　
　

　
　

結
論

　
視

察
は

認
め

る
が

、
鉄

道
及

び
自

家
用

車
利

用
を

前
提

と
す

る
。

　
　

　
　

　
返

還
請

求
金

額
　

　
6
0,

5
20

-
16

,8
48

=4
3,

67
2(

円
）
［形

式
上

飯
田

智
男

の
交

通
費

計
上

分
は

認
め

視
察

・研
修

費
か

ら
差

し
引

く

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

7
つ

く
ば

国
際

会
議

場
の

利
用

状
況

つ
く
ば

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

の
活

動
内

容
調

査

H
27

3/
30

国
際

会
議

場
支

援
セ

ン
タ

ー
視

察
研

修
費

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

代
5
4,

0
00

4
5,

1
68

H
2
7

3/
30

サ
ポ

ー
ト

ミ
ッ

シ
ョ

ン
(春

日
部

市
)

(平
川

観
光

バ
ス

利
用

)
6
62

計
5
4,

0
00

4
5,

1
68

評
価

2,
76

0

H
2
7

内
閣

府
創

生
本

部
勉

強
会

茨
城

マ
ル

シ
ェ

視
察

H
27

2/
23

永
田

町
　

内
閣

府

銀
座

茨
城

マ
ル

シ
ェ

交
通

費

番 号
活

　
動

　
名

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

返
還

請
求

金
額

支
払

日
支

払
先

閲
　

覧

資
料

頁

返
還

請
求

金
額

支
払

日
支

払
先

閲
　

覧

資
料

頁

①
　

旅
行

会
社

及
び

バ
ス

会
社

に
つ

い
て

は
、

番
号

1
の

①
②

と
同

じ
で

あ
る

。

②
　

本
件

に
関

す
る

報
告

記
事

は
、

川
口

政
弥

の
ブ

ロ
グ

に
も

見
当

た
ら

な
い

。

③
　

従
っ

て
視

察
の

目
的

の
分

か
ら

な
い

。

④
　

会
派

の
中

で
臼

井
平

八
郎

の
み

が
7/

15
に

県
庁

高
校

教
育

課
と

、
9/

2
に

県
庁

義
務

教
育

課
と

当
該

学
校

に
関

し
て

意
見

交
換

を
し

て
い

る
の

で
、

何
ら

か
の

問
題

が
あ

る
こ

と
は

う
か

が
え

る
。

⑤
　

春
日

学
園

は
、

つ
く
ば

市
春

日
2
-4

7に
、

並
木

中
・高

校
は

、
つ

く
ば

市
並

木
4-

5-
1に

あ
り

、
常

磐
高

速
桜

土
浦

イ
ン

タ
ー

か
ら

そ
れ

ぞ
れ

約
8ｋ

ｍ
、

1.
5
ｋ
ｍ

に
位

置
す

る
。

⑥
　

臼
井

平
八

郎
は

、
高

速
料

金
の

申
請

に
お

い
て

し
ば

し
ば

こ
の

イ
ン

タ
ー

を
利

用
し

て
い

る
。

(H
2
6年

度
に

1
0回

ほ
ど

利
用

し
て

い
る

。
但

し
そ

の
目

的
の

記
載

が
な

い
。

)個
人

的
な

関
係

が
あ

る
の

か
も

し
れ

な
い

⑦
　

全
て

自
家

用
車

で
計

算
し

た
場

合
の

5
名

の
交

通
費

　
　

　
　

臼
井

平
八

郎
　

　
自

宅
(結

城
)⇒

春
日

学
園

⇒
並

木
中

・
高

校
⇒

自
宅

　
24

×
5
2×

2=
2,

4
96

(円
)

　
　

　
　

江
田

隆
記

　
　

　
　

自
宅

（
古

河
）
⇒

春
日

学
園

⇒
並

木
中

・高
校

⇒
自

宅
　

2
4×

52
×

2=
2
,4

9
6(

円
)

　
　

　
　

飯
田

智
男

　
　

　
　

自
宅

(本
石

下
）⇒

春
日

学
園

⇒
並

木
中

・
高

校
⇒

自
宅

　
24

×
21

×
2
=1

,0
08

（円
）

　
　

　
　

川
口

政
弥

　
　

　
　

自
宅

(取
手

市
清

水
)⇒

春
日

学
園

⇒
並

木
中

・高
校

⇒
自

宅
　

24
×

56
=1

,3
4
4(

円
）

　
　

　
　

半
村

登
　

　
　

　
　

自
宅

(境
)⇒

春
日

学
園

⇒
並

木
中

・
高

校
⇒

自
宅

　
2
4×

40
×

2
=1

,9
20

(円
)　

　
　

合
計

金
額

　
9
,2

6
4(

円
)

①
　

旅
行

会
社

及
び

バ
ス

会
社

に
つ

い
て

は
、

番
号

１
の

①
②

と
同

じ
で

あ
る

。

②
　

飯
田

智
男

は
、

自
家

用
車

利
用

で
マ

ク
ロ

バ
ス

に
は

乗
っ

て
い

な
い

。

③
　

内
閣

府
訪

問
が

主
体

で
マ

ル
シ

ェ
視

察
は

つ
い

で
と

い
う

程
度

だ
ろ

う
。

(川
口

政
弥

ブ
ロ

グ
　

資
料

1
5)

　
前

者
に

し
て

も
特

に
内

閣
府

に
行

か
な

く
と

も
報

道
等

で
周

知
の

こ
と

で
あ

る
。

④
　

活
動

自
体

は
認

め
る

と
し

て
交

通
費

を
鉄

道
利

用
で

検
討

す
る

。

　
　

　
　

臼
井

平
八

郎
　

　
結

城
⇔

有
楽

町
⇔

永
田

町
　

3,
3
20

(円
）(

新
幹

線
普

通
車

利
用

),
　

自
宅

⇔
結

城
駅

　
2
4×

2×
2
=9

6
(円

)　
　

(自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
)　

発
地

は
、

結
城

市
大

字
結

城
11

32
6

　
　

　
　

江
田

隆
記

　
　

　
古

河
⇔

有
楽

町
⇔

永
田

町
　

2,
62

0(
円

）
,　

自
宅

⇔
古

河
駅

は
徒

歩
(約

8
00

ｍ
×

2)
　

発
地

は
、

古
河

市
東

4-
7-

24

　
　

　
　

飯
田

智
男

　
　

　
石

下
⇔

有
楽

町
⇔

永
田

町
　

3,
76

0(
円

),
　

自
宅

⇔
石

下
駅

は
徒

歩
(約

6
00

ｍ
×

2)
　

発
地

は
、

常
総

市
本

石
下

11
1
-1

　
　

　
　

川
口

政
弥

　
　

　
藤

代
⇔

有
楽

町
⇔

永
田

町
　

2,
34

0(
円

),
　

自
宅

⇔
藤

代
駅

　
2
4×

2.
5
×

2=
1
20

(円
)（

自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
）,

　
駐

車
料

金
　

4
00

(円
)　

発
地

は
、

取
手

市
清

水
94

7-
1

　
　

　
　

半
村

登
　

　
　

　
古

河
⇔

有
楽

町
⇔

永
田

町
　

2
,6

2
0(

円
),　

自
宅

⇔
古

河
駅

　
24

×
14

×
2
=6

7
2(

円
)（

自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
),
　

駐
車

料
金

　
90

0(
円

)　
発

地
は

、
猿

島
郡

境
町

19
5

　
　

鉄
道

運
賃

計
　

14
,6

6
0(

円
),　

ガ
ソ

リ
ン

代
　

88
8(

円
),　

駐
車

料
金

　
1,

30
0(

円
)　

　
合

計
　

16
,8

48
(円

)　
　

(マ
イ

ク
ロ

バ
ス

と
自

家
用

車
を

利
用

し
た

場
合

の
約

28
%)

番 号
活

　
動

　
名

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

①
　

旅
行

会
社

及
び

バ
ス

会
社

に
つ

い
て

は
、

番
号

1
の

①
②

と
同

じ
で

あ
る

。

②
　

本
件

に
関

す
る

報
告

記
事

は
、

川
口

政
弥

の
ブ

ロ
グ

に
も

見
当

た
ら

な
い

。

③
　

各
施

設
の

活
用

状
況

を
調

査
し

て
ど

う
し

よ
う

と
い

う
の

か
。

視
察

の
意

義
が

分
か

ら
な

い
。
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結
論

　
視

察
は

認
め

る
が

、
自

家
用

車
を

利
用

す
る

も
の

と
し

マ
イ

ク
ロ

バ
ス

の
利

用
は

認
め

る
ら

れ
な

い
。

　
返

還
請

求
金

額
　

54
,0

00
-8

,8
32

=4
5,

16
8（

円
）

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

67
2,

52
6(

円
)

④
　

国
際

会
議

場
は

、
つ

く
ば

市
竹

園
2-

20
-3

に
、

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

つ
く
ば

市
千

現
2-

1-
6に

あ
り

、
そ

の
距

離
は

約
2ｋ

ｍ
で

あ
る

。
⑤

　
全

て
自

家
用

車
で

計
算

し
た

場
合

の
5名

の
交

通
費

　
　

　
　

臼
井

平
八

郎
　

　
自

宅
(結

城
)⇒

国
際

会
議

場
⇒

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

⇒
自

宅
　

24
×

50
×

2=
2,

40
0(

円
)

　
　

　
　

江
田

隆
記

　
　

　
自

宅
(古

河
)⇒

国
際

会
議

場
⇒

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

⇒
自

宅
　

24
×

50
×

2=
2,

40
0(

円
)

　
　

　
　

飯
田

智
男

　
　

　
自

宅
(本

石
下

)⇒
国

際
会

議
場

⇒
研

究
支

援
セ

ン
タ

ー
⇒

自
宅

　
24

×
19

×
2=

91
2(

円
)

　
　

　
　

川
口

政
弥

　
　

　
自

宅
(取

手
市

清
水

)⇒
国

際
会

議
場

⇒
研

究
支

援
セ

ン
タ

ー
⇒

自
宅

　
24

×
54

=1
,2

96
(円

)
　

　
　

　
半

村
登

　
　

　
　

自
宅

(境
)⇒

国
際

会
議

場
⇒

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

⇒
自

宅
　

24
×

38
×

2=
1,

82
4(

円
)　

　
合

計
金

額
　

8,
83

2(
円

)(
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
を

利
用

し
た

場
合

の
16

.4
%)
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別
紙

２
２

(全
2
頁

）
平

成
2
8
年

4
月

8
日

平
成

2
6
年

度
茨

城
県

議
会

公
明

党
議

員
会

政
務

活
動

費
支

出
【
視

察
・
研

修
費

】
評

価
(視

察
・
研

修
費

と
し

て
計

上
し

た
も

の
の

他
、

視
察

研
修

の
関

連
で

発
生

し
交

通
費

と
し

て
計

上
さ

れ
た

も
の

も
記

載
し

た
。

)
1
.会

派
(参

加
者

：
井

手
義

弘
、

八
島

功
男

)
金

額
単

位
：
円

項
目

費
用

内
容

等
充

当
金

額

1
5
/
1
9

視
察

先
へ

の
手

土
産

代
(3

個
所

分
)

6
,4

8
0

0
5
/
1
9

K
IO

S
K

1
-
2
5
6

～
視

察
交

通
費

(現
地

で
の

レ
ン

タ
カ

ー
？

)
6
3
,1

6
0

6
3
,1

6
0

5
/
1
3

(株
)ツ

ア
ー

サ
ー

ビ
ス

1
-
2
5
4

5
/
2
1

ワ
ラ

ッ
セ

入
場

券
(2

名
分

)
1
,2

0
0

1
,2

0
0

5
/
2
1

青
森

観
光

コ
ン

ベ
ン

シ
ョ

ン
協

会
1
-
2
5
7

Ｊ
Ｒ

運
賃

（
井

手
分

9
,8

8
0
、

八
島

分
5
,1

8
0
)

1
5
,0

6
0

1
5
,0

6
0

国
内

企
画

(井
手

分
5
2
,3

0
0
、

八
島

分
3
9
,4

0
9
1
,7

0
0

9
1
,7

0
0

Ｊ
Ｒ

運
賃

（
新

青
森

⇒
八

戸
　

2
名

分
)

6
,1

8
0

0
5
/
2
1

Ｊ
Ｒ

青
森

駅
1
-
2
4
6

駐
車

場
代

(青
森

市
青

森
駅

前
)

7
5
0

0
5
/
2
1

青
森

市
1
-
2
4
7

視
察

研
修

費
計

上
分

7
0
,8

4
0

6
4
,3

6
0

交
通

費
計

上
分

計
1
1
3
,6

9
0

1
0
6
,7

6
0

合
計

1
8
4
,5

3
0

1
7
1
,1

2
0

評
価

　
　

　
　

　
結

論
　

　
視

察
・
研

修
費

計
上

分
　

視
察

交
通

費
　

6
3
,1

6
0
(円

)、
ワ

ラ
ッ

セ
入

場
券

(2
名

分
）
　

1
,2

0
0
(円

)　
　

計
6
4
,3

6
0
(円

)

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

交
通

費
計

上
分

　
　

Ｊ
Ｒ

運
賃

　
1
5
,0

6
0
(円

）
、

国
内

企
画

　
9
1
,7

0
0
(円

)　
　

計
1
0
6
,7

6
0
（
円

）
　

　
　

　
を

返
還

請
求

す
る

。
　

返
還

請
求

金
額

　
1
7
1
,1

2
0
(円

)

2
.井

手
義

弘
金

額
単

位
：
円

項
目

費
用

内
容

等
充

当
金

額

1
視

察
研

修
費

手
土

産
代

(2
個

分
）

3
,2

4
0

3
,2

4
0

7
/
1
2

1
-
5
9
9

自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
　

2
8
8
ｋ

ｍ
6
,9

1
2

6
,9

1
2

(7
/
1
2
消

費
分

)
4
-
2
0
0

高
速

道
料

金
　

日
立

南
太

田
⇔

柏
4
,2

6
0

4
,2

6
0

(7
/
1
2
分

　
計

上
は

9
/
1
0
)

2
-
2
3
6

視
察

研
修

費
計

上
分

計
3
,2

4
0

3
,2

4
0

交
通

費
計

上
分

計
1
1
,1

7
2

1
1
,1

7
2

合
計

1
4
,4

1
2

1
4
,4

1
2

評
価

　
　

　
結

論
　

視
察

・
研

修
費

計
上

分
　

手
土

産
代

　
3
,2

4
0
(円

)

　
　

　
　

　
　

　
交

通
費

計
上

分
　

　
　

　
　

自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
　

6
,9

1
2
(円

)、
高

速
料

金
4
,2

6
0
(円

）
　

　
計

1
1
,1

7
2
(円

)　
　

を
返

還
請

求
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
1
4
,4

1
2
(円

）

H
2
6

視
察

研
修

費

交
通

費

岩
手

県
・
青

森
県

調
査

H
2
6

日
本

原
燃

再
処

理
施

設 青
森

県
庁

三
陸

鉄
道

返
還

請
求

金
額

番 号
活

　
動

　
目

　
的

訪
問

先
等

支
払

先

支
払

先
番 号

活
　

動
　

目
　

的
実

施
日

訪
問

先
等

費
目

別
費

用
(按

分
率

1
/
1
)

井
手

5
/
7
手

配
、

支
払

6
/
1
0
　

八
島

5
/
1
2
手

配
・
支

払
、

会
計

処
J
T

B

支
払

日

閲
　

覧
資

料
頁

実
施

日
支

払
日

返
還

請
求

金
額

費
目

別
費

用
(按

分
率

1
/
1
)

閲
　

覧
資

料
頁

地
方

議
員

の
ネ

ッ
ト

を
活

用
し

た
議

会
広

報
に

つ

い
て

意
見

交
換

H
2
6

7
/
1
2

千
葉

県
松

戸
市

H
2
6

交
通

費

1
-
4
0
8
,

4
0
9
,4

1
1
,

①
　

視
察

内
容

は
、

井
手

義
弘

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

よ
れ

ば
、

内
容

は
、

概
ま

と
も

と
い

え
る

で
あ

ろ
う

が
、

少
な

く
と

も
会

派
の

記
録

と
し

て
残

す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

②
　

視
察

交
通

費
の

内
容

不
明

　
返

還
対

象
と

す
る

。
③

　
鉄

道
運

賃
の

内
容

不
明

　
乗

車
区

間
も

特
急

利
用

な
の

か
も

分
か

ら
な

い
。

返
還

対
象

と
す

る
。

④
　

国
内

企
画

の
内

容
不

明
　

宿
泊

費
と

す
れ

ば
高

額
に

過
ぎ

、
し

か
も

井
手

と
八

島
で

金
額

が
違

う
の

も
お

か
し

い
。

返
還

対
象

と
す

る
。

⑤
　

ワ
ラ

ッ
セ

は
、

ね
ぶ

た
の

展
示

場
で

あ
り

茨
城

県
政

に
寄

与
し

な
い

。
単

な
る

観
光

施
設

見
学

で
あ

る
。

返
還

対
象

と
す

る
。

①
　

議
員

相
互

、
し

か
も

公
明

党
議

員
と

の
勉

強
会

と
推

定
さ

れ
、

手
土

産
は

不
要

で
あ

る
。

返
還

対
象

と
す

る
。

②
　

井
手

義
弘

は
、

ネ
ッ

ト
技

術
に

長
け

て
お

り
、

講
師

的
役

割
で

参
加

し
、

他
県

議
員

に
対

す
る

講
義

を
し

て
い

る
も

の
と

推
察

さ
れ

る
。

と
す

れ
ば

茨
城

県
議

会
か

ら
の

政
務

活
動

費
を

充
当

す
る

の
は

不
当

で
あ

る
。

③
　

活
動

が
政

務
活

動
に

そ
ぐ

わ
な

い
も

の
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
に

要
し

た
交

通
費

支
出

も
認

め
る

こ
と

は
出

来
な

い
。
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項
目

費
用

内
容

等
充

当
金

額

2
茨

城
マ

ル
シ

ェ
視

察
H

2
6

9
/
2
1

茨
城

マ
ル

シ
ェ

交
通

費
Ｊ

Ｒ
運

賃
(大

み
か

⇔
東

京
　

指
定

乗
車

券
)

9
,8

8
0

9
,8

8
0

H
2
6

1
1
/
1
0
(ク

レ
ジ

ッ
ト

使
用

日
9
/
2
1
)

Ｊ
Ｒ

大
甕

駅
、

Ｊ
Ｒ

上
野

2
-
5
2
6

計
9
,8

8
0

9
,8

8
0

評
価

こ
の

施
設

を
視

察
す

る
た

め
に

わ
ざ

わ
ざ

出
か

け
る

必
要

性
を

認
め

な
い

。
全

額
返

還
対

象
と

す
る

。

　
　

　
結

論
　

交
通

費
計

上
分

　
　

返
還

請
求

金
額

　
9
,8

8
0
(円

)

3
.高

崎
進

金
額

単
位

：
円

項
目

費
用

内
容

等
充

当
金

額

1
埼

玉
県

視
察

H
2
6

4
/
2
8

県
庁

視
察

研
修

費
視

察
先

へ
の

手
土

産
代

1
,8

3
6

1
,8

3
6

H
2
6

6
/
1
0
　

但
し

領
収

日
は

4
/
2
8

ジ
ャ

パ
ン

フ
ー

ド
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
1
-
4
3
3

計
1
,8

3
6

1
,8

3
6

評
価

　
　

　
結

論
　

視
察

・
研

修
費

計
上

分
　

　
返

還
請

求
金

額
　

1
,8

3
6
(円

金
額

単
位

：
円

項
目

費
用

名
称

等
充

当
金

額

2
1
/
2
7

視
察

先
へ

の
手

土
産

代
4
,3

2
0

4
,3

2
0

3
/
1
0

但
馬

屋
3
-
5
6
7

～
宿

泊
費

(ホ
テ

ル
駐

車
場

代
5
0
0
円

を
含

む
)

6
,5

0
0

6
,5

0
0

(1
/
2
7
分

　
但

し
計

上
は

3
/
1
0
)

前
橋

さ
く

ら
ホ

テ
ル

3
-
5
6
4

1
/
2
8

自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
(城

里
町

⇒
前

橋
市

3
,5

0
4

3
,5

0
4

(1
/
2
7
消

費
分

)
4
-
4
1
3

高
速

道
料

金
(城

里
町

東
⇒

伊
勢

崎
)

3
,4

3
0

3
,4

3
0

(1
/
2
7
分

　
但

し
計

上
は

3
/
1
0
)

3
-
4
9
3

自
家

用
車

ガ
ソ

リ
ン

代
(前

橋
市

⇒
城

里
町

3
,5

0
4

3
,5

0
4

(1
/
2
8
消

費
分

)
4
-
4
1
4

高
速

道
料

金
(伊

勢
崎

⇒
城

里
町

東
)

3
,4

3
0

3
,4

3
0

(1
/
2
8
分

　
但

し
計

上
は

3
/
1
0
)

3
-
4
9
3

視
察

研
修

費
計

上
分

1
0
,8

2
0

1
0
,8

2
0

交
通

費
計

上
分

計
1
3
,8

6
8

1
3
,8

6
8

合
計

2
4
,6

8
8

2
4
,6

8
8

評
価

　
　

　
結

論
　

　
視

察
・
研

修
費

計
上

分
　

　
1
0
,8

2
0
(円

)
　

　
　

　
　

　
　

　
交

通
費

計
上

分
　

　
　

　
　

　
1
3
,8

6
8
(円

)　
　

　
を

返
還

請
求

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

2
4
,6

8
8
(円

)
　

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

2
2
1
,9

3
6
(円

)　
［
視

察
・
研

修
費

計
上

分
　

8
0
,2

5
6
(円

)、
交

通
費

計
上

分
　

1
4
1
,6

8
0
(円

)］

群
馬

県
視

察
H

2
7

群
馬

テ
レ

ビ
、

群
馬

エ
ン

タ
ー

プ
ラ

イ
ズ

H
2
7

交
通

費

視
察

研
修

費

返
還

請
求

金
額

支
払

日
支

払
先

閲
　

覧
資

料
頁

番 号
活

　
動

　
目

　
的

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

(按
分

率
1
/
1
)

支
払

日
支

払
先

番 号
活

　
動

　
目

　
的

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

(按
分

率
1
/
1
)

番 号
活

　
動

　
目

　
的

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

(按
分

率
1
/
1
)

返
還

請
求

金
額

返
還

請
求

金
額

①
　

各
地

へ
の

視
察

記
事

を
こ

ま
め

に
自

身
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
記

載
し

て
い

る
が

、
本

件
に

は
触

れ
て

い
な

い
。

②
　

視
察

の
目

的
、

内
容

、
効

果
が

不
明

で
あ

り
、

実
際

に
行

な
わ

れ
た

の
か

も
疑

わ
し

い
。

全
額

返
還

対
象

と
す

る
。

支
払

日
支

払
先

閲
　

覧
資

料
頁

①
　

各
地

へ
の

視
察

記
事

を
こ

ま
め

に
自

身
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
記

載
し

て
い

る
が

、
本

件
に

は
触

れ
て

い
な

い
。

②
　

上
表

で
は

、
視

察
実

施
日

を
4
/
8
と

し
た

が
、

こ
れ

は
土

産
を

購
入

し
た

日
を

該
当

日
と

し
た

も
の

で
実

際
の

日
付

け
は

不
明

で
あ

る
。

③
　

議
員

は
、

平
成

2
7
年

2
/
1
6
に

埼
玉

県
庁

を
訪

問
し

救
急

医
療

に
関

す
る

聞
き

取
り

を
行

っ
て

い
る

。
④

　
視

察
の

目
的

、
内

容
、

効
果

が
不

明
で

あ
り

、
実

際
に

行
な

わ
れ

た
の

か
も

疑
わ

し
い

。

閲
　

覧
資

料
頁
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別紙２３

平成26年度いばらき自民党政務活動費支出【資料購入・作成費】評価

議員名
閲　覧
資料頁

活動内容（目的） 金額(円) 按分率
充当金額

（円）
返還請求
金額（円）

星田弘司 10-372 H26 10/29

県南アルバム県南の昭和　土浦・石岡・
つくば・かすみがうら・小美玉編～市民の
目で見た県南の昭和～株式会社いき出
版

9,990 1/1 9,990 9,990

計 9,990 9,990

評価
　　    歴史的価値は否定できないが、今後の県政に役立つとは思えず、政務活動費を充当すべきではない。

　結論　　全額返還請求する。　返還請求金額　9,990（円）

平成28年5月2日

支払日
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別
紙

２
４

平
成

2
6
年

度
茨

城
県

議
会

公
明

党
議

員
会

政
務

活
動

費
支

出
【
資

料
購

入
・
作

成
費

】
評

価

議
員

名
番

号
閲

　
覧

資
料

頁
購

入
資

料
按

分
前

単
価

(円
)

按
分

率
充

当
金

額
(円

)
返

還
請

求
金

額
(円

)
評

　
　

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

　
　

　
　

　
　

　
　

価

井
手

義
弘

1
1
-
2
6
3

す
ぐ

分
か

る
ビ

ッ
ト

コ
イ

ン
2
1
0

1
/
1

2
1
0

2
1
0

購
入

目
的

が
住

民
相

談
と

さ
れ

、
そ

の
テ

ー
マ

が
県

政
と

は
全

く
関

係
な

い
。

全
額

返
還

請
求

と
す

る
。

2
1
-
6
0
5

公
明

月
報

月
額

　
3
0
8

1
/
1

1
,8

4
8

9
2
4

3
1
-
9
5

公
明

月
報

月
額

　
3
0
8

1
/
1

1
,8

4
8

9
2
4

4
公

明
新

聞
月

額
1
,8

8
7

1
/
1

2
2
,6

4
4

1
1
,3

2
2

番
号

2
及

び
3
と

同
じ

評
価

と
し

、
1
/
2
を

超
え

る
部

分
を

返
還

請
求

す
る

。

計
2
6
,5

5
0

1
3
,3

8
0

八
島

功
男

1
公

明
新

聞
月

額
1
,8

8
7

1
/
1

2
2
,6

4
4

1
1
,3

2
2

井
手

義
弘

の
番

号
4
と

同
じ

。

計
2
2
,6

4
4

1
1
,3

2
2

高
崎

進
1

公
明

新
聞

月
額

1
,8

8
7

1
/
1

1
8
,8

7
0

9
,4

3
5

7
,1

2
月

分
は

支
払

い
な

し
。

井
手

義
弘

の
番

号
4
と

同
じ

。

計
1
8
,8

7
0

9
,4

3
5

田
村

佳
子

1
公

明
新

聞
月

額
1
,8

8
7

1
/
1

2
0
,7

5
7

1
0
,3

7
8

1
0
月

分
は

支
払

い
な

し
。

井
手

義
弘

の
番

号
4
と

同
じ

。

計
2
0
,7

5
7

1
0
,3

7
8

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

4
4
,5

1
5
(円

)

平
成

2
8
年

5
月

2
日

各
々

6
ヶ

月
分

で
あ

る
。

党
の

発
行

す
る

機
関

誌
等

は
、

県
政

に
つ

い
て

参
考

と
す

る
面

が
あ

る
一

方
政

党
の

支
援

活
動

と
い

っ
た

面
も

あ
る

か
ら

按
分

が
必

要
で

あ
る

。
1
/
2
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
と

す
る

。
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別
紙

２
５

(全
3
頁

)
平

成
2
8
年

5
月

2
日

平
成

2
6
年

度
い

ば
ら

き
自

民
党

政
務

活
動

費
支

出
【
グ

ル
ー

プ
活

動
費

】
評

価
(グ

ル
ー

プ
活

動
費

と
し

て
計

上
さ

れ
た

も
の

の
他

、
グ

ル
ー

プ
活

動
の

関
連

で
発

生
し

交
通

費
と

し
て

計
上

さ
れ

た
も

の
も

記
載

し
た

)

1
.港

湾
議

員
連

盟
ベ

ト
ナ

ム
視

察
調

査
(参

加
者

：
2
3
名

)
返

還
請

求
金

額
は

、
1
円

未
満

切
り

捨
て

。

項
目

支
払

者
費

用
名

称
等

充
当

金
額

(円
)

5
/
6

会
派

旅
費

(2
3
名

分
、

構
成

詳
細

不
明

)
1
3
,5

6
1
,2

3
0

9
,0

4
0
,8

2
0

6
/
1
8

J
T

B
関

東
法

人
営

業
水

戸
支

店
6
-
4
5
1

～
会

派
土

産
代

(6
ヶ

所
分

)
1
1
,0

0
0

7
,3

3
3

5
/
2

和
洋

菓
子

(株
)き

く
ち

5
-
4
2
1

5
/
1
0

福
地

源
一

郎
成

田
国

際
空

港
駐

車
料

金
(5

/
6
～

5
/
1
0
)

8
,2

4
0

5
,4

9
3

5
/
1
0

成
田

国
際

空
港

5
-
4
1
2

菊
池

敏
行

成
田

国
際

空
港

一
般

駐
車

料
金

(5
/
6
～

5
/
1
0
)

8
,2

4
0

5
,4

9
3

5
/
1
0

成
田

国
際

空
港

一
般

駐
車

場
5
-
4
1
3

荻
津

和
良

成
田

国
際

空
港

駐
車

料
金

(5
/
6
～

5
/
1
0
)

8
,2

4
0

5
,4

9
3

5
/
1
0

成
田

国
際

空
港

5
-
4
1
9

西
野

一
車

代
(自

宅
⇔

成
田

空
港

)6
0
,0

0
0
円

/
4
人

1
5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

5
/
2
3

福
祉

れ
ん

げ
(タ

ク
シ

ー
業

)
5
-
4
1
4

海
野

透
車

代
(自

宅
⇔

成
田

空
港

)6
0
,0

0
0
円

/
4
人

1
5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

5
/
2
3

福
祉

れ
ん

げ
(タ

ク
シ

ー
業

)
5
-
4
1
5

先
﨑

光
車

代
(自

宅
⇔

成
田

空
港

)6
0
,0

0
0
円

/
4
人

1
5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

5
/
2
3

福
祉

れ
ん

げ
(タ

ク
シ

ー
業

)
5
-
4
1
6

下
路

健
次

郎
車

代
(自

宅
⇔

成
田

空
港

)6
0
,0

0
0
円

/
4
人

1
5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

5
/
2
3

福
祉

れ
ん

げ
(タ

ク
シ

ー
業

)
5
-
4
2
0

福
地

源
一

郎
自

宅
(日

立
市

)⇔
成

田
国

際
空

港
燃

料
代

6
,7

2
0

4
,4

8
0

5
-
2
6
3

菊
池

敏
行

自
宅

(水
戸

市
)⇔

成
田

国
際

空
港

燃
料

代
5
,2

8
0

3
,5

2
0

5
-
2
6
3

荻
津

和
良

自
宅

(い
ば

ら
き

町
)⇔

成
田

国
際

空
港

燃
料

代
5
,7

6
0

3
,8

4
0

5
-
3
1
9

伊
沢

勝
徳

自
宅

(土
浦

市
)⇔

成
田

国
際

空
港

燃
料

代
2
,5

4
4

1
,6

9
6

5
-
2
6
7

石
井

邦
一

自
宅

(大
子

町
)⇔

成
田

国
際

空
港

燃
料

代
7
,0

3
2

4
,6

8
8

5
-
2
7
2

村
上

典
男

駐
車

場
代

(5
/
6
～

5
/
1
0
)

6
,0

4
0

4
,0

2
6

サ
ン

パ
ー

キ
ン

グ
成

田
5
-
2
7
9

鈴
木

　
定

幸
自

宅
(常

陸
大

宮
市

)⇔
成

田
国

際
空

港
燃

料
代

6
,0

9
6

4
,0

6
4

5
-
2
9
3

計
1
3
,6

9
6
,4

2
2

9
,1

3
0
,9

4
6

グ
ル

ー
プ

活
動

費
計

上
分

計
　

　
　

　
　

　
　

1
3
,6

5
6
,9

5
0

交
通

費
計

上
分

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 　
　

　
3
9
,4

7
2

評
価

　
　

　
　

結
論

　
費

用
の

1
/
3
ま

で
を

認
め

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
9
,1

3
0
,9

4
6
(円

)　
［
グ

ル
ー

プ
活

動
費

計
上

分
　

9
,1

0
4
,6

3
2
(円

)、
交

通
費

計
上

分
　

2
6
,3

1
4
(円

)］
(各

費
用

と
も

1
円

未
満

切
り

捨
て

)

H
2
6

①
　

収
支

報
告

書
の

証
拠

資
料

で
は

、
活

動
内

容
と

し
て

表
題

の
様

な
記

載
が

あ
る

だ
け

で
目

的
と

す
る

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
し

成
果

も
分

か
ら

な
い

。
②

　
訪

問
先

に
つ

い
て

も
、

旅
費

に
関

す
る

証
拠

資
料

に
は

記
載

が
な

く
、

か
ろ

う
じ

て
土

産
代

の
証

拠
資

料
か

ら
判

読
さ

れ
た

。
③

　
参

加
者

2
3
名

に
つ

い
て

も
、

車
代

或
い

は
駐

車
場

代
な

ど
を

計
上

し
た

者
(1

1
名

)の
み

名
前

が
知

れ
た

状
況

で
あ

る
。

但
し

、
平

成
2
6
年

6
月

1
1
日

の
土

木
企

業
常

任
委

員
会

に
お

け
る

島
田

幸
三

議
員

の
質

問
か

ら
島

田
議

員
と

鈴
木

将
議

員
も

こ
れ

に
参

加
し

た
こ

と
が

分
か

っ
た

。
④

　
上

記
質

問
の

中
で

現
地

船
会

社
に

茨
城

港
利

用
の

拡
大

を
依

頼
し

、
現

地
の

優
秀

な
労

働
力

と
急

速
な

経
済

成
長

と
か

ら
貿

易
相

手
国

と
な

り
う

る
こ

と
を

感
じ

た
と

発
言

し
て

い
る

。
し

か
し

、
そ

の
後

は
同

行
し

た
県

の
港

湾
課

長
の

感
想

・
意

見
を

訊
ね

て
お

り
、

本
人

或
は

港
湾

議
員

連
盟

と
し

て
の

具
体

的
な

内
容

説
明

は
行

わ
れ

て
い

な
い

。
港

湾
課

長
の

回
答

か
ら

感
ず

る
に

2
3
名

も
の

集
団

で
出

掛
け

る
ほ

ど
の

こ
と

で
は

な
い

と
い

え
る

。
(資

l料
1
6
)

⑤
　

こ
の

議
員

連
盟

は
、

特
に

ベ
ト

ナ
ム

を
意

識
し

て
結

成
さ

れ
た

も
の

で
は

な
い

か
ら

、
全

員
(と

思
わ

れ
る

)で
行

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

い
う

も
の

で
は

な
い

。
⑥

　
旅

費
に

つ
い

て
は

、
合

計
金

額
の

領
収

書
が

あ
る

だ
け

で
内

容
の

詳
細

が
分

か
ら

な
い

。

？

閲
　

覧
資

料
頁

支
払

先
支

払
日

返
還

請
求

金
額

(円
)

費
目

別
費

用
（
按

分
率

1
/
1
)

訪
問

先
等

実
施

日
活

 動
 目

 的

グ
ル

ー
プ

活
動

費 交
通

費

開
運

総
局

、
日

本
大

使
館

、
伊

藤
鋳

造
鉄

工
所

、
ジ

ェ
ト

ロ
ホ

ー
チ

ミ
ン

、
S

IT
C

ベ
ト
ナ

ム
社

、
ロ

ジ
テ

ム
ベ

ト
ナ

ム
社

N
o
.2

H
2
6
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2
.日

台
友

好
議

員
連

盟
台

湾
視

察
調

査
(参

加
人

員
不

明
)

項
目

支
払

者
費

用
名

称
等

充
当

金
額

(円
)

5
/
2
9

会
派

旅
費

(人
員

不
明

、
構

成
内

容
不

明
)

4
,4

1
8
,0

0
0

4
,4

1
8
,0

0
0

7
/
1

ト
ッ

プ
ツ

ア
ー

(株
)水

戸
支

店
7
-
4
3
3

～
会

派
土

産
代

(5
ヶ

所
分

)
1
3
,3

2
2

1
3
,3

2
2

5
/
2
7

(株
)水

戸
京

成
百

貨
店

5
-
4
2
2

6
/
1

先
﨑

光
車

代
(自

宅
⇒

成
田

国
際

空
港

)
3
,1

0
0

3
,1

0
0

5
/
2
5

サ
ン

ク
ス

茨
城

瓜
連

店
5
-
4
1
7

先
﨑

光
車

代
(成

田
国

際
空

港
⇒

自
宅

)
3
,1

0
0

3
,1

0
0

5
/
3
1

千
葉

交
通

(株
)

5
-
4
1
8

鈴
木

　
定

幸
自

宅
(常

陸
大

宮
市

)⇒
成

田
国

際
空

港
3
,0

4
8

3
,0

4
8

5
-
2
9
3

〃
成

田
国

際
空

港
⇒

自
宅

（
常

陸
大

宮
市

）
3
,0

4
8

3
,0

4
8

6
-
3
3
8

白
田

　
信

夫
自

宅
(桜

川
市

)⇒
成

田
国

際
空

港
2
,9

5
2

2
,9

5
2

5
-
3
0
3

〃
成

田
国

際
空

港
⇒

自
宅

（
桜

川
市

）
2
,9

5
2

2
,9

5
2

6
-
3
4
8

鈴
木

亮
寛

自
宅

(つ
く

ば
み

ら
い

市
)⇒

成
田

国
際

空
港

2
,2

8
0

2
,2

8
0

5
-
3
1
0

〃
成

田
国

際
空

港
⇒

自
宅

（
つ

く
ば

み
ら

い
市

）
2
,2

8
0

2
,2

8
0

6
-
3
5
4

〃
高

速
料

金
(谷

田
部

⇒
神

崎
、

)
5
0
0

5
0
0

7
-
3
3
1

〃
高

速
料

金
(、

稲
敷

⇒
谷

田
部

)
1
,2

6
0

1
,2

6
0

8
-
2
9
1

西
野

　
一

自
宅

(常
陸

太
田

市
)⇒

成
田

国
際

空
港

3
,1

2
0

3
,1

2
0

5
-
2
7
4

〃
成

田
国

際
空

港
⇒

自
宅

（
常

陸
太

田
市

）
3
,1

2
0

3
,1

2
0

6
-
3
2
4

計
4
,4

6
2
,0

8
2

4
,4

6
2
,0

8
2

グ
ル

ー
プ

活
動

費
計

上
分

計
　

　
　

 　
　

  
　

4
,4

3
7
,5

2
2

交
通

費
計

上
分

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 　
　

　
2
4
,5

6
0

評
価

　
　

　
　

結
論

　
視

察
の

意
義

が
な

い
も

の
と

し
て

、
全

額
返

還
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

4
,4

6
2
,0

8
2
（
円

）
　

［
グ

ル
ー

プ
活

動
費

計
上

分
　

4
,4

3
7
,5

2
2
（
円

）
、

交
通

費
計

上
分

　
2
4
,5

6
0
(円

)］

3
.防

衛
・
領

土
問

題
対

策
議

員
連

盟
総

会

項
目

支
払

者
費

用
名

称
等

充
当

金
額

(円
)

グ
ル

ー
プ

活
動

費
会

派
会

議
室

代
(1

0
:0

0
～

1
0
:3

0
)

3
1
,7

0
8

3
1
,7

0
8

8
/
7

水
戸

プ
ラ

ザ
ホ

テ
ル

8
-
3
8
7

石
井

邦
一

ガ
ソ

リ
ン

代
(自

宅
⇔

会
場

)
2
,3

0
4

0
7
-
2
9
4

鈴
木

定
幸

ガ
ソ

リ
ン

代
(自

宅
⇔

会
場

)
1
,2

9
6

0
7
-
3
1
5

石
塚

　
仁

太
郎

ガ
ソ

リ
ン

代
(自

宅
⇔

会
場

)
3
,9

8
4

0
7
-
3
2
1

〃
高

速
料

金
(友

部
S

A
ス

⇒
土

浦
北

⇒
茨

城
町

東
1
,4

3
0

0
1
0
-
3
0
6

白
田

　
信

夫
ガ

ソ
リ

ン
代

(自
宅

⇔
会

場
)

1
,2

0
0

0
7
-
3
2
5

葉
梨

　
衛

ガ
ソ

リ
ン

代
(自

宅
⇔

会
場

)
1
,8

0
0

0
7
-
3
4
3

〃
高

速
料

金
(桜

土
浦

⇒
茨

城
町

西
⇒

土
浦

北
(1

/
2
)

7
7
5

0
9
-
3
4
4

計
4
4
,4

9
7

3
1
,7

0
8

グ
ル

ー
プ

活
動

費
計

上
分

計
　

　
　

 　
  

　
　

　
　

3
1
,7

0
8

交
通

費
計

上
分

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

 　
　

　
1
2
,7

8
9

返
還

請
求

金
額

(円
)

①
　

収
支

報
告

書
の

添
付

資
料

で
は

、
活

動
内

容
と

し
て

表
題

の
様

な
記

載
が

あ
る

だ
け

で
目

的
と

す
る

こ
と

が
記

載
さ

れ
て

い
な

い
し

成
果

も
分

か
ら

な
い

。
②

　
訪

問
先

に
つ

い
て

も
、

旅
費

に
関

す
る

証
拠

資
料

に
は

記
載

が
な

く
、

か
ろ

う
じ

て
土

産
代

の
証

拠
資

料
か

ら
判

読
さ

れ
た

。
③

　
参

加
者

に
つ

い
て

は
、

名
前

は
勿

論
の

こ
と

人
数

さ
え

も
わ

か
ら

な
い

。
、

車
代

或
い

は
駐

車
場

代
な

ど
を

計
上

し
た

5
名

)の
み

名
前

が
知

れ
た

状
況

で
あ

る
。

④
　

平
成

2
6
年

6
月

以
降

平
成

2
7
年

1
2
月

に
至

る
ま

で
の

本
会

議
に

於
い

て
台

湾
に

関
す

る
質

問
或

は
提

言
が

行
わ

れ
た

形
跡

が
な

い
。

⑤
　

視
察

訪
問

の
意

義
が

あ
っ

た
の

か
疑

わ
し

い
。

支
払

先
閲

　
覧

資
料

頁

グ
ル

ー
プ

活
動

費
H

2
6支

払
日

交
通

費

ゴ
ー

ル
デ

ン
ヘ

ル
ス

ハ
ウ

ス
、

外
交

部
亜

東
関

係
協

会
、

交
通

部
環

境
局

、
チ

ャ
イ

ナ
エ

ア
ラ

イ
ン

、
烏

山
頭

ダ
ム

管
理

責
任

者

H
2
6

？

活
動

目
的

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

（
按

分
率

1
/
1
)

支
払

先
閲

　
覧

資
料

頁

交
通

費

水
戸

プ
ラ

ザ
ホ

テ
ル

活
動

目
的

実
施

日
訪

問
先

等
費

目
別

費
用

（
按

分
率

1
/
1
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

7
/
1
9

H
2
6

連
盟

総
会

参
加

H
2
6支

払
日
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結
論

　
詳

細
検

討
す

れ
ば

交
通

費
も

変
わ

る
で

あ
ろ

う
が

こ
れ

は
無

視
し

、
会

議
室

代
を

全
額

返
還

と
す

る
。

　
返

還
請

求
金

額
　

31
,7

08
（円

）

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

13
,6

24
,7

36
(円

) 
「グ

ル
ー

プ
活

動
費

計
上

分
　

13
,5

73
,8

62
(円

) 
 交

通
費

計
上

分
　

50
,8

74
(円

）]

評
価

①
　

僅
か

30
分

の
会

議
に

何
故

ホ
テ

ル
の

会
議

室
を

利
用

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
。

②
　

平
日

で
あ

り
人

数
も

い
ば

ら
き

自
民

党
の

議
員

数
よ

り
も

少
な

い
は

ず
で

あ
る

。
政

務
活

動
の

一
環

で
あ

る
な

ら
ば

議
会

の
控

室
で

行
え

ば
よ

か
ろ

う
。

③
　

無
駄

の
最

た
る

も
の

で
あ

る
。
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別
紙

２
６

（全
３

頁
）

平
成

28
年

5月
2日

平
成

26
年

度
い

ば
ら

き
自

民
党

政
務

活
動

費
支

出
【広

報
紙

(誌
)発

行
費

】評
価

返
還

請
求

金
額

は
、

1円
未

満
切

り
捨

て
。

デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

舘
静

馬
1

6-
45

3
H

26
6/

30
県

政
報

告
(活

動
結

果
)印

刷
?

90
1,

26
0

90
1,

26
0

3/
4

67
5,

94
5

22
5,

31
5

計
90

1,
26

0
90

1,
26

0
-

67
5,

94
5

22
5,

31
5

福
地

源
一

郎
1

7-
43

4
H

26
7/

10
県

政
活

動
報

告
書

印
刷

、
折

込
み

B
4両

面
カ

ラ
ー

　
折

込
み

は
50

,0
00

枚
55

,0
00

25
5,

42
0

17
8,

20
0

43
3,

62
0

1/
1

43
3,

62
0

21
6,

81
0

2
3-

38
0

H
27

3/
30

活
動

報
告

作
成

校
正

原
稿

料
　

水
戸

市
の

○
○

さ
ん

に
発

注
-

10
0,

00
0

10
0,

00
0

1/
1

10
0,

00
0

50
,0

00

計
10

0,
00

0
25

5,
42

0
17

8,
20

0
53

3,
62

0
-

53
3,

62
0

26
6,

81
0

菊
池

敏
行

1
4-

44
9

4/
25

県
議

会
便

り
原

稿
作

成
-

50
,0

00
50

,0
00

1/
1

50
,0

00
25

,0
00

2
5/

42
5

5/
19

県
議

会
便

り
発

行
?

50
0,

75
2

50
0,

75
2

1/
1

50
0,

75
2

25
0,

37
6

3
5/

42
6

5/
20

県
議

会
便

り
新

聞
折

込
み

?
22

9,
87

8
22

9,
87

8
1/

1
22

9,
87

8
11

4,
93

9

計
50

,0
00

50
0,

75
2

22
9,

87
8

78
0,

63
0

-
78

0,
63

0
39

0,
31

5

森
田

悦
男

1
6-

45
4

6/
10

調
査

報
告

書
「茨

城
県

の
現

状
と

将
来

」制
作

冊
子

の
印

刷
・製

本
2,

40
0

23
7,

60
0

23
7,

60
0

1/
1

23
7,

60
0

0
2

11
-3

49
11

/1
0

県
政

活
動

報
告

書
「仁

政
」(

第
41

号
)制

作
印

刷
・配

付
(領

収
書

で
は

配
付

代
)

52
,5

00
55

2,
29

4
55

2,
29

4
1/

1
55

2,
29

4
27

6,
14

7

計
23

7,
60

0
55

2,
29

4
78

9,
89

4
-

78
9,

89
4

27
6,

14
7

萩
原

勇
1

10
-4

24
10

/3
県

政
報

告
郵

送
＠

28
円

×
10

,5
14

　
配

達
地

域
指

定
-

29
4,

39
2

29
4,

39
2

1/
1

29
4,

39
2

14
7,

19
6

2
10

-4
25

10
/8

県
政

報
告

郵
送

(帯
封

)
?

28
,0

80
28

,0
80

1/
1

28
,0

80
14

,0
40

3
10

-4
26

10
/8

県
政

活
動

報
告

書
印

刷
?

27
2,

16
0

27
2,

16
0

1/
1

27
2,

16
0

13
6,

08
0

4
10

-4
27

10
/1

7
県

政
報

告
郵

送
帯

封
張

り
9月

作
業

分
?

87
,6

08
87

,6
08

1/
1

87
,6

08
43

,8
04

計
27

2,
16

0
38

2,
00

0
28

,0
80

68
2,

24
0

-
68

2,
24

0
34

1,
12

0

飯
塚

秋
男

1
4-

45
0

H
26

4/
30

県
政

報
告

作
成

印
刷

作
成

と
印

刷
で

あ
る

が
印

刷
費

に
入

れ
た

?
41

9,
00

0
41

9,
00

0
1/

1
41

9,
00

0
20

9,
50

0

計
41

9,
00

0
41

9,
00

0
-

41
9,

00
0

20
9,

50
0

石
井

邦
一

1
1-

29
2

1/
31

県
政

報
告

書
20

15
年

01
号

印
刷

及
び

デ
ザ
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1
1
1

1
4

2
0
2

6
/
2
3

広
報

紙
発

送
切

手
代

1
,0

4
0

1
,0

4
0

1
/
1

1
,0

4
0

5
2
0

1
5

2
6
1

7
/
3
0

広
報

紙
発

送
切

手
代

1
,0

4
0

1
,0

4
0

1
/
1

1
,0

4
0

5
2
0

1
6

3
6
2

9
/
1

広
報

紙
発

送
切

手
代

1
1
,5

9
1

1
1
,5

9
1

1
/
1

1
1
,5

9
1

5
,7

9
5

1
7

3
6
3

9
/
5

広
報

紙
発

送
代

1
,6

4
0

1
,6

4
0

1
/
1

1
,6

4
0

8
2
0

1
8

3
6
4

9
/
2
6

広
報

紙
発

送
代

2
,4

6
0

2
,4

6
0

1
/
1

2
,4

6
0

1
,2

3
0

1
9

3
6
5

9
/
3
0

広
報

紙
発

送
代

2
5
0

2
5
0

1
/
1

2
5
0

1
2
5

2
0

4
2
2

1
0
/
2

県
議

会
報

告
か

わ
ら

ば
ん

6
2
号

(6
月

2
9
日

発
行

)
1
5
,0

0
0

1
2
6
,8

3
2

1
2
6
,8

3
2

1
/
1

1
2
6
,8

3
2

6
3
,4

1
6

2
1

4
2
3

1
0
/
8

広
報

紙
発

送
切

手
代

1
,9

6
0

1
,9

6
0

1
/
1

1
,9

6
0

9
8
0

2
2

4
2
4

1
0
/
1
5

広
報

紙
発

送
代

2
,4

6
0

2
,4

6
0

1
/
1

2
,4

6
0

1
,2

3
0

2
3

4
2
5

1
0
/
1
6

広
報

紙
発

送
切

手
代

3
6
2

3
6
2

1
/
1

3
6
2

1
8
1

2
4

4
2
6

1
0
/
1
6

カ
ラ

ー
コ

ピ
ー

用
紙

代
（
自

前
印

刷
の

簡
易

県
議

会
報

告
書

)
9
,6

4
5

9
,6

4
5

1
/
1

9
,6

4
5

4
,8

2
2

2
5

4
2
7

1
0
/
2
7

県
議

会
報

告
印

刷
6
0
,0

0
0

7
0
2
,6

4
0

7
0
2
,6

4
0

1
/
1

7
0
2
,6

4
0

3
5
1
,3

2
0

2
6

4
2
8

1
0
/
2
8

カ
ラ

ー
コ

ピ
ー

用
紙

代
（
自

前
印

刷
の

簡
易

県
議

会
報

告
書

)
6
,4

3
0

6
,4

3
0

1
/
1

6
,4

3
0

3
,2

1
5

2
7

4
2
9

1
0
/
2
8

広
報

紙
発

送
代

1
4
0

1
4
0

1
/
1

1
4
0

7
0

2
8

4
3
0

1
0
/
3
0

広
報

紙
発

送
切

手
代

4
0
0

4
0
0

1
/
1

4
0
0

2
0
0

2
9

4
7
8

1
1
/
7

広
報

紙
用

紙
代

6
,4

3
0

6
,4

3
0

1
/
1

6
,4

3
0

3
,2

1
5

3
0

4
7
9

1
1
/
9

広
報

紙
発

送
切

手
代

1
,4

7
6

1
,4

7
6

1
/
1

1
,4

7
6

7
3
8

3
1

4
8
0

1
1
/
1
0

広
報

紙
発

送
切

手
代

4
0
0

4
0
0

1
/
1

4
0
0

2
0
0

H
2
6

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

議
員

名
会

派
名

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考

H
2
7

H
2
6

部
数

・
枚

数
等

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
（
単

位
：
円

）
按

分
率
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デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

32
48

1
H

26
11

/1
1

広
報

紙
発

送
代

2,
46

0
2,

46
0

1/
1

2,
46

0
1,

23
0

33
48

2
11

/1
4

広
報

紙
発

送
代

1,
64

0
1,

64
0

1/
1

1,
64

0
82

0

計
82

9,
47

2
43

,5
51

22
,5

05
89

5,
52

8
-

89
5,

52
8

44
7,

76
3

5,
15

8,
33

0

評
価

結
論

　
　

全
部

の
按

分
率

を
1/

2と
し

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

　
5,

15
8,

33
0(

円
)　

　
(各

費
用

と
も

1円
未

満
切

り
捨

て
)

①
　

広
報

紙
（誌

）発
行

の
目

的
に

会
派

或
は

個
人

の
宣

伝
が

あ
り

、
合

理
的

理
由

が
な

い
限

り
は

、
按

分
率

は
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

従
っ

て
こ

れ
等

の
発

送
費

等
も

按
分

率
は

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

返
還

請
求

金
額

会
派

計

充
当

金
額

(円
)

議
員

名
会

派
名

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

部
数

・
枚

数
等

返
還

請
求

金
額

(円
)

支
払

日
按

　
分

　
前

　
費

　
用

　
詳

　
細

（単
位

：円
）

按
分

率
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別
紙

２
８

平
成

28
年

5月
2日

平
成

26
年

度
自

民
県

政
ク

ラ
ブ

政
務

活
動

費
支

出
【広

報
紙

(誌
)発

行
費

】評
価

デ
ー

タ
作

成
費

に
は

、
編

集
、

企
画

、
レ

イ
ア

ウ
ト
料

を
含

む
。

配
布

費
に

は
ハ

ガ
キ

代
、

切
手

代
も

含
む

。
返

還
請

求
金

額
は

、
1円

未
満

切
り

捨
て

。

デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

飯
田

智
男

1
16

8
6/

6
県

政
報

告
誌

送
付

14
.0

g　
67

円
×

22
0(

区
内

特
別

基
)

14
,7

40
14

,7
40

1/
1

14
,7

40
7,

37
0

6/
6

県
政

報
告

誌
送

付
67

円
×

14
8（

区
内

特
別

基
）

9,
91

6
9,

91
6

1/
1

9,
91

6
4,

95
8

2
16

9
6/

9
県

政
報

告
会

案
内

状
送

付
14

.0
g　

67
円

×
22

9(
区

内
特

別
基

)
15

,3
43

15
,3

43
1/

1
15

,3
43

7,
67

1
3

23
5

7/
9

県
政

報
告

誌
掲

載
用

写
真

(撮
影

)
Q

U
IC

K
写

真
3,

00
0

3,
00

0
1/

1
3,

00
0

1,
50

0
4

29
9

8/
8

県
政

報
告

誌
印

刷
74

,5
20

74
,5

20
1/

1
74

,5
20

37
,2

60
5

40
8

10
/1

0
県

政
報

告
誌

作
成

原
稿

料
水

戸
市

○
○

さ
ん

に
発

注
70

,0
00

70
,0

00
1/

1
70

,0
00

35
,0

00
12

/2
6

県
政

報
告

会
案

内
状

送
付

10
.0

g　
67

円
×

52
0（

区
内

特
別

基
）

34
,8

40
34

,8
40

1/
1

34
,8

40
17

,4
20

12
/2

6
県

政
報

告
会

案
内

状
送

付
10

.0
g　

67
円

×
46

4（
区

内
特

別
基

）
31

,0
88

31
,0

88
1/

1
31

,0
88

15
,5

44
12

/2
6

県
政

報
告

会
案

内
状

送
付

10
.0

g　
67

円
×

12
9（

区
内

特
別

基
）

8,
64

3
8,

64
3

1/
1

8,
64

3
4,

32
1

12
/2

6
県

政
報

告
会

案
内

状
送

付
10

.0
g　

67
円

×
27

1（
区

内
特

別
基

）
18

,1
57

18
,1

57
1/

1
18

,1
57

9,
07

8
8

56
5

H
27

1/
15

県
政

報
告

誌
掲

載
用

写
真

(撮
影

)
Q

U
IC

K
写

真
1,

14
0

1,
14

0
1/

1
1,

14
0

57
0

計
-

70
,0

00
74

,5
20

13
2,

72
7

0
4,

14
0

28
1,

38
7

-
28

1,
38

7
14

0,
69

2

川
口

政
弥

1
42

4/
30

広
報

紙
N
O

.1
2企

画
構

成
15

0,
00

0
15

0,
00

0
1/

1
15

0,
00

0
75

,0
00

2
92

5/
21

広
報

紙
N
O

.1
2印

刷
製

本
18

9,
54

0
18

9,
54

0
1/

1
18

9,
54

0
94

,7
70

3
93

5/
21

広
報

紙
N
O

.1
2折

込
み

11
4,

93
9

11
4,

93
9

1/
1

11
4,

93
9

57
,4

69
4

23
6

7/
30

広
報

紙
N
O

.1
3企

画
構

成
15

0,
00

0
15

0,
00

0
1/

1
15

0,
00

0
75

,0
00

5
30

0
8/

25
広

報
紙

N
O

.1
3印

刷
製

本
20

7,
25

2
20

7,
25

2
1/

1
20

7,
25

2
10

3,
62

6
6

30
1

8/
25

広
報

紙
N
O

.1
3折

込
み

11
4,

93
8

11
4,

93
8

1/
1

11
4,

93
8

57
,4

69
7

40
9

10
/2

3
広

報
紙

N
O

.1
4印

刷
製

本
24

5,
91

6
24

5,
91

6
1/

1
24

5,
91

6
12

2,
95

8
8

41
0

10
/3

0
広

報
紙

N
O

.1
4企

画
構

成
15

0,
00

0
15

0,
00

0
1/

1
15

0,
00

0
75

,0
00

9
46

2
11

/5
広

報
紙

N
O

.1
4折

込
み

13
8,

63
8

13
8,

63
8

1/
1

13
8,

63
8

69
,3

19
10

56
6

1/
30

広
報

紙
N
O

.1
5企

画
構

成
15

0,
00

0
15

0,
00

0
1/

1
15

0,
00

0
75

,0
00

11
62

1
2/

10
広

報
紙

N
O

.1
5印

刷
製

本
29

4,
30

0
29

4,
30

0
1/

1
29

4,
30

0
14

7,
15

0
12

62
2

2/
25

広
報

紙
N
O

.1
5折

込
み

13
8,

63
8

13
8,

63
8

1/
1

13
8,

63
8

69
,3

19

計
-

60
0,

00
0

93
7,

00
8

50
7,

15
3

2,
04

4,
16

1
-

2,
04

4,
16

1
1,

02
2,

08
0

半
村

登
1

29
8

H
26

8/
11

県
政

報
告

郵
送

67
円

×
19

1（
区

内
特

別
基

）8
2円

×
64

18
,0

45
18

,0
45

1/
1

18
,0

45
9,

02
2

計
-

18
,0

45
18

,0
45

-
18

,0
45

9,
02

2

江
田

隆
起

1
16

7
H

26
6/

25
県

政
報

告
書

印
刷

41
4,

72
0

41
4,

72
0

1/
1

41
4,

72
0

20
7,

36
0

2
50

8
12

/2
6

県
政

報
告

書
送

付
13

.0
g　

51
円

×
1,

52
6(

区
内

特
別

特
特

)
77

,8
26

77
,8

26
1/

1
77

,8
26

38
,9

13
3

50
9

12
/2

6
県

政
報

告
書

送
付

25
g　

51
円

×
9,

49
5(

区
内

特
別

)
48

4,
24

5
48

4,
24

5
1/

1
48

4,
24

5
24

2,
12

2
4

51
0

12
/2

6
県

政
報

告
書

送
付

13
.0

g　
64

円
×

75
7(

区
内

特
別

特
)

48
,4

48
48

,4
48

1/
1

48
,4

48
24

,2
24

5
56

4
H

27
1/

17
県

政
報

告
書

印
刷

38
8,

80
0

38
8,

80
0

1/
1

38
8,

80
0

19
4,

40
0

計
-

80
3,

52
0

61
0,

51
9

1,
41

4,
03

9
-

1,
41

4,
03

9
70

7,
01

9

1,
87

1,
81

3

評
価

結
論

　
　

全
て

按
分

率
1/

2を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
会

派
計

　
　

1,
87

1,
81

3(
円

)　
　

(1
円

未
満

切
り

捨
て

)

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
（単

位
：円

）
按

分 率
充

当
金

額
(円

)
返

還
請

求
金

額
(円

)
支

払
日

H
26

議
員

名
番 号

閲
　

覧
資

料
頁

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
部

数
・

枚
数

等

6 7

51
1

51
2

①
　

県
政

活
動

結
果

報
告

(広
報

紙
（誌

）)
発

行
の

目
的

に
会

派
或

は
議

員
個

人
の

宣
伝

が
あ

り
、

合
理

的
理

由
が

な
い

限
り

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

従
っ

て
こ

れ
ら

の
発

送
等

の
費

用
も

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
③

　
飯

田
智

男
の

番
号

2,
6,

7は
、

広
報

紙
(誌

)発
行

費
で

は
な

く
政

策
広

報
費

に
入

れ
る

べ
き

と
思

わ
れ

る
が

、
そ

の
こ

と
は

問
わ

な
い

。

返
還

請
求

金
額

会
派

計

H
26

H
27
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別
紙

２
９

（
全

４
頁

）
平

成
2
8
年

5
月

2
日

平
成

2
6
年

度
茨

城
県

議
会

公
明

党
議

員
会

政
務

活
動

費
支

出
【
広

報
紙

(誌
)発

行
費

】
評

価
1
.井

手
義

弘
デ

ー
タ

作
成

費
に

は
、

編
集

、
企

画
、

レ
イ

ア
ウ

ト
料

を
含

む
。

配
付

費
に

は
ハ

ガ
キ

代
、

切
手

代
も

含
む

。
返

還
請

求
金

額
は

、
1
円

未
満

切
り

捨
て

。

デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

1
1
-
1
2
3

H
2
6

4
/
3
0

県
議

会
報

告
(高

崎
議

員
4
/
2
0
付

け
)作

成
A

4
、

コ
ー

ト
紙

、
両

面
4
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用

切
手

購
入

@
8
2
円

×
9
　

送
付

報
告

書
の

部
数

不
明

9
7
38

7
3
8

3
/
4

5
53

18
4

5
3

3
-4

0
6

2
/
19

県
議

会
ミ

ニ
通

信
用

ハ
ガ

キ
購

入
@

5
2
円

×
3
9
6

39
6

20
,5

9
2

2
0
,5

9
2

1
/
1

2
0,

5
92

10
,2

9
6

5
4

3
-4

0
7

2
/
19

県
議

会
ミ

ニ
通

信
用

ハ
ガ

キ
交

換
5
0
円

2
5枚

、
52

円
1
7
0枚

、
往

復
ハ

ガ
キ

1
0
0円

5枚
➡

52
円

2
0
4枚

(備
考

)
1
,0

43
1
,0

4
3

1
/
1

1,
0
43

52
1

5
5

3
-4

1
3

2
/
24

県
議

会
ミ

ニ
通

信
用

ハ
ガ

キ
購

入
@

5
2
円

×
3
9
8

39
8

20
,6

9
6

2
0
,6

9
6

1
/
1

2
0,

6
96

10
,3

4
8

5
6

3
-5

7
0

3
/4

県
議

会
報

告
送

付
用

切
手

購
入

@
8
2
円

×
4
2

4
2

3
,4

44
3
,4

4
4

3
/
4

2,
5
83

86
1

5
7

3
-5

7
1

3
/4

写
真

撮
影

(県
議

会
代

表
質

問
、

一
般

質
問

）
(H

2
7
年

第
1
回

県
議

会
)

-
24

,0
0
0

2
4
,0

0
0

1
/
1

2
4,

0
00

24
,0

0
0

5
8

3
-5

7
5

3
/
24

県
議

会
ミ

ニ
通

信
N

o
7
4
デ

ー
タ

作
成

１
式

2
1
,6

0
0

2
1
,6

0
0

1
/
1

2
1,

6
00

10
,8

0
0

5
9

3
-5

7
8

3
/
25

県
議

会
ミ

ニ
通

信
N

o
7
4
配

送
領

収
書

に
は

印
刷

・
郵

送
費

と
あ

る
？

2
6,

8
4
9

2
6
,8

4
9

1
/
1

2
6,

8
49

13
,4

2
4

計
-

1
,4

5
8
,0

0
0

2,
5
5
6,

4
5
7

5
20

,1
00

25
,2

0
0

99
,0

0
0

4
,6

5
8
,7

5
7

-
3,

7
1
4,

4
46

1
,4

34
,5

6
4

評
価

　
　

　
結

論
　

撮
影

費
は

全
額

、
こ

れ
を

差
し

引
い

た
残

り
の

費
用

は
按

分
率

1
/
2
を

超
え

た
金

額
を

返
還

請
求

す
る

。

返
還

請
求

金
額

　
1,

4
34

,5
64

(円
)　

[撮
影

費
　

9
9
,0

0
0
(円

)、
按

分
率

変
更

分
　

1
,3

35
,5

6
4
(円

)]
　

(各
費

用
と

も
1
円

未
満

は
切

り
捨

て
)

備
　

　
　

考
部

数
・

枚
数

等
按

　
分

　
前

　
費

　
用

　
詳

　
細

（単
位

：円
）

按
分

率
充

当
金

額
(円

)
支

払
日

番 号

1
月

1
日

号
　

領
収

書
は

上
記

と
共

通

①
　

井
手

義
弘

は
会

派
の

代
表

を
務

め
て

い
る

の
で

、
会

派
の

他
の

議
員

の
広

報
紙

(会
派

の
広

報
と

考
え

る
べ

き
か

？
)発

行
費

も
計

上
し

て
い

る
。

②
　

所
謂

広
報

紙
発

行
費

は
按

分
率

を
3
/4

と
し

、
ハ

ガ
キ

を
利

用
し

た
ミ

ニ
通

信
な

る
も

の
は

、
按

分
率

を
1
/1

と
し

て
い

る
。

③
　

所
謂

広
報

紙
の

発
行

目
的

に
は

、
会

派
も

し
く

は
議

員
の

ア
ピ

ー
ル

が
あ

る
の

で
、

合
理

的
理

由
が

な
い

限
り

按
分

率
は

1
/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
ハ

ガ
キ

に
よ

る
ミ

ニ
通

信
も

会
派

或
は

議
員

の
ア

ピ
ー

ル
の

色
合

い
が

濃
い

も
の

と
評

価
し

そ
の

費
用

の
按

分
率

は
1/

2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
④

　
従

っ
て

、
広

報
紙

(誌
)の

配
送

配
送

費
も

按
分

率
を

1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
⑤

　
議

会
等

に
お

け
る

活
動

状
況

の
写

真
を

高
額

費
用

を
掛

け
て

撮
影

し
て

い
る

が
、

議
員

の
ア

ピ
ー

ル
の

た
め

で
あ

り
政

務
活

動
と

し
て

は
必

要
の

な
い

行
為

で
あ

る
か

ら
支

出
を

認
め

な
い

。

H
2
7

返
還

請
求

金
額

(円
)

閲
　

覧
資

料
頁

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容
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2.
八

島
功

男
配

布
費

に
は

ハ
ガ

キ
代

、
切

手
代

も
含

む
。

返
還

請
求

金
額

は
、

1円
未

満
切

り
捨

て
。

デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

1
1-

12
0

4/
1

県
政

報
告

郵
送

@
82

円
×

41
41

3,
36

2
3,

36
2

3/
4

2,
52

1
84

0
2

1-
12

2
4/

24
県

政
通

信
郵

送
用

封
筒

印
刷

？
14

,0
00

14
,0

00
3/

4
10

,5
00

3,
50

0
3

1-
47

3
6/

20
県

政
報

告
郵

送
送

付
部

数
不

明
　

料
金

後
納

郵
便

？
18

,0
95

18
,0

95
3/

4
13

,5
71

4,
52

3
4

1-
63

9
7/

1
県

政
通

信
郵

送
用

封
筒

印
刷

角
2,

片
面

カ
ラ

ー
刷

り
込

み
印

刷
3,

00
0

84
,2

40
84

,2
40

3/
4

63
,1

80
21

,0
60

5
1-

64
2

7/
1

八
島

い
さ

お
県

政
通

信
N

o1
4ポ

ス
テ

ィ
ン

グ
19

,2
40

12
4,

67
5

12
4,

67
5

3/
4

93
,5

06
31

,1
68

6
1-

64
5

7/
22

県
政

報
告

郵
送

送
付

部
数

不
明

　
料

金
後

納
郵

便
？

10
,2

70
10

,2
70

3/
4

7,
70

2
2,

56
7

7
1-

65
0

7/
25

県
政

報
告

郵
送

　
定

型
外

@
14

0円
×

11
11

1,
54

0
1,

54
0

3/
4

1,
15

5
38

5
8

1-
65

1
7/

25
八

島
い

さ
お

ニ
ュ

ウ
ー

ズ
レ

タ
ー

印
刷

？
19

,4
40

19
,4

40
3/

4
14

,5
80

4,
86

0
9

2-
13

8
8/

6
県

政
通

信
郵

送
用

封
筒

印
刷

？
12

,9
60

12
,9

60
3/

4
9,

72
0

3,
24

0
10

2-
13

9
8/

11
県

政
報

告
郵

送
用

切
手

購
入

@
82

円
×

50
50

4,
10

0
4,

10
0

3/
4

3,
07

5
1,

02
5

11
2-

14
2

8/
16

八
島

い
さ

お
県

政
通

信
N

o1
5ポ

ス
テ

ィ
ン

グ
12

,6
30

81
,8

42
81

,8
42

3/
4

61
,3

81
20

,4
60

12
2-

29
1

9/
22

県
政

報
告

郵
送

送
付

部
数

不
明

　
料

金
後

納
郵

便
？

11
,1

15
11

,1
15

3/
4

8,
33

6
2,

77
8

13
2-

43
4

10
/7

県
政

報
告

郵
送

（定
型

外
)用

切
手

購
入

@
92

円
×

35
35

3,
22

0
3,

22
0

3/
4

2,
41

5
80

5
14

2-
44

9
10

/2
0

県
政

報
告

郵
送

送
付

部
数

不
明

　
料

金
後

納
郵

便
？

6,
31

3
6,

31
3

3/
4

4,
73

4
1,

57
7

15
2-

58
2

11
/1

0
県

政
報

告
郵

送
　

定
型

外
@

14
0円

×
11

11
1,

54
0

1,
54

0
3/

4
1,

15
5

38
5

16
2-

58
3

11
/1

7
県

政
通

信
郵

送
用

封
筒

印
刷

？
45

,3
60

45
,3

60
3/

4
34

,0
20

11
,3

40
17

2-
58

4
11

/1
7

県
政

通
信

用
写

真
撮

影
し

た
の

か
プ

リ
ン

ト
し

た
の

か
不

明
2,

16
0

2,
16

0
3/

4
1,

62
0

54
0

18
2-

58
9

11
/2

0
県

政
報

告
郵

送
送

付
部

数
不

明
　

料
金

後
納

郵
便

？
1,

56
6

1,
56

6
3/

4
1,

17
4

39
1

19
3-

11
4

12
/1

8
八

島
い

さ
お

県
政

通
信

ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

12
,2

00
92

,2
32

92
,2

32
3/

4
69

,1
74

23
,0

58
20

3-
12

0
12

/2
2

県
政

報
告

郵
送

送
付

部
数

不
明

　
料

金
後

納
郵

便
？

4,
48

9
4,

48
9

3/
4

3,
36

6
1,

12
1

21
3-

12
5

12
/2

7
八

島
い

さ
お

ニ
ュ

ウ
ー

ズ
レ

タ
ー

印
刷

？
3,

24
0

3,
24

0
3/

4
2,

43
0

81
0

22
3-

25
3

1/
6

県
政

報
告

郵
送

　
定

型
外

@
92

円
×

14
14

1,
28

8
1,

28
8

3/
4

96
6

32
2

23
3-

25
4

1/
19

県
政

報
告

郵
送

@
82

円
×

11
11

90
2

90
2

3/
4

67
6

22
5

24
3-

26
1

1/
20

県
政

報
告

郵
送

送
付

部
数

不
明

　
料

金
後

納
郵

便
？

26
8

26
8

3/
4

20
1

67
25

3-
40

8
2/

20
八

島
い

さ
お

県
政

通
信

N
o1

7ポ
ス

テ
ィ

ン
グ

11
,1

00
71

,9
28

71
,9

28
3/

4
53

,9
46

17
,9

82
26

3-
41

1
2/

20
県

政
報

告
郵

送
送

付
部

数
不

明
　

料
金

後
納

郵
便

？
12

,4
15

12
,4

15
3/

4
9,

31
1

3,
10

3

計
-

17
9,

24
0

45
1,

16
0

2,
16

0
63

2,
56

0
-

47
4,

41
5

15
8,

13
2

評
価

結
論

　
　

全
て

按
分

率
1/

2を
超

え
た

分
を

返
還

請
求

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
会

派
計

　
　

15
8,

13
2(

円
)　

　
(各

費
用

と
も

1円
未

満
切

り
捨

て
)

閲
　

覧
資

料
頁

H
26

H
27

按
分

率
充

当
金

額
(円

)
返

還
請

求
金

額
(円

)
番 号

支
払

日
(納

品
日

）
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

部
数

・
枚

数
等

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
（単

位
：円

）

①
　

所
謂

広
報

紙
の

発
行

目
的

に
は

、
会

派
も

し
く

は
議

員
の

ア
ピ

ー
ル

が
あ

る
の

で
、

合
理

的
理

由
が

な
い

限
り

按
分

率
は

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
従

っ
て

、
広

報
紙

(誌
)の

配
送

配
送

費
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
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3.
高

崎
　

進
配

布
費

に
は

ハ
ガ

キ
代

、
切

手
代

も
含

む
。

返
還

請
求

金
額

は
、

1円
未

満
切

り
捨

て
。

デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

1
1-

12
1

4/
4

県
政

報
告

郵
送

@
82

円
×

76
76

6,
23

2
6,

23
2

3/
4

4,
67

4
1,

55
8

2
2-

43
5

10
/7

県
政

報
告

郵
送

@
82

円
×

76
76

6,
23

2
6,

23
2

3/
4

4,
67

4
1,

55
8

3
3-

11
2

12
/1

8
ハ

ガ
キ

購
入

@
52

円
×

80
0

80
0

41
,6

00
41

,6
00

1/
1

41
,6

00
20

,8
00

4
3-

12
2

12
/2

3
広

報
紙

郵
送

費
@

82
円

×
27

27
2,

21
4

2,
21

4
3/

4
1,

66
0

55
3

5
3-

25
2

1/
4

県
議

会
ミ

ニ
通

信
ハ

ガ
キ

購
入

@
52

円
×

20
0

20
0

10
,4

00
10

,4
00

1/
1

10
,4

00
5,

20
0

6
3-

41
4

2/
25

広
報

紙
郵

送
用

切
手

購
入

@
82

円
×

15
(活

動
内

容
を

通
信

費
と

し
て

い
る

)
15

1,
23

0
1,

23
0

3/
4

92
2

30
7

7
3-

57
2

3/
5

広
報

紙
郵

送
用

切
手

購
入

@
82

円
×

22
(活

動
内

容
を

通
信

費
と

し
て

い
る

)
22

1,
80

4
1,

80
4

3/
4

1,
35

3
45

1
8

3-
57

4
3/

17
広

報
紙

郵
送

用
切

手
購

入
@

82
円

×
39

(活
動

内
容

を
通

信
費

と
し

て
い

る
)

39
3,

19
8

3,
19

8
3/

4
2,

39
8

79
9

計
-

72
,9

10
72

,9
10

-
67

,6
81

31
,2

26

評
価

結
論

　
　

全
て

按
分

率
1/

2を
超

え
た

分
を

返
還

請
求

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
会

派
計

　
　

31
,2

26
(円

)　
　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

4.
田

村
佳

子
配

布
費

に
は

ハ
ガ

キ
代

、
切

手
代

も
含

む
。

返
還

請
求

金
額

は
、

1円
未

満
切

り
捨

て
。

デ
ー

タ
作

成
印

刷
配

布
材

料
撮

影
計

1
1-

29
2

5/
21

県
政

資
料

郵
送

用
切

手
購

入
@

82
円

×
33

33
2,

70
6

2,
70

6
3/

4
2,

02
9

67
6

2
1-

65
2

7/
30

広
報

紙
ポ

ス
テ

ィ
ン
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0

9
,6

2
2

9
,6

2
2

1
/
1

9
,6

2
2

4
,8

1
1

1
0
6

1
8
8

1
1
/
2
5

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4(

領
収

日
11

/2
5,

折
込

日
11

/2
7)

1
,0

0
0

3
,5

6
4

3
,5

6
4

1
/
1

3
,5

6
4

1
,7

8
2

1
0
7

1
8
9

1
1
/
2
5

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4

2
,0

0
0

7
,1

2
8

7
,1

2
8

1
/
1

7
,1

2
8

3
,5

6
4

1
0
8

1
9
0

1
1
/
2
5

議
会

報
告

折
り

込
み

3
,0

0
0

1
0
,6

9
2

1
0
,6

9
2

1
/
1

1
0
,6

9
2

5
,3

4
6

1
0
9

1
9
1

1
1
/
2
5

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4(

領
収

日
11

/2
5,

折
込

日
11

/2
7)

3
,8

0
0

1
3
,5

4
3

1
3
,5

4
3

1
/
1

1
3
,5

4
3

6
,7

7
1

1
1
0

1
9
2

1
1
/
2
5

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4(

領
収

日
11

/2
5,

折
込

日
11

/2
7)

4
,2

0
0

1
4
,9

6
9

1
4
,9

6
9

1
/
1

1
4
,9

6
9

7
,4

8
4

1
1
1

1
9
3

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
1
1
/
2
8
,折

込
日

1
1
/
3
0
)

3
0
0

1
,0

6
9

1
,0

6
9

1
/
1

1
,0

6
9

5
3
4

1
1
2

1
9
4

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
1
1
/
2
8
,折

込
日

1
1
/
3
0
)

4
,1

0
0

1
4
,6

1
2

1
4
,6

1
2

1
/
1

1
4
,6

1
2

7
,3

0
6

1
1
3

1
9
5

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
1
1
/
2
8
,折

込
日

1
1
/
3
0
)

?
6
,0

5
8

6
,0

5
8

1
/
1

6
,0

5
8

3
,0

2
9

1
1
4

1
9
6

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
1
1
/
2
8
,折

込
日

1
1
/
3
0
)

2
,7

0
0

9
,6

2
2

9
,6

2
2

1
/
1

9
,6

2
2

4
,8

1
1

1
1
5

1
9
7

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

3
,6

0
0

1
2
,8

3
0

1
2
,8

3
0

1
/
1

1
2
,8

3
0

6
,4

1
5

1
1
6

1
9
8

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

?
5
,7

0
2

5
,7

0
2

1
/
1

5
,7

0
2

2
,8

5
1

1
1
7

1
9
9

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4(

領
収

日
11

/2
8,

折
込

日
11

/3
0)

1
,0

0
0

3
,5

6
4

3
,5

6
4

1
/
1

3
,5

6
4

1
,7

8
2

1
1
8

2
0
0

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
1
1
/
2
8
,折

込
日

1
1
/
3
0
)

3
0
0

1
,0

6
9

1
,0

6
9

1
/
1

1
,0

6
9

5
3
4

1
1
9

2
0
1

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4

2
,0

0
0

7
,1

2
8

7
,1

2
8

1
/
1

7
,1

2
8

3
,5

6
4

1
2
0

2
0
2

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

3
,0

0
0

1
0
,6

9
2

1
0
,6

9
2

1
/
1

1
0
,6

9
2

5
,3

4
6

1
2
1

2
0
3

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
1
1
/
2
8
,折

込
日

1
1
/
3
0
)

3
,0

0
0

1
0
,6

9
2

1
0
,6

9
2

1
/
1

1
0
,6

9
2

5
,3

4
6

1
2
2

2
0
4

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4(

領
収

日
11

/2
8,

折
込

日
11

/3
0)

3
,8

0
0

1
3
,5

4
3

1
3
,5

4
3

1
/
1

1
3
,5

4
3

6
,7

7
1

1
2
3

2
0
5

1
1
/
2
8

議
会

報
告

折
り

込
み

B
4(

領
収

日
11

/2
8,

折
込

日
11

/3
0)

4
,2

0
0

1
4
,9

6
9

1
4
,9

6
9

1
/
1

1
4
,9

6
9

7
,4

8
4

1
2
4

2
0
7

1
1
/
3
0

議
会

報
告

印
刷

(号
外

)
?

1
0
1
,0

0
0

1
0
1
,0

0
0

1
/
1

1
0
1
,0

0
0

5
0
,5

00
1
2
5

2
1
5

1
2
/
2
1

議
会

報
告

印
刷

(N
o
.4

5
号

)
?

9
9
,0

00
9
9
,0

0
0

1
/
1

9
9
,0

0
0

4
9
,5

00
1
2
6

2
2
6

H
2
7

1
/
15

議
会

報
告

印
刷

(茨
城

県
議

団
ニ

ュ
ー

ス
2
0
1
5
年

1
月

号
)

2
2
,0

0
0

5
5
,3

60
5
5
,3

6
0

1
/
1

5
5
,3

6
0

2
7
,6
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1
2
7

2
5
3

3
/
5

議
会

報
告

印
刷

?
1
4
7
,5

2
8

5
4
0
/
2
5
6

1
4
8
,0

6
8

1
/
1

1
4
8
,0

6
8

7
4
,0

34
1
2
8

2
6
0

3
/
26

議
会

報
告

印
刷

?
3
8
9
,3

4
0

5
4
0
/
2
5
4

3
8
9
,8

8
0

1
/
1

3
8
9
,8

8
0

1
9
4
,9

4
0

1
2
9

2
6
1

3
/
26

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
3
/
2
6
,折

込
日

3
/
3
0
)

?
6
1
1
,1

6
0

5
4
0
/
2
6
5

6
1
1
,7

0
0

1
/
1

6
1
1
,7

0
0

3
0
5
,8

5
0

1
3
0

2
6
2

3
/
26

議
会

報
告

作
成

(第
一

回
定

例
会

特
集

)
-

7
0
,0

0
0

7
0
,0

0
0

1
/
1

7
0
,0

0
0

3
5
,0

00
1
3
1

2
6
8

3
/
27

議
会

報
告

折
り

込
み

(領
収

日
3
/
2
7
,折

込
日

3
/
3
0
)

?
4
8
,8

9
2

3
2
4
/
2
6
9

4
9
,2

1
6

1
/
1

4
9
,2

1
6

2
4
,6

08

計
2
8
0
,0

0
0

1
,8

4
3
,1

28
2
,1

1
6
,2

4
5

3
,3

4
8

4
,2

4
2
,7

2
1

4
,2

4
2,

7
2
1

2
,1

2
1
,3

46

＊
送

金
手

数
料

の
表

記
は

「
手

数
料

／
資

料
頁

」
と

し
て

あ
る

。

評
価

　
　

結
論

　
　

全
て

按
分

率
1
/
2
を

超
え

る
額

に
つ

い
て

返
還

請
求

す
る

。
　

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

2
,1

2
1
,3

4
6
(円

)　
(各

費
用

と
も

1
円

未
満

切
り

捨
て

)　
[広

報
紙

(誌
)発

行
費

計
上

分
　

2
,1

1
9
,6

7
2
(円

)、
事

務
費

計
上

分
1
,6

7
4
(円

)]

閲
　

覧
資

料
頁

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

部
数

・
枚

数
等

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

按
分

率
按

　
分

　
前

　
費

　
用

　
詳

　
細

（
単

位
：
円

）
番 号

①
　

県
議

会
報

告
発

行
の

目
的

に
会

派
或

は
議

員
個

人
の

宣
伝

が
あ

り
、

合
理

的
に

説
明

で
き

な
い

限
り

按
分

率
は

、
1/

2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
従

っ
て

、
そ

の
配

付
手

段
に

要
す

る
費

用
も

按
分

率
を

1
/
2
と

す
べ

き
で

あ
る

。
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別
紙

３
１

（
全

１
２

頁
）

平
成

28
年

5
月

2
日

平
成

26
年

度
い

ば
ら

き
自

民
党

政
務

活
動

費
支

出
【政

策
広

報
費

】評
価

(政
策

広
報

と
関

連
が

あ
る

事
務

費
も

含
む

)

1
.加

藤
明

良

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
4
-4

7
0

H
2
6

4/
8

各
地

区
県

政
報

告
会

案
内

状
発

送
用

切
手

購
入

@
8
2
円

×
3
0
0

2
4,

6
0
0

2
4
,6

0
0

1
/
1

24
,6

0
0

1
2,

3
0
0

2
4
-4

7
1

4
/
2
1

各
地

区
県

政
報

告
会

案
内

状
発

送
用

封
筒

購
入

5
13

51
3

1
/
1

5
1
3

2
5
6

3
4
-4

7
2

4
/
2
4

広
報

活
動

用
車

両
許

可
申

請
2,

3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

4
4
-4

7
3

4
/
2
5

広
報

活
動

用
車

両
拡

声
器

借
用

1
0
1
,7

0
0

1
0
1
,7

0
0

1
/
2

50
,8

5
0

0
5

4
-4

7
4

4
/
3
0

広
報

活
動

用
車

両
許

可
申

請
2,

3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

6
5
-4

4
6

5/
7

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

7
5
-4

4
7

5
/
1
2

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

8
5
-4

4
8

5
/
1
4

県
政

報
告

会
用

デ
ー

タ
処

理
・ラ

ベ
ル

印
刷

デ
ー

タ
作

成
費

に
入

れ
た

4
3
,2

0
0

4
3
,2

0
0

1
/
1

43
,2

0
0

2
1,

6
0
0

9
5
-4

4
9

5
/
1
5

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

1
0

6
-4

7
1

6
/
1
7

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
は

が
き

購
入

@
5
2
円

×
4
0

2,
0
8
0

2
,0

8
0

1
/
1

2
,0

8
0

1,
0
4
0

1
1

6
-4

7
2

6
/
2
3

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
は

が
き

購
入

@
1
0
4
円

×
3
5
0
　

往
復

用
3
6,

4
0
0

3
6
,4

0
0

1
/
1

36
,4

0
0

1
8,

2
0
0

1
2

6
-4

7
3

6
/
3
0

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
は

が
き

購
入

@
5
2
円

×
3
5
0

1
8,

2
0
0

1
8
,2

0
0

1
/
1

18
,2

0
0

9,
1
0
0

1
3

7
-4

5
3

7
/
1
7

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

1
4

7
-4

5
4

7
/
2
3

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

1
5

7
-4

5
5

7
/
2
8

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

1
6

8
-4

1
1

8/
1

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

1
7

9
-4

6
0

9
/
2
6

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

1
8

9
-4

6
1

9
/
3
0

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
は

が
き

購
入

@
5
2
円

×
1
5
0

7,
8
0
0

7
,8

0
0

1
/
1

7
,8

0
0

3,
9
0
0

1
9

1
0
-
4
59

1
0
/
8

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

2
0

1
0
-
4
60

1
0/

1
5

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
切

手
購

入
@

8
2
円

×
2
5
0

2
0,

5
0
0

2
0
,5

0
0

1
/
1

20
,5

0
0

1
0,

2
5
0

2
1

1
0
-
4
61

1
0/

2
0

街
頭

広
報

道
路

使
用

許
可

申
請

2,
3
0
0

2
,3

0
0

1
/
1

2
,3

0
0

1,
1
5
0

2
2

1
0
-
4
62

1
0/

2
4

県
政

報
告

会
案

内
状

郵
便

発
送

@
8
2
円

×
1
2
9
通

1
0,

5
7
8

1
0
,5

7
8

1
/
1

10
,5

7
8

5,
2
8
9

2
3

1
0
-
4
63

1
0/

2
8

県
政

報
告

会
出

欠
確

認
用

は
が

き
購

入
@

5
2
円

×
2
0
0

1
0,

4
0
0

1
0
,4

0
0

1
/
1

10
,4

0
0

5,
2
0
0

計
4
3
,2

0
0

2
7,

6
0
0

1
0
2
,2

1
3

1
3
0,

5
5
8

3
0
3
,5

7
1

-
2
52

,7
2
1

1
0
0,

9
3
5

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1
/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
1
0
0,

9
3
5
(円

)　
(各

費
用

と
も

1
円

未
満

切
り

捨
て

)

2
.川

津
隆

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
1
0
-
4
64

H
2
6

1
0/

1
8

堀
地

区
意

見
交

換
及

び
県

政
報

告
座

談
会

茶
菓

子
購

入
@

2
0
0
円

　
堀

公
民

館
（
1
8
/
1
9
)

1
0
0

2
0,

0
0
0

2
0
,0

0
0

1
/
1

20
,0

0
0

1
2,

5
0
0

2
1
0
-
4
65

1
0/

1
9

県
政

報
告

座
談

会
用

堀
公

民
館

借
用

1
,5

0
0

1
,5

0
0

1
/
1

1
,5

0
0

7
5
0

計
1
,5

0
0

2
0,

0
0
0

2
1
,5

0
0

-
21

,5
0
0

1
3,

2
5
0

評
価

結
論

　
茶

菓
子

代
に

つ
い

て
は

②
と

し
、

他
は

、
按

分
率

を
1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

　
返

還
請

求
金

額
　

1
3
,2

5
0
(円

)

按
分 率

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
充

当
金

額
(円

)
返

還
請

求
金

額
(円

)
番 号

閲
　

覧
資

料
頁

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

数
量

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

数
量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
番

号
4の

街
頭

広
報

用
拡

声
器

の
費

用
が

按
分

率
1
/
2と

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
も

①
の

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。

③
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

デ
ー

タ
処

理
、

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1
/
2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
茶

菓
子

代
は

、
1
5
0
円

/
人

で
十

分
で

あ
り

、
こ

れ
の

1
/
2
相

当
分

を
超

え
る

分
を

返
還

対
象

と
す

る
。

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

支
払

日
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3
.菊

池
敏

行

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
5
-
4
50

H
2
6

5
/2

8
県

政
報

告
会

案
内

状
は

が
き

購
入

(@
52

円
×

10
0
）

5
,2

0
0

5
,2

0
0

1/
1

5
,2

0
0

2,
60

0

計
5
,2

0
0

5
,2

0
0

-
5
,2

0
0

2,
60

0

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1
/2

と
し

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
金

額
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

2
,6

0
0
(円

)

4
.伊

沢
勝

徳

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
6
-
4
74

H
26

6
/8

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
84

5
円

×
1
、

@
12

0
円

×
3
2
、

@
32

1
円

×
1
5
、

@
1
4
8円

×
1
0　

以
上

外
税

50
1
1,

8
58

11
,8

5
8

1/
1

1
1
,8

5
8

9,
65

0

2
6
-
4
75

6
/9

県
政

報
告

会
お

茶
購

入
6
,7

,8
月

分
3
9
0

1
2,

0
04

12
,0

0
4

1/
1

1
2
,0

0
4

5,
22

7

計
2
3,

8
62

23
,8

6
2

-
2
3
,8

6
2

1
4,

87
7

評
価

結
論

　
上

記
の

と
お

り
と

す
る

。
　

　
　

返
還

請
求

金
額

　
1
4,

8
77

(円
)

5
.桜

井
富

夫

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
4
-
4
75

H
2
6

4
/2

6
県

政
報

告
会

会
場

利
用

石
岡

市
国

民
宿

舎
つ

く
ば

ね
-

94
,9

5
0

94
,9

5
0

1/
1

9
4
,9

5
0

4
7,

47
5

計
94

,9
5
0

94
,9

5
0

-
9
4
,9

5
0

4
7,

47
5

評
価

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/2

以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1
/2

と
し

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
金

額
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

4
7
,4

7
5(

円
)

6
.神

達
岳

志

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
6
-
4
76

H
2
6

6
/2

県
政

報
告

会
案

内
用

は
が

き
購

入
@

52
円

×
１

０
０

5
,2

0
0

5
,2

0
0

1/
1

5
,2

0
0

2,
60

0
2

8
-
4
12

8
/2

4
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
@

29
5
円

　
事

務
所

11
3,

2
40

3
,2

4
0

1/
1

3
,2

4
0

2,
41

5
3

9
-
4
62

9
/2

4
県

政
報

告
書

郵
送

用
切

手
購

入
@

82
円

×
17

1
,3

9
4

1
,3

9
4

1/
1

1
,3

9
4

69
7

4
1
0-

4
66

1
0
/2

8
県

政
報

告
会

案
内

用
は

が
き

購
入

@
52

円
×

10
0

5
,2

0
0

5
,2

0
0

1/
1

5
,2

0
0

2,
60

0

計
0

11
,7

9
4

3,
2
40

15
,0

3
4

-
1
5
,0

3
4

8,
31

2

評
価

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

充
当

金
額

(円
)

按
分 率

番 号

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：円

）

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

数
量

数
量

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

閲
　

覧
資

料
頁

按
分 率

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：円

）
按

分 率
番 号

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考

閲
　

覧
資

料
頁

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

と
こ

と
は

否
定

で
き

な
い

。
従

っ
て

基
本

的
に

費
用

の
按

分
率

は
、

1
/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1/

2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

（
誌

）発
行

と
同

様
、

そ
の

目
的

に
党

派
、

議
員

の
宣

伝
を

含
ん

で
い

る
こ

と
は

否
定

で
き

な
い

。
従

っ
て

基
本

的
に

費
用

の
按

分
率

は
、

1
/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
茶

・茶
菓

子
代

は
、

1
5
0円

/
人

で
十

分
で

あ
り

、
こ

れ
の

1
/
2相

当
分

を
超

え
る

分
を

返
還

対
象

と
す

る
。

番
号

1
の

茶
菓

子
代

は
、

約
2
37

円
/人

(1
1
,8

5
8÷

5
0
=2

3
7.

1
6)

と
な

る
。

番
号

2
の

お
茶

は
6
月

分
を

含
む

と
な

っ
て

お
り

、
こ

の
約

3
1円

/
人

(1
2,

0
04

÷
3
90

=
3
0
.7

79
)を

合
わ

せ
る

と
、

6
/8

の
会

合
で

は
、

2
6
8円

/
人

の
茶

・茶
菓

子
が

供
さ

れ
た

こ
と

に
な

る
。

す
る

と
こ

の
6
/8

分
の

金
額

か
ら

返
還

さ
れ

る
べ

き
金

額
は

、
(2

6
8-

7
5)

×
5
0
=9

,6
5
0
(円

)と
な

り
、

こ
れ

を
便

宜
上

全
額

番
号

1の
充

当
金

額
か

ら
返

還
さ

せ
る

。
番

号
2
は

、
6
/
8分

と
し

て
使

用
し

た
分

を
除

く
金

額
［
12

,0
0
4
-3

1
×

50
=
10

,4
5
4
(円

)］
の

1
/
2の

5
,2

2
7
(円

)を
返

還
対

象
と

す
る

。

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：円

）

数
量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：円

）
按

分 率

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/2

以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

番
号

3
は

、
本

来
広

報
紙

(誌
)発

行
費

に
入

れ
る

べ
き

と
思

う
が

そ
の

こ
と

は
無

視
す

る
。
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結
論

　
　

茶
菓

子
代

に
つ

い
て

は
④

と
し

、
他

は
、

按
分

率
を

1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
8
,3

1
2
(円

)

7
.石

井
邦

一

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1

4
-
4
7
6

H
2
6

4
/
1
0

意
見

交
換

会
(県

政
報

告
会

)茶
菓

子
購

入

於
け

る
常

陸
太

田
市

西
金

砂
神

社

大
福

@
1
1
0
円

×
3
0
、

ま
ん

じ
ゅ

う
@

7
0
円

×
1
0
、

ま
ん

じ
ゅ

う
@

1
0
0
円

×
1
0
、

ケ
ー

キ
@

1
7
0
円

×
5

2
0

5
,8

5
0

5
,8

5
0

1
/
1

5
,8

5
0

4
,3

5
0

2

5
-
4
5
1

5
/
2
3

林
業

政
策

と
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入

会
場

不
明

ブ
ッ

セ
@

1
3
0
円

×
1
0
、

シ
ュ

ー
ク

リ
ー

ム
@

1
3
0
円

×
2
0

3
0

3
,9

0
0

3
,9

0
0

1
/
1

3
,9

0
0

1
,9

5
0

3
5
-
4
5
2

5
/
2
6

県
政

報
告

会
案

内
用

ポ
ス

タ
ー

印
刷

？
1
4
7
,9

6
0

1
4
7
,9

6
0

1
/
2

7
3
,9

8
0

0

4
5
-
4
5
3

5
/
2
6

県
政

報
告

会
案

内
用

チ
ラ

シ
印

刷
・
デ

ザ
イ

ン
デ

ザ
イ

ン
費

も
含

む
が

印
刷

費
と

し
た

？
1
4
5
,8

0
0

1
4
5
,8

0
0

1
/
2

7
2
,9

0
0

0

5
5
-
4
5
4

5
/
2
6

県
政

報
告

会
案

内
発

送
用

封
筒

印
刷

？
6
4
,2

6
0

6
4
,2

6
0

1
/
2

3
2
,1

3
0

0

6
6
-
4
5
6

6
/
3
0

県
政

報
告

書
印

刷
・
デ

ザ
イ

ン
デ

ザ
イ

ン
費

も
含

む
が

印
刷

費
と

し
た

？
5
8
3
,2

0
0

5
8
3
,2

0
0

2
/
3

3
8
8
,8

0
0

9
7
,2

0
0

7
9
-
4
6
3

9
/
3
0

県
政

報
告

会
資

料
印

刷
・
デ

ザ
イ

ン
デ

ザ
イ

ン
費

も
含

む
が

印
刷

費
と

し
た

1
7
2
,8

0
0

1
7
2
,8

0
0

1
/
2

8
6
,4

0
0

0

計
1
,1

1
4
,0

2
0

9
,7

5
0

1
,1

2
3
,7

7
0

-
6
6
3
,9

6
0

1
0
3
,5

0
0

評
価

　
　

結
論

　
　

茶
菓

子
代

に
つ

い
て

は
⑤

と
し

、
他

は
、

按
分

率
を

1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
1
0
3
,5

0
0
(円

)

8
.西

野
一

デ
ー

タ

作
成

印
刷

ビ
デ

オ

撮
影

編
集

・

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ

作
成

手
数

料
会

場
費

機
材

費
発

送
費

茶
・
茶

菓
子

代
計

1
4
-
4
7
7

H
2
6

4
/
1

県
政

報
告

会
案

内
用

切
手

購
入

@
8
2
円

×
3
0

2
,4

6
0

2
,4

6
0

1
/
1

2
,4

6
0

1
,2

3
0

2
4
-
4
7
8

4
/
2
4

県
政

報
告

会
案

内
用

切
手

購
入

@
8
2
円

×
5
0

4
,1

0
0

4
,1

0
0

1
/
1

4
,1

0
0

2
,0

5
0

3
9
-
4
6
4

9
/
2
7

県
政

報
告

会
お

茶
購

入
@

1
2
0
円

×
7
2
-
1
4
0
円

7
0

8
,5

0
0

8
,5

0
0

1
/
1

8
,5

0
0

4
,2

5
0

4
9
-
4
6
5

9
/
2
7

県
政

報
告

会
お

茶
購

入
4
5

5
,5

9
2

5
,5

9
2

1
/
1

5
,5

9
2

2
,7

9
6

5
1
0
-
4
6
7

1
0
/
1

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(9
/
3
0
開

催
分

)
領

収
書

は
お

茶
代

と
し

て
い

る
3
0

5
,9

1
8

5
,9

1
8

1
/
1

5
,9

1
8

3
,6

6
8

6
1
0
-
4
6
8

1
0
/
4

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

お
い

し
い

お
茶

@
1
5
0
円

×
2
7
、

菓

子
3
,0

0
0
円

2
7

7
,0

5
0

7
,0

5
0

1
/
1

7
,0

5
0

5
,0

2
5

7
1
0
-
4
6
9

1
0
/
1
0

県
政

報
告

会
お

茶
購

入
お

い
し

い
お

茶
@

1
2
0
円

×
6
0

6
0

7
,2

0
0

7
,2

0
0

1
/
1

7
,2

0
0

3
,6

0
0

8
1
0
-
4
7
0

1
0
/
1
1

県
政

報
告

会
菓

子
購

入
4
0

3
,1

2
5

3
,1

2
5

1
/
1

3
,1

2
5

1
,5

6
2

計
6
,5

6
0

3
7
,3

8
5

4
3
,9

4
5

-
4
3
,9

4
5

2
4
,1

8
1

評
価

　
　

結
論

　
　

茶
菓

子
代

に
つ

い
て

は
③

と
し

、
他

は
、

按
分

率
を

1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
2
4
,1

8
1
(円

)　
(各

費
用

と
も

1
円

未
満

切
り

捨
て

)

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

返
還

請
求

金

額
(円

)

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考

③
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1
/
2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
④

　
茶

・
茶

菓
子

代
は

、
1
5
0
円

/
人

で
十

分
で

あ
り

、
こ

れ
の

1
/
2
相

当
分

を
超

え
た

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）

数
量

番 号

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
番

号
6
は

、
本

来
広

報
紙

(誌
)発

行
費

に
入

れ
る

べ
き

と
思

う
が

そ
の

こ
と

は
無

視
す

る
。

③
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1
/
2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
④

　
上

記
は

、
番

号
3
～

5
,7

の
按

分
率

が
1
/
2
と

な
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
も

明
ら

か
で

あ
る

。
⑤

　
茶

・
茶

菓
子

代
は

、
1
5
0
円

/
人

で
十

分
で

あ
り

、
こ

れ
の

1
/
2
相

当
分

を
超

え
た

分
を

返
還

対
象

と
す

る
。

当
該

茶
菓

子
は

、
お

茶
か

い
と

間
違

え
て

い
る

よ
う

な
内

容
で

あ
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1
/
2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
③

　
茶

・
茶

菓
子

代
は

、
1
5
0
円

/
人

で
十

分
で

あ
り

、
こ

れ
の

1
/
2
相

当
分

を
超

え
た

分
を

返
還

対
象

と
す

る
。

(番
号

5
,6

)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

閲
　

覧

資
料

頁
支

払
日
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9.
岡

田
拓

也

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
10

-
5
0
4

H
26

1
0
/8

県
政

報
告

会
会

場
借

用
高

萩
中

央
公

民
館

1
,9

80
1
,9

8
0

1
/
1

1,
9
8
0

9
9
0

2
10

-
5
0
5

1
0
/
15

県
政

報
告

会
会

場
借

用
高

萩
中

央
公

民
館

1
,0

20
1
,0

2
0

1
/
1

1,
0
2
0

5
1
0

3
10

-
5
0
6

1
0
/
15

県
政

報
告

会
案

内
状

郵
送

@
92

円
×

32
通

、
@

77
円

×
1,

23
7通

98
,1

93
98

,1
93

1
/
1

9
8,

1
93

4
9
,0

9
6

計
3
,0

00
98

,1
93

1
01

,1
9
3

-
1
0
1,

1
9
3

5
0
,5

9
6

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
5
0,

5
96

(円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

10
.村

上
典

男

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
7
-
4
58

H
2
6

7
/
1

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
切

手
購

入
@

5
2
円

×
5
0
0

26
,0

00
26

,0
00

1
/
1

2
6,

0
00

1
3
,0

0
0

2
8
-
4
13

8
/
10

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

@
8
2
円

×
5
5
0

45
,1

00
45

,1
00

1
/
1

4
5,

1
00

2
2
,5

5
0

3
9
-
4
66

9
/
3

県
政

報
告

会
・
記

念
講

演
会

案
内

追
加

発
送

切
手

購
入

@
8
2
円

×
7
0
0

-
57

,4
00

57
,4

00
1
/
1

5
7,

4
00

2
8
,7

0
0

4
12

-
2
4
4

1
2
/
25

県
政

報
告

会
及

び
講

演
会

案
内

状
発

送
@

6
7
円

×
1
5
2　

区
内

特
別

10
,1

84
10

,1
84

1
/
2

5,
0
9
2

0
5

12
-
2
4
5

1
2
/
25

県
政

報
告

会
及

び
講

演
会

案
内

状
発

送
@

6
7
円

×
8
4
7　

区
内

特
別

56
,7

49
56

,7
49

1
/
2

2
8,

3
74

0
6

12
-
2
4
6

1
2
/
25

県
政

報
告

会
及

び
講

演
会

案
内

状
発

送
@

6
7
円

×
6
8
0、

@
8
2
円

×
14

6
57

,5
32

57
,5

32
1
/
2

2
8,

7
66

0
7

12
-
2
4
7

1
2
/
29

県
政

報
告

会
及

び
講

演
会

案
内

状
発

送
用

切
手

購
入

@
8
2
円

×
3
0

2
,4

6
0

2
,4

6
0

1
/
2

1,
2
3
0

0
8

12
-
2
4
8

1
2
/
29

県
政

報
告

会
及

び
講

演
会

案
内

文
書

・封
筒

印
刷

各
5,

00
0

1
3
1
,2

2
0

1
31

,2
2
0

1
/
2

6
5,

6
10

0
9

12
-
2
4
9

1
2
/
29

県
政

報
告

会
及

び
講

演
会

案
内

文
書

封
入

・発
送

代
行

2
,9

8
2

2
44

,5
2
4

2
44

,5
2
4

1
/
2

1
2
2,

2
6
2

0

計
1
3
1
,2

2
0

4
99

,9
4
9

6
31

,1
6
9

-
3
7
9,

8
3
4

6
4
,2

5
0

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
6
4,

2
50

(円
)

11
.星

田
弘

司

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

H
26

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

切
手

購
入

@
8
2
円

×
1
0
5

-
8
,6

1
0

8
,6

1
0

1
/
1

8,
6
1
0

4
,3

0
5

地
区

調
査

報
告

書
発

送
切

手
購

入
@

6
7
円

×
1
1
2(

区
内

特
別

)
-

7
,5

0
4

7
,5

0
4

1
/
1

7,
5
0
4

3
,7

5
2

2
8
-4

1
4

8
/
11

県
政

報
告

会
会

場
・
機

材
借

用
於

け
る

ホ
テ

ル
グ

ラ
ン

ド
東

雲
?

66
,0

00
左

に
含

む
66

,0
00

1
/
1

6
6,

0
00

3
3
,0

0
0

3
9
-4

6
7

9
/
9

県
政

報
告

会
会

場
借

用
於

け
る

ホ
テ

ル
グ

ラ
ン

ド
東

雲
?

42
,2

80
42

,2
80

1
/
1

4
2,

2
80

2
1
,1

4
0

計
1
0
8
2
80

16
,1

14
1
24

,3
9
4

-
1
2
4,

3
9
4

6
2
,1

9
7

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1
/
2
と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
6
2,

1
97

(円
)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

1
4
-4

7
9

4
/
16

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1
/
2と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1
/
2以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
③

　
番

号
3は

、
番

号
4
以

下
が

按
分

率
を

1
/2

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
も

按
分

率
を

1
/2

と
す

る
べ

き
で

あ
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1
/
2以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
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12
.磯

崎
久

喜
雄

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
5-

45
5

H
26

5/
26

県
政

報
告

会
資

料
コ

ピ
ー

拡
大

75
6

75
6

1/
1

75
6

37
8

2
5-

45
6

5/
26

県
政

報
告

会
資

料
コ

ピ
ー

拡
大

75
6

75
6

1/
1

75
6

37
8

計
1,

51
2

1,
51

2
-

1,
51

2
75

6

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
75

6(
円

)

13
.田

口
伸

一

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
6-

47
7

H
26

6/
14

県
政

報
告

会
案

内
状

は
が

き
購

入
@

52
円

×
23

0
11

,9
60

11
,9

60
1/

1
11

,9
60

5,
98

0
2

6-
47

8
6/

14
県

政
報

告
会

案
内

状
は

が
き

購
入

@
52

円
×

19
4

10
,0

88
10

,0
88

1/
1

10
,0

88
5,

04
4

3
6-

47
9

6/
16

県
政

報
告

会
案

内
状

は
が

き
及

び
切

手
購

入
@

52
円

×
19

5、
@

12
0×

10
、

@
82

円
×

30
13

,8
00

13
,8

00
1/

1
13

,8
00

6,
90

0

4
6-

48
0

6/
16

県
政

報
告

会
案

内
状

は
が

き
購

入
@

52
円

×
85

4,
42

0
4,

42
0

1/
1

4,
42

0
2,

21
0

5
6-

48
1

6/
19

県
政

報
告

会
案

内
状

は
が

き
購

入
@

52
円

×
10

52
0

52
0

1/
1

52
0

26
0

6
11

-3
85

11
/1

0
県

政
活

動
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(1

0/
4開

催
分

)
Ｊ

Ｃ
Ｂ

カ
ー

ド
払

い
62

8,
64

1
8,

64
1

1/
1

8,
64

1
4,

32
0

計
40

,7
88

8,
64

1
49

,4
29

-
49

,4
29

24
,7

14

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
24

,7
14

(円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

14
.小

川
一

成

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
9-

46
8

H
26

9/
15

県
政

報
告

会
会

場
借

用
於

け
る

乙
子

集
落

セ
ン

タ
ー

2,
00

0
2,

00
0

1/
1

2,
00

0
1,

00
0

菓
子

9種
類

7,
44

8
7,

44
8

1/
1

バ
ナ

ナ
4,

17
4

4,
17

4
1/

1
3

10
-4

71
10

/2
5

県
政

報
告

会
会

場
借

用
於

け
る

乙
子

集
落

セ
ン

タ
ー

2,
00

0
2,

00
0

1/
1

2,
00

0
1,

00
0

計
4,

00
0

11
,6

22
15

,6
22

-
15

,6
22

8,
37

2

評
価

　
　

結
論

　
　

菓
子

代
に

つ
い

て
は

②
と

し
、

他
は

、
按

分
率

を
1/

2と
し

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
金

額
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

8,
37

2(
円

)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

の
た

め
の

資
料

作
成

に
要

す
る

費
用

も
按

分
率

は
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

2
9-

46
9

9/
15

県
政

報
告

会
菓

子
購

入
70

11
,6

22
6,

37
2

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

茶
・茶

菓
子

代
は

、
15

0円
/人

で
十

分
で

あ
り

、
こ

れ
の

1/
2に

相
当

す
る

分
を

超
え

た
分

を
返

還
対

象
と

す
る

。
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15
.鈴

木
定

幸

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
10

-4
36

H
26

10
/3

0
県

政
活

動
報

告
印

刷
・折

り
込

み
折

込
み

を
含

む
が

印
刷

費
に

入
れ

た
？

54
0,

00
0

54
0,

00
0

1/
1

54
0,

00
0

27
0,

00
0

2
11

-3
60

11
/1

8
県

政
活

動
報

告
郵

送
(メ

ー
ル

便
)

@
30

円
×

12
,7

50
？

38
2,

50
0

38
2,

50
0

1/
2

19
1,

25
0

0
3

12
-2

35
12

/7
県

政
活

動
報

告
印

刷
・折

り
込

み
(1

1月
発

行
分

)
折

込
み

を
含

む
が

印
刷

費
に

入
れ

た
？

47
7,

90
0

47
7,

90
0

1/
2

23
8,

95
0

0

計
1,

01
7,

90
0

38
2,

50
0

1,
40

0,
40

0
-

97
0,

20
0

27
0,

00
0

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
27

0,
00

0(
円

)

16
.先

崎
光

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
4-

48
0

H
26

4/
5

県
政

活
動

報
告

会
会

場
借

用
(4

/1
3P

M
開

催
)

那
珂

市
C

.C
研

修
室

50
0

50
0

1/
1

50
0

25
0

2
4-

48
1

4/
8

県
政

報
告

会
用

資
料

デ
ジ

カ
メ

写
真

プ
リ

ン
ト

57
0

57
0

1/
1

57
0

28
5

3
4-

48
2

4/
8

県
政

報
告

会
用

資
料

コ
ピ

ー
1,

50
0

1,
50

0
1/

1
1,

50
0

75
0

4
4-

48
3

4/
9

県
政

報
告

会
会

場
借

用
(4

/1
3A

M
開

催
)

那
珂

市
C

.C
　

多
目

的
ホ

ー
ル

6,
60

0
6,

60
0

1/
1

6,
60

0
3,

30
0

5
4-

48
4

4/
12

県
政

活
動

報
告

会
と

意
見

交
換

会
茶

菓
子

購
入

(4
/1

3分
)

@
15

0円
44

2
66

,3
00

66
,3

00
1/

1
66

,3
00

33
,1

50
6

4-
48

5
4/

12
県

政
活

動
報

告
会

と
意

見
交

換
会

茶
菓

子
購

入
(4

/1
3分

)
@

10
0円

(お
茶

の
み

)
44

2
44

,2
00

44
,2

00
1/

1
44

,2
00

22
,1

00
7

4-
48

6
4/

13
県

政
報

告
会

プ
ロ

ジ
ェ

ク
タ

ー
借

用
(4

/1
3)

分
2,

00
0

2,
00

0
1/

1
2,

00
0

1,
00

0
8

4-
48

7
4/

13
県

政
報

告
会

用
資

料
コ

ピ
ー

1,
30

0
1,

30
0

1/
1

1,
30

0
65

0
9

4-
48

8
4/

17
県

政
報

告
会

用
V

T
R

カ
メ

ラ
等

機
材

借
用

(4
/1

3分
)

報
告

会
映

像
中

継
の

た
め

11
6,

80
0

11
6,

80
0

1/
1

11
6,

80
0

58
,4

00
10

4-
48

9
4/

23
県

政
活

動
報

告
会

と
意

見
交

換
会

場
借

用
(4

/2
3分

)
な

か
健

康
セ

ン
タ

ー
10

,0
00

10
,0

00
1/

1
10

,0
00

5,
00

0
11

4-
49

0
4/

30
県

政
活

動
報

告
会

と
意

見
交

換
会

茶
菓

子
購

入
(4

/3
0分

)
@

22
7円

　
事

務
所

20
4,

54
0

4,
54

0
1/

1
4,

54
0

3,
04

0
12

5-
45

7
5/

1
県

政
活

動
報

告
会

と
意

見
交

換
会

茶
菓

子
購

入
@

20
0円

8
1,

60
0

1,
60

0
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60

0
80

0
72

11
-3

93
11

/1
0

県
政

活
動

報
告

書
発

送
用

切
手

購
入

@
52

円
×

30
0

15
,6

00
15

,6
00

1/
1

15
,6

00
7,

80
0

73
11

-3
94

11
/1

4
県

政
活

動
報

告
会

案
内

状
は

が
き

購
入

(@
52

円
×

12
00

?)
62

,4
00

62
,4

00
1/

1
62

,4
00

31
,2

00
74

11
-3

95
11

/1
4

県
政

活
動

報
告

会
案

内
状

は
が

き
購

入
@

52
円

×
80

0
41

,6
00

41
,6

00
1/

1
41

,6
00

20
,8

00
75

11
-3

96
11

/1
7

県
政

活
動

報
告

書
発

送
用

切
手

購
入

@
52

円
×

30
0

15
,6

00
15

,6
00

1/
1

15
,6

00
7,

80
0

76
11

-3
97

11
/1

9
県

政
活

動
報

告
会

お
茶

購
入

@
12

7円
　

横
堀

事
務

所
32

4,
06

0
4,

06
0

1/
1

4,
06

0
2,

03
0

77
11

-3
98

11
/1

9
県

政
活

動
報

告
書

発
送

用
切

手
購

入
1,

80
4

1,
80

4
1/

1
1,

80
4

90
2

78
11

-3
99

11
/1

9
県

政
活

動
報

告
書

発
送

用
切

手
購

入
8,

28
2

8,
28

2
1/

1
8,

28
2

4,
14

1
79

1-
30

3
H
27

1/
5

県
政

活
動

報
告

書
発

送
ラ

ベ
ル

用
紙

購
入

87
4

87
4

1/
1

87
4

43
7

80
1-

30
4

1/
5

県
政

活
動

報
告

書
発

送
ラ

ベ
ル

用
紙

購
入

1,
72

8
1,

72
8

1/
1

1,
72

8
86

4
81

1-
30

5
1/

14
県

政
活

動
報

告
書

発
送

用
切

手
購

入
@

52
円

×
10

0
5,

20
0

5,
20

0
1/

1
5,

20
0

2,
60

0
82

2-
37

8
2/

5
県

政
活

動
報

告
(第

16
号

）新
聞

折
込

み
？

95
,9

34
95

,9
34

1/
1

95
,9

34
47

,9
67

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量
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デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

83
2-

37
9

H
27

2/
25

県
政

活
動

報
告

会
資

料
コ

ピ
ー

2,
27

0
2,

27
0

1/
1

2,
27

0
1,

13
5

84
3-

39
2

3/
9

県
政

活
動

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
15

0円
　

横
堀

事
務

所
26

3,
90

0
3,

90
0

1/
1

3,
90

0
1,

95
0

85
3-

39
3

3/
22

県
政

活
動

報
告

会
と

意
見

交
換

会
茶

菓
子

購
入

@
26

0円
　

横
堀

事
務

所
25

6,
50

0
6,

50
0

1/
1

6,
50

0
4,

62
5

計
19

,9
28

27
,0

00
79

,8
00

14
6,

49
2

30
2,

85
8

43
3,

17
0

1,
00

9,
24

8
-

1,
00

9,
24

8
53

5,
75

8

評
価

　
　

結
論

　
　

茶
菓

子
代

に
つ

い
て

は
④

と
し

、
他

は
、

按
分

率
を

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
53

5,
75

8(
円

)　
（各

費
用

と
も

1円
未

満
切

り
捨

て
)

17
.宮

崎
勇

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
6-

48
2

H
26

6/
10

お
茶

購
入

(6
/2

1分
)

@
10

8円
24

0
25

,9
20

25
,9

20
1/

1
25

,9
20

12
,9

60
2

6-
48

3
6/

19
お

茶
購

入
@

10
8円

24
0

25
,9

20
25

,9
20

1/
1

25
,9

20
12

,9
60

3
6-

48
4

6/
28

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
切

手
購

入
切

手
購

入
@

82
円

12
,3

00
12

,3
00

1/
1

12
,3

00
6,

15
0

4
6-

48
5

6/
30

県
政

報
告

会
会

場
利

用
(6

/2
1分

)
ダ

イ
ヤ

モ
ン

ド
ホ

ー
ル

(6
/2

1)
-

24
0,

45
0

24
0,

45
0

1/
1

24
0,

45
0

12
0,

22
5

計
24

0,
45

0
12

,3
00

51
,8

40
30

4,
59

0
-

30
4,

59
0

15
2,

29
5

評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
15

2,
29

5(
円

)

18
.石

塚
仁

太
郎

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
4-

49
1

H
26

4/
17

県
政

活
動

報
告

会
会

場
借

用
(4

/2
0分

)
5,

00
0

5,
00

0
1/

1
5,

00
0

2,
50

0
2

5-
46

1
5/

22
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
(5

/2
5分

)
12

5
11

,3
40

11
,3

40
1/

1
11

,3
40

3
5-

46
2

5/
22

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(5
/2

5分
)

12
5

20
,3

47
20

,3
47

1/
1

20
,3

47
4

6-
48

6
6/

5
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
(6

/1
0分

)
23

0
20

,8
00

20
,8

00
1/

1
20

,8
00

5
6-

48
7

6/
6

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(6
/1

0分
)

23
5

25
,0

00
25

,0
00

1/
1

25
,0

00
6

6-
48

8
6/

6
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(6

/1
0分

)
23

5
4,

32
0

4,
32

0
1/

1
4,

32
0

7
6-

48
9

6/
8

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

(6
/1

0分
)

5
45

0
45

0
1/

1
45

0
8

6-
49

0
6/

8
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(6

/1
0分

)
23

5
8,

93
0

8,
93

0
1/

1
8,

93
0

9
6-

49
1

6/
8

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(6
/1

0分
)

23
5

8,
63

6
8,

63
6

1/
1

8,
63

6
10

7-
46

2
7/

29
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(7

/3
1分

)
9

1,
50

0
1,

50
0

1/
1

1,
50

0
11

7-
46

3
7/

31
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
(7

/3
1分

)
25

2,
25

0
2,

25
0

1/
1

2,
25

0
12

7-
46

4
7/

31
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(7

/3
1分

)
16

2,
74

3
2,

74
3

1/
1

2,
74

3
13

9-
44

5
9/

9
写

真
プ

リ
ン

ト
（県

政
活

動
報

告
作

成
の

た
め

)
デ

ジ
タ

ル
　

Ｌ
版

39
1,

47
4

1,
47

4
1/

1
1,

47
4

73
7

14
10

-4
97

10
/1

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(1
0/

2分
)

@
28

3円
45

12
,7

50
12

,7
50

1/
1

12
,7

50
9,

37
5

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

22
,3

12

50
,5

10

4,
61

8

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
③

　
表

中
に

県
政

活
動

報
告

書
を

発
送

又
は

折
込

み
の

費
用

が
多

項
目

に
渡

り
記

載
さ

れ
て

い
る

。
本

来
こ

れ
ら

は
、

広
報

紙
(誌

)発
行

費
に

計
上

さ
れ

る
べ

き
と

思
わ

れ
る

が
こ

の
こ

と
は

無
視

す
る

。
④

　
茶

・茶
菓

子
代

は
、

15
0円

/人
で

十
分

で
あ

り
、

こ
れ

の
1/

2に
相

当
す

る
分

を
超

え
た

分
を

返
還

請
求

と
す

る
。

(番
号

11
,1

2,
17

,1
8,

22
,3

4,
40

,5
3,

85
)

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

@
25

3円

@
28

8円
岩

井
公

民
館

,生
子

農
業

改
善

セ
ン

タ
ー

@
26

0円

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率
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デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

15
10

-4
98

H
26

10
/3

0
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
(1

1/
1分

)
70

4,
32

0
4,

32
0

1/
1

4,
32

0
16

10
-4

99
10

/3
1

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(1
1/

1分
)

70
20

,9
00

20
,9

00
1/

1
20

,9
00

17
11

-4
00

11
/4

県
政

報
告

会
茶

菓
子

・飲
み

物
購

入
(1

1/
7分

）
@

29
0円

　
生

子
地

区
公

民
館

30
8,

70
7

8,
70

7
1/

1
8,

70
7

6,
45

7
18

11
-4

01
11

/8
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(1

1/
9分

)
@

29
6円

　
弓

田
3区

公
民

館
10

0
29

,6
00

29
,6

00
1/

1
29

,6
00

22
,1

00

19
3-

39
5

H
27

3/
4

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(3
/6

分
)

(事
務

所
に

て
)

お
茶

@
84

円
×

17
5、

チ
ョ

コ
パ

イ
9個

入
り

39
袋

×
29

0　
@

16
1円

17
5

28
,0

90
28

,0
90

1/
1

28
,0

90

20
3-

39
6

3/
4

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(3
/6

分
)

@
33

円
　

事
務

所
17

5
5,

44
3

5,
44

3
1/

1
5,

44
3

21
3-

39
7

3/
4

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(3
/6

分
)

@
17

円
　

事
務

所
17

5
2,

89
1

2,
89

1
1/

1
2,

89
1

計
1,

47
4

5,
00

0
21

9,
01

7
22

5,
49

1
-

22
5,

49
1

16
1,

87
8

評
価

　
　

結
論

　
　

茶
・茶

菓
子

代
は

③
と

し
、

他
は

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
16

1,
87

8(
円

)　
(各

費
用

と
も

1円
未

満
切

り
捨

て
)

19
.白

田
信

夫

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
10

-5
00

H
26

10
/2

2
県

政
報

告
会

会
場

借
用

(1
0/

25
,1

0/
26

,1
1/

8分
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50
0

-
23

8,
50

0
99

,7
50

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
は

費
用

の
按

分
率

は
、

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

②
　

番
号

25
は

、
本

来
広

報
紙

(誌
)発

行
費

に
入

れ
る

べ
き

と
思

う
が

そ
の

こ
と

は
無

視
す

る
。

③
　

少
人

数
の

会
を

行
っ

て
い

る
が

、
こ

の
程

度
の

会
合

で
あ

れ
ば

公
共

施
設

の
利

用
も

十
分

考
え

ら
れ

る
は

ず
で

あ
る

。
当

該
ホ

ー
ル

は
(株

)地
域

お
こ

し
研

究
所

が
事

業
者

で
当

該
議

員
は

そ
の

代
表

を
務

め
る

と
の

情
報

も
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
上

に
あ

る
。

(資
料

17
)

そ
の

様
な

関
係

で
当

該
施

設
を

利
用

す
る

の
で

あ
ろ

う
か

。
会

場
費

が
利

用
者

の
人

数
に

対
し

て
不

規
則

に
な

っ
て

い
る

点
も

異
常

で
あ

る
。

15
,1

7人
で

1万
円

と
2万

円
が

あ
り

、
22

,2
4,

25
,2

6人
で

1万
円

が
あ

る
か

と
思

う
と

21
,2

5,
29

人
で

3万
円

と
い

う
も

の
も

あ
る

。
又

、
41

人
に

な
る

と
5万

円
に

急
騰

す
る

の
も

解
せ

な
い

と
こ

ろ
で

あ
る

。
こ

う
し

た
不

審
が

解
明

さ
れ

な
い

限
り

会
場

費
の

支
出

は
認

め
ら

れ
な

い
。

④
　

高
級

な
会

場
で

飲
み

物
を

購
入

す
る

た
め

30
0円

/人
と

な
っ

て
い

る
。

会
場

費
を

認
め

な
い

以
上

普
通

に
調

達
し

う
る

と
考

え
る

価
格

の
15

0円
程

度
で

十
分

で
あ

る
。

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率
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評
価

　
　

結
論

　
　

上
表

の
と

お
り

と
し

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

返
還

請
求

金
額

　
9
9
,7

5
0
(円

)

2
2
.本

澤
徹

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
5
-
4
6
3

H
2
6

5
/
1
5

県
政

活
動

報
告

会
(案

内
状

発
送

)切
手

購
入

@
8
2
円

×
4
9

4
,0

1
8

4
,0

1
8

1
/
1

4
,0

1
8

2
,0

0
9

計
4
,0

1
8

4
,0

1
8

4
,0

1
8

2
,0

0
9

評
価

　
　

結
論

　
　

上
記

の
按

分
率

と
し

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
金

額
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

2
,0

0
9
(円

)

2
3
.島

田
幸

三

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
7
-
4
6
6

H
2
6

7
/
3
0

県
政

活
動

報
告

書
制

作
・
印

刷
製

作
費

も
含

む
が

印
刷

費
に

入
れ

た
6
5
8
,8

0
0

6
5
8
,8

0
0

1
/
1

6
5
8
,8

0
0

3
2
9
,4

0
0

計
6
5
8
,8

0
0

6
5
8
,8

0
0

-
6
5
8
,8

0
0

3
2
9
,4

0
0

評
価

　
　

結
論

　
　

上
記

の
按

分
率

と
し

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
金

額
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

3
2
9
,4

0
0
(円

)

2
4
.葉

梨
衛

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
5
-
4
6
7

H
2
6

5
/
2
9

県
政

報
告

会
案

内
状

は
が

き
購

入
@

5
2
円

×
2
0
0

1
0
,4

0
0

1
0
,4

0
0

1
/
1

1
0
,4

0
0

5
,2

0
0

計
1
0
,4

0
0

1
0
,4

0
0

-
1
0
,4

0
0

5
,2

0
0

評
価

　
　

結
論

　
　

上
記

の
按

分
率

と
し

、
こ

れ
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
金

額
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

5
,2

0
0
(円

)

2
5
.荻

津
和

良

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・
茶

菓
子

代
計

1
4
-
4
9
3

H
2
6

4
/
1
2

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
9
1
円

3
0

2
,7

4
1

2
,7

4
1

1
/
1

2
,7

4
1

1
,3

7
0

2
4
-
4
9
4

4
/
1
2

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

@
1
2
0
円

3
0

3
,5

8
5

3
,5

8
5

1
/
1

3
,5

8
5

1
,7

9
2

3
4
-
4
9
5

4
/
1
9

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

@
1
1
7
円

7
0

8
,1

7
6

8
,1

7
6

1
/
1

8
,1

7
6

4
,0

8
8

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
は

費
用

の
按

分
率

は
、

1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
番

号
1
は

、
単

な
る

県
政

報
告

と
は

異
な

っ
た

特
殊

な
テ

ー
マ

を
持

っ
た

会
合

で
あ

る
か

ら
会

場
費

の
按

分
率

1
/
1
を

そ
の

ま
ま

と
す

る
。

但
し

、
茶

菓
代

1
5
0
円

/
人

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。
③

　
番

号
2
は

、
県

政
報

告
も

行
っ

て
い

る
が

番
号

1
と

同
様

の
評

価
と

し
、

会
場

費
の

按
分

率
1
/
1
を

そ
の

ま
ま

と
す

る
。

但
し

、
茶

菓
代

は
1
5
0
円

/
人

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。
④

　
番

号
3
は

、
茶

菓
子

代
の

1
5
0
円

/
人

の
1
/
2
相

当
分

を
超

え
る

分
と

会
場

費
の

1
/
2
を

超
え

る
分

を
返

還
対

象
と

す
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

（
誌

）
発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1
/
2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

（
誌

）
発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
上

記
は

、
本

来
広

報
紙

(誌
)発

行
費

に
入

れ
る

べ
き

と
思

う
が

そ
の

こ
と

は
無

視
す

る
。

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

（
誌

）
発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
基

本
的

に
費

用
の

按
分

率
は

、
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
政

策
広

報
活

動
が

①
の

と
お

り
で

あ
る

か
ら

、
こ

れ
を

目
的

と
し

た
会

合
へ

の
招

待
状

の
類

に
要

し
た

費
用

も
按

分
率

を
1
/
2
以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）
按

分 率
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デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

4
4-

49
6

H
26

4/
21

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
20

9円
12

2,
51

5
2,

51
5

1/
1

2,
51

5
1,

61
5

5
4-

49
7

4/
28

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
22

2円
　

事
務

所
25

5,
54

1
5,

54
1

1/
1

5,
54

1
3,

66
6

6
4-

49
8

4/
28

県
政

報
告

会
案

内
状

用
は

が
き

購
入

@
52

円
×

30
0

15
,6

00
15

,6
00

1/
1

15
,6

00
7,

80
0

7
5-

46
4

5/
19

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(5
/1

9,
5/

20
分

)
@

22
1円

25
5,

52
2

5,
52

2
1/

1
5,

52
2

3,
64

7
8

5-
46

5
5/

24
県

政
報

告
会

茶
菓

子
購

入
(5

/2
4,

5/
25

分
)

@
19

9円
40

7,
96

4
7,

96
4

1/
1

7,
96

4
4,

96
4

9
5-

46
6

5/
30

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

@
11

2円
30

3,
37

0
3,

37
0

1/
1

3,
37

0
1,

68
5

10
6-

49
2

6/
1

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

15
3,

06
0

3,
06

0
1/

1
3,

06
0

11
6-

49
3

6/
3

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

15
2,

03
6

2,
03

6
1/

1
2,

03
6

12
6-

49
4

6/
9

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(6
/1

2,
6/

13
分

)
30

5,
92

3
5,

92
3

1/
1

5,
92

3
13

6-
49

5
6/

9
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
(6

/1
2,

6/
13

分
)

30
3,

14
7

3,
14

7
1/

1
3,

14
7

14
6-

49
6

6/
11

県
政

報
告

会
茶

菓
子

・飲
み

物
購

入
(6

/1
4,

6/
15

分
)

@
35

4円
20

7,
08

1
7,

08
1

1/
1

7,
08

1
5,

58
1

15
6-

49
7

6/
16

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
20

0円
20

3,
99

7
3,

99
7

1/
1

3,
99

7
2,

49
7

16
6-

49
8

6/
19

県
政

報
告

会
案

内
状

用
は

が
き

購
入

@
52

円
×

25
1,

30
0

1,
30

0
1/

1
1,

30
0

65
0

17
6-

49
9

6/
19

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
24

4円
10

2,
43

5
2,

43
5

1/
1

2,
43

5
1,

68
5

18
6-

50
0

6/
22

県
政

報
告

会
茶

菓
子

・飲
み

物
購

入
@

35
7円

20
7,

13
7

7,
13

7
1/

1
7,

13
7

5,
63

7
19

6-
50

1
6/

22
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
(6

/2
3,

6/
24

分
)

@
11

3円
30

3,
40

2
3,

40
2

1/
1

3,
40

2
1,

70
1

20
6-

50
2

6/
27

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

(6
/2

8分
)

@
19

9円
20

3,
97

5
3,

97
5

1/
1

3,
97

5
2,

47
5

21
6-

50
3

6/
29

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

(6
/2

9,
6/

30
分

)
@

14
8円

40
5,

90
7

5,
90

7
1/

1
5,

90
7

2,
95

3
22

6-
50

4
6/

29
建

設
活

動
報

告
会

案
内

状
は

が
き

購
入

@
52

円
×

30
1,

56
0

1,
56

0
1/

1
1,

56
0

78
0

23
7-

46
7

7/
31

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
23

0円
20

4,
60

8
4,

60
8

1/
1

4,
60

8
3,

10
8

24
8-

43
6

8/
9

県
政

報
告

会
茶

菓
子

購
入

@
11

7円
　

於
け

る
事

務
所

10
2,

34
4

2,
34

4
1/

1
2,

34
4

1,
17

2
25

8-
43

7
8/

15
県

政
報

告
会

案
内

状
発

送
用

切
手

購
入

@
52

円
×

10
、

@
82

円
×

10
0

8,
72

0
8,

72
0

1/
1

8,
72

0
4,

36
0

26
8-

43
8

8/
19

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
切

手
購

入
@

52
円

×
10

0
5,

20
0

5,
20

0
1/

1
5,

20
0

2,
60

0
27

8-
43

9
8/

21
県

政
報

告
会

飲
み

物
購

入
@

65
円

10
0

6,
50

0
6,

50
0

1/
1

6,
50

0
3,

25
0

28
9-

50
3

9/
18

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

@
11

8円
50

5,
89

3
5,

89
3

1/
1

5,
89

3
2,

94
6

29
10

-5
01

10
/3

県
政

報
告

会
飲

み
物

購
入

(1
0/

16
分

)
？

?
5,

74
4

5,
74

4
1/

1
5,

74
4

2,
87

2
30

10
-5

02
10

/9
県

政
報

告
会

案
内

状
は

が
き

購
入

@
52

円
×

10
0

5,
20

0
5,

20
0

1/
1

5,
20

0
2,

60
0

計
37

,5
80

11
2,

60
3

15
0,

18
3

-
15

0,
18

3
88

,2
85

評
価

　
　

結
論

　
　

茶
・茶

菓
子

代
に

つ
い

て
は

③
と

し
、

他
は

上
表

の
金

額
の

按
分

率
を

全
て

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
返

還
請

求
金

額
　

88
,2

85
(円

)　
(各

費
用

と
も

1円
未

満
切

り
捨

て
)

政
策

広
報

費
計

上
分

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

2,
73

1,
46

6(
円

)　
(各

費
用

と
も

1円
未

満
切

り
捨

て
)

以
下

の
1件

は
、

事
務

費
に

計
上

さ
れ

た
も

の
で

あ
る

が
、

県
政

報
告

会
の

案
内

状
関

連
の

費
用

で
あ

り
、

政
策

広
報

費
と

同
列

に
扱

う
べ

き
も

の
で

あ
る

。
よ

っ
て

按
分

率
を

1/
2と

し
、

こ
れ

を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

村
上

典
男

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
手

数
料

会
場

費
機

材
費

発
送

費
茶

・茶
菓

子
代

計

1
4-

17
4

H
26

4/
20

県
政

報
告

会
案

内
状

発
送

用
切

手
及

び
は

が
き

購
入

@
82

円
×

40
0　

'@
52

円
×

50
35

,4
00

35
,4

00
１

/1
35

,4
00

17
,7

00

計
35

,4
00

35
,4

00
-

35
,4

00
17

,7
00

事
務

費
計

上
分

(政
策

広
報

費
関

連
)返

還
請

求
金

額
会

派
計

　
17

,7
00

(円
)

政
策

広
報

費
関

連
返

還
請

求
金

額
会

派
合

計
　

　
2,

74
9,

16
6(

円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)　
[政

策
広

報
費

計
上

分
　

2,
73

1,
46

6(
円

)　
事

務
費

計
上

分
　

17
,7

00
(円

)]

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

@
34

0円

@
30

2円

3,
97

1

6,
82

0

①
　

政
策

広
報

活
動

が
広

報
紙

(誌
)発

行
と

同
様

、
そ

の
目

的
に

党
派

、
議

員
の

宣
伝

を
含

ん
で

い
る

こ
と

は
否

定
で

き
な

い
。

従
っ

て
費

用
の

按
分

率
は

、
1/

2以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

②
　

政
策

広
報

活
動

が
①

の
と

お
り

で
あ

る
か

ら
、

こ
れ

を
目

的
と

し
た

会
合

へ
の

招
待

状
の

類
に

要
し

た
費

用
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

さ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
③

　
茶

・茶
菓

子
代

は
、

15
0円

/人
で

十
分

で
あ

り
、

こ
れ

の
1/

2相
当

分
を

超
え

る
分

を
返

還
対

象
と

す
る

。

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番 号
閲

　
覧

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：円
）

按
分 率



 

72 

 

別
紙

３
２

（全
２

頁
）

平
成

28
年

4月
8日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
平

成
26

年
度

自
民

県
政

ク
ラ

ブ
政

務
活

動
費

支
出

【政
策

広
報

費
】評

価

1.
臼

井
平

八
郎

返
還

請
求

金
額

は
、

1円
未

満
切

り
捨

て
。

交
通

費
会

場
費

茶
・茶

菓
子

代
計

1
95

H
26

5/
18

県
西

(県
政

の
誤

記
?)

報
告

会
及

び
地

区
座

談
会

逆
井

公
民

館
3,

00
0

3,
00

0
1/

1
3,

00
0

1,
50

0
-

2
96

5/
18

上
記

用
お

茶
・茶

菓
子

購
入

73
30

,9
20

30
,9

20
1/

1
30

,9
20

25
,4

45
42

4
3

97
5/

25
県

西
(県

政
の

誤
記

?)
報

告
会

及
び

地
区

座
談

会
逆

井
公

民
館

3,
00

0
3,

00
0

1/
1

3,
00

0
1,

50
0

-
4

98
5/

25
上

記
用

お
茶

・茶
菓

子
購

入
71

30
,8

66
30

,8
66

1/
1

30
,8

66
25

,5
41

43
5

5
17

5
6/

1
県

西
(県

政
の

誤
記

?)
報

告
会

並
び

に
地

区
座

談
会

逆
井

公
民

館
3,

00
0

3,
00

0
1/

1
3,

00
0

1,
50

0
-

6
17

1
6/

1
上

記
用

お
茶

・茶
菓

子
購

入
14

5
65

,4
76

65
,4

76
1/

1
65

,4
76

54
,6

01
45

2
7

17
2

6/
3

お
茶

・茶
菓

子
購

入
(6

/3
開

催
分

用
)

開
催

場
所

不
明

72
31

,7
19

31
,7

19
1/

1
31

,7
19

26
,3

19
44

1
8

17
6

6/
22

県
西

(県
政

の
誤

記
?)

報
告

会
並

び
に

地
区

座
談

会
逆

井
公

民
館

3,
00

0
3,

00
0

1/
1

3,
00

0
1,

50
0

-
9

17
3

6/
22

上
記

用
お

茶
・茶

菓
子

購
入

13
6

61
,3

22
61

,3
22

1/
1

61
,3

22
51

,1
22

45
1

10
17

7
6/

29
県

西
(県

政
の

誤
記

?)
報

告
会

並
び

に
地

区
座

談
会

逆
井

公
民

館
3,

00
0

3,
00

0
1/

1
3,

00
0

1,
50

0
-

11
17

4
6/

29
上

記
用

お
茶

・茶
菓

子
購

入
18

1
81

,8
05

81
,8

05
1/

1
81

,8
05

68
,2

30
45

2
12

23
8

7/
5

お
茶

・茶
菓

子
購

入
(7

/5
開

催
分

用
)

開
催

場
所

不
明

13
0

58
,8

94
58

,8
94

1/
1

58
,8

94
49

,1
44

45
3

13
23

9
7/

6
お

茶
・茶

菓
子

購
入

(7
/6

開
催

分
用

)
開

催
場

所
不

明
10

4
47

,0
43

47
,0

43
1/

1
47

,0
43

39
,2

43
45

2
14

24
3

7/
12

県
西

(県
政

の
誤

記
?)

報
告

会
並

び
に

地
区

座
談

会
逆

井
公

民
館

3,
00

0
3,

00
0

1/
1

3,
00

0
1,

50
0

-
15

24
0

7/
12

上
記

用
お

茶
・茶

菓
子

購
入

12
5

56
,4

33
56

,4
33

1/
1

56
,4

33
47

,0
58

45
2

16
24

4
7/

13
県

西
(県

政
の

誤
記

?)
報

告
会

並
び

に
地

区
座

談
会

逆
井

公
民

館
3,

00
0

3,
00

0
1/

1
3,

00
0

1,
50

0
-

17
24

1
7/

13
上

記
用

お
茶

・茶
菓

子
購

入
23

5
10

6,
03

6
10

6,
03

6
1/

1
10

6,
03

6
88

,4
11

45
1

18
24

2
7/

25
お

茶
・茶

菓
子

購
入

(7
/2

5開
催

分
用

)
開

催
場

所
不

明
97

44
,7

39
44

,7
39

1/
1

44
,7

39
37

,4
64

46
1

19
41

3
10

/1
1

県
西

(県
政

の
誤

記
?)

報
告

会
並

び
に

地
区

座
談

会
逆

井
公

民
館

3,
00

0
3,

00
0

1/
1

3,
00

0
1,

50
0

-
20

41
2

10
/1

1
上

記
用

お
茶

・茶
菓

子
購

入
77

35
05

6
35

05
6

1/
1

35
05

6
29

,2
81

45
5

21
46

5
11

/1
9

県
西

(県
政

の
誤

記
?)

報
告

会
並

び
に

地
区

座
談

会
逆

井
公

民
館

3,
00

0
3,

00
0

1/
1

3,
00

0
1,

50
0

-
22

46
4

11
/1

9
上

記
用

お
茶

・茶
菓

子
購

入
13

2
59

,7
78

59
,7

78
1/

1
59

,7
78

49
,8

78
45

3

計
27

,0
00

71
0,

08
7

73
7,

08
7

-
73

7,
08

7
60

5,
23

7

評
価

　
　

結
論

　
　

お
茶

・茶
菓

子
代

の
一

人
当

た
り

15
0円

の
1/

2と
会

場
費

の
1/

2を
認

め
、

こ
れ

ら
を

超
え

る
分

は
返

還
請

求
す

る
。

　
返

還
請

求
金

額
　

60
5,

23
7(

円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

番 号
資

料
頁

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

按
分

前
費

用
詳

細
（円

）
返

還
請

求
金

額
(円

)
支

払
日

①
　

政
策

広
報

活
動

の
目

的
に

会
派

或
は

議
員

の
宣

伝
が

あ
る

か
ら

、
合

理
的

理
由

が
な

い
限

り
按

分
率

は
、

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
従

っ
て

こ
れ

に
関

係
す

る
費

用
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
③

　
参

考
欄

(円
未

満
四

捨
五

入
)に

あ
る

と
お

り
、

お
茶

・茶
菓

子
代

が
次

頁
に

記
載

す
る

飯
田

智
男

議
員

の
そ

れ
に

比
べ

て
際

立
っ

て
高

額
で

あ
る

。
こ

の
価

格
で

あ
れ

ば
弁

当
を

提
供

す
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る

。
飯

田
議

員
と

同
額

と
は

い
か

な
い

ま
で

も
、

一
人

当
た

り
15

0円
で

十
分

で
あ

ろ
う

。

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

参
考

一
人

当
た

り
金

額
(円

)
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2.
飯

田
智

男
返

還
請

求
金

額
は

、
1円

未
満

切
り

捨
て

。

交
通

費
会

場
費

茶
・茶

菓
子

代
計

1
99

H
26

5/
17

茶
菓

子
購

入
(県

政
報

告
会

5/
1開

催
分

)
お

茶
63

円
×

16
4

10
,3

32
10

,3
32

1/
1

10
,3

32
5,

16
6

63
2

10
0

5/
22

茶
菓

子
購

入
(県

政
報

告
会

5/
24

開
催

分
)

お
茶

64
円

×
10

5
6,

72
0

6,
72

0
1/

1
6,

72
0

3,
36

0
64

3
10

1
5/

22
茶

菓
子

購
入

(県
政

報
告

会
5/

24
開

催
分

)
お

茶
64

円
×

10
5

6,
72

0
6,

72
0

1/
1

6,
72

0
3,

36
0

64
4

10
2

5/
22

茶
菓

子
購

入
(県

政
報

告
会
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催
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菓
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1
4,
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3
8/

3
茶

菓
子

購
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政

報
告

会
8/

3開
催

分
)

お
茶

60
円

×
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、
　

1,
00

0は
菓

子
代

3,
40

0
3,
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0

1/
1

3,
40

0
1,

70
0

85
16

30
4

8/
24

茶
菓

子
購

入
(県

政
報

告
会

8/
24

開
催

分
)

お
茶

60
円

×
50

、
　

80
0は

菓
子

代
3,
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0

3,
80

0
1/

1
3,

80
0

1,
90

0
76

17
41

4
10

/2
6

菓
子

購
入

(県
政

報
告

会
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/2
6開

催
分

)
お

茶
60

×
70

、
4,

20
0

4,
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0
1/

1
4,

20
0

2,
10

0
60

計
0

91
,8

69
91

,8
69

-
91

,8
69

45
,9

33

評
価

　
　

結
論

　
　

全
て

按
分

率
1/

2を
超

え
る

分
を

返
還

請
求

す
る

。
　

返
還

請
求

金
額

　
45

,9
33

(円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

65
1,

17
0(

円
)　

(各
費

用
と

も
1円

未
満

切
り

捨
て

)

按
分

前
費

用
詳

細
（円

）
按

分 率
番 号

資
料

頁
支

払
日

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

備
　

　
　

考
数

量

①
　

政
策

広
報

活
動

の
目

的
に

会
派

或
は

議
員

の
宣

伝
が

あ
る

か
ら

、
合

理
的

理
由

が
な

い
限

り
按

分
率

は
、

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
従

っ
て

こ
れ

に
関

係
す

る
費

用
も

按
分

率
を

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

参
考

一
人

当
た

り
金

額
(円

)
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別
紙

３
３

（
全

2
頁

）
平

成
2
8年

5
月

2
日

平
成

26
年

度
茨

城
県

議
会

公
明

党
議

員
会

政
務

活
動

費
支

出
【政

策
広

報
費

と
そ

の
関

連
費

】評
価

1
.井

手
義

弘

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
Ｄ

Ｖ
Ｄ

作
成

交
通

費
人

件
費

広
報

パ
ネ

ル
計

1
1
-
30

4
H
2
6

5
/
7

ビ
デ

オ
撮

影
・
編

集
・ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(北

茨
城

撮
影

分
)

請
求

書
1-

3
0
5
参

照
1
式

1
6
,2

0
0

1
6
,2

0
0

5
,4

0
0

3
7
,8

00
1
/
1

3
7
,8

0
0

3
7
,8

0
0

⑥
⑦

6/
1
7

ビ
デ

オ
撮

影
(6

月
議

会
一

般
質

問
・
高

崎
)

1
式

1
6
,2

0
0

〃
ビ

デ
オ

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
)

1
式

1
6
,2

0
0

〃
ビ

デ
オ

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(医

療
費

削
減

)
1
式

1
6
,2

0
0

3
1
-
65

5
7
/
1

県
議

会
報

告
Ｄ

Ｖ
Ｄ

作
成

（
6月

一
般

質
問

)
請

求
書

1-
6
5
6
参

照
20

0
5
,4

0
0

6
9
,1

2
0

7
4
,5

20
1
/
1

7
4
,5

2
0

7
4
,5

2
0

③

4
1
-
65

7
7/

2
2

ビ
デ

オ
撮

影
・
編

集
・ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(田

村
議

会
報

告
会

)
請

求
書

1-
6
5
8
参

照
1
6
,2

0
0

1
6
,2

0
0

8
,6

4
0

4
1
,0

40
1
/
1

4
1
,0

4
0

4
1
,0

4
0

①

5
1
-
65

9
7/

2
2

ビ
デ

オ
撮

影
・
編

集
・ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(八

島
議

会
報

告
会

)
請

求
書

1-
6
6
0
参

照
1
6
,2

0
0

1
6
,2

0
0

8
,6

4
0

4
1
,0

40
1
/
1

4
1
,0

4
0

4
1
,0

4
0

①

6
1
-
66

1
7/

2
2

ビ
デ

オ
撮

影
・
編

集
・ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(ド

ク
タ

ー
ヘ

リ
視

察
)

請
求

書
1-

6
6
2
参

照
1
6
,2

0
0

1
6
,2

0
0

3
,2

4
0

3
5
,6

40
1
/
1

3
5
,6

4
0

3
5
,6

4
0

①

7
1
-
66

3
7/

2
2

ビ
デ

オ
撮

影
・
編

集
・ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(高

崎
議
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報
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会
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請

求
書
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参

照
1
6
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1
6
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2
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①
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5
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0
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ロ
ー

ド
(女

性
支

援
)　

　
1
6
,2

0
0

〃
ビ

デ
オ

編
集

・
ア

ッ
プ

ロ
ー

ド
(ニ

セ
電

話
詐

欺
)

1
6
,2

0
0

2
-
30

3
9/

1
5

ビ
デ

オ
撮

影
・
(9

月
議

会
代

表
質

問
)

1
6
,2

0
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ロ
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録
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版
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50
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7
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0
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36
7
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40
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1
,9

0
0

5
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0
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0
0

3
5
1
,0

0
0

3
9
4
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0
0

3
4
5
,6

0
0

3
9
,9

6
0

2
1
,6

0
0

2
,6

8
4
,2

60
－

2
,5

8
1
,7

4
0

2
,5

8
1
,7

4
0

評
価

①
 議

会
報

告
会

及
び

議
会

活
動

報
告

の
ビ

デ
オ

撮
影

、
編

集
、

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

は
、

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

が
な

け
れ

ば
単

な
る

記
録

に
過

ぎ
な

い
。

又
、

政
務

活
動

費
の

手
引

に
定

義
さ

れ
た

政
策

広
報

活
動

に
当

た
ら

な
い

。
従

っ
て

支
出

は
認

め
ら

れ
な

い
。

②
 議

場
に

お
け

る
議

員
の

質
問

情
景

の
ビ

デ
オ

撮
影

、
編

集
、

ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

は
、

議
会

の
公

式
ネ

ッ
ト

放
送

も
あ

り
不

要
で

あ
り

、
支

出
は

認
め

な
い

。

③
 議

場
に

お
け

る
議

員
の

質
問

情
景

の
Ｄ

Ｖ
Ｄ

の
作

成
及

び
ダ

ビ
ン

グ
は

、
②

と
同

様
認

め
な

い
。

更
に

政
策

枚
数

も
少

な
く

特
定

の
者

を
対

象
と

し
た

情
報

提
供

手
段

で
あ

る
の

で
認

め
な

い
。

④
 視

察
に

お
い

て
レ

ポ
ー

タ
を

使
用

し
て

い
る

が
、

議
員

自
ら

が
レ

ポ
ー

タ
で

あ
る

べ
き

で
あ

り
こ

の
費

用
は

認
め

な
い

。

⑤
 議

員
選

挙
区

近
傍

地
区

の
活

動
記

録
誌

は
、

限
定

し
た

市
民

（
公

明
党

関
係

者
）
に

渡
さ

れ
る

も
の

で
あ

り
一

般
性

が
な

く
、

党
派

の
活

動
記

録
誌

に
止

ま
る

も
の

で
あ

る
か

ら
支

出
を

認
め

な
い

。

⑥
 目

的
、

活
用

の
実

態
不

明
の

た
め

支
出

を
認

め
な

い
。

⑦
 カ

メ
ラ

マ
ン

を
帯

同
し

て
の

撮
影

は
認

め
な

い
。

自
ら

が
撮

影
す

べ
き

で
あ

る
。

注
記

　

　
　

結
論

　
　

全
て

の
活

動
に

つ
い

て
全

額
返

還
請

求
と

す
る

。
　

　
返

還
請

求
金

額
　

2,
5
8
1
,7

4
0
(円

)

充
当

金
額

(円
)

支
払

日

2
1
-
48

3

1
1

2
-
30

1

番
号

4
8
,6

00

備
　

　
　

考

1
3

1
7

返
還

請
求

理
由

(下
記

評
価

の
該

当
番

号
)

番
号

1
9
の

デ
ー

タ
作

成
と

印
刷

の
各

金
額

は
、

政
務

活
動

費
収

支
報

告
書

に
添

付
さ

れ
た

請
求

書
に

記
載

さ
れ

た
金

額
と

相
違

は
な

い
。

こ
の

金
額

の
合

計
は

、
上

表
の

「
充

当
金

額
」
及

び
「
返

還
請

求
金

額
」
欄

の
金

額
と

一
致

し
な

い
。

そ
の

理
由

は
、

上
記

請
求

書
に

記
載

さ
れ

た
合

計
金

額
「
37

3
,6

80
」
が

各
金

額
の

合
計

「
37

3
,6

00
」
と

相
違

し
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。

政
務

活
動

費
収

支
報

告
書

に
は

「
3
73

,6
8
0」

と
し

て
報

告
さ

れ
た

。

請
求

書
1-

4
8
4
参

照

請
求

書
2-

3
0
2
参

照

請
求

書
2-

3
0
4
参

照

請
求

書
2-

4
5
1
参

照

4
8
,6

00

按
分 率

数
量

返
還

請
求

金
額

(円
)

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（
単

位
：
円

）

閲
　

覧
資

料
頁

活
　

　
動

　
　

内
　

　
容

1
2

1
/
1

4
8
,6

00

4
8
,6

0
0

4
8
,6

0
0

4
8
,6

0
0

14
9
,0

40

4
8
,6

00
1
/
1

1
4
9
,0

4
0

A
4、

3
6
頁

、
コ

ー
ト
紙

、
両

面
カ

ラ
ー

、
中

綴
じ

請
求

書
3-

5
9
2
,5

9
5
,5

9
9
,

6
0
2
参

照

14
9
,0

40

4
8
,6

0
0

請
求

書
3-

5
9
0
参

照

② ② ② ③ ②

4
8
,6

0
0

4
8
,6

0
0

4
8
,6

0
0

1
/
1

1
/
1

4
8
,6

0
0

1
/
1
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2
.八

島
功

男

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
交

通
費

人
件

費
返

信
計

1
1-

30
6

H
26

5/
14

県
政

報
告

会
参

加
確

認
返

信
用

は
が

き
購

入
@

52
円

×
10

0％
10

0
5,

20
0

5,
20

0
1/

1
5,

20
0

2
,6

00

計
－

5,
20

0
5,

20
0

－
5,

20
0

2
,6

00

評
価

①
 県

政
報

告
会

そ
の

も
の

が
自

己
ア

ピ
ー

ル
の

要
素

を
持

っ
て

い
る

か
ら

按
分

率
は

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

 従
っ

て
、

そ
の

案
内

状
関

連
の

費
用

も
按

分
率

は
1
/2

以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

　
　

結
論

　
　

按
分

率
1/

2
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
2,

60
0
(円

)

返
還

請
求

金
額

会
派

計
　

2,
5
84

,3
40

(円
)

以
下

は
、

事
務

所
費

或
は

会
議

費
に

計
上

さ
れ

た
が

、
政

策
活

動
費

の
一

部
と

考
え

た
方

が
良

い
も

の
で

あ
る

。

1
.八

島
功

男

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
交

通
費

人
件

費
返

信
計

1
1-

31
6

H
26

6/
2

県
政

報
告

会
参

加
確

認
返

信
用

は
が

き
購

入
@

52
円

×
10

0（
事

務
費

）
10

0
5,

20
0

5,
20

0
1/

1
5,

20
0

2
,6

00
2

1-
31

8
6/

4
県

政
報

告
会

参
加

確
認

返
信

用
は

が
き

購
入

@
52

円
×

10
0（

事
務

費
）

10
0

5,
20

0
5,

20
0

1/
1

5,
20

0
2
,6

00

計
10

,4
00

10
,4

00
10

,4
00

5
,2

00

評
価

①
 県

政
報

告
会

そ
の

も
の

が
自

己
ア

ピ
ー

ル
の

要
素

を
持

っ
て

い
る

か
ら

按
分

率
は

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

②
 従

っ
て

、
そ

の
案

内
状

関
連

の
費

用
も

按
分

率
は

1
/2

以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

　
　

結
論

　
　

按
分

率
1/

2
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
5,

20
0
(円

)　
(事

務
費

計
上

分
)

2
.高

崎
進

デ
ー

タ
作

成
印

刷
ビ

デ
オ

撮
影

編
集

・ア
ッ

プ
ロ

ー
ド

Ｄ
Ｖ

Ｄ
作

成
交

通
費

人
件

費
返

信
計

1
1-

46
7

H
26

6/
8

県
政

報
告

会
出

席
者

と
の

意
見

交
換

時
の

お
茶

購
入

（会
議

費
）

1,
78

2
1,

78
2

1/
1

1,
78

2
89

1

計
－

1,
78

2
1,

78
2

-
1,

78
2

89
1

評
価

①
 県

政
報

告
会

そ
の

も
の

が
自

己
ア

ピ
ー

ル
の

要
素

を
持

っ
て

い
る

か
ら

按
分

率
は

1/
2以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。

②
 従

っ
て

、
そ

の
案

内
状

関
連

の
費

用
も

按
分

率
は

1
/2

以
下

と
す

べ
き

で
あ

る
。

　
　

結
論

　
　

按
分

率
1/

2
を

超
え

る
分

を
返

還
請

求
す

る
。

　
　

返
還

請
求

金
額

　
89

1(
円

)　
(会

議
費

計
上

分
)

数
量

番
号

閲
　

覧
資

料
頁

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

番
号

閲
　

覧
資

料
頁

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：
円

）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：
円

）

按
分 率

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

数
量

数
量

按
　

分
　

前
　

費
　

用
　

詳
　

細
　

（単
位

：
円

）

充
当

金
額

(円
)

返
還

請
求

金
額

(円
)

番
号

閲
　

覧
資

料
頁

支
払

日
活

　
　

動
　

　
内

　
　

容
備

　
　

　
考

按
分 率
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別
紙

３
４

平
成

28
年

5月
2日

平
成

26
年

度
民

主
党

茨
城

県
議

会
議

員
団

政
務

活
動

費
(会

費
）評

価

金
額

単
位

：円

議
員

名
番

号
閲

　
覧

資
料

頁
会

の
名

称
参

加
目

的
按

分
率

充
当

金
額

返
還

請
求

金
額

評
価

(適
用

按
分

率
)

長
谷

川
修

平
1

56
6

明
日

の
茨

城
づ

く
り

新
春

の
集

い
県

政
全

般
に

関
す

る
意

見
交

換
1/

9
1/

1
10

,0
00

5,
00

0
賀

詞
交

換
会

は
、

懇
親

の
要

素
が

強
い

(1
/2

)
2

56
7

日
立

市
勤

労
者

協
議

会
20

15
年

新
春

交
流

会
地

域
活

性
化

に
関

す
る

意
見

交
換

*
1/

16
1/

1
7,

00
0

7,
00

0
後

援
団

体
の

要
素

が
強

い
(0

)

計
17

,0
00

12
,0

00

佐
藤

光
雄

1
52

4
日

本
ベ

ト
ナ

ム
協

会
賀

詞
会

－
H

26
12

/2
7

1/
1

7,
00

0
3,

50
0

賀
詞

交
換

会
は

、
懇

親
の

要
素

が
強

い
(1

/2
)

2
56

8
明

日
の

茨
城

づ
く

り
新

春
の

集
い

県
政

全
般

に
関

す
る

意
見

交
換

1/
9

1/
1

10
,0

00
5,

00
0

賀
詞

交
換

会
は

、
懇

親
の

要
素

が
強

い
(1

/2
)

3
56

9
城

里
町

新
春

賀
詞

交
換

会
－

1/
15

1/
1

2,
00

0
1,

00
0

賀
詞

交
換

会
は

、
懇

親
の

要
素

が
強

い
(1

/2
)

4
57

0
茨

城
県

日
中

友
好

協
会

新
春

賀
詞

交
換

会
－

1/
26

1/
1

8,
00

0
4,

00
0

賀
詞

交
換

会
は

、
懇

親
の

要
素

が
強

い
(1

/2
)

5
57

1
茨

城
県

高
退

連
合

新
春

の
集

い
意

見
交

換
会

1/
31

1/
1

5,
00

0
5,

00
0

後
援

団
体

の
要

素
が

強
い

(0
)

計
32

,0
00

18
,5

00

齋
藤

英
彰

1
20

5
教

職
員

県
北

支
部

Ｏ
Ｂ

会
意

見
交

換
会

6/
14

1/
1

5,
00

0
5,

00
0

後
援

会
及

び
政

治
団

体
の

要
素

が
強

い
(0

)
2

48
5

連
合

茨
城

議
員

懇
談

会
年

会
費

－
11

/2
7

1/
1

20
,0

00
20

,0
00

政
治

団
体

の
議

員
寄

合
で

あ
る

(0
)

3
57

2
明

日
の

茨
城

づ
く

り
新

春
の

集
い

県
政

全
般

に
関

す
る

意
見

交
換

1/
9

1/
1

10
,0

00
5,

00
0

賀
詞

交
換

会
は

、
懇

親
の

要
素

が
強

い
(1

/2
)

4
57

3
日

立
市

勤
労

者
協

議
会

20
15

年
新

春
交

流
会

地
域

活
性

化
に

関
す

る
意

見
交

換
*

1/
16

1/
1

7,
00

0
7,

00
0

後
援

団
体

の
要

素
が

強
い

(0
)

5
61

5
自

治
体

議
員

連
合

会
20

15
年

度
会

費
（自

治
労

茨
城

県
本

部
主

催
）

－
2/

13
1/

1
2,

00
0

2,
00

0
後

援
団

体
の

要
素

が
強

い
(0

)

計
44

,0
00

39
,0

00

返
還

請
求

金
額

会
派

合
計

　
69

,5
00

支
払

日

H
27

H
27

H
26

H
27
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別
紙

３
５

平
成

2
8
年

4
月

8
日

平
成

2
6
年

度
茨

城
県

議
会

公
明

党
議

員
会

政
務

活
動

費
支

出
(会

費
）
評

価

議
員

名
番

号
資

料
頁

会
　

費
　

の
　

内
　

容
参

　
加

　
の

　
目

　
的

金
額

(円
）

按
分

率
充

当
金

額
(円

）
返

還
請

求
金

額
(円

）

井
手

義
弘

1
3
-
2
7
8

1
/
9

「
明

日
の

茨
城

づ
く

り
新

春
の

集
い

」
会

費
県

政
に

係
る

意
見

交
換

1
0
,0

0
0

1
/
1

1
0
,0

0
0

5
,0

0
0

2
3
-
2
8
4

1
/
3
0

日
立

市
建

設
塗

装
組

合
新

年
会

会
費

県
政

一
般

、
公

共
事

業
に

関
す

る
意

見
交

換
5
,0

0
0

1
/
1

5
,0

0
0

2
,5

0
0

計
1
5
,0

0
0

1
5
,0

0
0

7
,5

0
0

高
崎

　
進

1
1
-
4
8
5

H
2
6

6
/
2
8

茨
城

県
吉

田
検

察
審

査
協

会
平

成
2
6
年

度
会

費
1
0
,0

0
0

1
/
1

1
0
,0

0
0

1
0
,0

0
0

2
3
-
2
7
9

H
2
7

1
/
9

「
明

日
の

茨
城

づ
く

り
新

春
の

集
い

」
会

費
各

界
各

層
と

の
意

見
交

換
1
0
,0

0
0

1
/
1

1
0
,0

0
0

5
,0

0
0

計
2
0
,0

0
0

-
2
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0

2
2
,5

0
0

評
価

結
論

　
　

　
新

年
会

の
費

用
は

、
1
/
2
を

超
え

る
分

を
、

検
察

審
査

協
会

年
会

費
は

、
全

額
を

返
還

請
求

金
額

と
す

る
。

　
返

還
請

求
金

額
会

派
計

　
2
2
,5

0
0
(円

)

返
還

請
求

金
額

会
派

計

支
払

日

H
2
7

①
　

新
年

会
の

類
は

懇
親

会
の

意
味

合
い

が
強

く
、

会
費

の
ほ

と
ん

ど
は

飲
食

代
で

あ
り

、
具

体
的

な
意

見
交

換
な

ど
期

待
で

き
な

い
も

の
で

あ
る

か
ら

、
按

分
率

は
1
/
2
以

下
と

す
べ

き
で

あ
る

。
②

　
検

察
審

査
協

会
は

、
検

察
審

査
会

制
度

や
裁

判
員

制
度

の
啓

発
の

行
動

を
行

っ
て
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第２ 監査委員の除斥 

 
本件請求においては，平成 26 年度に交付された政務活動費について９会派が返還請

求の対象とされているが，議員のうちから選任された藤島正孝委員及び福地源一郎委

員はこれらの会派のうちの一つに属しており，地方自治法（以下「法」という。）第 199

条の２に定める直接利害関係のある事件に当たるから，除斥とした。 

 

第３ 請求の受理 

 
 平成 28 年５月 11 日に監査委員会議を開催し，本件請求が法第 242 条に規定する法

定要件を備えているか審査を行った結果，法定要件を満たしていると判断して，請求

を正式に受理することを決定した。 
 

第４ 監査の実施 

 
１ 証拠の提出及び陳述 

  法第 242 条第６項の規定に基づき，平成 28 年５月 18 日に証拠の提出及び陳述の

機会を設けたところ，請求人から新たな証拠等が提出されるとともに，陳述がなさ

れた。 
（１） 新たな証拠等の提出（記載は省略） 

    ・資料１ 政務活動費に関する職員措置請求陳述 
    ・資料２  石田進県政報告 Ｎｏ.12 

    ・資料３ 石田進県政報告 Ｎｏ.11 

    ・資料４ 西野はじめ県政活動報告 2014 年 11 月号 

    ・資料５ 戸井田和之・茨城の元気な明日を創る会・人件費推移 

    ・資料６ 戸井田和之議員提出領収書（平成 25 年６月 30 日支払） 

    ・資料７ 戸井田和之議員提出領収書（平成 26 年３月 31 日支払） 

    ・資料８ 戸井田和之議員提出領収書（平成 26 年４月 30 日支払） 

    ・資料９ 戸井田和之議員提出領収書（平成 27 年３月 31 日支払） 

    ・資料 10 公明党井手義弘県議の政務活動費の交通費請求について 

 （２） 陳述の要旨 
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     請求人による陳述の要旨は，おおむね次のとおりであった。 
   ア 政務活動費の支出金額については，手引に支出金額の上限が定められてい

るが，あくまでも上限であり，必要不可欠な最小限の支出におさえられるべ

きである。 
 イ  横山忠市議員の事務所費について，平成 27 年１月以降賃借料が２倍になっ

たというのは理解できない。 
ウ  井手義弘議員の名刺代について，わずか１ヶ月の間に政務活動費として

2,500 枚の名刺の使用を前提とした支出は不当なものである。 
   エ  日本共産党茨城県議会議員団の機器購入について，政務活動以外にも使用

していると思われるので，按分率は２分の１とすべきである。また，10 万円

を超える高級カメラは政務活動に充てるカメラではないので全額認めない。 
   オ 自動車リース費について，リース料の平均値を算出し２分の１という按分

率を想定して，29,000 円／月が認められる金額とし，それを超える部分は返

還すべきである。また，藤島正孝議員については，政務活動での使用として

４分の１のリース料を支出しているが，政務活動が主たる使用目的であるな

らば，４分の１しか使用していないのは問題であるので，全額返還すべきで

ある。 
カ 自民県政クラブのマイクロバス利用に係る支出については，公共交通機関

を利用すべきであり，その差額の返還を求める。 
   キ 公明党の資料購入について，公明新聞は自前で購入すべきと考えるが，情

報収集という点から２分の１の支出は認める。 
   ク 自民党のグループ活動費について，ベトナム視察があるが，23 人が参加し

たにもかかわらず成果等が公表されていないので，意味のない視察である。 
   ケ 広報紙の発行については自己宣伝の部分もあるので，按分率は２分の１以

下とすべきである。 
   コ 人件費について，雇用契約書と勤務実績表は監査委員が直接監査すべきで

ある。 
   サ 井手義弘議員の交通費については，不明な点が多く，間違いなく視察等を

行っているのか，確認すべきである。 
 
２ 監査対象事項 

知事が，平成 26 年度に茨城県議会の各会派に交付した政務活動費のうち，本件請

求において摘示された支出を監査対象事項とした。 
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３ 監査対象機関 
政務活動費の事務を所管する茨城県議会事務局（以下「議会事務局」という。）

を監査対象機関とした。 
 
４ 監査対象機関への監査 

  議会事務局より，以下の監査事項に関する説明聴取を行うとともに，関係書類を

確認し，その結果を分析整理した。 

○監査事項 

（１） 議会事務局における，政務活動費に係る確認体制及び方法 

    ア 収支報告書の提出（翌年度４月 30 日まで）時，どのような確認を行うのか 

    ・支出の根拠となる書類 

    ・政務活動費から支出することの適正性（政務活動に該当する支出内容である

か） 

    ・政務活動費の金額の適正性（按分率等） 

    ・「社会通念上必要かつ相当」についての判断（自動車リース代等） 

    イ その他，政務活動費に関し，各会派に対しどのような確認等を行っているか 

（２） 政務活動費の各経費 

ア 全項目共通 

    ・当該執行が専ら政務活動であることの確認（按分したものにあっては，当該

按分率が適正かの確認） 

イ 人件費 

・雇用及び勤務実態の確認 

ウ 事務所費 

   ・事務所の賃貸借に係る契約内容の確認 

エ 事務費 

・物品購入及びその使途，管理に関する確認 

・事務所で購入する茶菓子に係る使途の確認 

オ 交通費 

・自動車リースに係る契約内容の確認 

カ 視察・研修費 

・当該視察研修の行き先，目的，成果について，政務活動のために行われたも

のであることの確認 

  ・交通費，宿泊費に係る支払についての確認 

キ 資料購入・作成費 

   ・当該資料等が，政務活動のために購入(購読)されたものであることの確認 

ク グループ活動費 

  ・当該活動の行き先，目的，成果について，政務活動のために行われたもので

あることの確認 
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  ・交通費，宿泊費に係る支払についての確認 

ケ 広報紙（誌）発行費 

  ・当該広報紙（誌）等が，政務活動のために発行されたものであることの確

認 

   コ 政策広報費 

     ・当該広報費が，政務活動のために使用されたものであることの確認 

     ・会場使用料，茶菓子等の支払について確認 

   サ 会費 

     ・当該会費の支払が，政務活動のために必要なものであることの確認 

 

５ 監査対象機関の見解 
  請求人の請求内容に対して，監査の中で以下のとおり監査対象機関から説明を聴

取した。 

（１） 政務活動費の執行に対する議会事務局の確認体制と方法について 

議会事務局は，随時，会派又は議員からの相談・問合せに応じるとともに，

会派から当該年度終了後に収支報告書及び領収書等（以下「収支報告書等」と

いう。）の提出を受けたときは，総務課職員（５名）が茨城県政務活動費の交付

に関する条例（以下「条例」という。），茨城県政務活動費の交付に関する条例

施行規程（以下「規程」という。）や政務活動費の手引（以下「手引」という。）

に照らして審査を行い，対象経費の範囲に適合しているか等の確認を行ってい

る。 

具体的な確認作業としては，会派の政務活動費経理責任者が確認した収支報

告書等の内容について，対象となる活動や充当金額，充当割合など，手引の「政

務活動費の支出に当たっての留意事項」に適合しているか確認している。 

なお，収支報告書等の内容確認に当たっては，議員活動の自主性，自律性を

尊重しつつ，必要に応じて支出された経費が議員の調査研究活動に当たるもの

か，会派の政務活動費経理責任者に説明を求め，確認を行っている。 

（２） 会派による確認等について 

政務活動費は，条例に基づき議会の会派に交付されるため，会派の所属議員

が個々に行う政務活動に充当するに当たっては，会派から所属議員に対して，

政務活動に関する包括的な委託を行っている。 

また，会派の政務活動費経理責任者は，政務活動費の執行については，所属

議員に対し事前に指導助言を行うとともに，随時，相談に応じており，所属議

員から収支報告等を受けた際には，その活動目的，充当金額や充当割合などの

内容について，提出を受けた領収書をはじめ活動記録簿や各種契約書等により，



 

82 

 

対象経費の範囲に適合しているかを確認したうえ，会派代表者から承認を受け

ている。 

今般の住民監査請求を受けて，代表者及び経理責任者があらためて請求対象

の各議員に対し聴き取り調査を行うとともに，領収書をはじめ，事務所や自動

車の賃貸借契約書，活動記録簿などの各種関係書類について再度確認を実施し

た。 

（３） 所属議員が１人の会派（以下「１人会派」という。）の議員に対する扱いにつ

いて 

１人会派の議員に対しては，議会事務局が説明の機会を設け，手引の中の留

意事項などについて，詳細に説明している。 

今般の住民監査請求を受けて，議会事務局があらためて請求対象議員に対し

聴き取り調査を行うとともに，領収書をはじめ，事務所や自動車の賃貸借契約

書，活動記録簿などの各種関係書類について再度確認を実施した。 

（４） 請求人の主張する査定の基準について 

本県の政務活動費については，条例，規程や手引で経費の範囲を定めている。 

本件請求において，請求人が主張する第１・４（２）のア（ウ）（３頁）「一

般的に考えて全部又は一部を認め得ない支出」のａ～ｇについては，事実に基

づかない憶測又は推量によるものであるとともに条例，規程や手引の誤った解

釈である。このことをもって請求人の主張するような違法・不当な政務活動費

の使用事実の指摘とは認められない。 

（５） 請求人が不当と主張している支出について 

政務活動費に係る支出については，会派又は議員の責任において適切なる判

断をもって執行され，議長に対し必要な書類は全て提出されており，本件請求

において請求人が支出を認め得ないものとして摘示する個別の案件について，

収支報告書等の確認及び改めて会派からの聞き取り調査を実施するなどした結

果，支出の内容に不当と思われるものはなく，条例，規程及び手引に定める経

費の範囲及び按分割合等に適合していることを確認している。 

以上のことから，条例，規程及び手引に照らし政務活動費として違法，不当

な支出には当たらない。 

なお，１会派から収支報告書等の記載に錯誤があったとして，交通費の一部

について自主的な返還の申出があり，既に納付されていることから，これにつ

いては請求の根拠が失われたものと認識している。 

また，本件請求と議会事務局保管の収支報告書等について内容を照合したと

ころ，請求人が摘示している内容と収支報告書等の内容に相違があることが認
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められた。 

 
６ 関係人調査 

 法第 199 条第８項の規定に基づき，措置請求書で摘示されている案件のうち会派

に対する調査が必要と判断したものについて，関係会派に対し調査への協力を依頼

し，当該案件に係る関係会派の説明資料及び証拠書類について議会事務局を通して

提示を求め，その内容を確認した。 

 

第５ 監査結果 

 

 監査の結果，確認した事項は，以下のとおりである。 

 

１ 政務活動費の概要 

（１） 政務活動費制度の経緯 

平成 11 年に地方分権一括法が成立したことに伴い，地方議員の役割が増大し

たことから，国は，全国都道府県議会議長会や全国市議会議長会の要望を踏ま

えて，地方議会議員の調査活動基盤の充実を図る観点から，平成 12 年に法の一

部を改正し，「調査研究に資するため必要な経費の一部として，会派又は議員に

対し，政務調査費を交付することができる」として，地方議会における会派等

に対する調査研究費等の助成制度を法制化した。 

その後，「地方自治法の一部を改正する法律」が平成 24 年９月５日に公布さ

れ，名称が「政務活動費」に改められ，交付内容が，これまでの「調査研究」

から「調査研究その他の活動」となり使途が拡大された。 

本県においても，平成 13 年４月に「茨城県政務調査費の交付に関する条例」

を制定し，さらに，上記法改正に沿って，平成 24 年 12 月に同条例を改正した。 

（２） 根拠法 

法第 100 条第 14 項は，「普通地方公共団体は，条例の定めるところにより，

その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として，

その議会における会派又は議員に対し，政務活動費を交付することができる。

この場合において，当該政務活動費の交付の対象，額及び交付の方法並びに当

該政務活動費を充てることができる経費の範囲は，条例で定めなければならな

い。」と，また同条第 15 項は，「前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員

は，条例の定めるところにより，当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書
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を議長に提出するものとする。」と，さらに同条第 16 項は，「議長は，第 14 項

の政務活動費については，その使途の透明性の確保に努めるものとする。」と規

定している。 

（３） 根拠条例等の主な内容 

ア 政務活動費を充てることができる経費の範囲（第２条） 

政務活動費は，会派又は議員が実施する調査研究，研修，広報広聴，要請

陳情，住民相談，各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し，

県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(以

下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。 

政務活動費は，別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるも

のとする。 

 

（別表） 

分類 経 費 内 容 

政 

務 

活 

動 

補 

助 

費 

人  件  費 
会派又は議員が政務活動のため雇用する職員及び

臨時職員等に要する経費 

事 務 所 費 
会派又は議員が政務活動のため設置する事務所の

設置及び維持に要する経費 

事  務  費 
会派又は議員が政務活動のため設置する事務所に

おける事務運営に要する経費 

交  通  費 
会派又は議員の政務活動に要する日常的な交通費，

宿泊費等の経費 

調 

査 

・ 

政 

策 

立 

案 

費 

視察・研修費 

会派又は議員が政務活動のため行う視察・研修・講

演会等(共同開催を含む。)に要する経費又は他団体

等が主催する視察・研修・講演会等への議員等の参

加に要する経費 

調 査 委 託 費 
会派又は議員が政務活動のため行う外部団体等へ

の調査研究委託に要する経費 

資 料 購 入 ・ 

作  成  費 

会派又は議員が議会審議や政務活動のため行う図

書等の購入，利用等及び資料作成に要する経費 

要 請 陳 情 等 

活  動  費 

会派又は議員が政務活動のため行う要請陳情活動，

住民相談等に要する経費 

会  議  費 会派又は議員が政務活動のため開催する会議，住民
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相談会等に要する経費 

グ ル ー プ 

活  動  費 

会派又は議員が政務活動のため行う県政に関連す

る議員連盟活動等に要する軽費 

広 

報 

広 

聴 

活 

動 

費 

広 報 紙 ( 誌 ) 

発  行  費 

会派又は議員が政務活動のため行う広報紙(誌)等

の作成・発行に要する経費 

ホームページ

作成・管 理 費 

会派又は議員が政務活動のため行うホームペー

ジ・ブログ等の作成・管理に要する経費 

政 策 広 報 費 
会派又は議員が政務活動のため行う音声による広

報広聴活動に要する経費 

会  費 
会派又は議員が政務活動のため行う各種団体等が

主催する会合等への参加に要する経費 

イ 交付対象（第３条） 

政務活動費は，議会の会派に対し交付するものとする。 

ウ 交付額（第４条） 

各会派に対し交付する政務活動費の月額は，300,000 円に当該会派の所属

議員の数を乗じて得た額とする。 

エ 会派の届出（第５条） 

議員が会派を結成し，政務活動費の交付を受けようとするときは，代表者

及び政務活動費経理責任者を定め，当該会派の代表者は，会派結成届を議会

の議長に提出しなければならない。 

オ 知事への通知（第６条） 

議長は，前条の規定による会派結成届，会派異動届又は会派解散届の提出

があったときは，速やかに知事に通知しなければならない。 

カ 交付の決定等（第７条） 

知事は，前条の規定による通知があったときは，当該通知に係る会派に係

る政務活動費の交付の決定を行い，当該会派の代表者に通知しなければなら

ない。 

キ 交付の方法等（第８条） 

知事は，毎四半期の最初の月に，当該四半期分の政務活動費を交付するも

のとする。ただし，一四半期の途中において議員の任期が満了する場合は，

任期が満了する日の属する月までの月数分の政務活動費を交付する。 

   ク 実費支出の原則等（第９条，規程第５条） 

   ａ 自動車を利用する場合の交通費の算定 

政務活動費に係る支出額は，政務活動に資するための必要な経費の実費
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とする。ただし，議長が別に定めるものについては，実費に代えて，議長

が定める方法により算定した額によることができる。 

自動車を利用する場合の交通費の算定については，条例第９条第１項の

規定により，１キロメートルにつき 24 円とすることができる。 

   ｂ 按分について 

政務活動とそれ以外の活動が混在する場合は，その経費について按分に

よる支出ができるものとし，必要な事項は議長が定めることができる。 

政務活動とそれ以外の活動が混在する場合には，合理的に説明できる割

合によって，支出額を按分するものとする。ただし，合理的に説明できる

割合によって按分することが難しい場合は，次の各号の按分割合を上限と

して算定するものとする。 

（ａ） 政務活動と政党活動や後援会活動等が混在する場合は，２分の１ 

（ｂ） 政務活動と私的活動が混在する場合は，２分の１ 

（ｃ） 政務活動と政党活動や後援会活動等及び私的活動が混在する場合は，

４分の１ 

   ケ 収支報告書等（第 10 条） 

政務活動費の交付を受けた会派の代表者は，当該政務活動費に係る収入及

び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を，別に定める様式により，

当該年度の終了した日の翌日から起算して 30 日以内に議長に提出しなけれ

ばならない。 

収支報告書を提出するときは，政務活動費の支出に係る領収書その他の支

出の事実を証する書類の写しを併せて提出しなければならない。 

   コ 議長の調査及び透明性の確保（第 11 条） 

議長は，政務活動費の適正な使用を確保するため，前条の規定により収支

報告書等が提出されたときは，必要に応じ調査を行うとともに，使途の透明

性の確保に努めるものとする。 

   サ 返還（第 12 条） 

知事は，政務活動費の交付を受けた会派がその年度に交付を受けた政務活

動費の総額から，当該会派がその年度に行った政務活動費に係る支出(第２

条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った

支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は，当該残余の額に相当す

る額の返還を命ずることができる。 

   シ 収支報告書等の保存及び閲覧（第 13 条） 

議長は，第 10 条の規定により提出された収支報告書等を，提出すべき期
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間の末日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならな

い。 

何人も，議長に対し収支報告書等（茨城県議会情報公開条例（平成12年

茨城県条例第 87 号）第７条に規定する不開示情報を除く。）の閲覧を請求す

ることができる。 

   ス 委任（第 14 条） 

この条例に定めるもののほか，政務活動費の交付に関し必要な事項は，議

長が定める。 

 （４） 手引の性格，位置付け 

茨城県議会は，政務調査費制度の運用を明確化するため，平成 20 年６月か

ら議会運営委員会のメンバーにより検討を開始し，平成 21 年 10 月に全会派で

構成する政務調査費検討会を設置し検討した結果，平成 21 年 12 月に条例を改

正するとともに，併せて，政務調査費の使途にあたっての基本的な考え方や留

意事項等を内容とした手引を策定した。 

平成 24 年９月の「地方自治法の一部を改正する法律」の公布に伴い，前回

（平成 21 年）と同じく全会派で構成する政務活動費検討会を設置し，平成 24

年 12 月の条例の改正に併せて，政務活動費の適正な執行を図るための指針で

ある手引の改正を行った。 

 （５） 政務活動費の支出状況等 

平成 26 年度の各会派に係る政務活動費の支出状況については，以下のとお

りである。 

 支出金額及び支出年月日 

    支出日 支出額  (円) 

いばらき自民党 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

143,291,916 円 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 38,700,000 

期外支給 平成 26 年 ５月 15日（木） 600,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 40,500,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 39,600,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 13,200,000 

期外支給 平成 27 年 ２月 16日（月） 26,400,000 

戻入 平成 26 年 ９月 16日（火） -300,000 

戻入 平成 27 年 ５月 26日（火） -15,408,084 

小計   143,291,916 

民主党茨城県議会議員団 第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 4,500,000 
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 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 4,500,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 4,500,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 1,200,000 

17,625,730 円 期外支給 平成 27 年 ２月 16日（月） 3,000,000 

戻入 平成 27 年 ５月 25日（月） -74,270 

小計   17,625,730 

茨城県議会公明党議員会 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 3,600,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 3,600,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 3,600,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 1,200,000 

     13,470,299 円 期外支給 平成 27 年 ２月 16日（月） 2,400,000 

 戻入 平成 27 年 ５月 27日（水） -929,701 

 小計   13,470,299 

自民県政クラブ 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 4,500,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 4,500,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 4,500,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 1,500,000 

17,770,641 円 期外支給 平成 27 年 ２月 16日（月） 3,000,000 

 戻入 平成 27 年 ５月 26日（火） -229,359 

 小計   17,770,641 

日本共産党茨城県議会議員団 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 1,800,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 1,800,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 1,800,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 300,000 

6,988,192 円 期外支給 平成 27 年 ２月 16日（月） 1,800,000 

 戻入 平成 27 年 ５月 26日（火） -511,808 

 
小計   6,988,192 

茨城の元気な明日を創る会 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 900,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 900,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 900,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 300,000 

3,470,213 円 期外支給 平成 27 年 ２月 16日（月） 600,000 

 戻入 平成 27 年 ５月 27日（水） -129,787 



 

89 

 

 
小計   3,470,213 

茨城の未来をつくる会 

 収支報告年月日： 

    平成26年 11月 28日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 900,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 900,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 900,000 

第４期 － - 

2,100,000 円 戻入 平成 26 年 12 月 ２日（火） -600,000 

 
小計   2,100,000 

無所属の会 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年１月 30 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 900,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 900,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 900,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 300,000 

3,000,000 円 小計   3,000,000 

県政研究会 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年１月 30 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 900,000 

第２期 平成 26 年 ７月 15日（火） 900,000 

第３期 平成 26 年 10 月 15 日（水） 900,000 

第４期 平成 27 年 １月 15日（木） 300,000 

3,000,000 円 小計   3,000,000 

誇り高きいばらき研究会 

 収支報告年月日： 

    平成 26 年７月 15 日 

 収支報告額： 

第１期 平成 26 年 ４月 15日（火） 900,000 

第２期 － - 

第３期 －       - 

第４期 － - 

234,881 円 戻入 平成 26 年 10 月 ９日（木） -665,119 

 
小計   234,881 

まごころ一途茨城 

 収支報告年月日： 

    平成 27 年４月 30 日 

 収支報告額： 

期外支給 平成 27 年 ３月 16日（月） 300,000 

戻入 平成 27 年 ５月 27日（水） -300,000 

   

   

0 円 小計   0 

計   210,951,872 

 

２ 監査によって確認した事実 

 （１） 議会事務局における事務処理等について 

ア 条例や手引に係る周知の徹底と理解の促進 
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議会事務局では，毎年度初めに各会派に対し交付決定の通知をする際に，

各会派の経理責任者に対し，手引の留意事項について説明を行っている。 

なお，１人会派の議員や，任期途中の補選等による新任議員に対しては，

別途説明会を設け，手引の内容等について十分な説明を行っている。 

また，会派，議員からの随時の問合せや相談に対し，個別に応じている。 

イ 議長権限に基づく調査 

収支報告書等の提出を受ける議長は，条例第 11 条の規定に基づき，その

報告書等が所定の要件を備えているかどうかを確認することが求められると

ともに，政務活動費が常に制度の趣旨に即して適正な執行が確保されるよう

努める必要があり，会派から収支報告書等の提出があった際，その記載方法，

充当金額や充当割合等が，条例，規程や手引に照らして明らかな誤りがない

かなど，必要に応じて調査を行うこととなっている。 

なお，この調査は，法第 138 条第７項の規定に基づき議会事務局において

行っている。 

ウ 支出の根拠となる書類の確認 

支出実績報告として翌年度の４月 30 日までに提出される「政務活動費収

支報告書」には，その支出の事実を証する書類の写しとして， 

・政務活動費領収書等貼付用紙 

・政務活動費支払証明書 

が添付されており，議会事務局総務課の５名で，提出のあった全ての会派に

係る上記書類の内容確認を，出納整理期間中（５月末まで）の戻入期限に間

に合うように行っている。 

   エ 主な確認事項について 

（ア） 政務活動費から支出することの妥当性 

政務活動費の手引に照らし不適切な支出ではないかを確認し，疑義が

ある場合には会派の経理責任者等に問い合わせるとともに，会派が保管

している雇用契約書等の証拠書類の提示を必要に応じて求めるなどして，

政務活動費による支出の妥当性について確認を行っている。 

    （イ） 支出金額の妥当性 

支出金額の妥当性については，手引の上限額，社会通念，地域性を踏

まえた相場等を考慮し適切かつ総合的に判断している。例えば事務所費

では，必要に応じ事務所の立地場所，築年数，床面積，建物の構造や周

辺の相場等について会派に対し説明を求め，総合的に確認している。 

    （ウ） 按分率の妥当性 

支出金額の按分については，手引の規定に照らし適切に行われている

か判断している。例えば，事務所費で按分率１分の１などの場合には，
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当該事務所が専ら政務活動に使用されていることを客観的に示すよう会

派に対し説明を求めている（後援会事務所が別にある等）。また，按分率 

４分の３など，手引に照らし一般的でない按分率で提出された書類につ

いても同様に確認を行っている。 

    （エ） 収支報告書等の確認 

提出された「政務活動費収支報告書」の金額が正しいかどうかを確認

するため，「政務活動費領収書等貼付用紙」等「支出の事実を証する書類

の写し」の政務活動費支出額を支出項目ごとに集計し，支出総額の確認

等を行っている。 

  オ 包括的な委託の確認 

     包括的な委託は，毎年度４月１日付けで会派代表者から所属議員に対して

「政務活動依頼書」を送付することにより行っており（１人会派を除く。），

議会事務局では，その内容が手引に照らし適切か，それが所属議員全員分あ

るかどうか，といった確認を行っている。また，年度途中に所属議員が増と

なった場合には同様に会派から議員に対し送付されるので，同様の確認を行

っている。 

カ 問合せ等に対する対応 

会派から随時，「政務活動費の対象経費の範囲に適合しているかどうか」

等の問合せがあるが，その都度，手引等の規定に基づき対応している。 

   キ 透明性の確保 

     各会派から提出された収支報告書等を閲覧に供するとともに，収支報告書

については，議会ホームページにおいて公開している。 

（２） 会派における事務処理等について 

ア 政務活動費の使途に係る所属議員への指導 

１人会派以外の会派では，年度初めの会派会議等において，代表者及び経理

責任者が全所属議員に対し，条例，手引により，条例第２条に規定する政務活

動費の経費の範囲や，政務活動と後援会活動等の政務活動以外の活動が混在す

る場合の按分割合，さらには，政務活動費の支出にあたっての人件費，事務所

費，会費といった経費ごとの留意すべき点等を説明している。 

また，所属議員から会派に対し政務活動費への充当の可否や按分割合などの

事項の問合せがあった場合，経理責任者は随時，電話や対面により相談に応じ

ている。 

さらに，所属議員から収支報告等の提出を受けた際には，経理責任者が政務

活動費に充当できる活動内容であるか，按分割合や充当金額について領収書，

活動記録簿及び各種契約書等により確認し，必要な場合は，当該議員に説明を

求めている。 
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イ 政務活動費の使途に疑義が生じた場合の対処法 

所属議員が実際の政務活動を行っていくうえで，政務活動費への充当の可否

や按分割合などについて不明な点がある場合，１人会派以外の会派では，所属

議員が経理責任者に相談し，必要に応じて会派代表者との協議を経て対処する。 

そのうえでなお判断に迷う場合は，議会事務局に問い合わせることにより，

会派として判断をしている。 

また，１人会派について同様の案件がある場合，議会事務局に問い合わせる

ことにより判断している。 

ウ 会派から所属議員への政務活動の包括的委託状況 

政務活動費は，条例の規定に基づき会派に交付されることとなっているため，

１人会派以外の会派では，各所属議員に対し，年度当初に，手引に基づく様式

により政務活動の包括的委託を行っており，所属議員が個々に政務活動費を充

当することを認めている。 

 （３） 請求人が職員措置請求において摘示した支出について 

     請求人が，職員措置請求の中で違法，不当な支出として摘示した案件につ

いて，議会事務局への聴き取り，領収書類等の確認を行うとともに，必要に

応じて関係会派に対し説明資料及び支出証拠書等の提示を求め，調査したと

ころ，事務手続は条例，規程及び手引に則り適正であった。 

     また，本件請求と収支報告書等を照合確認した結果，以下のとおり請求人

の主張する政務活動費への充当額，返還請求額に関係すると思料される相違

箇所等が認められた。 

【本件請求と収支報告書等の相違内容一覧】（抜粋）           （円） 

別紙 

番号 
議員名 項目名 

番号

等 

相 違 

箇 所 
本件請求 

収 支 

報告書等 
備  考 

返還請求額

への影響 

４ 井手義弘 人件費 １ 雇用目的 

党政策提

言とりま

とめ・資

料整理補

助 

県議会公

明党政策

提言取り

まとめ資

料整理補

助他 

－ － 

〃 〃 〃 2～3 〃 

党政策広

報紙発

行・資料

整 理 

茨城県議

会公明党

政策広報

誌発行・

資料整理

のため 

－ － 

６ 細谷典男 事務所費 － 按分率 １／１ １／２ 

支出証拠書では H26.4～

12 月の按分率が 1/2 となっ

ている。 

-85,000 

７ 稲葉貴大 
広報紙(誌) 

発行費 
－ 

按分率 

(H26.11 月) 
１／１ １／２ 

支出証拠書ではH26.11月

の按分率が 1/2 となってい

る。 

-162,945 
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８ 大谷 明 事務所費 － 按分率 １／１ １／２ 

支出証拠書では H26.4～9

月の按分率が 1/2 となって

いる。 

-143,693 

10 加藤明良 事務費 ３ 支出金額 2,876 2,877 － － 

〃 川津 隆 〃 ５ 
支出年月日 

 

名 目 

H26.5.2 

事務所用

茶菓子代 

H26.7.14 

来客用茶

菓子代 

支出証拠書では「来客用

茶菓子代」と記載されてい

る。 

-1,385 

〃 星田弘司 〃 １ 名 目 
事務所 

茶菓子代 

事務所 

茶菓子代

(来客用) 

支出証拠書では「事務所

茶菓子代(来客用)」と記載

されている。 

-620 

11 井手義弘 〃 ２ 
金 額 

(印刷代) 
18,720 17,820 － － 

22 

茨城県 

議 会 

公明党 

議員会 

会 派 

視察・ 

研修費 
１ 

 

費用別費用 

(按分率 1/1) 

 

 

 

返還請求 

金  額 

費用内容等 

視察交通費

(現地でのレ

ンタカー？) 

充当金額 

63,160 

 

63,160 

 

－ 
本件請求以外の支出分が

混入している。 
-63,160 

26 西條昌良 
広報紙(誌) 

発行費 
1～6 議員名 西條昌良 本澤 徹 － － 

29 井手義弘 〃 ７ 部数・枚数等 400 23,000 － － 

〃 〃 〃 15 
按分前費用

詳  細 

データ 

作 成 

129,600 

印 刷

153,600 

データ 

作 成 

86,400 

印 刷

196,800 

－ － 

31 加藤明良 
政策広報

費 
８ 〃 

データ 

作 成 

43,200 

按 分 率

１／１ 

データ 

作 成 

86,400 

按 分 率

１／２ 

－ － 

〃 桜井富夫 〃 １ 〃 
会場費 

94,950 

会場費 

72,360 

茶・茶 

菓子代 

22,590 

－ － 

33 井手義弘 〃 ８ 活動内容 

ビデオ撮

影・編

集・アッ

プロード

（ドクタ

ーヘリ視

察） 

ビデオ撮

影・編

集・アッ

プロード

（日立防

災フォー

ラム） 

－ － 

 返還請求額への影響計 -456,803 

 （４） 交通費の返還について 

     交通費（ガソリン代，高速料金）の一部に関し，１会派から返還の申出が

あり，議会事務局が返還手続を行ったことについて，関係書類により以下の

とおり収納済であることを確認した。従って，県に損害は生じていないこと

が認められた。 

返還申出日 平成 28 年５月 24 日 
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返還の内容 

（下表参照） 

ガソリン代（25 件）  42,360 円 

高速料金 （11 件）  15,000 円 

 計   （36 件）  57,360 円 

返還の理由  収支報告書等の記載に錯誤があった。 

調定決議票起票日  平成 28 年５月 25 日 

返還金収納日  平成 28 年５月 26 日 

 

【返還された交通費】                         （円） 

議員名 支払日 活 動 内 容 種 別 支払額 
按 分 

率 
充当額 

返 還 

請求額 
返還額 

井手義弘 H26.5.4 

内原イオンショッピングセ

ンターで茨城県議会公明党

の議会報告，日立市ＪＲ常陸

多賀駅とマルト滑川ショッ

ピングセンターで茨城県議

会公明党議会報告 

ガソリン 2,112 － 2,112 2,112 1,056 

高速代 780 － 780 780 390 

〃 H26.5.14 

ＪＲ常陸多賀駅で県議会報

告 

県議会公明党政務調査会（県

議選への統一政策検討，包括

地域ケアシステム研究会の

資料検討など） 

原子力安全対策課より東海

第２原発の安全審査申請な

どについてヒアリング 

ガソリン 2,016 － 2,016 1,008 1,008 

高速代 1,990 － 1,990 995 995 

〃 H26.5.15 

ＪＲ日立駅で県議会報告 

ＮＴＢアワード 2014 に出席

し，小売業の経営環境につい

て聴き取り 

県議会公明党政調会（6月議

会への対応，県議選の統一政

策検討） 

（行き先：日立市内，水戸市

内，県議会） 

ガソリン 2,112 － 2,112 1,056 1,056 

高速代 1,370 － 1,370 685 685 

〃 H26.6.14 
県議選の統一政策などを検

討（県議会公明党政調会） 
ガソリン 1,944 － 1,944 1,944 1,944 

〃 H26.7.4 

土木委員会県内調査（日立港

東京ガスエネルギー基地の

建設状況調査） 

つくば市内で政調会開催（県

議選の政策検討会） 

常陸大宮市内で県議会報告 

ガソリン 4,848 － 4,848 4,848 2,424 

高速代 3,800 － 3,800 3,800 1,900 

〃 H26.7.6 

田村けい子県議の県政報告

会をつくば市内で開催 

八島いさお県議の県政報告

会を土浦市内で開催 

ガソリン 5,304 － 5,304 5,304 5,304 

高速代 2,960 － 2,960 2,960 2,960 
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〃 H26.7.7 

県議会公明党政調会（県議選

の統一政策，9月議会の質問

内容などについて検討，小美

玉市内で開催） 

在宅医療を進める医師との

意見交換 

ガソリン 3,480 － 3,480 1,740 1,740 

高速代 1,120 － 1,120 560 560 

〃 H26.7.9 

県議会で県議選の統一政策

などを協議 

樫村千秋前日立市長と意見

交換 

うのしまビラを訪問，原田管

主と意見交換 

かみね動物園でＺＯＯジー

ンズ視察 

ガソリン 2,568 1/2 1,284 642 1,284 

〃 H26.7.11 
県議選に関する会派の統一

政策のとりまとめ 
ガソリン 1,944 － 1,944 1,944 1,944 

〃 H26.9.7 県議政策検討会(水戸市内) 
ガソリン 1,968 － 1,968 1,968 1,968 

高速代 550 － 550 550 550 

〃 H26.11.1 

日立市十王町合併 10 周年記

念式典 

ひたちなか市長本間もとき

氏と意見交換(子育て支援の

充実などについて) 

ガソリン 1,872 － 1,872 936 936 

〃 H27.1.5 

JR 水戸駅北口で県議会報告

会 

JA いばらきに新春の挨拶，

米価下落問題などについて

意見交換 

JR 土浦駅西口で県議会報告 

つくば市内(TX つくば駅で

県議会報告 

茨城県地方創生本部につい

て政策審議監よりヒアリン

グ(県議会） 

ガソリン 5,424 － 5,424 2,712 2,712 

高速代 2,850 － 2,850 1,425 1,425 

〃 H27.2.1 

日の出地区の液状化対策(潮

来市内） 

ソーラー発電の活用事例の

視察(潮来市内） 

市議会議員との意見交換(地

方創生の具体的戦略につい

て：水戸市内） 

ガソリン 4,968 － 4,968 2,484 2,484 

〃 H27.2.7 

つくば市内で JA いばらき会

長と意見交換 

県南地域の首長との意見交

換 

住民相談(用水路の占有につ

いて) 

おの君（東松島市キャラクタ

ー）いばらきの会代表と意見

交換 

ガソリン 3,744 － 3,744 1,872 1,872 

八島功男 H26.5.14 政調会(県議会公明党控室) 
ガソリン 2,640 － 2,640 2,640 2,640 

高速代 2,780 － 2,780 2,780 2,780 

〃 H26.7.4 つくば事務所で政策検討会 ガソリン 1,680 － 1,680 1,680 1,680 
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〃 H26.7.7 

県議会公明党政調会議，小美

玉市内の住民との意見交換

(茨城空港，百里基地に関す

る要望など) 

ガソリン 2,784 － 2,784 1,392 1,392 

高速代 1,730 － 1,730 865 865 

〃 H26.9.7 政調会(県総合福祉会館) 
ガソリン 2,784 － 2,784 2,784 2,784 

高速代 1,890 － 1,890 1,890 1,890 

高崎進 H26.5.14 
通学路，生活道路の危険個所

調査，県議会政務調査会 
ガソリン 1.392 － 1,392 696 696 

〃 H26.5.15 
県政報告，通学路危険個所調

査，政務調査会に出席 
ガソリン 864 － 864 432 432 

〃 H26.7.7 

住民相談活動 

知事部局の取り組みを調査 

県議会公明党政調会を開催 

ガソリン 1,344 － 1,344 672 672 

〃 H26.7.11 
県政報告活動 

県議選統一政策の検討 
ガソリン 1,104 － 1,104 552 552 

〃 H26.9.7 
河川改修要望調査 

県議会政調政策検討会 
ガソリン 1,608 － 1,608 804 804 

田村けい子 H26.5.15 
県議会政務調査会(6 月議会

の対応などについて)  
ガソリン 2,976 － 2,976 1,488 1,488 

〃 H26.7.9 
県議会政調会(県議選の統一

政策などを協議)  
ガソリン 2,976 1/2 1,488 1,488 1,488 

 計 88,276  85,504 62,488 57,360 

 

第６ 判断 

 
 監査対象機関からの説明聴取及び関係書類等の調査並びに会派への関係人調査の結

果を確認した事実に基づき，次のとおり判断する。 

 

１ 判断に当たっての基本的考え方 

  監査委員は，次のような視点に立って監査を行い，請求人から政務活動費の違法

又は不当な支出として指摘された事項について判断する。 

  なお，以下において引用する裁判例は，ほとんどが政務調査費に関するものであ

るが，基本的な考え方は，政務活動費も同じであると解され，政務調査費に関する

判例の趣旨は政務活動費にもあてはめることができるものと考える。 

     平成 25 年 11 月 18 日福岡地裁判決においても「会派等がそのように広範な役割

において，十分に役割を果たすためには，会派の自主性，自立性が尊重されなけれ

ばならない。このことは，平成 24 年法律第 72 号による改正において，同改正前の

地方自治法 100 条 14 項（法 100 条 13 項に対応する。）に定める「政務調査費」の

名称が「政務活動費」に改められ，交付目的が「議員の調査研究に資するため必要

な経費」から「議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改められ

たことにも表れている。」旨判示している。  
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（１）議会の責任及び自主性の尊重 

   法第 100 条第 14 項，同条第 15 項，さらに法の定めを受けて制定された条例第

10条及び第11条の規定において収支報告書等の提出を求める権限やそれらを調査

する権限は議長が有することとされていることから，政務活動費制度は，議会の

自主性，自律性を尊重する制度であると解され，政務活動に要する経費の解釈や

その適用の可否については，第一義的には，議会の責任において判断すべきもの

である。 

   平成 21 年 12 月 17 日最高裁判決においても，「政務調査費は議会の執行機関に

対する監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えら

れるところ，執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派（中略）との抑

制と均衡の理念にかんがみ，議会において独立性を有する団体として自主的に活

動すべき会派の性質及び役割を前提として，政務調査費の適正な使用についての

各会派の自律を促すとともに，政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの

干渉を防止しようとするところにある。」とされ，「政務調査費条例（注：東京都

品川区）は，政務調査費の支出に使途制限違反があることが収支報告書等の記載

から明らかにうかがわれるような場合を除き，監査委員を含め区の執行機関が，

実際に行われた政務調査活動の具体的な目的や内容等に立ち入ってその使途制限

適合性を審査することを予定していないと解される。」と判示している。 

（２）会派の裁量 

   多岐にわたる個々の議員の調査研究等の活動を会派の政務活動として認めるか

否か，調査研究活動の範囲や政務活動費の対象経費の範囲に該当するかどうかの

判断に当たっては，会派に裁量の権限が付与されており，会派自らの責任におい

て，その適合性について判断されるものと考える。 

   平成 21 年７月７日最高裁判決においても，政務調査費について「「会派が行う」

調査研究活動には，会派がその名において自ら行うもののほか，会派の所属議員

等にこれをゆだね，又は所属議員による調査研究活動を会派のためのものとして

承認する方法によって行うものも含まれると解すべきである。」と判示している。

加えて，平成 19 年２月９日札幌高裁判決でも，政務調査費について「会派の活動

は，様々な政治課題や市民生活に係わり，会派の構成員が，議会の議員であり，

その専門性や関心も多様であって，議員が全人格的活動を行い，議員活動につい

て政治責任を負っていることを考えれば，その調査対象は極めて広範なものにな

らざるを得ず，調査活動の函館市政との関連性，その目的，日程，訪問先，調査

方法，必要性等も極めて広範な裁量の下に行われるものであると認められる。」と

判示している。 

      また，平成24年の法改正により，政務調査費から政務活動費に改正された際に，
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その交付目的が「議員の調査研究に資するため必要な経費」の支出から「議員の

調査研究その他の活動に資するため必要な経費」の支出と改められていることか

ら，政務活動費の対象経費の範囲は，政務調査費に比し，会派のより広範な裁量

のもとに判断されるべきものと解される。本県条例においても，第２条において

政務活動費を充てることができる経費の範囲を「調査研究，研修，広報広聴，要

請陳情，住民相談，各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し，県

政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政

務活動」という。）に要する経費」と定めており，活動範囲を広く捉えている。 

   平成 28 年２月 10 日福井地裁判決においても，政務活動費について「議員等に

よる政務活動費の使用の適正性の確保については，第一次的には議員及び議会が

その自律的判断について政治的責任を負うにとどまり，その自律的判断に裁量の

逸脱又は濫用があると認められない限り，違法の問題は生じないというべきであ

る。」と判示している。 

（３）支出の制限 

   一方，政務活動費の財源が公金である以上，政務活動費の充当に係る会派の判

断が，無制約に許容されるわけではなく，政務活動費の範囲に該当する支出であ

ったかどうかの事後的な検証を行うに当たり，当該支出について議会事務局又は

各会派から合理的説明が得られず，政務活動との関連性又は支出の合理性を明ら

かに欠くと認められる場合には，妥当性を欠くものと考える。 

  平成 25 年１月 25 日最高裁判決でも，政務調査費について「使途基準が調査研

究費の内容として定める「（中略）経費」とは，（中略）議員としての議会活動を

離れた活動に関する経費ないし当該行為の客観的な目的や性質に照らして議員の

議会活動の基礎となる調査研究活動との間に合理的関連性が認められない行為に

関する経費は，これに該当しないものというべきである。」と判示している。 

（４）対象経費の判断 

   本県の条例においては，政務活動費は，会派又は議員が実施する調査研究，研

修，広報広聴，要請陳情，住民相談，各種会議への参加等県政の課題及び県民の

意思を把握し，県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要

な活動に要する経費に対して交付することとされており，会派が政務活動費の交

付対象とされているが，各会派においては会派から所属議員に対し包括的な委託

を行い，会派の政務活動を所属する議員に委ねている。 

   したがって，本件請求に係る各会派の支出内容が政務活動費の対象経費の範囲

に該当するかどうかの判断に当たっては，個々の議員の調査研究活動も含め，会派

の自主性，自律性を尊重した上で，政務活動費の対象経費の範囲に該当するか否か

を確認することとした。 
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（５）具体的な判断の基準 

   平成 21 年９月 29 日東京高裁判決（平成 20 年 11 月 28 日東京地裁判決を引用）

では，政務調査費について「本件各支出が区政に関する調査研究に資するために

必要な経費以外の経費に係る支出であるか否かは，本件各支出が本件使途基準及

び本件申合せ事項に反するか否かを基準に判断するのが相当である。」と判示して

いる。 

   こうしたことから，政務活動費の対象経費の範囲に該当するか否かの確認に当

たっては，証拠書類並びに議会事務局及び各会派の説明を政務活動費の適正な執行

を図るための指針として議会が自主的に策定した手引に照らし合わせることによ

り行うこととし，明らかに手引に反しているもの又は政務活動との関連性若しくは

支出の合理性を欠いていると認められるものを違法・不当とすることとした。 

   手引を，基本的な基準とする理由として，その作成において，会派で構成する

政務活動費検討会による検討を経て全会派共通の申合せ事項としてまとめたもの

であり，条例及び規程と一体となって一定の規範性を有するものと判断したもので

ある。 

       

２ 判断の理由 

  請求人が違法又は不当と主張する各会派の経費に対して，議会事務局保管の収支

報告書等及び同局の説明並びに関係人調査（法第 199 条第８項に基づき，関係する

会派（１人会派については当該議員）に対し証拠資料等の提示を求めたもの。以下

同じ。）より各会派から提示された関係書類及び各会派の説明（議会事務局を通じた

説明を含む。）により，その内容を調査したところ，いずれも違法，不当な支出でな

いことを確認した。 
   以下，請求人が政務活動費の違法又は不当な支出としている経費毎に判断の理由

を述べることとするが，はじめに複数の経費について， 請求人は，広報紙（誌）発

行及び政策広報活動の目的に会派あるいは議員個人の宣伝があることから，合理的

理由がない限りは，これに関係する各費用（人件費，事務費，交通費，会議費，広

報紙（誌）発行費及び政策広報費）については，按分率を２分の１とし，これを超

える分の費用を返還請求すべき旨主張しているので，この点について判断する。 

  請求人は陳述の機会において，広報紙（誌）について記事内容の如何を問わず純

粋な政務活動と言えず，按分率を２分の１とすべき旨述べているが，按分の有無は

記事の内容が政務活動であるか否かで判断されるべきであり，すべて按分率を２分

の１とするのは根拠のない主張である。 

  まず，証拠として提出された「石田進県政報告 №12」については，請求人は，

按分率を４分の３でなく，２分の１とすることが相当である旨述べているが，政務
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活動に係る紙面の面積により４分の３に按分されており，手引に従い合理的な方法

で算出した按分率により充当されていることを確認した。 

   次に，証拠として提出された「西野はじめ 県政活動報告 2014 年 11 月号」に

ついては，視察先の写真に議員自身が写っているなどの理由で按分率を２分の１と

すべき旨述べているが，根拠のない主張である。    

   その他，請求人からは，その目的に会派あるいは議員の宣伝があるとする情報提

供行為について，政務活動費の対象経費の範囲でないことを示す具体的証拠に基づ

く主張はなく，単に自らの意見を述べるに留まるものであるから，請求人の主張は

認めることができない。 

   以下，各経費に係る判断を述べる。 

（１）人件費 

   請求人は，被雇用者は，原則として議員事務所で業務を行うものとし，事務所

費の按分率が２分の１の場合，あるいは自宅を事務所としていると思われる場合

は，政務活動以外にも関わることが避けられないものとして，按分率を２分の１

とし，これを超える分の費用を，また，平成 26 年 12 月の選挙後に雇用を打ち切

っている場合は，選挙目的の雇用であったことが濃厚であるとし，按分率が２分

の１の場合は全額を，按分のない場合は按分率を２分の１とし，これを超える分

の費用について返還請求すべき旨主張する。 
    このため請求人がこれらの主張に基づき摘示している案件について，関係人調査

により提示された雇用契約書，勤務実績表にて，被雇用者の勤務実態を確認した

ところ，勤務実績表では調査資料作成等の政務活動に係る補助業務に従事してお

り，これ以外の業務を行っている状況は認められなかった。また，雇用契約の締

結内容も政務活動補助を行う旨記載されていた。 
   さらに，議会事務局を通じた会派の説明によると，会派ではこれらの案件につい

て議員から話を聴き，専ら政務活動の補助業務に従事していることを確認してい

るとのことであった。 
   なお，請求人が，事務所費の按分率が２分の１の場合，あるいは自宅を事務所と

していると思われる場合は，政務活動以外にも関わることが避けられないと主張

する案件について，議会事務局を通じ，各会派に確認したところ，いずれも専ら

政務活動に従事している者以外の者がおり，その者が政務活動以外の業務を行っ

ているとのことであった。 
   その他，請求人の個別の主張に係る判断については以下のとおりである。 
  ア 森田悦男議員 
    請求人は，当該議員は平成 26 年 10 月以降平成 27 年 12 月まで本会議におい

て発言がなく，政策立案に効果があったのか疑わしいので，被雇用者の人件費
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の按分率を２分の１とし，これを超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
    政務活動かどうかは，本会議の発言の有無によって判断されるものではなく，

議員としての議会活動の総体で判断されるものであり，請求人の主張は単に自

らの意見を述べるに留まるものである。 
     関係人調査により提示された雇用契約書，勤務実績表によって，当該被雇用

者の勤務実態を確認したところ，勤務実績表では調査資料収集等の政務活動に

係る補助業務に従事していることが認められた。また，雇用契約の締結内容も

政務活動補助を行う旨記載されていた。 
    さらに，議会事務局を通じた会派の説明によると，会派では当該案件につい

て議員から話を聴き，政務活動の補助業務に従事していることを確認している

とのことであった。 
  イ 長谷川修平議員 
    請求人は，被雇用者の雇用目的である「県南地域調査」の調査のテーマ及び

成果について何ら示されていないこと，また，被雇用者に対する支払日以降，

当該議員は県南に対する施策について発言していないことから，有効な雇用と

認められず，全額返還請求すべき旨主張する。 
     先に述べたとおり，政務活動かどうかは，県南に関する施策の発言の有無に

よって判断されるものではなく，議員としての議会活動の総体で判断されるも

のであり，請求人の主張は単に自らの意見を述べるに留まるものである。 
    関係人調査により提示された雇用契約書及び勤務実績表により，被雇用者の

勤務実態を確認したところ，勤務実績表では政務活動（県南地域調査活動）に

係る補助業務に従事しており，これ以外の業務を行っている状況は認められな

った。また，雇用契約の締結内容も政務活動補助を行う旨記載されていた。 
    さらに，議会事務局を通じた会派の説明によると，会派では当該案件につい

て議員から話を聴き，専ら政務活動の補助業務に従事していることを確認して

いるとのことであった。 
    なお，県南地域調査の調査内容については，関係人調査により，県南地域に

おける中小企業の振興等の８項目を調査対象としていることが認められた。 
  ウ 半村登議員，臼井平八郎議員，飯田智男議員及び江田隆記議員 
    請求人は，当該議員はホームページもなく，広報誌（紙）も発行されていな

いか，年１回から３回程度の発行であり，補助事務員は，政務活動以外も行っ

ていたと推察されるとして，按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべ

き旨主張する。 
        当該議員に係るホームページがないことや，広報誌（紙）の発行回数等によ

り，政務活動以外も行っていたとの主張は，自らの推論を述べたものにすぎず，
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何ら具体的根拠はない。 

    関係人調査により提示された雇用契約書，勤務実績表によって，当該被雇用

者の勤務実態を確認したところ，勤務実績表では調査資料作成等の政務活動に

係る補助業務に従事しており，これ以外の業務を行っている状況は認められな

かった。また，雇用契約の締結内容も政務活動補助を行う旨記載されていた。 
    さらに，議会事務局を通じた会派の説明によると，会派では当該案件につい

て議員から話を聴き，専ら政務活動の補助業務に従事していることを確認して

いるとのことであった。 
  エ 井手義弘議員 
    請求人は，当該議員による被雇用者の雇用目的及び按分率について以下のと

おり主張する。 
   （ア）支払日 平成 26 年８月７日分 

       雇用目的「党政策提言とりまとめ・資料整理補助」 按分率 ２分の１ 

    （イ）支払日 平成 27 年１月 30 日及び同年２月 27 日分 

       雇用目的「党政策広報紙発行・資料整理」 按分率 １分の１ 

     請求人は，支払日平成 27 年１月 30 日及び同年２月 27 日分も支払日平成 26

年８月７日分と同じく党の政策に関係した業務であり，また，広報紙の性質上

党あるいは会派の宣伝の意味が含まれると考えられるから，按分率２分の１を

超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
     議会事務局に保管されている領収書等貼付用紙の記載を確認したところ，

雇用目的については，第５・２（３）（92 頁）で確認したとおり，支払日平成

26 年８月７日分（領収書等貼付用紙に記載された支払日は平成 26 年８月 17

日）は，請求人の主張する「党政策提言とりまとめ・資料整理補助」でなく「県

議会公明党政策提言取りまとめ資料整理補助他」，同じく支払日平成 27 年１月

30 日及び同年２月 27 日分は，「党政策広報紙発行・資料整理」でなく「茨城

県議会公明党政策広報誌発行・資料整理のため」と記載されていた。したがっ

て，その雇用目的は，党でなく会派である茨城県議会公明党議員会の政策広報

誌の発行等を目的としたものであることが認められた。 

     関係人調査により提示された雇用契約書，勤務実績表によって，当該被雇用

者の勤務実態を確認したところ，１月及び２月の勤務実績表では，資料整理等，

政務活動に係る補助業務に従事しており，これ以外の業務を行っている状況は

認められなかった。また，雇用契約の締結内容も政務活動補助を行う旨記載さ

れていた。 
     さらに，議会事務局を通じた会派の説明によると，会派では当該案件につい

て議員から話を聴き，１月及び２月は専ら政務活動の補助業務に従事している
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ことを確認しているとのことであった。 
     なお，広報紙に性質上党あるいは会派の宣伝の意味が含まれると考えられる

から，按分率２分の１を超える分の費用を返還すべきとの主張については，既

に「２ 判断の理由」の冒頭（99，100 頁）で述べたとおり認めることができ

ない。 
  オ 茨城の元気な明日を創る会（戸井田和之議員） 
       請求人は，事務所における電話の通話料等の支出状況から，事務所における活

動の少なくとも半分は政務活動以外であるとして，当該事務所で業務を行ってい

る被雇用者については，具体的に勤務状況の説明がない限り，按分率２分の１を

超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
    関係人調査により提示された雇用契約書，勤務実績表により当該被雇用者の勤

務実態を確認したところ，勤務実績表では調査資料作成等の政務活動に係る補助

業務に従事しており，これ以外の業務を行っている状況は認められなかった。ま

た，雇用契約の締結内容も政務活動補助を行う旨記載されていた。 
   さらに，議会事務局を通じた会派（議員）の説明によると，当該被雇用者は，

専ら政務活動の補助業務に従事しているとのことであった。 
  カ  無所属の会（細谷典男議員） 
    請求人は，事務所で購入したお茶及び飲料水代が２分の１に按分されているこ

とから，事務所では政務活動以外の行為も行われていたことになり，被雇用人は

何らかの形で政務活動以外の業務に関係せざるを得ない状態があったと推察さ

れるとして，合理的な説明ができないのであれば，按分率２分の１を超える分の

費用を返還請求すべき旨主張する。 
    事務所で購入したお茶等の用途は，合理的な範囲内で会派の裁量に委ねられて

いるところであり，これをもって，被雇用者が政務活動以外に従事していたとす

る根拠とは認められない。 
    関係人調査により提示された雇用に係る条件，勤務実績表により被雇用者の勤

務実態を確認したところ，勤務実績表でも要望事項調査等の政務活動に係る補助

業務に従事しており，これ以外の業務を行っている状況は認められなかった。ま

た，雇用契約の締結内容も政務活動補助を行う旨記載されていた。 
   さらに，議会事務局を通じた会派（議員）の説明によると，当該被雇用者は，

専ら政務活動の補助業務に従事しているとのことであった。 
 キ   県政研究会（稲葉貴大議員） 
    請求人は，「政務活動補助事務」を目的とした２名の雇用について，当該会派

所属議員が平成 26 年４月以降本会議での発言がなく，農林水産常任委員会の発

言から専ら古河市内での情報収集活動を行っていると推察されるので，これほど
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（２名）の活動補助員が必要とは思えず，按分率１分の１としている１名の人件

費については按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
    政務活動かどうかは，本会議における発言の有無によって判断されるものでは

なく，議員としての議会活動の総体で判断されるものであり，請求人の主張は，

単に自らの意見を述べるに留まるものである。 
    関係人調査により提示された雇用契約書，勤務実績表により当該被雇用者の勤

務実態を確認したところ，２名の被雇用者について，１名は専ら政務活動に従事

し，もう１名は政務活動以外にも従事するとして業務が分担されている事実を確

認し，当該事実のとおり按分されていることが認められた。 
      さらに，議会事務局を通じた会派（議員）の説明によると，按分率１分の１と

している１名は，専ら政務活動の補助業務に従事しているとのことであった。 
 ク   茨城の未来をつくる会（大谷明議員） 
    請求人は，事務費，特に飲料水代が２分の１に按分されていることから，事務

所では政務活動以外の行為も行われていたと推察されるので，事務所で業務を行

った被雇用者は政務活動のみに専心し得なかったと推察されることから，按分率

２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
   事務所で購入したお茶等の用途は，合理的な範囲内で会派の裁量に委ねられて

いるところであり，これをもって，被雇用者が政務活動以外に従事していたとす

る根拠とは認められない。 
    関係人調査により提示された雇用契約書，業務実績表により当該被雇用者の勤

務実態を確認したところ，勤務実績表では調査資料作成等政務活動に係る補助業

務に従事しており，これ以外の業務を行っている状況は認められなかった。また，

雇用契約の締結内容も政務活動補助を行う旨記載されていた。 
   さらに，議会事務局を通じた会派（議員）の説明によると，当該被雇用者は，

専ら政務活動の補助業務に従事しているとのことであった。 
（２）事務所費 
  ア 横山忠市議員 
    請求人は，事務所の賃借料について，平成 26 年度の４月から 12 月は月額

50,000 円（按分率を２分の１とし充当金額月額 25,000 円）であったが，平成

27 年１月から３月は月額 100,000 円（按分率を２分の１とし充当金額月額

50,000 円）となったことについて，急に家賃が２倍となるとは思えず，借用面

積が２倍になったとしても，その必要性が疑問であり，政務活動費からの充当

金額を変えないための見かけの契約変更でないかと推察されるとして，平成 27

年１月から３月分の政務活動費への充当金額の２分の１を返還請求すべき旨主

張する。 
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     関係人調査により提示された事務所の賃貸借契約書を確認したところ，平成

27 年１月１日付けで，これまでの対象物件に加え，近隣の物件１棟を加えた新

たな賃貸借契約を締結していることが認められた。議会事務局から会派に確認

したところ，政務活動に係る相談，要望等に対応する場所が不足することにな

ったため，政務活動を強化する趣旨から，既存の物件に加え，新たに１棟を事

務所として賃借することとした旨説明があった。この事実に鑑みれば，平成 27

年１月以降の賃借料については，社会通念上妥当性を欠くものとは認められな

い。 

  イ 無所属の会（細谷典男議員） 
    請求人は，事務費で購入したお茶，飲料水代が２分の１に按分されているこ

とから，事務所では政務活動以外の行為も行われていたことになり，合理的な

説明ができないのであれば，按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべ

き旨主張する。 
    議会事務局において保管されている収支報告書等を確認したところ，第５・

２（３）（92 頁）で記したとおり，事務所費は按分率２分の１で按分されていた。

従って，事務所費の按分を行っていないことを前提とした請求人の主張は，事

実の誤認に基づくものであり，理由がない。 
    なお，お茶・飲料水代が２分の１に按分されていることと，事務所費の按分

とは直接の関係性はないと判断する。 
  ウ 茨城の未来をつくる会（大谷明議員） 
    請求人は，事務費，特に飲料水代が２分の１に按分されていることから，事

務所では政務活動以外の行為も行われていたと推察されるので，按分率２分の

１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
    議会事務局において保管されている収支報告書等を確認したところ，第５・

２（３）（93 頁）で記したとおり，事務所費は按分率２分の１で按分されていた。

従って，事務所費の按分を行っていないことを前提とした請求人の主張は，事

実の誤認に基づくものであり，理由がない。 
（３）事務費 
  ア 加藤明良議員，川津隆議員及び星田弘司議員 
    請求人は，名目「事務所（用）茶菓子代」の支出は，事務所の人のための茶

菓子と思われるので政務活動費への充当を認めない旨主張する。 
    請求人の摘示する各支出について，議会事務局において保管されている収支

報告書等を確認したところ，当該支出のうち，川津隆議員に係る平成 26 年５月

２日に「事務所用茶菓子代」の名目で支出されたとされる 2,770 円の支出はな

かった。請求人が示す議会保管資料の閲覧資料頁を確認したところ，第５・２
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（３）（93 頁）で記したとおり，平成 26 年７月 14 日の「来客用茶菓子代」名目

の 2,770 円の支出が記載されていた。したがって，請求人の主張する「事務所

用茶菓子代」の記載はないことから，請求人の摘示は誤認に基づくものである。 

    また，第５・２（３）（93 頁）で記したとおり，星田弘司議員に係る同年４月

２日に「事務所茶菓子代」の名目で支出されたとされる 1,240 円については，「事

務所茶菓子代（来客用）」の名目で支出されており，請求人の主張する「事務所

茶菓子代」の記載はないことから，当該支出に係る請求人の主張は事実の誤認

に基づくものであり理由がない。 
    さらに，議会事務局を通じ，会派に確認したところ，請求人の摘示する他の

各支出については，来客用として住民相談等の政務活動に使用するものである

ことが認められた。 
  イ 井手義弘議員 
    請求人は，当該議員の名刺作成時期が平成 26 年 12 月の選挙の僅か 1.5 月前

であり，政務活動用名刺を作成すべき時期ではなく，作成目的の半分を政務活

動としているが，実際は選挙に向けての名刺配布に使われたと推察する，また，

選挙後の使用については，当選することを前提に支出を行うべきではなく，選

挙後に名刺を作成していることからも，支払日が平成26年 11月３日の名刺は，

12 月でほぼ使い切ったと考えられるとして，支払日が同日の名刺作成費に係る

充当額の全額を返還すべき旨主張する。 

    手引においては，政務活動とそれ以外の議員活動とが混在する場合は，合理

的に説明できる割合又は２分の１を上限とする割合で適切に按分した額につい

て政務活動費として支出できることとされている。 
    議会事務局が確認した会派の説明によると，当該名刺は政務活動を含めた必

要枚数を作成したとのことであった。 
    今回の政務活動費の充当は，按分率２分の１で按分した額であり，手引に従

った取扱いがなされていることから，全額を返還すべき旨の請求人の主張は認

めることができない。 
  ウ 日本共産党茨城県議会議員団 
   （ア）パソコン購入・設置等 

         請求人は，政務活動とそれ以外の活動が混然と行われることもあろうし，

政務活動以外に使用しないとは言い切れないから，按分率２分の１を超え

る分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，政務活動以外に使用するパソ

コンは別にあって，当該パソコンは専ら調査研究等の政務活動に使用して

いるとのことであり，請求人の主張は認められない。 
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   （イ）デジタルカメラ及びＳＤＨＣメモリー 
     請求人は，政務活動とそれ以外の活動が混然と行われることもあろうし，

政務活動以外に使用しないとは言い切れない，その意味では按分率２分の

１を超える分の政務活動費を返還請求すべきであるが，政務活動用のカメ

ラとしては，高価すぎるので，特別の理由がない限り全額返還請求すべき

旨主張する。 
     関係人調査により，会派にデジタルカメラ及びＳＤＨＣメモリーの用途

等について確認したところ，以前は議員個人のカメラを使用していたが，

政務活動に使用するため購入したものであって，当該カメラは議員室で保

管されており，政務活動以外には使用していないとのことであった。 
     また，当該カメラは，県議団ニュース作成のため，紙面に対応できる画

素数を有するもので，政務活動を行う上で必要とされる機能を備えたもの

として購入したとのことであった。手引において，備品については，政務

活動に使用するためであれば，取得単価が 20 万円まで購入できる旨明記

されており，請求人の主張は認めることができない。 
（４）交通費（ガソリン代・高速道料金等） 
  ア 佐藤光雄議員 

     請求人は，当該議員が使用した平成 26 年４月から平成 27 年１月までのガ

ソリン・高速道料金 31 件について，目的は広報紙配布，県議会活動報告が主

であるが，これらは自己宣伝，自己アピールの要素を持つものであることか

ら，交通費についても全額を認めることはできず，全て按分率２分の１を超

える分の費用を返還請求すべきとし，賀詞会については，意見交換の要素は

低く，全額を認めることはできないので，按分率２分の１を超える分の費用

を返還請求すべき旨主張する。 
     広報紙配布，県議会活動報告については自己宣伝，自己アピールの要素を

持つものであることから，これに係る交通費の２分の１を超える分の政務活

動費を返還請求すべきとの主張については既に「２ 判断の理由」の冒頭（99，

100 頁）で述べたとおり認めることができない。 
     また，賀詞会に係る主張については，（11）会費・ウ・（イ）（128，129 頁）

において別途判断する。   
   イ 臼井平八郎議員 

    請求人は，当該議員は平成 26 年４月以降平成 27 年１月まで何度か県庁に

出向いているが，そのほとんどで復路における高速出口ＩＣは通常の行程で

は使用しない桜土浦ＩＣであり，その使用目的が示されていないことから，

通常の行程で要する金額を超えた分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
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     関係人調査によると，復路に桜土浦ＩＣを利用しているのは，筑波研究学

園都市の施設の利用状況等に係る調査を行ったとのことであるから，請求人

の主張は認めることができない。 
   ウ 飯田智男議員 

 請求人は，当該議員は平成 27 年３月 24 日の国交省要望の際に自動車を使

用しているが，鉄道を利用した方が安価であるとして，その差額を返還すべ

き旨主張する。 
 手引において「交通費」の内容は，「会派又は議員の政務活動に要する日常

的な交通費，宿泊費等の経費」とされている。交通手段については明記され

ていないため，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ねられてお

り，当該自動車の利用は，手引上の原則である社会通念上妥当な範囲を逸脱

したものではないと判断する。 
   エ 井手義弘議員 
   （ア）潮来水郷ソーラー発電所視察等（平成 26 年４月 12 日） 
      請求人は，当日は圏央道の開通日であり，ソーラー施設の視察ではなく

圏央道を走ることが目的であり，また，当該ソーラー施設について県議の視

察は県政に役立つものではない，さらに，同日に目的不明の高速道利用があ

り，圏央道に乗るための行為であったと推察されるとして，全額を返還請求

すべき旨主張する。 
      県政に役立たない等の主張は，何ら具体的根拠に基づくものではなく，

単に自らの意見を述べるに留まるものである。 
      関係人調査により，当該議員の所属する会派から提示された活動記録簿

を確認したところ，潮来水郷ソーラー発電所等の視察を行ったことが認めら

れ，また，圏央道新規開通区画の通行の理由について，議会事務局を通じ会

派に確認したところ，利便性の調査を行ったものであるとのことであった。 
      これらは専ら調査研究等の政務活動として行われたものであり，請求人

の主張は認められない。 
   （イ）地方議員のためのＳＮＳ活用研究会（平成 26 年４月 14 日） 
      請求人は，県政と直接関係がないとして全額返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該研究会は，県議会議員，

地方議員，議員の情報発信に興味を持つ県民などを対象に，ブログやＳＮ

Ｓでの情報発信について相互に研さんし，情報交換を行ったものであると

のことであり，専ら調査研究等の政務活動であることから，請求人の主張

は認められない。 
   （ウ）茨城県議会公明党議会報告（平成 26 年５月４日） 
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      請求人は，実際は石井啓一衆院議員を主体とした憲法記念日の街頭演説

であり，全額返還請求すべき旨主張する。 
      本件支出に係る額のうち按分された２分の１は，錯誤により既に県に返

還されており，全額の返還請求については請求の根拠が失われている。 
      手引においては，当該報告会に政党活動等が混在する場合でも，経費の

うち合理的に説明できる割合又は２分の１を上限とする適切な額を支出

することができることとされている。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該報告会は政務活動として

行ったとのことであり，請求人の主張は認められない。 
     なお，前述のとおり，活動全体の一部に政務活動以外が含まれていたと

しても，適切に按分されていれば，違法，不当な支出とは認められない。 
   （エ）地方議員のＩＣＴ活用研修会・鹿嶋市長面会（平成 26 年５月 10 日） 

      請求人は，研修会への参加は直接県政に関係するとは思えない，高速料

も当該研修会及び同市長面会のためのものと思われるとして，按分率２分

の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，県議会議員，地方議員，議員

の情報発信に興味を持つ県民などを対象に，ブログやＳＮＳでの情報発信

について相互に研さんし，情報交換を行ったとのことであり，専ら調査研

究等の政務活動として行ったものであることから請求人の主張は認めら

れない。 
   （オ）県議会報告・政務調査会・原発事業ヒアリング（平成 26 年５月 14 日） 

      請求人は，県議選への統一政策検討は政務活動ではなく，按分率２分の

１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤に

より既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （カ）県議会報告・ＮＴＢアワード 2014・政調会（平成 26 年５月 15 日） 

      請求人は，県庁記者クラブでの県議選公明党公認発表記者会見や県議選

統一政策検討を行っていることから，明らかに政務活動外であるとして，

按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経

費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠

を失っている。 
   （キ）住民相談・世界のバラとガーデニングショウ視察（平成 26 年５月 16 日） 

      請求人は，住民相談は個人的なもので政務活動とは言えないとして，按

分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該住民相談は，県域を越え

た医療体制の課題に係るものであって，県政に関する課題の把握のため行
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ったとのことであり，政務活動であるので請求人の主張は認められない。 
   （ク）横浜イングリッシュガーデン視察（平成 26 年５月 26 日） 

     請求人は，鉄道を利用すると合計 11,512 円となり，自動車を利用する

より 4,908 円安くなるとして，この鉄道利用合計額との差額分の費用を返

還請求すべき旨主張する。 
     手引において「交通費」の内容は，「会派又は議員の政務活動に要する

日常的な交通費，宿泊費等の経費」とされている。交通手段については明

記されていないため，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ね

られているが，当該自動車の利用は，手引上の原則である社会通念上妥当

な範囲を逸脱したものではないと判断する。 
   （ケ）政調会（平成 26 年６月 14 日） 
      請求人は，県議選の統一政策などの検討を行っており，明らかに政務活

動外であり，全額返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤により

既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （コ）住民相談・県政報告会（平成 26 年６月 21 日） 

      請求人は，住民相談は全く個人的問題で県政と関係ない，県政報告会は

記録がなく，参加に疑いを持つとして，按分率２分の１を超える分の政務

活動費を返還請求すべき旨主張する。 
      住民相談は全く個人的問題で県政と関係ないとの主張については，具体

的根拠のない請求人の単なる意見に留まるものである。 
      関係人調査によると，住民相談へ対応し，また，つくば市内で県政報告

会を行ったとのことであり，政務活動として行ったものであるから，請求

人の主張は認められない。 
   （サ）地方議員のＩＣＴ研究会（平成 26 年６月 25 日） 
      請求人は，当該議員は講師役と思われることから，政務活動費を充当す

べきではないとして，全額返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該議員は講師役を務めてい

ないとのことであり，また，県議会議員，地方議員，議員の情報発信に興

味を持つ県民などを対象に，ブログやＳＮＳでの情報発信について相互に

研さんし，情報交換を行ったとのことであり，専ら調査研究等の政務活動

として行ったものであるから，請求人の主張は認められない。 
   （シ）土木委員会県内調査・政調会・県議会報告（平成 26 年７月４日） 
      請求人は，土木委員会の調査旅行には費用弁償があるはずで，政務活動

費として記載するのは間違いで，かかった費用を明らかにすべきであり，

また，県議選の政策検討会は政務活動ではないとし，さらに，県議会報告
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の費用が判然としないとして，全額返還請求すべき旨主張する。 
      本件支出に係る額のうち按分された２分の１については，錯誤により既

に県に返還されており，全額の返還請求については請求の根拠が失われて

いる。 
       手引においては，当該報告会に政党活動等が混在する場合でも，経費の

うち合理的に説明できる割合又は２分の１を上限とする適切な額を支出

することができることとされている。 
      また，土木企業委員会県内視察の費用弁償について確認したところ，当

該議員は土木企業委員会の構成員ではなく，政務活動費と重複した費用弁

償の事実は認められない。さらに，議会事務局が会派に説明を求めたとこ

ろ，調査研究等の政務活動に含まれることから，請求人の主張は認められ

ない。 
   （ス）田村けい子議員，八島功男議員の県政報告会（平成 26 年７月６日） 

      請求人は，同会派とはいえ，他議員の県議会報告会に参加する必要はな

い，田村議員の県政報告会は党女性局主催のサマーフォーラム 2014 の可

能性が高く，参加の必要性はないとして，全額返還請求すべき旨主張する

が，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張

はその根拠を失っている。 
   （セ）政調会（平成 26 年７月７日） 
      県議選の統一政策は，政務活動ではなく，按分率２分の１を超える分の

費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返

還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （ソ）県議選統一政策協議・日立市長との意見交換・うのしまビラでの意見交

換・かみね動物園視察（平成 26 年７月９日） 
      請求人は，統一政策協議を政務活動と評価しているとすると，按分率２

分の１の中に含まれていることになるが，当該協議は政務活動費ではない

ため更に減額し，計上額の２分の１を返還請求すべき旨主張する。しかし，

当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はそ

の根拠を失っている。 
   （タ）県議選に関する会派の統一政策のとりまとめ（平成 26 年７月 11 日） 
      請求人は，県議選の統一政策のとりまとめは政務活動ではなく，全額を

返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返還され

ているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （チ）地方議員のネットを活用した議会広報について意見交換（平成 26 年７月

12 日） 
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      請求人は，当該議員は平成 26 年７月 12 日に地方議員のネットを活用し

た議会広報についての意見交換を実施しているが，当該議員が所属する政

党議員との勉強会と推定されることから，政務活動にそぐわない活動であ

り，交通費の全額を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，その内容は，千葉県松戸市内

でネット戦略の専門家との意見交換を行っているとのことであり，専ら調

査研究等の政務活動として行ったものであることから，請求人の主張は認

められない。 
  （ツ）土浦市内のアオコ発生状況調査・霞ヶ浦ダックツアー・地方議会活性化

のためのＳＮＳ研修会（平成 26 年７月 25 日） 

      請求人は，①平成 26 年７月 23 日のアオコ調査からわずか 1 日おいての

同調査はおかしい，②ダックツアーは全くの遊びである，③ＳＮＳ研修会

は政務活動といえるのか疑問であるとして，全額返還請求すべき旨主張す

る。 

      議会事務局が会派に説明を求めたところ，まず，①のアオコ調査につい

ては，７月 23 日は土浦港，同月 25 日は新川及び新川河口の視察調査行っ

ている，②のダックツアーについては土浦市の観光活性化に重要な要素で，

県内の他の地域にも水平展開できないか可能性を確認した，③のＳＮＳ研

修会については，県議会議員，地方議員，議員の情報発信に興味を持つ県

民などを対象にブログやＳＮＳでの情報発信について相互に研さんし，情

報交換したとのことであり，専ら調査研究等の政務活動として行ったもの

であることから，請求人の主張は認められない。 

   （テ）軽井沢レイクガーデン見学・千住博美術館リーフガーデン見学（平成 26

年８月４日），蓼科高原バラクライングリッシュガーデン視察（平成 26 年

８月５日） 

      請求人は，当該議員は県立フラワーパークリニューアルに提案するため

として出かけているが，議会での発言に関連するものは見受けられない，

どのように提案されたのか，本当に政務活動として視察したのか疑問であ

るとして，全額返還請求すべき旨主張する。 
       関係人調査によると，当該議員は平成 26 年度，農林水産委員会委員を

務めており，県立フラワーパークの活性化は重点的な取組内容の一つであ

ることから，調査をしたとのことであり，専ら調査研究等の政務活動とし

て行ったものであることから，請求人の主張は認められない。 
   （ト）県議政策検討会（平成 26 年９月７日） 

      請求人は，開催場所が水戸市内とされているが，県総合福祉会館で開催
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されたことが分かる，単に県議会における政策検討と言うよりも選挙のため

の政策検討を行った可能性が高いとして，政務活動でないので，全額返還請

求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているの

で，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （ナ）茨城マルシェ視察（平成 26 年９月 21 日） 
      請求人は，この施設の視察に出かける必要性を認めないとして，全額返

還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局を通じた会派の説明によると，会派では当該案件について議

員から話を聴き，政務活動として調査を行ったことを確認しているとのこ

とであった。 
      茨城マルシェは，東京都内に所在する県のアンテナショップであり，専

ら調査研究等の政務活動として行ったものであることから，請求人の主張は

認められない。 
   （ニ）日立市十王町合併 10 周年記念式典・ひたちなか市長との意見交換（平成

26 年 11 月１日） 

      請求人は，ひたちなか市長との意見交換とあるが，当日，市長選立候補

の推薦状を手渡しており，明らかに政務活動以外の行為であり，按分率２分

の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤に

より既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （ヌ）県議会報告会（水戸駅，土浦駅，つくば駅）・ＪＡいばらきへの新春挨拶・

県地方創生本部についてのヒアリング（平成 27 年１月５日） 
      請求人は，少なくともつくば駅における県議会報告は，石井啓一衆院議

員を中心とした公明党の演説会で，議会報告会ではないとして，按分率２分

の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤に

より既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （ネ）日の出地区液状化対策，ソーラー発電活用事例視察（潮来市），市議会議

員との意見交換（平成 27 年２月１日） 
      請求人は，当日は潮来市長選候補者の出陣式があり，こちらへの参加が

目的と推察される，ソーラー発電は４月 12 日，日の出地区は３月 17 日に視

察済であるとして，按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主

張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の

主張はその根拠を失っている。 
  （ノ） ＪＡいばらき会長との意見交換・県南地域の首長との意見交換・住民相

談・おの君いばらきの会代表との意見交換（平成 27 年２月７日） 

       請求人は，当日は「公明党新春の集い 2015」がつくば市で行われ，これ
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にも出席しているため全てが政務活動とはいえない，住民相談も同様である

として，按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，

当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はその

根拠を失っている。 
   （ハ）常総市内の野犬状況調査・土浦市議との意見交換（平成 27 年３月 28 日） 
      請求人は，平成 27 年３月 25 日に行ったばかりの野犬調査を中２日で行

う必要があるのかとして，按分率２分の１を超える分の政務活動費を返還請

求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，１回目の調査で野犬の群れを

発見できず，改めて情報収集を行い，３月 28 日に調査したとのことであ

り，専ら調査研究等の政務活動として行ったものであることから，請求人

の主張は認められない。 
  オ 八島功男議員 

 （ア）政調会（平成 26 年５月 14 日） 
     請求人は，当該会では県議選統一政策に関する打合せも行われているが，

県議選への統一政策検討は政務活動ではなく，全額返還請求すべき旨主張す

るが，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張

はその根拠を失っている。 
 （イ）政策検討会（平成 26 年７月４日） 

      請求人は，県議選の政策検討は政務活動ではなく，全額返還請求すべき

旨主張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求

人の主張はその根拠を失っている。 
   （ウ）政調会議・小美玉市民との意見交換（平成 26 年７月７日） 
      請求人は，県議選の統一政策検討は政務活動ではなく，按分率２分の１

を超える分の政務活動費を返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤

により既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （エ）政調会（平成 26 年９月７日） 
      請求人は，開催場所が水戸市内とされているが，県総合福祉会館で開催

されたことが分かる，単に県議会における政策検討と言うよりも選挙のため

の政策検討を行った可能性が高いとして，政務活動でないので，全額返還請

求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているの

で，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   カ 高崎進議員 
   （ア）通学路，生活道の危険箇所調査・県議会政務調査会（平成 26 年５月 14

日） 
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      請求人は，政務調査会では県議選への統一政策検討も行われていること

から，按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，

当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はそ

の根拠を失っている。 
      （イ）県政報告・通学路危険箇所調査・政務調査会（平成 26 年５月 15 日） 

      請求人は，政務調査会では県議選への統一政策検討も行われており，按

分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経費

は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を

失っている。 
 （ウ）住民相談・知事部局取組調査・政調会（平成 26 年７月７日） 

        請求人は，政務調査会では県議選の統一政策の打ち合わせも行っており， 
按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経

費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠

を失っている。 
   （エ）県政報告活動・県議選統一政策の検討（平成 26 年７月 11 日） 

      請求人は，県議選の統一政策の検討は政務活動ではなく，按分率２分の

１を超える分の費用を返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，錯誤に

より既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っている。 
   （オ）河川改修要望調査・政調政策検討会（平成 26 年９月７日） 
      請求人は，開催場所が水戸市内とされているが，県総合福祉会館で開催

されたことが分かる，単に県議会における政策検討と言うよりも選挙のた

めの政策検討を行った可能性が高いとして，政務活動でないが，調査活動

も行っているので，按分率２分の１を超える分の費用を返還請求すべき旨

主張するが，当該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求

人の主張はその根拠を失っている。 
   （カ）群馬県視察（平成 27 年１月 27 日から 28 日まで） 

      請求人は，当該議員は視察記事をこまめに自身のホームページに記載し

ているが，本件には触れていない，視察の目的，内容，効果が不明であり，

実際に行われたのか疑わしいとして，全額返還請求すべき旨主張する。 
       関係人調査によると，群馬県における県域放送に係る調査のため，群馬

テレビ及びＧＴＶエンタープライズを訪問して，聴き取りを行ったとのこ

とであり，専ら調査研究等の政務活動として行ったものであることから，

請求人の主張は認められない。 
   キ 田村けい子議員 
   （ア）県議会政務調査会（平成 26 年５月 15 日） 
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     請求人は，政務調査会では県議選への統一政策検討も行われており，按

分率２分の１を超える分の政務活動費を返還請求すべき旨主張するが，当

該経費は，錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はその

根拠を失っている。 

   （イ）県議会政調会（平成 26 年７月９日） 

      請求人は，県議選統一政策協議を政務調査と考えての按分であろうが，

政策活動ではないとして，全額返還請求すべき旨主張するが，当該経費は，

錯誤により既に県に返還されているので，請求人の主張はその根拠を失っ

ている。  
   ク 茨城県議会公明党議員会（井手義弘議員及び八島功男議員） 

   請求人は，当該議員は平成 26 年５月 19 日から同月 21 日まで岩手県・青森

県調査を実施しているが，鉄道運賃，国内企画料金の内容が不明であるため，

これらについて返還すべき旨主張する。 
    関係人調査によると，東日本大震災の復興状況調査，東日本大震災の教訓を

後世に伝える取組の調査，茨城県の原子力行政に係る六ヶ所村再処理施設の調

査，スモールシティ構想の進捗状況調査を行ったとのことであった。鉄道運賃

は当該調査に係るＪＲ運賃の一部，国内企画料金の内容は鉄道運賃，宿泊代及

びレンタカー代であり妥当と認められる。議会事務局を通じた会派の説明よる

と，当該議員の話から，専ら調査研究等の政務活動として行ったものであり，

請求人の主張は認められない。 
   ケ 港湾議員連盟のベトナム視察調査（平成 26 年５月６日から同月 10 日まで） 

     請求人は，収支報告書等の証拠資料では，目的とすることが記載されていな

いし成果も分からない，平成 26 年６月 11 日の土木企業常任委員会における島

田幸三議員の質問，港湾課長の回答から，23 名もの集団で出かけるほどのこ

とではないと言える，この議員連盟は，特にベトナムを意識して結成されたも

のではないから，全員（と思われる）で行かなければならないというものでは

ない，旅費については，合計金額の領収書があるだけで，内容の詳細が分から

ない，として経費の３分の１までを認め，これを超える分を返還請求すべき旨

主張する。 

     関係人調査によると，その目的は，常陸那珂港区を結ぶ，「中国・フィリピ

ン・ベトナム・タイ定期コンテナ航路」の利用促進に資するため，コンテナ貨

物の今後の見通しや社会経済情勢等についての，情報交換・意見交換と，茨城

港のＰＲを行うため，各訪問先にて意見交換等を行ったとのことであり，専ら

調査研究等の政務活動として行ったものであることから，請求人の主張は認め

られない。 
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  コ 日台友好議員連盟台湾視察調査（平成 26 年５月 29 日から同年６月１日まで） 
     請求人は，収支報告書等の添付資料では，目的とすることが記載されていな

いし成果も分からない，訪問先についても，旅費に関する証拠資料には記載が

なく，かろうじて土産代の証拠資料から判読された，参加者については，名前

はもちろんのこと人数さえもわからない，車代あるいは駐車場代などを計上し

た者５名のみ名前が知れた状況である，平成 26 年６月以降平成 27 年 12 月ま

での本会議で台湾に関する質問あるいは提言が行われた形跡がない，視察訪問

の意義があったのか疑わしいので視察の意義がないものとして全額返還請求

すべき旨主張する。 
      関係人調査によると，台湾政府関係機関等を訪問し，わが県との友好関係の

推進と併せて，震災後の風評被害における県内産農産物輸出規制解除のお願い

と，茨城県の振興に伴う観光ＰＲや，茨城空港とのチャーター便就航に係る意

見交換会等を行ったとのことであり，専ら調査研究等の政務活動として行った

ものであることから，請求人の主張は認められない。 
（５）交通費（自動車リース代） 
    請求人は，自動車リース代については，按分率２分の１で充当金額 29,000 円

を標準価とし，同価との差額の政務活動費について返還請求すべき旨主張する。 

    手引においては，自動車をリースする場合の車種や金額は，特に定められてい

ないが，社会通念上必要かつ相当と認められる範囲とされている。 

   請求人は，陳述の機会において，標準価とした 29,000 円／月額について，過去

の議員によるリース費の実績から，極端に高い，あるいは安い等のものを除いた

残りの平均値について按分率を２分の１とした金額が 28,000 円／月額であり，

これに消費税増額分を勘案して 29,000 円／月額としたもので，平均値を出す場

合に上下の極端な数値を排除して算出することも統計上行われる手法だと述べ

ている。 
  しかしながら，請求人の平均値を超えたものを認めないとする考え方は，政務

活動に必要な車のリース料に関しては，合理性に欠き首肯できない。 
  従って，平均値を超える政務活動への充当を認めないとの請求人の主張は失当

である。 
    また，車のリース料については，必要に応じて契約書等の写しの提出を得て，

地域性等，議員を取り巻く諸条件を踏まえ確認を行い，合理的説明が得られたこ

とから，請求人の主張は認めることができない。 
   その他，請求人の個別の主張に係る判断については，以下のとおりである。 
   ア 桜井富夫議員 

     請求人は，当該議員に係る平成 26 年５月分自動車リース代からの増額につい
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て，消費税率の変更が織り込まれたものと推察しても，算出金額に誤りがあり，

正規の金額より多く支払っていたことから，その差額を返還すべき旨主張する。 
    関係人調査により確認したところ，４月分及び５月分以降の支払ともに，適

切な算定根拠に基づいた請求額に応じた支払となっており，請求人の主張は認

めることはできない。 
  イ 飯岡英之議員 
    請求人は，当該議員が使用しているリース自動車は，政務活動以外で使用し

なかったとはいえないはずであることから，按分率を２分の１とすべき旨主張

する。 
   議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該リース車は平成 26 年４月及び

５月に使用していたものであるが，この時期には地区調査活動，各種要望・相

談，県政報告会等が集中しており，政務活動専用の車として使用したものであ

るとのことであった。      
    当該説明から，専ら政務活動を目的とした使用であり，これ以外の用途に使

用されていないことを確認した。 
  ウ 藤島正孝議員 

   請求人は，当該議員に係る自動車リース代について，社会通念をはるかに超

えた高額車両のリースと言わざるを得ず，実質上，個人リース車両の費用補填

に政務活動費を流用しているとしかいえないことから，全額返還すべき旨主張

する。 
    請求人が主張する高額な自動車リース代については，請求人の一方的な社会

通念に係る基準に基づくものであり，その基準に照らしリース代が高額である

から不当であるとの主張は認められない。 
    政務活動費の執行は社会通念上妥当な範囲で各議員の裁量に委ねられている。

資産形成につながらない車のリースについては，地域性等，議員を取り巻く諸

条件を踏まえて，その妥当性を判断するものであって，今回の充当金額につい

ては，明らかに社会通念上の妥当性を欠くとは認められず，違法・不当である

とは言えない。 
    また，手引では政務活動と政党活動や後援会活動等及び私的活動が混在する

場合，４分の１を上限として按分率を設定できると規定されており，個人リー

ス車両の費用補填に政務活動費を流用しているとの主張は失当である。 
（６）視察・研修費 
  ア 茨城の元気な明日を創る会（戸井田和之議員） 
    請求人は，当該議員は福岡県庁表敬訪問を実施しており，茨城空港福岡便就

航のお礼と解釈できるが，議員個人でする必要はなく，政務活動とは認めない
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ことから，全額返還すべき旨主張する。 
    関係人調査によると，当該議員は，平成 26 年４月 18 日に，福岡県庁内の公

益社団法人福岡県観光連盟を訪れ，茨城空港の利用促進及び観光振興について

意見交換を行ったとのことであり，調査研究等の政務活動として行ったもので

あることから，請求人の主張は認められない。 
  イ 中村修議員 
    請求人は，当該議員は平成 26 年６月 25 日から 27 日まで県外３市を視察して

いるが，収支報告書等の添付資料には視察目的，成果の記載がないことから，

全額返還すべき旨主張する。 
    関係人調査によると，宮津市，京田辺市及び大津市内の各施設を訪問し，福

祉，防災等に係る施策について視察を行ったとのことであり，専ら調査研究等

の政務活動として行ったものであることから，請求人の主張は認められない。 
  ウ 白田信夫議員，葉梨衛議員 
    請求人は，当該議員は平成 26 年 10 月５日から 10 日までベトナムを訪問して

いるが，その航空運賃が，同行した山岡恒夫議員に係る航空運賃の 2.4 倍と際

立って高額であることから，山岡恒夫議員の航空運賃を超えた分を返還すべき

旨主張する。 
    視察・研修に係る交通費については，手引上，航空機のビジネスクラスにも

充てることができる旨明記されており，請求人の主張は失当である。 
  エ 長谷川修平議員 

      請求人は，当該議員は平成 26 年に北海道調査を実施しているが，実施日が明

確でなく，目的，訪問先の記載もない，また，平成 26 年３月４日以降平成 27

年 11 月 16 日までの議会質問には，この視察に関連しているものがないことか

ら，全額支払いを認めない旨主張する。 
    政務活動かどうかは，議会における発言の有無によって判断されるものでは

なく，議員としての議会活動の総体で判断されるものであり，請求人の主張は，

単に自らの意見を述べるに留まるものである。 
    関係人調査によると，茨城県北海道事務所を訪れ，日本一の農業生産地にお

ける本県農産品の販売戦略についての調査や，茨城県北海道事務所のあり方に

ついての調査を行っており，専ら調査研究等の政務活動として行ったものであ

ることから，請求人の主張は認められない。 
   オ 青山大人議員 
    請求人は，当該議員は平成 26 年 10 月５日から 10 日までベトナムを訪問して

いるが，収支報告書等では費用構成，目的，訪問先が不明である，また，当該

議員は，約２ヵ月後の県議会議員選挙に立候補しておらず，この視察を何に活
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用しようとしていたのか疑問であることから，全額支払いを認めない旨主張す

る。 
    関係人調査によると，県，県議会，市町村長等約 80 人からなる訪問団により

実施され，農業分野における協力関係の強化や，本県商工業の海外展開におけ

る連携促進を図るため，政府関係機関等にて関係者との面談等を行ったとのこ

とである。 
    また，当該議員は会派の代表として訪問しており，その結果は会派の活動に

反映されるとのことであり，専ら調査研究等の政務活動として行ったものであ

ることから，請求人の主張は認められない。 
  カ 自民県政クラブ 
  （ア）茨城空港活用・高校生修学旅行利用調査（平成 26 年５月 14 日） 
     請求人は，当該会派は当該調査の交通手段としてマイクロバスを利用して

いるが，鉄道を利用した方が安価であり，活動テーマからすると１人で行け

ば十分であることから，１人分の鉄道運賃等のみを認める旨主張する。 
      関係人調査によると，日本航空本店を訪問し，茨城空港の積極的な利活用

について，チャーター機による高校の修学旅行等の実現可能性に係る情報収

集と意見交換を行ったとのことであり，専ら調査研究等の政務活動として行

ったものであることから，請求人の主張は認められない。 
また，手引において「視察・研修費」では，政務活動のために行う視察等

に要する交通費の実費を支出できることとされているが，交通手段について

は明記されておらず，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ねら

れているところであり，社会通念上妥当なもので不当とは言えない。 
  （イ）東北復興状況視察（平成 26 年６月 18 日から 20 日まで） 

     請求人は，被災地の復旧状況を見るだけでは視察の価値はなく，現地で得

た教訓を，どう県政に生かしたいのかが示されなければ認められない支出で

あることから，全額返還すべき旨主張する。 
      関係人調査によると，福島県いわき市，宮城県気仙沼市ほかを訪問し，東

日本大震災の被災地の復興状況を調査し，本県の防災や復興対策の参考とす

るとのことであり，会派の調査研究等の政務活動として行ったものであるこ

とから，請求人の主張は認められない。 
  （ウ）取手競輪場復旧状況調査（平成 26 年６月 28 日） 

     請求人は，当該会派は当該調査の交通手段としてマイクロバスを利用して

いるが，５名中，実際にバスを利用したのは３名と推察される，また，５名

で視察するほどのことはなく，たとえ５名での視察を認めたとしても，バス

の利用は認められず，自家用車利用による交通費を超える分について返還請
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求すべき旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，その目的は，東日本大震災後の

復旧状況調査，国体に向けての施設運営等調査であるとのことであり，専ら

調査研究等の政務活動として行ったものであることから，請求人の主張は認

められない。 
     また，手引において「視察・研修費」では，政務活動のために行う視察等

に要する交通費の実費を支出できることとされているが，交通手段について

は明記されておらず，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ねら

れているところであり，社会通念上妥当なもので不当とは言えない。 

  （エ）三重県災害復旧状況調査（平成 27 年２月９日から 10 日まで） 

     請求人は，視察の場所も様子も不明であり，平成 27 年３月以降同年 11 月

の臨時本会議に至るまで当該視察に関する提案も質問もなされた形跡もない，

被災地の復旧状況を見るだけでは視察の価値はなく，現地で得た教訓を，ど

う県政に生かしたいのかが示されなければ認められない支出であることから，

全額返還請求すべき旨主張する。 
      政務活動かどうかは，議会での当該調査に係る発言の有無によって判断さ

れるものではなく，議員の議会活動の総体で判断されるものであり，請求人

の主張は，単に自らの意見を述べるに留まるものである。 
      関係人調査によると，三重県を訪れ，自然災害により，三重県内で被害を

受けた公共土木施設の復旧状況を調査することによって，本県で同様の被害

があった際の復旧対策等の参考とするため，災害復旧工事等の現場調査や商

店街調査を行ったとのことであり，専ら調査研究等の政務活動として行った

ものであることから，請求人の主張は認められない。 

  （オ）小中一貫校現地調査（平成 27 年２月 19 日） 

     請求人は，当該会派は当該調査の交通手段としてマイクロバスを利用して

いるが，当該調査に関する報告記事は議員のブログには見当たらず，視察の

目的が不明である，視察は認めるが，バスの利用は認められず，自家用車利

用による交通費を超える分について返還請求すべき旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，その目的は，英語教育及び科学

教育の推進についての教育現場調査であり，専ら調査研究等の政務活動とし

て行ったものであることから，請求人の主張は認められない。 
     また，手引において「視察・研修費」では，政務活動のために行う視察等

に要する交通費の実費を支出できることとされているが，交通手段について

は明記されておらず，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ねら

れているところであり，社会通念上妥当なもので不当とは言えない。 
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  （カ）内閣府創生本部勉強会及び茨城マルシェ視察（平成 27 年２月 23 日）        
     請求人は，当該会派は当該視察の交通手段としてマイクロバスを利用して

いるが，飯田智男議員は乗車していない，茨城マルシェ視察はついでという

程度であろうとし，視察は認めるが，バスの利用は認められず，鉄道及び自

家用車利用による交通費を超える分について返還すべき旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，「まち・ひと・しごと創生法」の

制度と県の人口減少問題についての勉強会，リニューアルしたいばらきマル

シェの経営内容，実態現地調査であるとのことであり，専ら調査研究等の政

務活動として行ったことが認められた。 
     手引において「視察・研修費」では，政務活動のために行う視察等に要す

る交通費の実費を支出できることとされているが，交通手段については明記

されておらず，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ねられてい

るところであり，社会通念上妥当なもので不当とは言えない。 

  （キ）つくば国際会議場の利用状況調査・つくば研究支援センターの活動内容調

査（平成 27 年３月 30 日） 

     請求人は，当該会派は当該調査の交通手段としてマイクロバスを利用して

おり，視察は認めるが，バスの利用は認められず，自家用車利用による交通

費を超える分について返還すべき旨主張する。 
     手引において「視察・研修費」では，政務活動のために行う視察等に要す

る交通費の実費を支出できることとされているが，交通手段については明記

されておらず，具体的な移動の方法については，会派の裁量に委ねられてい

るところであり，社会通念上妥当なもので不当とは言えない。 
  キ 茨城県議会公明党議員会（井手義弘議員及び八島功男議員） 
    請求人は，当該議員は平成 26 年５月 19 日から 21 日まで岩手県・青森県調査

を実施しているが，視察交通費の内容が不明であること，ねぶた展示場「ワラ

ッセ」の視察は本県県政に寄与せず，単なる観光施設見学であることから，こ

れらについて返還すべき旨主張する。 
    当該調査の内容については，（４）交通費（ガソリン代・高速道料金等）・ク

（116 頁）で述べたとおりであり，ワラッセ視察は当該調査中の駅前中心市街地

現地調査の一環として行ったとのことであって，専ら調査研究等の政務活動と

して行ったものであることから，請求人の主張は認められない。 
   なお，議会事務局で保管されている収支報告書等を確認したところ，請求人

主張のうち，視察交通費 63,160 円については，第５・２（３）（93 頁）で確認

したとおり，当該調査に係る支払でなく，本件請求以外の支出分が混入してい

ることから，当該金額に係る請求人の主張には理由がない。 
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  ク 井手義弘議員 
    請求人は，当該議員は平成 26 年７月 12 日に地方議員のネットを活用した議

会広報についての意見交換を実施しているが，当該議員が所属する政党議員と

の勉強会と推定されることから，手土産は不要であるとして，全額返還すべき

旨主張する。 
    当該主張については，（４）交通費（ガソリン代・高速道料金等）・エ・（チ）

（111，112 頁）で判断したほか，手引上，土産代も認められており，請求人の

主張は採用できない。 
  ケ 高崎進議員 
  （ア）埼玉県視察（平成 26 年４月 28 日） 
     請求人は，当該議員は視察記事をこまめに自身のホームページに記載して

いるが，本件には触れていない，平成 27 年２月 16 日に埼玉県庁を訪問し，

救急医療に関する聞き取りを行っている，視察の目的，内容，効果が不明で

あり，実際に行われたのか疑わしいことから，全額返還請求すべき旨主張す

る。 
     関係人調査によると，当該調査は，残薬の有効利用による医療費削減の取

組みや，ドクターヘリの運用のあり方を目的として，埼玉県及び埼玉県議会

の調査を行ったものであり，専ら調査研究等の政務活動として行ったもので

あることから，請求人の主張は認められない。 
  （イ）群馬県視察（平成 27 年１月 27 日から 28 日まで） 

     請求人は，当該議員は視察記事をこまめに自身のホームページに記載して

いるが，本件には触れていない，視察の目的，内容，効果が不明であり，実

際に行われたのか疑わしいことから，全額返還請求すべき旨主張する。 
     当該主張については，（４）交通費（ガソリン代・高速道料金等）・カ・（カ）

（115 頁）で判断したとおり，認められない。 
 （７）資料購入・作成費 
   ア 星田弘司議員 
     請求人は，当該議員が購入した「写真アルバム県南の昭和 土浦・石岡・

つくば・かすみがうら・小美玉編～市民の目で見た県南の昭和～株式会社い

き出版」について，歴史的価値は否定できないが，今後の県政に役立つとは

思えず，政務活動費を充当すべきではないとして，全額返還請求すべき旨主

張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該書籍は，地域の歴史を知り，

今後の街づくりの参考とするため購入したとのことであり，本件支出は政務

活動の対象として容認できるものである。 
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   イ 井手義弘議員 
     請求人は，当該議員が購入した書籍「すぐ分かるビットコイン」について，

その購入目的が県政とは全く関係ない住民相談のためであることから，全額

返還すべき旨主張する。 
    関係人調査により，会派から提示された関係書類を確認したところ，当該

議員は，地元の会合で本テーマに関する質問を受けたが，十分な回答ができ

なかったことや，議会での質問準備（被害実態が把握できなかったことから

質問はしていない。）等のため，購入したものであり，政務活動の対象として

容認できるものである。 
   ウ 井手義弘議員，八島功男議員，高崎進議員及び田村けい子議員 
     請求人は，当該議員が購読する政党新聞，政党月報について，県政につい

ての参考となる一方，政党の支援活動といった一面もあり，按分が必要であ

ることから，２分の１を超える分を返還請求すべき旨主張する。 
     手引において「資産購入・作成費」の内容は，「会派又は議員が議会審議や

政務活動のために行う図書等の購入，利用等及び資料作成に要する経費」と

され，政党機関紙（誌）にも充てることができることとされていることから， 
    請求人の主張は失当である。 
 （８）グループ活動費 
   ア 港湾議員連盟ベトナム視察調査（平成 26 年５月６日から同月 10 日まで） 

     請求人は，収支報告書等の証拠資料では，目的とすることが記載されてい

ないし成果も分からない，平成 26 年６月 11 日の土木企業常任委員会におけ

る島田幸三議員の質問，港湾課長の回答から，23 名もの集団で出かけるほど

のことではないと言える，この議員連盟は，特にベトナムを意識して結成さ

れたものではないから，全員（と思われる）で行かなければならないという

ものではない，旅費については，合計金額の領収書があるだけで，内容の詳

細が分からない，として費用の３分の１までを認め，これを超える分を返還

請求すべき旨主張する。 
     当該主張については，（４）交通費（ガソリン代・高速道料金等）・ケ（116

頁）で判断したとおり，認めることができない。 
   イ 日台友好議員連盟台湾視察調査（平成 26 年５月 29 日から同年６月１日ま

で） 
    請求人は，収支報告書等の添付資料では，目的とすることが記載されてい

ないし成果も分からない，訪問先についても，旅費に関する証拠資料には記

載がなく，かろうじて土産代の証拠資料から判読された，参加者については，

名前はもちろんのこと人数さえもわからない，車代あるいは駐車場代などを
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計上した者５名のみ名前が知れた状況である，平成 26 年６月以降平成 27 年

12 月までの本会議で台湾に関する質問あるいは提言が行われた形跡がない，

視察訪問の意義があったのか疑わしいので視察の意義がないものとして全額

返還請求すべき旨主張する。 
     当該主張については，（４）交通費（ガソリン代・高速道料金等）・コ（117

頁）で判断したとおり，認めることができない。 
   ウ 防衛・領土問題対策議員連盟総会（平成 26 年７月 19 日） 

     請求人は，僅か 30 分の会議に何故ホテルの会議室を利用しなければならな

いのか，また，政務活動の一環であるならば議会の控室で行えばよい，さら

に，無駄の最たるものであるとして，会議室代を全額返還請求すべき旨主張

する。 
     手引では会議を開催する場所についての規定はなく，社会通念上妥当な範

囲である限り，会派の裁量に委ねられており，政務活動に係る会議室利用料

への充当を妥当とした議会事務局及び会派の判断に関して，条例，規程及び

手引に照らして違法・不当とする点は，認められなかった。  
 （９）広報紙（誌）発行費 
   ア 井手義弘議員 
     請求人は，議会等における活動状況の写真を高額費用をかけて撮影してい

るが，議員のアピールのためであり，政務活動としては必要のない行為である

から支出を認めないとして，全額返還請求すべき旨主張する。 
     広報にあたり，写真を使用するかどうかは裁量の範囲であり，議会等におけ

る活動状況の写真撮影についても認められることから，請求人の主張は失当で

ある。 
  （10）政策広報費 
     請求人は，県政報告会等における茶菓子代については，一人あたり 150 円で

十分であり，これ（政務活動以外が含まれる場合は一人あたり 150 円の按分後

の額）を超える分の費用について返還請求すべき旨主張する。 

     手引においては，会議時等における茶菓子代について，具体的な上限額の定

めはないことから，手引上の基本原則に従い，社会通念上妥当な範囲であるか

否かにより判断されるべきであると考える。今回請求対象となった案件につい

て明らかに社会通念上妥当な範囲を逸脱しているとは認められない。 

    請求人は，一人あたり 150 円で十分である旨主張するが，請求人独自の価値

基準から導かれた何ら根拠のない金額であり，同額を超えた分の政務活動費へ

の充当を認めないとするのは，失当である。 

    その他，請求人の個別の主張に係る判断については以下のとおりである。 
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   ア 石田進議員 

     請求人は，県政報告会会場借用について，会場は㈱地域おこし研究所が事

業者で当該議員がその代表を務めるとの情報もインターネット上にあるが，

その様な関係で当該施設を利用するのか，また，会場費が利用者の人数に対

して不規則になっている点も異常である，さらに，こうした不審が解明され

ない限り会場費の支出は認められない，として会場費全額を返還請求すべき

旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，政務活動のために行う県政報告

会に要する経費であるとのことであった。また，会場費については，社会通

念上妥当な範囲であれば，議員の裁量に委ねられているものと考えられる。

当該案件についても，その経費は，一般的には，会場の空き室の状況等によ

り左右されるものでもあり，政務活動への充当は妥当なものと考える。 
    イ 井手義弘議員 
    （ア）ビデオ撮影・編集・アップロード，県議会報告等ＤＶＤ作成・ダビング 
       請求人は，①議会報告会及び議会活動報告のビデオ撮影，編集及びアッ

プロードは，アップロードがなければ単なる記録に過ぎない，また，手引に

定義された政策広報活動に当たらないので支出は認めない，②議場における

議員の質問情景のビデオ撮影，編集，アップロードは，議会の公式ネット放

送もあり，支出は認めない，③議場における議員の質問情景のＤＶＤ作成及

びダビングは②と同様認めない，さらに制作枚数も少なく特定の者を対象と

した情報提供手段であるので認めない，④視察においてレポーターを使用し

ているが，議員自らがレポーターであるべきであり，この費用は認めない，

⑤ビデオ撮影・編集・アップロード（北茨城撮影分，茨城食の魅力）につい

て目的，活用の実態不明のため支出を認めない，⑥カメラマンを帯同しての

撮影を認めない，自らが撮影するべきであるとして，全額返還請求すべき旨

主張する。 
      ①については，議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該動画は，

政務活動により県民の意見を反映させた一般質問等の様子を県政報告に使

用しているとのことであり，手引に定義された政策広報活動に当たらないと

の主張については，手引中の対象活動には「音声等を用いて行う演説等の不

特定多数を対象とした広報・広聴活動」と規定され，音声以外の方法による

広報活動が含まれている。よって，本案件は政務活動費充当の対象になると

判断する。 
      ②については，議員の政策広報活動にあたり，質問時の撮影等を行うか

は，裁量の範囲内であり，政務活動として認められるものであるから，請求
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人の主張は失当である。 
      ③については，議員の政策広報活動にあたり，質問時のＤＶＤ作成を行

うかは，裁量の範囲内であり，政務活動として認められるものであるから，

請求人の主張は失当である。 
       また，請求人は，制作枚数も少なく，特定の者を対象とした情報提供手

段であるので，支出を認めないと主張するが，当該ＤＶＤについては 200

枚が作成されていることから，政務活動として行われる集会，街頭演説等で

想定される対象者数と比較しても，違法，不当な支出に当たるとする根拠と

はならないものである。 
      ④については，政策広報活動にあたり，視察時にレポーターを依頼する

かは，裁量の範囲内であり，政務活動として認められるものであるから，請

求人の主張は失当である。 
      ⑤については，議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該動画は，

政務活動のため行う県政報告に使用しているとのことであり，政務活動の対

象として適正なものと認める。 
      ⑥については，議員の政策広報活動にあたり，カメラマンを帯同しての

撮影を行うかは，裁量の範囲内であり，政務活動として認められるものであ

るから，請求人の主張は失当である。 
  （イ）県議会公明党活動記録誌 
     請求人は，議員選挙区近傍地区の活動記録誌は，限定した市民（公明党関

係者）に渡されるもので一般性がなく，活動記録誌に止まるので認めないと

して，全額返還請求すべき旨主張する。 
     当該活動記録誌は，「県北版」，「つくば版」，「県央版」及び「県南版」が各

500 部作成されているが，議会事務局が会派に説明を求めたところ，政務活

動の成果をまとめたものであり，会派で行ってきた政務活動を県民に広報広

聴するために県政報告会等で配布しているとのことであった。 
     請求人は限定した市民に渡されるので一般性がない旨主張するが，政務活

動として行われる集会，街頭演説で想定される対象者数と比較しても，違法・

不当な支出に当たらないと判断する。 
     また，請求人は，活動記録誌に止まるので，政務活動費として認めないと

主張するが，政務活動への充当を妥当とした議会事務局及び会派の判断につ

いては，妥当なものであり，請求人の主張は失当である。 
（11）会費 
   手引において「会費」の内容は，「会派又は議員が政務活動のため行う各種団体  

等が主催する会合等への参加に要する経費」とされ，対象となる経費としては，「各
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種団体・地域団体等が主催するもので，議員が政務活動に係る意見交換や情報収

集等を目的として参加する会合等の会費及びこれに類するもの」とされている。 
    また，「年会費」については「議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等を目

的として加盟する各種団体・地域団体等の年会費及びこれに類するもの」とされ

ている。 
   対象としては，他団体が主催する会合等であることが必要であり，私的又は個

人的な会合，政党等が主催するパーティ等に充てることはできないこととされて

いる。 
   具体的には，手引に基づいて政務活動費に該当するかどうか，各会派で判断を

行っているが，以下，今回の請求に係る案件について判断する。 
  ア 長谷川修平議員，佐藤光雄議員，齋藤英彰議員，井手義弘議員及び高崎進議

員（明日の茨城づくり新春の集い） 
    請求人は，賀詞交換会は，懇親の要素が強いため，按分率２分の１を超える

分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
    当該集いは，県，県議会，県市長会など県内６団体が主催したものであり，

議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該集いへの参加は，県政の課題に

係る意見交換や情報収集を目的とするものとのことであった。 
    手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることがで

きない。 
  イ 長谷川修平議員，齋藤英彰議員（日立市勤労者協議会 2015 年新春交流会） 
    請求人は，当該協議会は，後援団体の要素が強いため，全額を返還請求すべ

き旨主張する。 
    議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該交流会への参加は，県政の課

題に係る意見交換や情報収集を目的としているとのことであった。 

    手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることがで

きない。 
  ウ 佐藤光雄議員 
   （ア）日本ベトナム協会賀詞会 
     請求人は，賀詞交換会は，懇親の要素が強いため，按分率２分の１を超え

る分を返還請求すべき旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会への参加は，県政の課題

に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことだった。 
     手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが

できない。 
   （イ）城里町新春賀詞交換会 
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      請求人は，賀詞交換会は，懇親の要素が強いため，按分率２分の１を超え

る分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会には，各種団体の人達と

町政の課題や要望を伺う意見交換の場として参加し，県政に反映していると

のことであり，県政の課題に係る意見交換や情報収集を目的とするものであ

るとのことであった。 
      手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが

できない。 
   （ウ）茨城県日中友好協会新春賀詞交換会 
      請求人は，賀詞交換会は，懇親の要素が強いため，按分率２分の１を超え

る分の費用を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会への参加は，県政の課題

に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことだった。 
      手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが

できない。 
   （エ）茨城県高退連合新春の集い 
      請求人は，後援団体の要素が強いため，全額を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該集いへの参加は，県政の課

題に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことであった。 
      手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが

できない。 
  エ 齋藤英彰議員 
  （ア）教職員県北支部ＯＢ会 
     請求人は，後援会及び政治団体の要素が強いため，全額を返還請求すべき

旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会への参加は，県政の課題

に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことであった。 
     手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが

できない。 
   （イ）連合茨城議員懇談会年会費 
      請求人は，当該会は政治団体の議員寄合であるため全額を返還請求すべき

旨主張する。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会への参加は，県政の課題

に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことであった。 
      手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが
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できない。 
   （ウ）自治体議員連合会 2015 年度会費 
      請求人は，後援団体の要素が強いため，全額を返還請求すべき旨主張する。 
      議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会への参加は，県政の課題

に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことであった。 
      手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることが

できない。 
  オ 井手義弘議員（日立市建設塗装組合新年会会費） 
     請求人は，新年会の類は懇親会の意味合いが強く，会費のほとんどは飲食代で

あり，具体的な意見交換など期待できないものであるから，按分率２分の１を超

える分の政務活動費を返還請求すべき旨主張する。 
    議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会への参加は，専ら県政の課題

に係る意見交換や情報収集を目的とするものであるとのことであった。 
   手引や当該事実から政務活動に当たるので，請求人の主張は認めることができ

ない。 
  カ 高崎進議員（茨城県吉田検察審査協会平成 26 年度会費） 

    請求人は，検察審査協会は，検察審査会制度や裁判員制度の啓発を行っている

として議員参加の正当性を主張しているが，啓発相手先である一般市民に対する

啓発活動の事実が認められない，議員がここで得た情報は議会を通して県政に反

映されるべきだが，平成 25 年６月から平成 27 年 12 月までの本会議において，

検察・警察行政に関する当該議員の発言は認められず，当該会への参加の意味は

認められないので，全額返還請求すべき旨主張する。 
     手引における「年会費」の記載は前掲のとおりである。 
     議会事務局が会派に説明を求めたところ，当該会は，検察審査制度の発展に協

力し，その普及及び徹底を図ることを目的としたものであるが，当該議員は，県

政の課題に係る意見交換や情報収集を目的として参加しているとのことである。 
     請求人は，当該議員が本会議において検察・警察行政に関する発言がないこと

をもって，参加の意味は認められないと主張するが，政務活動かどうかは，本会

議の発言の有無によって判断されるものではなく，議員としての議会活動の総体

で判断されるものであり，請求人の主張は単に自らの意見を述べるに留まるもの

であって，認めることはできない。 
 
３ 結論 

  以上のことから，請求に係る支出については，その一部は既に県に返還されてお

り，請求の根拠が失われているほか，違法又は不当というべきものはなく，知事が
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財産の管理を怠る事実は認められない。 

  よって，請求人の主張は理由がないものと判断し，これを棄却する。 

 


